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十
五
年
法
律
第
百
号
）
（
※
）
（
抄
）

73

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

電
波
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
七
号
）
（
抄
）

73

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
（
抄
）

73

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
（
抄
）

80

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

行
政
相
談
委
員
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
法
人
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
二
百
二
十
二
号
）
（
抄
）

81

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

行
政
相
談
委
員
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
九
十
九
号
）
（
抄
）

81

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
（
抄
）

82

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
の
組
織
、
運
営
及
び
管
理
に
係
る
共
通
的
な
事
項
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
十
六
号
）
（
抄
）

85

○

公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
法
人
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
五
百
二
十

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

三
号
）
（
抄
）

103

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
（
抄
）

105

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

電
波
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
（
※
）
（
抄
）

105
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・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
（
抄
）

106

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
九
十
九
号
）
（
抄
）

106

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）
（
※
）
（
抄
）

107

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

電
波
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
六
十
三
号
）
（
抄
）

107

○

電
波
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
（
電
波
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
六
十
三
号
）
に
よ
る

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

改
正
後
の
も
の
）
（
抄
）

108

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
（
※
）
（
抄
）

108

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
十
三
号
）
（
抄
）

109

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
（
※
）
（
抄
）

110

○

消
防
団
を
中
核
と
し
た
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
家
公
務
員
の
消
防
団
員
と
の
兼
職
等
に
係
る
職
務
専

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

念
義
務
の
免
除
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
六
号
）
（
抄
）

111

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

消
防
団
を
中
核
と
し
た
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
十
号
）
（
抄
）

111

【
法
務
省
関
係
】

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
等
登
記
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
十
八
号
）
（
抄
）

112

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

司
法
書
士
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
（
抄
）

112

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

司
法
書
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
九
十
七
号
）
（
抄
）

113

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

土
地
家
屋
調
査
士
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
四
年
政
令
第
二
百
九
十
八
号
）
（
抄
）

113

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

土
地
家
屋
調
査
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）

114

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
十
四
号
）
（
抄
）

114

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
（
抄
）

115

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

総
合
法
律
支
援
法
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
二
十
四
号
）
（
抄
）

115

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

総
合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
）
（
※
）
（
抄
）

118

【
外
務
省
関
係
】

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

外
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
九
号
）
（
抄
）

122

○

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
十
八
号
）
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

・
・
・

る
も
の
と
さ
れ
る
同
令
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
九
号
）
（
抄
）

123
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・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
（
※
）
（
抄
）

123

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
二
百
五
十
八
号
）
（
抄
）

124

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
（
※
）
（
抄
）

124

【
財
務
省
関
係
】

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
抄
）

125

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
（
抄
）

128

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
（
抄
）

129

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
（
※
）
（
抄
）

139

・
・
・

○

国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
五
十
六
号
）
（
抄
）

143

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
五
号
）
（
抄
）

144

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

財
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）
（
抄
）

144

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
造
幣
局
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
八
十
号
）
（
抄
）

146

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
造
幣
局
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
号
）
（
※
）
（
抄
）

147

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
八
十
二
号
）
（
抄
）

148

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
一
号
）
（
※
）
（
抄
）

148

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
百
二
十
四
号
）
（
抄
）

149

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
（
※
）
（
抄
）

153

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
四
十
三
号
）
（
抄
）

155

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）
（
抄
）

155

【
文
部
科
学
省
関
係
】

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
六
号
）
（
抄
）

156

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
（
※
）
（
抄
）

157

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

著
作
権
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
（
抄
）

158

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
（
抄
）

158

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

発
電
用
施
設
周
辺
地
域
整
備
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
九
十
三
号
）
（
抄
）

158

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

発
電
用
施
設
周
辺
地
域
整
備
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
七
十
八
号
）
（
抄
）

159
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・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

文
化
財
保
護
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）
（
抄
）

159

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
（
※
）
（
抄
）

160

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
二
百
八
十
七
号
）
（
抄
）

160

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
五
号
）
（
抄
）

161

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
三
百
五
十
四
号
）
（
抄
）

162

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
（
※
）
（
抄
）

162

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

文
部
科
学
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
一
号
）
（
抄
）

163

○

独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
施
行
令
等
の
規
定
の
技
術
的
読
替
え
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

令
第
三
百
二
十
七
号
）
（
抄
）

167

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
（
※
）
（
抄
）

168

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
（
抄
）

168

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

国
立
研
究
開
発
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
（
※
）
（
抄
）

169

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
三
十
九
号
）
（
抄
）

170

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

国
立
研
究
開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
（
※
）
（
抄
）

171

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
四
十
号
）
（
抄
）

172

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

国
立
研
究
開
発
法
人
理
化
学
研
究
所
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
（
※
）
（
抄
）

172

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

国
立
大
学
法
人
評
価
委
員
会
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
四
十
一
号
）
（
抄
）

173

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
（
※
）
（
抄
）

173

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
八
号
）
（
抄
）

179

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
（
※
）
（
抄
）

180

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
十
二
号
）
（
抄
）

180

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

国
立
研
究
開
発
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
（
※
）
（
抄
）

181

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
二
十
四
号
）
（
抄
）

181

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
（
※
）
（
抄
）

182

○

研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

第
三
百
十
四
号
）
（
抄
）

182
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○

研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

三
号
）
（
※
）
（
抄
）

184

【
厚
生
労
働
省
関
係
】

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
（
抄
）

185

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
（
抄
）

185

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

労
働
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
三
十
一
号
）
（
抄
）

185

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
（
※
）
（
抄
）

186

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

特
定
独
立
行
政
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
四
十
九
号
）
（
抄
）

187

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

行
政
執
行
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
十
七
号
）
（
※
）
（
抄
）

188

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
）
（
抄
）

189

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
（
抄
）

191

・
・

○

母
子
家
庭
の
母
及
び
父
子
家
庭
の
父
の
就
業
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
六
条
の
法
人
を
定
め
る
政
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
三
号
）
（
抄
）

191

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

母
子
家
庭
の
母
及
び
父
子
家
庭
の
父
の
就
業
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
九
十
二
号
）
（
抄
）

193

・
・
・
・
・
・

○

国
等
に
よ
る
障
害
者
就
労
施
設
等
か
ら
の
物
品
等
の
調
達
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
二
十
二
号
）
（
抄
）

193

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

国
等
に
よ
る
障
害
者
就
労
施
設
等
か
ら
の
物
品
等
の
調
達
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
十
号
）
（
抄
）

195

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
三
十
二
号
）
（
抄
）

195

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
二
号
）
（
※
）
（
抄
）

196

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
（
抄
）

197

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
（
抄
）

198

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
（
抄
）

199

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
九
十
四
号
）
（
抄
）

199

○

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
八

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

年
政
令
第
十
八
号
）
（
抄
）

200

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
（
抄
）

200

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
（
抄
）

201

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

健
康
増
進
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
六
十
一
号
）
（
抄
）

202
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・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
（
※
）
（
抄
）

202

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
九
十
三
号
）
（
抄
）

203

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
（
※
）
（
抄
）

203

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
十
六
号
）
（
抄
）

204

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
（
※
）
（
抄
）

206

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
八
十
三
号
）
（
抄
）

206

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
（
※
）
（
抄
）

207

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
五
十
六
号
）
（
抄
）

207

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
（
※
）
（
抄
）

208

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
七
十
九
号
）
（
抄
）

208

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
七
十
一
号
）
（
※
）
（
抄
）

209

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
四
十
一
号
）
（
抄
）

209

・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
国
立
研
究
開
発
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
九
十
三
号
）
（
※
）
（
抄
）

210

○

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
の
廃
止
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
百
六
十
六
号
）
（

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

抄
）

211

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
（
※
）
（
抄
）

212

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
百
六
十
七
号
）
（
抄
）

212

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
（
※
）
（
抄
）

212

○

独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

第
三
十
五
号
）
（
抄
）

213

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
（
※
）
（
抄
）

214

【
農
林
水
産
省
関
係
】

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

森
林
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号
）
（
抄
）

214

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
（
抄
）

215

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号
）
（
抄
）

215

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
（
抄
）

216
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・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

種
苗
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
（
抄
）

216

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
（
抄
）

216

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

農
林
水
産
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
三
号
）
（
抄
）

217

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
八
十
九
号
）
（
抄
）

219

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
（
※
）
（
抄
）

220

○

独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
農
林
水
産
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

す
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
百
六
十
五
号
）
（
抄
）

221

・
・

○

独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
農
林
水
産
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
二
十
六
号
）
（
※
）
（
抄
）

222

・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
の
廃
止
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
二
十
七
号
）
（
抄
）

222

○

独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
三
十
八
号
）
（
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
の
廃
止
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
二
十
七
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
も
の
）
（
抄
）

223

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
が
行
う
特
例
業
務
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
二
十
八
号
）
（
抄
）

224

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
（
※
）
（
抄
）

228

○

国
有
林
野
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
の
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
五
十
五
号
）
（
抄
）

229

○

国
有
林
野
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
の
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

年
法
律
第
四
十
二
号
）
（
※
）
（
抄
）

230

○

森
林
国
営
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
四
十
二
号

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）
（
抄
）

230

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

森
林
国
営
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
二
十
一
号
）
（
※
）
（
抄
）

231

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
四
十
三
号
）
（
抄
）

231

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
（
※
）
（
抄
）

232

【
経
済
産
業
省
関
係
】

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

火
薬
類
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
三
号
）
（
抄
）

232

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
（
抄
）

233

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

信
用
保
証
協
会
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
七
十
一
号
）
（
抄
）

233
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・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

信
用
保
証
協
会
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
九
十
六
号
）
（
抄
）

233

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

官
公
需
に
つ
い
て
の
中
小
企
業
者
の
受
注
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
二
百
四
十
八
号
）
（
抄
）

234

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

官
公
需
に
つ
い
て
の
中
小
企
業
者
の
受
注
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
（
抄
）

235

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

回
路
配
置
利
用
権
等
の
登
録
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
（
抄
）

236

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

半
導
体
集
積
回
路
の
回
路
配
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
四
十
三
号
）
（
抄
）

236

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
（
抄
）

236

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
（
※
）
（
抄
）

238

・
・

○

大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
の
民
間
事
業
者
へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
（
抄
）

239

・
・
・
・
・
・
・

○

大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
の
民
間
事
業
者
へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
五
十
二
号
）
（
抄
）

240

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
二
百
一
号
）
（
抄
）

241

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
（
※
）
（
抄
）

241

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

産
業
技
術
力
強
化
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
六
号
）
（
抄
）

242

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

産
業
技
術
力
強
化
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十
四
号
）
（
抄
）

243

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

経
済
産
業
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号
）
（
抄
）

244

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
六
十
四
号
）
（
抄
）

245

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
（
※
）
（
抄
）

247

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
五
十
四
号
）
（
抄
）

247

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
四
号
）
（
※
）
（
抄
）

248

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
八
十
二
号
）
（
抄
）

249

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
（
※
）
（
抄
）

250

○

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
理
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

令
第
四
十
六
号
）
（
抄
）

251

○

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
九

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

十
五
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
も
の
）
（
抄
）

252

・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
十
六
号
）
（
抄
）

252

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
九
年
法
律
第
三
十
七
号
）
（
※
）
（
抄
）

253
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【
国
土
交
通
省
関
係
】

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

船
舶
安
全
法
施
行
令
（
昭
和
九
年
勅
令
第
十
三
号
）
（
抄
）

254

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
（
抄
）

254

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
（
抄
）

254

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
（
抄
）

255

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

船
舶
の
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
三
十
二
号
）
（
抄
）

256

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

船
舶
の
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
四
十
号
）
（
抄
）

256

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

国
際
航
海
船
舶
及
び
国
際
港
湾
施
設
の
保
安
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
六
十
四
号
）
（
抄
）

256

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

国
際
航
海
船
舶
及
び
国
際
港
湾
施
設
の
保
安
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
三
十
一
号
）
（
抄
）

257

・
・
・
・
・
・

○

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
九
十
九
号
）
（
抄
）

257

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
（
抄
）

257

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

港
湾
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
四
号
）
（
抄
）

258

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
（
抄
）

258

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

道
路
運
送
車
両
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号
）
（
抄
）

258

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
（
抄
）

259

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

航
空
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
二
十
一
号
）
（
抄
）

260

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
（
抄
）

260

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
四
十
七
号
）
（
抄
）

260

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
（
抄
）

261

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

首
都
圏
整
備
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
三
十
三
号
）
（
抄
）

261

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

首
都
圏
整
備
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
三
号
）
（
抄
）

261

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

近
畿
圏
整
備
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
百
五
十
九
号
）
（
抄
）

262

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

近
畿
圏
整
備
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
（
抄
）

262

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

中
部
圏
開
発
整
備
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
十
号
）
（
抄
）

263

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

中
部
圏
開
発
整
備
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
二
号
）
（
抄
）

263

・
・
・
・

○

公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
四
号
）
（
抄
）

264
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・
・
・
・
・
・
・

○

公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
十
号
）
（
※
）
（
抄
）

264

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）
（
抄
）

265

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
）

265

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
抄
）

266

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
法
第
十
二
条
第
五
号
の
建
設
工
事
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
八
号
）
（
抄
）

270

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

国
立
研
究
開
発
法
人
土
木
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
五
号
）
（
※
）
（
抄
）

270

・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所
法
第
十
二
条
第
五
号
の
公
共
的
団
体
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
（
抄
）

271

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

国
立
研
究
開
発
法
人
建
築
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
六
号
）
（
※
）
（
抄
）

271

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
十
四
号
）
（
抄
）

271

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
（
抄
）

272

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

小
型
船
舶
登
録
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
百
八
十
一
号
）
（
抄
）

273

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
二
号
）
（
抄
）

273

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
百
九
十
三
号
）
（
抄
）

273

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
号
）
（
※
）
（
抄
）

275

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
（
抄
）

275

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
六
十
号
）
（
抄
）

276

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
号
）
（
※
）
（
抄
）

277

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
十
号
）
（
抄
）

278

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
二
号
）
（
※
）
（
抄
）

279

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

雨
水
の
利
用
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
の
法
人
を
定
め
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
百
七
十
二
号
）
（
抄
）

280

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

雨
水
の
利
用
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
十
七
号
）
（
抄
）

281

【
環
境
省
関
係
】

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
（
抄
）

282

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
（
抄
）

283

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十
九
号
）
（
抄
）

284

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
（
抄
）

285
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・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

環
境
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
）
（
抄
）

285

・
・

○

国
等
に
よ
る
環
境
物
品
等
の
調
達
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
の
法
人
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
五
百
五
十
六
号
）
（
抄
）

286

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

国
等
に
よ
る
環
境
物
品
等
の
調
達
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
）

288

○

国
等
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
等
の
排
出
の
削
減
に
配
慮
し
た
契
約
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
の
法
人
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
九
年
政
令

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

第
三
百
四
十
四
号
）
（
抄
）

288

・
・
・
・
・
・
・

○

国
等
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
等
の
排
出
の
削
減
に
配
慮
し
た
契
約
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
六
号
）
（
抄
）

289

○

環
境
情
報
の
提
供
の
促
進
等
に
よ
る
特
定
事
業
者
等
の
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
の
法
人
を
定
め
る
政
令
（
平

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

成
十
七
年
政
令
第
四
十
二
号
）
（
抄
）

290

○

環
境
情
報
の
提
供
の
促
進
等
に
よ
る
特
定
事
業
者
等
の
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
（
抄

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

290

【
防
衛
省
関
係
】

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
（
抄
）

291

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
（
※
）
（
抄
）

292

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

防
衛
省
組
織
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
八
号
）
（
抄
）

293

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
（
抄
）

293

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
（
※
）
（
抄
）

295

【
参

考
】

○

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
六
号
）
に

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

よ
る
改
正
後
の
も
の
）
（
抄
）

296

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
六
号
）
（
抄
）

325

・
・
・

○

独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）

330
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【
政
令
の
廃
止
関
係
】

○

内
閣
府
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
十
七
号
）
（
抄
）

（
委
員
の
任
期
等
）

第
三
条

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２
～
５

（
略
）

（
分
科
会
）

第
五
条

委
員
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
分
科
会
の
所
掌
事
務
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

委
員
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
に
係
る
も
の
を
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

国
立
公
文
書
館
分
科
会

独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館

日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
分
科
会

独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構

宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
分
科
会

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構

北
方
領
土
問
題
対
策
協
会
分
科
会

独
立
行
政
法
人
北
方
領
土
問
題
対
策
協
会

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
分
科
会

独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー

２
～
６

（
略
）

（
庶
務
）

第
八
条

委
員
会
の
庶
務
は
、
内
閣
府
大
臣
官
房
政
策
評
価
広
報
課
に
お
い
て
総
括
し
、
及
び
処
理
す
る
。
た
だ
し
、
国
立
公
文
書
館
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い

て
は
大
臣
官
房
公
文
書
管
理
課
に
お
い
て
、
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
分
科
会
及
び
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
内
閣
府
本
府
に

置
か
れ
る
政
策
統
括
官
に
お
い
て
、
北
方
領
土
問
題
対
策
協
会
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
北
方
対
策
本
部
に
お
い
て
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
分
科
会
に
係



- 15 -

る
も
の
に
つ
い
て
は
消
費
者
庁
地
方
協
力
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

○

総
務
省
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
（
抄
）

（
委
員
の
任
期
等
）

第
三
条

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２
～
５

（
略
）

（
分
科
会
）

第
五
条

委
員
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
分
科
会
の
所
掌
事
務
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

委
員
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
に
係
る
も
の
を
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

名
称

独
立
行
政
法
人

情
報
通
信
・
宇
宙
開
発
分
科
会

独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
及
び
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構

郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
分
科
会

独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構

統
計
セ
ン
タ
ー
分
科
会

独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー

（
庶
務
）

第
九
条

委
員
会
の
庶
務
は
、
総
務
省
大
臣
官
房
政
策
評
価
広
報
課
に
お
い
て
総
括
し
、
及
び
処
理
す
る
。
た
だ
し
、
情
報
通
信
・
宇
宙
開
発
分
科
会
に
係
る
も
の

に
つ
い
て
は
総
務
省
情
報
通
信
国
際
戦
略
局
技
術
政
策
課
に
お
い
て
、
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
総
務
省
情
報
流

通
行
政
局
郵
政
行
政
部
貯
金
保
険
課
に
お
い
て
、
統
計
セ
ン
タ
ー
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
総
務
省
統
計
局
総
務
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。
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○

財
務
省
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
（
抄
）

（
委
員
の
任
期
等
）

第
三
条

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２
～
５

（
略
）

（
分
科
会
）

第
五
条

委
員
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
分
科
会
の
所
掌
事
務
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

委
員
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
に
係
る
も
の
を
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

名
称

独
立
行
政
法
人

農
林
漁
業
信
用
基
金
分
科
会

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金

住
宅
金
融
支
援
機
構
分
科
会

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構

造
幣
局
分
科
会

独
立
行
政
法
人
造
幣
局

国
立
印
刷
局
分
科
会

独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局

酒
類
総
合
研
究
所
分
科
会

独
立
行
政
法
人
酒
類
総
合
研
究
所

２
～
６

（
略
）

（
庶
務
）

第
九
条

委
員
会
の
庶
務
は
、
財
務
省
大
臣
官
房
文
書
課
に
お
い
て
総
括
し
、
及
び
処
理
す
る
。
た
だ
し
、
農
林
漁
業
信
用
基
金
分
科
会
及
び
住
宅
金
融
支
援
機
構

分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
大
臣
官
房
政
策
金
融
課
に
お
い
て
、
造
幣
局
分
科
会
及
び
国
立
印
刷
局
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
理
財
局
国
庫
課
に
お

い
て
、
酒
類
総
合
研
究
所
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
国
税
庁
課
税
部
に
お
い
て
処
理
す
る
。
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○

文
部
科
学
省
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
号
）
（
抄
）

（
委
員
の
任
期
等
）

第
三
条

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２
～
５

（
略
）

（
分
科
会
）

第
五
条

委
員
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
分
科
会
の
所
掌
事
務
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

委
員
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
に
係
る
も
の
を
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

名
称

独
立
行
政
法
人

初
等
中
等
教
育
分
科
会

独
立
行
政
法
人
国
立
特
別
支
援
教
育
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
教
員
研
修
セ
ン
タ
ー

高
等
教
育
分
科
会

独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
、
独
立
行
政
法

人
国
立
大
学
財
務
・
経
営
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立

高
等
専
門
学
校
機
構

社
会
教
育
分
科
会

独
立
行
政
法
人
国
立
女
性
教
育
会
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館

ス
ポ
ー
ツ
・
青
少
年
分
科
会

独
立
行
政
法
人
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー

科
学
技
術
・
学
術
分
科
会

独
立
行
政
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人

放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術

振
興
会
、
独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
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海
洋
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構

文
化
分
科
会

独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化

振
興
会

２
～
７

（
略
）

（
庶
務
）

第
九
条

委
員
会
の
庶
務
は
、
文
部
科
学
省
大
臣
官
房
政
策
課
に
お
い
て
総
括
し
、
及
び
処
理
す
る
。
た
だ
し
、
初
等
中
等
教
育
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は

文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
初
等
中
等
教
育
企
画
課
に
お
い
て
、
高
等
教
育
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
文
部
科
学
省
高
等
教
育
局
高
等
教
育
企
画
課
に

お
い
て
、
社
会
教
育
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
文
部
科
学
省
生
涯
学
習
政
策
局
社
会
教
育
課
に
お
い
て
、
ス
ポ
ー
ツ
・
青
少
年
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ

い
て
は
文
部
科
学
省
ス
ポ
ー
ツ
・
青
少
年
局
ス
ポ
ー
ツ
・
青
少
年
企
画
課
に
お
い
て
、
科
学
技
術
・
学
術
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
文
部
科
学
省
科
学
技

術
・
学
術
政
策
局
企
画
評
価
課
に
お
い
て
、
文
化
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
文
化
庁
長
官
官
房
政
策
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

○

厚
生
労
働
省
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
）
（
抄
）

（
委
員
の
任
期
等
）

第
三
条

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２
～
５

（
略
）

（
庶
務
）

第
八
条

委
員
会
の
庶
務
は
、
厚
生
労
働
省
政
策
統
括
官
に
お
い
て
処
理
す
る
。

○

農
林
水
産
省
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
二
号
）
（
抄
）

（
委
員
の
任
期
等
）
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第
三
条

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２
～
５

（
略
）

（
分
科
会
）

第
五
条

委
員
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
分
科
会
の
所
掌
事
務
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

委
員
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
に
係
る
も
の
を
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

名
称

独
立
行
政
法
人

農
業
分
科
会

独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
、
独
立

行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年

金
基
金
、
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
及
び
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構

農
業
技
術
分
科
会

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所
、

独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
独

立
行
政
法
人
土
木
研
究
所

林
野
分
科
会

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所

水
産
分
科
会

独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
、
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
独
立
行
政
法
人
北
方

領
土
問
題
対
策
協
会

２
～
６

（
略
）

（
庶
務
）

第
八
条

委
員
会
の
庶
務
は
、
農
林
水
産
省
大
臣
官
房
文
書
課
に
お
い
て
総
括
し
、
及
び
処
理
す
る
。
た
だ
し
、
農
業
技
術
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
農
林

水
産
技
術
会
議
の
事
務
局
に
お
い
て
、
林
野
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
林
野
庁
森
林
整
備
部
研
究
指
導
課
に
お
い
て
、
水
産
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い

て
は
水
産
庁
増
殖
推
進
部
研
究
指
導
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。
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○

経
済
産
業
省
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
三
号
）
（
抄
）

（
委
員
の
任
期
等
）

第
三
条

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２
～
５

（
略
）

（
分
科
会
）

第
五
条

委
員
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
分
科
会
の
所
掌
事
務
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

委
員
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
に
係
る
も
の
を
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

名
称

独
立
行
政
法
人

経
済
産
業
研
究
所
分
科
会

独
立
行
政
法
人
経
済
産
業
研
究
所

工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館
分
科
会

独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館

通
商
・
貿
易
分
科
会

独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
保
険
及
び
独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
振
興
機
構

産
業
技
術
分
科
会

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機

構
、
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
及
び
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構

技
術
基
盤
分
科
会

独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構

資
源
分
科
会

独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
及
び
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
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情
報
処
理
推
進
機
構
分
科
会

独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構

中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
分
科
会

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構

２
～
６

（
略
）

（
庶
務
）

第
九
条

委
員
会
の
庶
務
は
、
経
済
産
業
省
大
臣
官
房
政
策
評
価
広
報
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

○

国
土
交
通
省
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
（
抄
）

（
委
員
の
任
期
等
）

第
三
条

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２
～
５

（
略
）

（
分
科
会
）

第
五
条

委
員
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
分
科
会
の
所
掌
事
務
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

委
員
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
に
係
る
も
の
を
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

名
称

独
立
行
政
法
人

土
木
研
究
所
分
科
会

独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所

建
築
研
究
所
分
科
会

独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所

交
通
関
係
研
究
所
分
科
会

独
立
行
政
法
人
交
通
安
全
環
境
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所
及
び
独
立
行
政
法

人
電
子
航
法
研
究
所
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港
湾
空
港
技
術
研
究
所
分
科
会

独
立
行
政
法
人
港
湾
空
港
技
術
研
究
所

教
育
機
関
分
科
会

独
立
行
政
法
人
航
海
訓
練
所
、
独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
及
び
独
立
行
政
法
人
航
空
大
学
校

自
動
車
検
査
分
科
会

自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人

鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
分
科
会

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構

国
際
観
光
振
興
機
構
分
科
会

独
立
行
政
法
人
国
際
観
光
振
興
機
構

水
資
源
機
構
分
科
会

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構

自
動
車
事
故
対
策
機
構
分
科
会

独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対
策
機
構

空
港
周
辺
整
備
機
構
分
科
会

独
立
行
政
法
人
空
港
周
辺
整
備
機
構

都
市
再
生
機
構
分
科
会

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構

日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
分
科
会

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構

住
宅
金
融
支
援
機
構
分
科
会

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構

２
～
６

（
略
）

（
庶
務
）

第
九
条

委
員
会
の
庶
務
は
、
国
土
交
通
省
政
策
統
括
官
に
お
い
て
総
括
し
、
及
び
処
理
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
の
庶
務
に
つ
い
て
は
、
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そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

分
科
会

担
当
課
等

土
木
研
究
所
分
科
会
及
び
建
築
研
究
所
分
科
会

大
臣
官
房
技
術
調
査
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

交
通
関
係
研
究
所
分
科
会

総
合
政
策
局
技
術
政
策
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

港
湾
空
港
技
術
研
究
所
分
科
会

港
湾
局
技
術
企
画
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

教
育
機
関
分
科
会
（
独
立
行
政
法
人
航
空
大
学
校

海
事
局
海
技
課
に
お
い
て
総
括
し
、
及
び
処
理
す
る
。

に
係
る
庶
務
を
除
く
。
）

教
育
機
関
分
科
会
（
独
立
行
政
法
人
航
空
大
学
校

航
空
局
安
全
部
運
航
安
全
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

に
係
る
庶
務
に
限
る
。
）

自
動
車
検
査
分
科
会

自
動
車
局
整
備
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
分
科
会

鉄
道
局
総
務
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

国
際
観
光
振
興
機
構
分
科
会

観
光
庁
国
際
観
光
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

水
資
源
機
構
分
科
会

水
管
理
・
国
土
保
全
局
水
資
源
部
水
資
源
政
策
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

自
動
車
事
故
対
策
機
構
分
科
会

自
動
車
局
安
全
政
策
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。
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空
港
周
辺
整
備
機
構
分
科
会

航
空
局
航
空
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
部
環
境
・
地
域
振
興
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

都
市
再
生
機
構
分
科
会

住
宅
局
総
務
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
分
科
会

道
路
局
総
務
課
に
お
い
て
処
理
す
る

住
宅
金
融
支
援
機
構
分
科
会

住
宅
局
総
務
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

○

環
境
省
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
五
号
）
（
抄
）

（
委
員
の
任
期
等
）

第
三
条

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２
～
５

（
略
）

（
庶
務
）

第
八
条

委
員
会
の
庶
務
は
、
環
境
省
総
合
環
境
政
策
局
総
務
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

○

外
務
省
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
百
七
十
二
号
）
（
抄
）

（
委
員
の
任
期
等
）

第
三
条

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２
～
５

（
略
）

（
分
科
会
）

第
五
条

委
員
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
分
科
会
の
所
掌
事
務
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
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委
員
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
に
係
る
も
の
を
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

国
際
交
流
基
金
分
科
会

独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金

国
際
協
力
機
構
分
科
会

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構

２
～
６

（
庶
務
）

第
九
条

委
員
会
の
庶
務
は
、
外
務
省
大
臣
官
房
総
務
課
に
お
い
て
総
括
し
、
及
び
処
理
す
る
。
た
だ
し
、
国
際
交
流
基
金
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
外
務

省
大
臣
官
房
広
報
文
化
外
交
戦
略
課
に
お
い
て
、
国
際
協
力
機
構
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
外
務
省
国
際
協
力
局
政
策
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

○

防
衛
省
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
二
号
）
（
抄
）

（
委
員
の
任
期
等
）

第
三
条

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

（
庶
務
）

第
七
条

委
員
会
の
庶
務
は
、
防
衛
省
大
臣
官
房
企
画
評
価
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

【
内
閣
官
房
関
係
】

○

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
（
抄
）

（
基
礎
在
職
期
間
）
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第
五
条
の
二

法
第
五
条
の
二
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
在
職
期
間
は
、
次
に
掲
げ
る
在
職
期
間
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

七

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
百
九
十
三
号
）
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
さ
れ
る
旧
日
本
国
有
鉄
道
、
同
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
（
以
下
「
旧
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
」
と
い
う
。
）
及
び
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運

輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
鉄
道
建
設
公
団
（
以
下
「
旧
日
本
鉄
道

建
設
公
団
」
と
い
う
。
）
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間

八
～
十
二

（
略
）

十
三

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な

る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
さ
れ
る
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間

十
四
～
十
七

（
略
）

十
八

独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続

期
間
の
計
算
に
つ
い
て
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
さ
れ
る
独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間

十
九
～
二
十
三

（
略
）

二
十
四

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
手

当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
さ
れ
る
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
の
職
員

と
し
て
の
在
職
期
間

二
十
五

独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政

令
第
三
十
五
号
）
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五

号
）
附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
さ
れ

る
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
三
十
八
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所

法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
。
以
下
「
旧
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
（
独
立

行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
を
含
む
。
）
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間

二
十
六

独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
二
十
一
号
）
附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
手
当

の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
さ
れ
る
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
の
職
員
と
し
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て
の
在
職
期
間

二
十
七

（
略
）

二
十
八

平
成
十
八
年
独
法
改
革
文
部
科
学
省
関
係
法
整
備
法
附
則
第
四
条
第
二
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の

計
算
に
つ
い
て
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
さ
れ
る
旧
青
年
の
家
又
は
旧
少
年
自
然
の
家
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
及
び
平
成
十
八
年
独

法
改
革
文
部
科
学
省
関
係
法
整
備
法
附
則
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
施
行
日
後
の
研
究
所
等
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間

二
十
九

（
略
）

三
十

独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
農
林
水
産
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
二
十
六
号
。
以
下
「
平
成
十
八

年
独
法
改
革
農
林
水
産
省
関
係
法
整
備
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て

職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
さ
れ
る
平
成
十
八
年
独
法
改
革
農
林
水
産
省
関
係
法
整
備
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
施
行
日
後
の
研
究
機
構

等
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間

三
十
一

（
略
）

三
十
二

独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
国
土
交
通
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
二
十
八
号
。
以
下
「
平
成
十

八
年
独
法
改
革
国
土
交
通
省
関
係
法
整
備
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い

て
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
さ
れ
る
平
成
十
八
年
独
法
改
革
国
土
交
通
省
関
係
法
整
備
法
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
施
行
日
後
の
土
木
研

究
所
等
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間

三
十
三

独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
二
十
九
号
）
附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
手
当
の

算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
さ
れ
る
独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所
の
職
員
と
し
て
の

在
職
期
間

三
十
四

（
略
）

三
十
五

独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
法
及
び
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
号
。
以
下
「
農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
退

職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
さ
れ
る
農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
法
等
改
正

法
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人
林
木
育
種
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
旧
林
木
育
種
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
職
員
と
し
て
の

在
職
期
間
及
び
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間

三
十
六
～
三
十
九

（
略
）

四
十

高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
九
十
三
号
）
附
則
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
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手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
さ
れ
る
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
高
度

専
門
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間

四
十
一
・
四
十
二

（
略
）

四
十
三

独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計

算
に
つ
い
て
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
さ
れ
る
同
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人
国
立
健
康
・
栄
養

研
究
所
（
以
下
「
旧
国
立
健
康
・
栄
養
研
究
所
」
と
い
う
。
）
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
及
び
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
の
職
員
と

し
て
の
在
職
期
間

四
十
四

森
林
国
営
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
二
十
一
号
）
附
則
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎

と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
さ
れ
る
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間

（
職
員
を
休
職
さ
せ
て
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
等
）

第
六
条

法
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
で
、
退
職
手
当
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付
を
含
む
。
）

に
関
す
る
規
程
に
お
い
て
、
職
員
が
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
休
職
さ
れ
、
引
き
続
い
て
そ
の
法
人
に

使
用
さ
れ
る
者
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
法
人
に
使
用
さ
れ
る
者
と
し
て
の
在
職
期
間
は
な
か
つ
た
も
の
と
す

る
こ
と
と
定
め
て
い
る
も
の
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
内
閣
総
理
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
原
子
力
研
究

所
二
～
十
五

（
略
）

十
六

独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
（
新
技
術
開
発
事
業
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
五
十
二
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り

新
技
術
事
業
団
と
な
つ
た
旧
新
技
術
開
発
事
業
団
、
独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ

る
廃
止
前
の
科
学
技
術
振
興
事
業
団
法
（
平
成
八
年
法
律
第
二
十
七
号
）
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
新
技
術
事
業
団
及
び
独
立
行
政
法

人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
科
学
技
術
振
興
事
業
団
を
含
む
。
）

２

法
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

退
職
し
た
者
が
、
そ
の
休
職
の
期
間
中
、
次
に
定
め
る
法
人
に
使
用
さ
れ
る
者
（
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
者
を
除
く
。
）
と
し
て
学
術
の
調

査
、
研
究
又
は
指
導
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
。

イ

（
略
）

ロ

特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
独
立
行
政
法
人
及
び
特
殊
法
人
（
法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
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つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四
条
第
十
五
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
い
い
、
放
送
大
学
学
園

及
び
沖
縄
科
学
技
術
大
学
院
大
学
学
園
を
除
く
。
）

ハ

退
職
し
た
者
の
休
職
の
期
間
中
、
イ
又
は
ロ
に
該
当
し
て
い
た
も
の
（
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二

（
略
）

３

法
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
休
職
月
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
休
職
月
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
休
職
月
等
と
す
る
。

一

国
家
公
務
員
法
第
百
八
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
特
定
独
立
行
政
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
十
七
号
）

第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
事
由
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
現
実
に
職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し
な
い
期
間
又
は
国
家
公
務
員
の
自
己

啓
発
等
休
業
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
五
項
（
同
法
第
十
条
及
び
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

百
九
十
九
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業
（
国
家
公
務
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
二
項
（

同
法
第
十
条
及
び
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る

場
合
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
若
し
く
は
国
家
公
務
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
（
同

法
第
十
一
条
及
び
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
配
偶
者
同
行
休
業
、
国
会
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
同
行
休
業
若
し
く
は
裁
判
官
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
同
行
休
業
に
よ
り
現
実
に
職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し
な
い
期
間
の
あ
つ
た
休
職
月
等
（
次
号

及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
現
実
に
職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し
な
い
期
間
の
あ
つ
た
休
職
月
等
を
除
く
。
）

当
該
休
職
月
等

二
・
三

（
略
）

（
職
員
の
区
分
）

第
六
条
の
三

退
職
し
た
者
は
、
そ
の
者
の
基
礎
在
職
期
間
の
初
日
の
属
す
る
月
か
ら
そ
の
者
の
基
礎
在
職
期
間
の
末
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
各
月
ご
と
に
そ
の
者

の
基
礎
在
職
期
間
に
含
ま
れ
る
時
期
の
別
に
よ
り
定
め
る
別
表
第
一
イ
又
は
ロ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
そ
の
者
の
当
該
各
月
に
お
け
る
区
分
に
対
応
す
る
こ
れ
ら

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
属
し
て
い
た
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
同
一
の
月
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
二
以

上
の
区
分
に
該
当
し
て
い
た
と
き
は
、
そ
の
者
は
、
当
該
月
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
区
分
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
こ
れ
ら
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分

に
属
し
て
い
た
も
の
と
す
る
。

（
法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
）

第
九
条
の
二

法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

六

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
原
子
力
研
究
所
（
日
本
原
子
力
船
開
発
事
業
団
法
の
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一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
九
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
日
本
原
子
力
船
研
究
開
発
事
業
団
と
な
つ
た
旧
日
本
原
子

力
船
開
発
事
業
団
及
び
日
本
原
子
力
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し

た
旧
日
本
原
子
力
船
研
究
開
発
事
業
団
を
含
む
。
）
及
び
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
核

燃
料
サ
イ
ク
ル
開
発
機
構
（
同
法
附
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
開
発
機
構
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
七
十
三
号
）
附
則
第
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
原
子
燃
料
公
社
及
び
原
子
力
基
本
法
及
び
動
力
炉
・
核
燃
料
開
発
事
業
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律

第
六
十
二
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
開
発
機
構
と
な
つ
た
旧
動
力
炉
・
核
燃
料
開
発
事
業
団
を
含
む
。
）

七
・
八

（
略
）

九

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
新

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
（
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
及
び
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
附
則
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
石
炭
鉱
業
合
理
化
事
業
団
、
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に

よ
る
廃
止
前
の
産
業
技
術
に
関
す
る
研
究
開
発
体
制
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
三
十
三
号
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
新
エ
ネ
ル

ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
と
な
つ
た
旧
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
開
発
機
構
、
石
炭
鉱
害
賠
償
担
保
等
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

三
年
法
律
第
五
十
一
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
石
炭
鉱
害
事
業
団
と
な
つ
た
旧
鉱
害
基
金
及
び
石
炭
鉱
害
賠
償
等
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
八
年
法
律
第
二
十
三
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
石
炭
鉱
害
事
業
団
を
含
む
。
）

十
・
十
一

（
略
）

十
二

独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
理
化
学
研
究
所

十
三

独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
科
学
技
術
振
興
事
業
団
（
新
技
術
開
発
事
業
団
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
新
技
術
事
業
団
と
な
つ
た
旧
新
技
術
開
発
事
業
団
及
び
独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
附
則
第
六
条
の
規
定

に
よ
る
廃
止
前
の
科
学
技
術
振
興
事
業
団
法
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
新
技
術
事
業
団
並
び
に
同
法
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
解
散
し
た
旧
日
本
科
学
技
術
情
報
セ
ン
タ
ー
を
含
む
。
）

十
四
～
二
十
四

（
略
）

二
十
五

独
立
行
政
法
人
農
業
技
術
研
究
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し

た
旧
生
物
系
特
定
産
業
技
術
研
究
推
進
機
構
（
同
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
生
物
系
特
定
産
業
技
術
研
究
推
進
機
構
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律

第
八
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
農
業
機
械
化
研
究
所
を
含
む
。
）

二
十
六
～
四
十
一

（
略
）

四
十
二

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
宇
宙
開
発
事
業
団
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四
十
三
～
四
十
九

（
略
）

五
十

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散

し
た
旧
海
洋
水
産
資
源
開
発
セ
ン
タ
ー

五
十
一

（
略
）

五
十
二

独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
法
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
海
洋
科
学
技
術
セ
ン
タ
ー

五
十
三
～
七
十
三

（
略
）

七
十
四

独
立
行
政
法
人
通
信
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た

旧
通
信
・
放
送
機
構
（
通
信
・
放
送
衛
星
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
三
十
四
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
通
信
・
放
送
衛
星
機
構
法
（

昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
一
条
の
通
信
・
放
送
衛
星
機
構
を
含
む
。
）

七
十
五
～
八
十
七

（
略
）

八
十
八

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構

法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
（
以
下
「
旧
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
」
と
い
う
。

）
（
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
四
十
一
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
（
昭
和
三
十
五

年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
条
の
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
協
会
及
び
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百

六
十
五
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
障
害
者
雇
用
促
進
協
会
を
含
む
。
）

八
十
九
～
九
十
七

（
略
）

九
十
八

旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
一
号
。
以
下
こ
の
号
か
ら

第
百
三
十
一
号
ま
で
に
お
い
て
「
旅
客
会
社
法
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
。
次
号
及
び
第
百
三
十
一
号
に
お
い
て
「
改
正
前
旅
客
会
社
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
東
日
本
旅
客
鉄
道
株

式
会
社
（
旅
客
会
社
法
改
正
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）

九
十
九
～
百
十
二

（
略
）

百
十
三

特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
独
立
行
政
法
人

百
十
四
～
百
二
十
八

（
略
）

百
二
十
九

旧
林
木
育
種
セ
ン
タ
ー
（
平
成
十
八
年
独
法
改
革
農
林
水
産
省
関
係
法
整
備
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
も
の
を
除
く
。
）

百
三
十
～
百
六
十
三

（
略
）

（
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
）
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第
九
条
の
四

法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
独
立
行
政
法
人
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

五

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
原
子
力
研
究
所

六

（
略
）

七

独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
理
化
学
研
究
所

八
～
二
十
五

（
略
）

二
十
六

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開

発
機
構

二
十
七

独
立
行
政
法
人
通
信
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
と
な
つ
た
旧
独
立
行

政
法
人
通
信
総
合
研
究
所
及
び
同
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
通
信
・
放
送
機
構

二
十
八
～
三
十
八

（
略
）

三
十
九

平
成
十
八
年
独
法
改
革
農
林
水
産
省
関
係
法
整
備
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
農
業
・
生
物
系
特
定
産
業
技
術
研
究
機
構
法
（

平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
三
条
の
独
立
行
政
法
人
農
業
・
生
物
系
特
定
産
業
技
術
研
究
機
構
並
び
に
平
成
十
八
年
独
法
改
革
農
林
水
産
省
関
係
法

整
備
法
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人
農
業
者
大
学
校
、
旧
独
立
行
政
法
人
農
業
工
学
研
究
所
及
び
旧
独
立
行
政
法
人
食
品

総
合
研
究
所

四
十

平
成
十
八
年
独
法
改
革
農
林
水
産
省
関
係
法
整
備
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人
さ
け
・
ま
す
資
源
管
理
セ
ン
タ

ー
四
十
一

平
成
十
八
年
独
法
改
革
国
土
交
通
省
関
係
法
整
備
法
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人
北
海
道
開
発
土
木
研
究
所

四
十
二
・
四
十
三

（
略
）

四
十
四

旧
林
木
育
種
セ
ン
タ
ー

四
十
五
～
百
八

（
略
）

（
失
業
者
の
退
職
手
当
の
支
給
官
署
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
）

第
十
条

法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
職
員
は
、
特
定
独
立
行
政
法
人
の
職
員
と
す
る
。

別
表
第
一
（
第
六
条
の
三
関
係
）

イ

平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
基
礎
在
職
期
間
に
お
け
る
職
員
の
区
分
に
つ
い
て
の
表
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（
略
）

（
略
）

備
考

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
一
号
区
分
の
項
第
一
〇
号
、
第
二
号
区
分
の
項
第
一
三
号
、
第
三
号
区
分
の
項
第
九
号
、
第
四
号
区
分
の
項
第
二
一
号
、
第
五
号

区
分
の
項
第
二
〇
号
、
第
六
号
区
分
の
項
第
二
四
号
、
第
七
号
区
分
の
項
第
二
四
号
、
第
八
号
区
分
の
項
第
二
八
号
、
第
九
号
区
分
の
項
第
二
八
号
及
び
第
十

号
区
分
の
項
第
二
八
号
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
定
め
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
又
は
特
定
独
立
行
政
法
人
の
意
見
を
聴
く
も
の
と

す
る
。

ロ

平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
の
基
礎
在
職
期
間
に
お
け
る
職
員
の
区
分
に
つ
い
て
の
表

（
略
）

（
略
）

備
考一

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
一
号
区
分
の
項
第
九
号
、
第
二
号
区
分
の
項
第
一
二
号
、
第
三
号
区
分
の
項
第
一
六
号
、
第
四
号
区
分
の
項
第
一
九
号
、
第
五
号

区
分
の
項
第
一
八
号
、
第
六
号
区
分
の
項
第
二
二
号
、
第
七
号
区
分
の
項
第
二
二
号
、
第
八
号
区
分
の
項
第
二
五
号
、
第
九
号
区
分
の
項
第
二
五
号
及
び
第

十
号
区
分
の
項
第
二
五
号
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
定
め
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
又
は
特
定
独
立
行
政
法
人
の
意
見
を
聴
く
も

の
と
す
る
。

二

（
略
）

○

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
俸
給
月
額
の
減
額
改
定
以
外
の
理
由
に
よ
り
俸
給
月
額
が
減
額
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額
に
係
る
特
例
）

第
五
条
の
二

退
職
し
た
者
の
基
礎
在
職
期
間
中
に
、
俸
給
月
額
の
減
額
改
定
（
俸
給
月
額
の
改
定
を
す
る
法
令
が
制
定
さ
れ
、
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
給
与
の
支
給

の
基
準
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
令
又
は
給
与
の
支
給
の
基
準
に
よ
る
改
定
に
よ
り
当
該
改
定
前
に
受
け
て
い
た
俸
給
月
額
が
減
額
さ
れ
る
こ
と

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
理
由
に
よ
り
そ
の
者
の
俸
給
月
額
が
減
額
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
理
由
が
生
じ
た
日
（
以
下
「
減
額
日
」

と
い
う
。
）
に
お
け
る
当
該
理
由
に
よ
り
減
額
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
そ
の
者
の
俸
給
月
額
の
う
ち
最
も
多
い
も
の
（
以
下
「
特
定
減
額
前
俸
給
月

額
」
と
い
う
。
）
が
、
退
職
日
俸
給
月
額
よ
り
も
多
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
前
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
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げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

２

前
項
の
「
基
礎
在
職
期
間
」
と
は
、
そ
の
者
に
係
る
退
職
（
こ
の
法
律
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
を
支
給
し
な
い

こ
と
と
し
て
い
る
退
職
を
除
く
。
）
の
日
以
前
の
期
間
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
在
職
期
間
に
該
当
す
る
も
の
（
当
該
期
間
中
に
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る

退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
又
は
地
方
公
務
員
、
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
庫
等
職
員
（
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
公
庫
等
職
員
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人

等
役
員
と
し
て
退
職
し
た
こ
と
に
よ
り
退
職
手
当
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付
を
含
む
。
）
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
退
職
手
当
に

係
る
退
職
の
日
以
前
の
期
間
及
び
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
の
全
期
間
が
切
り
捨
て
ら
れ
た
こ
と
又
は
第
十
二
条
第

一
項
若
し
く
は
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
の
退
職
手
当
等
（
一
般
の
退
職
手
当
及
び
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

全
部
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
す
る
処
分
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
一
般
の
退
職
手
当
等
の
支
給
を
受
け
な
か
つ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
一
般
の
退
職
手

当
等
に
係
る
退
職
の
日
以
前
の
期
間
（
こ
れ
ら
の
退
職
の
日
に
職
員
、
地
方
公
務
員
、
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
庫
等
職
員
又
は
第
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
役
員
と
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
退
職
の
日
前
の
期
間
）
を
除
く
。
）
を
い
う
。

一
～
六

（
略
）

七

前
各
号
に
掲
げ
る
期
間
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
在
職
期
間

（
退
職
手
当
の
調
整
額
）

第
六
条
の
四

退
職
し
た
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
調
整
額
は
、
そ
の
者
の
基
礎
在
職
期
間
（
第
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
基
礎
在
職
期
間
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
初
日
の
属
す
る
月
か
ら
そ
の
者
の
基
礎
在
職
期
間
の
末
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
各
月
（
国
家
公
務
員
法
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
休
職
（
公
務
上
の

傷
病
に
よ
る
休
職
、
通
勤
に
よ
る
傷
病
に
よ
る
休
職
、
職
員
を
政
令
で
定
め
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め
の
休
職
及
び
当
該
休
職
以
外
の

休
職
で
あ
つ
て
職
員
を
当
該
職
員
の
職
務
に
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
学
術
研
究
そ
の
他
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
当
該
業
務
へ
の
従
事

が
公
務
の
能
率
的
な
運
営
に
特
に
資
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
を
除
く
。
）
、
同
法
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
停
職
そ
の
他
こ
れ

ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
現
実
に
職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し
な
い
期
間
の
あ
る
月
（
現
実
に
職
務
を
と
る
こ
と
を
要
す
る
日
の
あ
つ
た
月
を
除
く
。
以
下
「
休
職

月
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
ご
と
に
当
該
各
月
に
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各

号
に
定
め
る
額
（
以
下
「
調
整
月
額
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
そ
の
額
が
最
も
多
い
も
の
か
ら
順
次
そ
の
順
位
を
付
し
、
そ
の
第
一
順
位
か
ら
第
六
十
順
位
ま
で
の

調
整
月
額
（
当
該
各
月
の
月
数
が
六
十
月
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
各
月
の
調
整
月
額
）
を
合
計
し
た
額
と
す
る
。

一
～
十
一

（
略
）

２
～
５

（
略
）
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（
公
庫
等
職
員
と
し
て
在
職
し
た
後
引
き
続
い
て
職
員
と
な
つ
た
者
の
在
職
期
間
の
計
算
）

第
七
条
の
二

職
員
の
う
ち
、
任
命
権
者
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
要
請
に
応
じ
、
引
き
続
い
て
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
そ
の
他
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立

さ
れ
た
法
人
（
行
政
執
行
法
人
を
除
く
。
）
で
そ
の
業
務
が
国
の
事
務
又
は
事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
（
退
職
手
当
（
こ

れ
に
相
当
す
る
給
付
を
含
む
。
）
に
関
す
る
規
程
に
お
い
て
、
職
員
が
任
命
権
者
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
要
請
に
応
じ
、
引
き
続
い
て
当
該
法
人
に
使
用

さ
れ
る
者
と
な
つ
た
場
合
に
、
職
員
と
し
て
の
勤
続
期
間
を
当
該
法
人
に
使
用
さ
れ
る
者
と
し
て
の
勤
続
期
間
に
通
算
す
る
こ
と
と
定
め
て
い
る
法
人
に
限
る
。

以
下
「
公
庫
等
」
と
い
う
。
）
に
使
用
さ
れ
る
者
（
役
員
及
び
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
者
を
除
く
。
以
下
「
公
庫
等
職
員
」
と
い
う
。
）
と
な
る

た
め
退
職
を
し
、
か
つ
、
引
き
続
き
公
庫
等
職
員
と
し
て
在
職
し
た
後
引
き
続
い
て
再
び
職
員
と
な
つ
た
者
の
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
在
職
期
間
の
計
算
に

つ
い
て
は
、
先
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
の
始
期
か
ら
後
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
の
終
期
ま
で
の
期
間
は
、
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み

な
す
。

２
～
４

（
略
）

（
独
立
行
政
法
人
等
役
員
と
し
て
在
職
し
た
後
引
き
続
い
て
職
員
と
な
つ
た
者
の
在
職
期
間
の
計
算
）

第
八
条

職
員
の
う
ち
、
任
命
権
者
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
要
請
に
応
じ
、
引
き
続
い
て
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法

人
そ
の
他
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
そ
の
業
務
が
国
の
事
務
又
は
事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
（
退
職
手
当

（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付
を
含
む
。
）
に
関
す
る
規
程
に
お
い
て
、
職
員
が
任
命
権
者
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
要
請
に
応
じ
、
引
き
続
い
て
当
該
法
人
の

役
員
と
な
つ
た
場
合
に
、
職
員
と
し
て
の
勤
続
期
間
を
当
該
法
人
の
役
員
と
し
て
の
勤
続
期
間
に
通
算
す
る
こ
と
と
定
め
て
い
る
法
人
に
限
る
。
以
下
「
独
立
行

政
法
人
等
」
と
い
う
。
）
の
役
員
（
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
者
を
除
く
。
以
下
「
独
立
行
政
法
人
等
役
員
」
と
い
う
。
）
と
な
る
た
め
退
職
を
し
、

か
つ
、
引
き
続
き
独
立
行
政
法
人
等
役
員
と
し
て
在
職
し
た
後
引
き
続
い
て
再
び
職
員
と
な
つ
た
者
の
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
在
職
期
間
の
計
算
に
つ
い

て
は
、
先
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
の
始
期
か
ら
後
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
の
終
期
ま
で
の
期
間
は
、
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
す
。

２
・
３

（
略
）

（
失
業
者
の
退
職
手
当
）

第
十
条

勤
続
期
間
十
二
月
以
上
（
特
定
退
職
者
（
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
受
給
資
格
者
に
相

当
す
る
も
の
と
し
て
内
閣
官
房
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
六
月
以
上
）
で
退
職
し
た
職
員
（
第
四
項
又
は
第

六
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
が
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
満
た
な
い
も
の
が
、
当
該
退
職
し
た
職
員
を
同
法
第
十
五

条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
給
資
格
者
と
、
当
該
退
職
し
た
職
員
の
勤
続
期
間
（
当
該
勤
続
期
間
に
係
る
職
員
と
な
つ
た
日
前
に
職
員
又
は
政
令
で
定
め
る
職
員
に

準
ず
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
職
員
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
た
こ
と
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
等
で
あ
つ
た
期
間
を
含
む
も
の
と
し
、
当

該
勤
続
期
間
又
は
当
該
職
員
等
で
あ
つ
た
期
間
に
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
期
間
が
含
ま
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
同
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
期
間
に
該
当
す



- 36 -

る
全
て
の
期
間
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
準
勤
続
期
間
」
と
い
う
。
）
の
年
月
数
を
同
法
第
二
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
算
定
基
礎
期
間
の
年
月

数
と
、
当
該
退
職
の
日
を
同
法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
離
職
の
日
と
、
特
定
退
職
者
を
同
法
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
受
給
資
格
者

と
み
な
し
て
同
法
第
二
十
条
第
一
項
を
適
用
し
た
場
合
に
お
け
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
受
給
資
格
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
（
当
該
期
間
内

に
妊
娠
、
出
産
、
育
児
そ
の
他
内
閣
官
房
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
り
引
き
続
き
三
十
日
以
上
職
業
に
就
く
こ
と
が
で
き
な
い
者
が
、
内
閣
官
房
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
公
共
職
業
安
定
所
長
に
そ
の
旨
を
申
し
出
た
場
合
に
は
、
当
該
理
由
に
よ
り
職
業
に
就
く
こ
と
が
で
き
な
い
日
数
を
加
算
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
加
算

さ
れ
た
期
間
が
四
年
を
超
え
る
と
き
は
、
四
年
と
す
る
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
支
給
期
間
」
と
い
う
。
）
内
に
失
業
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一

号
に
規
定
す
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
を
第
二
号
に
規
定
す
る
基
本
手
当
の
日
額
で
除
し
て
得
た
数
（
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。

）
に
等
し
い
日
数
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
待
期
日
数
」
と
い
う
。
）
を
超
え
て
失
業
し
て
い
る
と
き
は
、
第
一
号
に
規
定
す
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
ほ
か
、

そ
の
超
え
る
部
分
の
失
業
の
日
に
つ
き
第
二
号
に
規
定
す
る
基
本
手
当
の
日
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
退
職
手
当
と
し
て
、
同
法
の
規
定
に
よ
る
基
本
手
当
の
支

給
の
条
件
に
従
い
、
公
共
職
業
安
定
所
（
政
令
で
定
め
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
退
職
の
際
所
属
し
て
い
た
官
署
又
は
事
務
所
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
官

署
又
は
事
務
所
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
通
じ
て
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
同
号
に
規
定
す
る
所
定
給
付
日
数
か
ら
待
期
日
数
を
減
じ
た
日
数
分
を
超
え
て
は
支

給
し
な
い
。

一
・
二

（
略
）

２
～

（
略
）

15

○

国
家
公
務
員
倫
理
規
程
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
一
号
）
（
抄
）

（
利
害
関
係
者
）

第
二
条

こ
の
政
令
に
お
い
て
、
「
利
害
関
係
者
」
と
は
、
職
員
が
職
務
と
し
て
携
わ
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
い

う
。
た
だ
し
、
職
員
の
職
務
と
の
利
害
関
係
が
潜
在
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
者
又
は
職
員
の
裁
量
の
余
地
が
少
な
い
職
務
に
関
す
る
者
と
し
て
各
省
各
庁
の
長
（

法
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
訓
令
（
同
項
に
規
定
す
る
訓
令
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
又
は
独
立
行
政
法
人
通

則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
（
以
下
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
と
い
う
。
）
の
長
が
規
則
（
法
第
五

条
第
四
項
に
規
定
す
る
規
則
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
定
め
る
者
及
び
外
国
政
府
若
し
く
は
国
際
機
関
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
に
勤
務
す
る
者
（
当
該
外

国
政
府
若
し
く
は
国
際
機
関
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
利
益
の
た
め
に
す
る
行
為
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
勤
務
す
る
者
に
限
る
。
）
を
除
く
。

一
～
三

（
略
）
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四

不
利
益
処
分
（
行
政
手
続
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
不
利
益
処
分
を
い
う
。
）
を
す
る
事
務

当
該
不
利
益
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当

該
不
利
益
処
分
の
名
あ
て
人
と
な
る
べ
き
事
業
者
等
又
は
特
定
個
人

五
・
六

（
略
）

七

国
の
支
出
の
原
因
と
な
る
契
約
に
関
す
る
事
務
若
し
く
は
会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
契
約
に
関
す
る
事
務
又

は
こ
れ
ら
の
契
約
に
相
当
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
の
業
務
に
係
る
契
約
に
関
す
る
事
務

こ
れ
ら
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
事
業
者
等
、
こ
れ
ら
の
契
約
の

申
込
み
を
し
て
い
る
事
業
者
等
及
び
こ
れ
ら
の
契
約
の
申
込
み
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
事
業
者
等

八
～
十

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
特
定
の
書
籍
等
の
監
修
等
に
対
す
る
報
酬
の
受
領
の
禁
止
）

第
六
条

職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
書
籍
等
（
書
籍
、
雑
誌
等
の
印
刷
物
又
は
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
方
式
に
よ
り
文
字
、
図
形
、
音
、
映
像
若
し
く
は
電
子
計
算
機
に
用
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
記
録
し
た
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
監
修
又
は
編
さ
ん
に
対
す

る
報
酬
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。

一

補
助
金
等
又
は
国
が
直
接
支
出
す
る
費
用
（
特
定
独
立
行
政
法
人
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
属
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
が
支
出
す
る
給
付
金
（
補
助
金

等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
直
接
支
出
す
る
費
用
）
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
る

書
籍
等
（
国
の
機
関
（
内
閣
官
房
、
内
閣
法
制
局
、
人
事
院
、
内
閣
府
本
府
、
宮
内
庁
、
公
正
取
引
委
員
会
、
警
察
庁
、
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
、
金
融

庁
、
消
費
者
庁
、
各
省
及
び
会
計
検
査
院
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
職
員
に
あ
っ
て
は
そ
の
属
す
る
国
の
機
関
が
所
管

す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
が
支
出
す
る
給
付
金
又
は
直
接
支
出
す
る
費
用
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
る
書
籍
等
を
、
特
定
独
立
行
政
法
人
の
職
員
に
あ
っ
て
は
当
該

特
定
独
立
行
政
法
人
を
所
管
す
る
国
の
機
関
が
支
出
す
る
補
助
金
等
若
し
く
は
直
接
支
出
す
る
費
用
又
は
当
該
国
の
機
関
が
所
管
す
る
当
該
特
定
独
立
行
政
法

人
以
外
の
特
定
独
立
行
政
法
人
が
支
出
す
る
給
付
金
若
し
く
は
直
接
支
出
す
る
費
用
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
る
書
籍
等
を
含
む
。
）

二

作
成
数
の
過
半
数
を
当
該
職
員
の
属
す
る
国
の
機
関
又
は
特
定
独
立
行
政
法
人
に
お
い
て
買
い
入
れ
る
書
籍
等
（
国
の
機
関
の
職
員
に
あ
っ
て
は
そ
の
属
す

る
国
の
機
関
及
び
当
該
国
の
機
関
が
所
管
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
に
お
い
て
買
い
入
れ
る
数
の
合
計
数
が
作
成
数
の
過
半
数
に
な
る
書
籍
等
を
、
特
定
独
立

行
政
法
人
の
職
員
に
あ
っ
て
は
当
該
特
定
独
立
行
政
法
人
を
所
管
す
る
国
の
機
関
及
び
当
該
国
の
機
関
が
所
管
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
に
お
い
て
買
い
入
れ

る
数
の
合
計
数
が
作
成
数
の
過
半
数
に
な
る
書
籍
等
を
含
む
。
）

２

（
略
）

（
職
員
の
職
務
に
係
る
倫
理
の
保
持
を
阻
害
す
る
行
為
等
の
禁
止
）

第
七
条

職
員
は
、
そ
の
属
す
る
国
の
機
関
又
は
特
定
独
立
行
政
法
人
の
他
の
職
員
の
第
三
条
又
は
前
二
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
に
よ
っ
て
当
該
他
の
職
員
（



- 38 -

第
三
条
第
一
項
第
九
号
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
に
あ
っ
て
は
、
同
号
の
第
三
者
）
が
得
た
財
産
上
の
利
益
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
利
益
の
全
部
若

し
く
は
一
部
を
受
け
取
り
、
又
は
享
受
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

（
各
省
各
庁
の
長
等
の
責
務
）

第
十
四
条

各
省
各
庁
の
長
等
は
、
法
又
は
こ
の
政
令
に
定
め
る
事
項
の
実
施
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
責
務
を
有
す
る
。

一

（
略
）

二

贈
与
等
報
告
書
、
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
株
取
引
等
報
告
書
及
び
法
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
所
得
等
報
告
書
等
（
以
下
「
報
告
書
等
」
と
い
う
。

）
の
受
理
、
審
査
及
び
保
存
、
報
告
書
等
の
写
し
の
国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
へ
の
送
付
並
び
に
贈
与
等
報
告
書
の
閲
覧
の
た
め
の
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
当

該
各
省
各
庁
又
は
特
定
独
立
行
政
法
人
に
属
す
る
職
員
の
職
務
に
係
る
倫
理
の
保
持
の
た
め
の
体
制
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

三

当
該
各
省
各
庁
又
は
特
定
独
立
行
政
法
人
に
属
す
る
職
員
が
法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
厳
正
に
対
処
す
る
こ
と
。

四

当
該
各
省
各
庁
又
は
特
定
独
立
行
政
法
人
に
属
す
る
職
員
が
法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
す
る
行
為
に
つ
い
て
倫
理
監
督
官
そ
の
他
の
適
切
な
機
関
に

通
知
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
不
利
益
な
取
扱
い
を
受
け
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

五

研
修
そ
の
他
の
施
策
に
よ
り
、
当
該
各
省
各
庁
又
は
特
定
独
立
行
政
法
人
に
属
す
る
職
員
の
倫
理
感
の
か
ん
養
及
び
保
持
に
努
め
る
こ
と
。

（
倫
理
監
督
官
の
責
務
等
）

第
十
五
条

倫
理
監
督
官
は
、
法
又
は
こ
の
政
令
に
定
め
る
事
項
の
実
施
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
責
務
を
有
す
る
。

一
～
三

（
略
）

四

法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
そ
の
旨
を
そ
の
属
す
る
行
政
機
関
等
に
係
る
内
閣
法
に
い
う
主
任
の
大
臣
（
倫
理
監
督
官
が
、

法
律
で
国
務
大
臣
を
も
っ
て
そ
の
長
に
充
て
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
い
る
委
員
会
に
属
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
委
員
長
と
し
、
会
計
検
査
院
又
は
人
事
院
に
属

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
会
計
検
査
院
長
又
は
人
事
院
総
裁
と
し
、
特
定
独
立
行
政
法
人
に
属
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
特
定
独
立
行
政
法
人
の
主

務
大
臣
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
六
十
八
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
を
い
う
。
）
と
す
る
。
）
に
報
告
す
る
こ
と
。

２

（
略
）

（
地
方
警
務
官
に
関
す
る
特
例
）

第
十
六
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
一
項
、
第
二
項
及
び
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
警
務
官
に
つ
い
て
の
こ
の
政
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
補
助

金
等
（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
を
い
う
。
以
下
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同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
補
助
金
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
普
通
地
方
公
共
団
体
が
支
出

す
る
補
助
金
を
い
う
。
）
」
と
、
「
補
助
金
等
（
当
該
補
助
金
等
を
直
接
に
そ
の
財
源
の
全
部
又
は
一
部
と
す
る
同
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
間
接
補
助
金
等

を
含
む
。
）
の
」
と
あ
り
、
及
び
「
補
助
金
等
の
」
と
あ
る
の
は
「
補
助
金
の
」
と
、
同
項
第
七
号
中
「
若
し
く
は
会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号

）
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
契
約
に
関
す
る
事
務
又
は
こ
れ
ら
の
契
約
に
相
当
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
の
業
務
に
係
る
契
約
に
関
す
る
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
、

会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
契
約
に
関
す
る
事
務
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
契
約
に

関
す
る
事
務
」
と
、
第
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
補
助
金
等
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
補
助
金
等
（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
」
と
、
「
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
」
と
、
第
十
四
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「
当
該
各
省
各
庁
又
は
特
定
独
立
行
政
法
人
に
属
す
る
職
員
」
と
あ

り
、
並
び
に
前
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
二
項
中
「
そ
の
属
す
る
行
政
機
関
等
の
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
警
務
官
」
と
、
同
条
第
一
項
第

三
号
中
「
そ
の
属
す
る
各
省
各
庁
の
長
等
を
助
け
」
と
あ
る
の
は
「
国
家
公
安
委
員
会
を
補
佐
し
」
と
す
る
。

○

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
（

抄
）

（
指
定
公
共
機
関
）

第
三
条

法
第
二
条
第
六
号
の
政
令
で
定
め
る
公
共
的
機
関
及
び
公
益
的
事
業
を
営
む
法
人
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所

二

独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所

三

独
立
行
政
法
人
港
湾
空
港
技
術
研
究
所

四

（
略
）

五

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所

六

（
略
）

七

独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構

八

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所

九

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
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十

独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所

十
一

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構

十
二

（
略
）

十
三

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構

十
四

独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所

十
五
～
三
十
八

（
略
）

○

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
九
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
五

（
略
）

六

指
定
公
共
機
関

独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
、

日
本
銀
行
、
日
本
赤
十
字
社
、
日
本
放
送
協
会
そ
の
他
の
公
共
的
機
関
及
び
電
気
、
ガ
ス
、
輸
送
、
通
信
そ
の
他
の
公
益
的
事
業
を
営
む
法
人
で
、
政
令
で
定

め
る
も
の
を
い
う
。

七

（
略
）

○

郵
政
民
営
化
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号
）
（
抄
）

（
郵
便
貯
金
銀
行
に
つ
い
て
の
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
等
の
適
用
関
係
）

第
四
条

法
第
百
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
律
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
と
す
る
。

一
～
二
十

（
略
）

二
十
一

独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
五
条
第
二
項
及
び
附
則
第
十
条
第
三
項

二
十
二
～
二
十
六

（
略
）
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二
十
七

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
六
条
第
二
項

二
十
八
～
三
十
六

（
略
）

２

（
略
）

○

郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
当
せ
ん
金
付
証
票
法
等
の
適
用
関
係
）

第
百
二
十
四
条

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
郵
便
貯
金
銀
行
に
つ
い
て
の
銀
行
（
銀
行
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
銀
行
を
い
う
。
）
が
営
む
こ
と
が
で
き
る
業
務
に

関
す
る
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第
一
項
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
法
律
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
。

○

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
十
号
）
（
抄
）

（
法
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
等
）

第
一
条

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
法
人

と
す
る
。

一

独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
法
及
び
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
号
。
以
下
「
農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政

法
人
農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
二
条
の
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー

二

農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
法
等
改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
独
立
行
政
法
人
肥
飼
料
検
査
所

三

農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
法
等
改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
独
立
行
政
法
人
農
薬
検
査
所

四

自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
（
自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
法
及
び
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
号
）
の
施
行
の

日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）

２

次
に
掲
げ
る
国
営
企
業
等
に
係
る
法
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
と
す
る
。
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一

独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館

二

独
立
行
政
法
人
駐
留
軍
等
労
働
者
労
務
管
理
機
構

三

独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー

四

独
立
行
政
法
人
造
幣
局

五

独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局

六

国
有
林
野
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
の
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年

法
律
第
四
十
二
号
）
第
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
国
有
林
野
事
業
を
行
う
国
の
経
営
す
る
企
業
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
例
法
（

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
有
林
野
事
業
を
行
う
国
の
経
営
す
る
企
業

七

独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構

八

前
項
各
号
に
掲
げ
る
法
人

３

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
に
係
る
法
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
十
八
年
八
月
一
日
と
す
る
。

４

郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
百
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
日
本
郵
政
公
社
に
係
る
法
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
政

令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。

（
法
附
則
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
等
）

第
一
条
の
二

法
附
則
第
三
条
第
二
項
第
十
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
し
、
同
項
第
十
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
は
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。

一

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
と
し
て
在
職
し
た
後
、

平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
引
き
続
い
て
地
方
公
務
員
又
は
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
庫
等
職
員
（

他
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
公
庫
等
職
員
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

「
公
庫
等
職
員
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
役
員
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
独
立
行
政
法
人
等
役

員
」
と
い
う
。
）
と
な
っ
た
者
で
、
地
方
公
務
員
又
は
公
庫
等
職
員
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
等
役
員
と
し
て
在
職
し
た
後
同
年
四
月
一
日
以
後
に
引
き
続
い

て
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
（
国
営
企
業
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

の
職
員
と
な
っ
た
も
の
（
そ
の
者
の
基
礎
在
職
期
間
（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
基
礎
在
職
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
う
ち
当
該
地
方
公
務
員
又
は
公
庫
等
職
員
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
等
役
員
と
な
っ
た
日
前
の
期
間
に
、
新
制
度
適
用
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
が
含
ま
れ

な
い
者
に
限
る
。
）

当
該
地
方
公
務
員
又
は
公
庫
等
職
員
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
等
役
員
と
な
っ
た
日
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二

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
に
地
方
公
務
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
者
又
は
同
日
に
公
庫
等
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
者
の
う
ち
職
員
か
ら
引
き
続
い
て

公
庫
等
職
員
と
な
っ
た
者
若
し
く
は
同
日
に
独
立
行
政
法
人
等
役
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
者
の
う
ち
職
員
か
ら
引
き
続
い
て
独
立
行
政
法
人
等
役
員
と
な
っ

た
者
で
、
地
方
公
務
員
又
は
公
庫
等
職
員
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
等
役
員
と
し
て
在
職
し
た
後
平
成
十
九
年
四
月
一
日
以
後
に
引
き
続
い
て
独
立
行
政
法
人

通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
（
国
営
企
業
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
職
員
と
な
っ
た
も
の

平
成
十
八
年
四
月
一
日

２

（
略
）

（
基
礎
在
職
期
間
に
旧
財
務
省
造
幣
局
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
等
が
含
ま
れ
る
場
合
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

退
職
し
た
者
の
基
礎
在
職
期
間
に
次
に
掲
げ
る
期
間
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
期
間
に
お
け
る
職
員
と
し
て
の
在
職
を
職
員
以
外
の
者
と
し

て
の
在
職
と
、
当
該
期
間
を
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
五
条
の
二
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
在
職
期
間
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
同
法
第
六

条
の
四
及
び
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
第
六
条
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
。

一
～
三

（
略
）

四

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人
航
空

宇
宙
技
術
研
究
所
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間

五

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
（
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年

法
律
第
八
十
三
号
）
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）

六

（
略
）

七

独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
（
独
立
行
政
法
人
通
信
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第

百
三
十
四
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
と
な
っ
た
旧
独
立
行
政
法
人
通
信
総
合
研
究
所
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間

を
含
み
、
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
二
十
一
号
）
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）

八
～
十

（
略
）

十
一

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
国
立
特
殊
教
育
総
合
研
究

所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
国
立
特
殊
教
育
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人

国
立
女
性
教
育
会
館
、
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
文
部
科
学
省
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
十
八
号

）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人
国
立
国
語
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館
、
独
立
行
政
法
人
物
質
・
材
料
研

究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
博
物
館

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
七
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
国
立
博
物
館
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
第
二
条

の
独
立
行
政
法
人
国
立
博
物
館
及
び
独
立
行
政
法
人
国
立
博
物
館
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
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人
文
化
財
研
究
所
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
（
平
成
十
八
年
独
法
改
革
文
部
科
学
省
関
係
法
整
備
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）

十
二
～
十
四

（
略
）

十
五

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
平
成
十
八
年
独
法
改
革
農
林
水
産
省
関
係
法
整
備
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧

独
立
行
政
法
人
さ
け
・
ま
す
資
源
管
理
セ
ン
タ
ー
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
（
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
に
あ

っ
て
は
、
平
成
十
八
年
独
法
改
革
農
林
水
産
省
関
係
法
整
備
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）

十
六

独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
、
農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
法
等
改
正
法
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人
林
木
育
種
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
、
独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
農
業
環

境
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
（
平
成
十
八
年
独
法

改
革
農
林
水
産
省
関
係
法
整
備
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）

十
七

（
略
）

十
八

独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
及
び
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
国
土
交
通
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
二
十
八
号
。
以
下
「
平
成
十
八
年
独
法
改
革
国
土
交
通
省
関
係
法
整
備
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人

北
海
道
開
発
土
木
研
究
所
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
（
独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
八
年
独
法
改
革
国

土
交
通
省
関
係
法
整
備
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）

十
九

（
略
）

二
十

独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
交
通
安
全
環
境
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
港
湾
空
港
技
術
研
究

所
、
独
立
行
政
法
人
電
子
航
法
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
航
海
訓
練
所
及
び
独
立
行
政
法
人
航
空
大
学
校
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
（
平
成
十
八
年
独
法
改

革
国
土
交
通
省
関
係
法
整
備
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）

二
十
一

独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
（
独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
二
十
九
号
）
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）

○

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
（
※
）
（
抄
）

附

則

（
経
過
措
置
）
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第
二
条

国
有
林
野
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
の
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四

年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
国
有
林
野
事
業
を
行
う
国
の
経
営
す
る
企
業
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
例
法
（

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
有
林
野
事
業
を
行
う
国
の
経
営
す
る
企
業
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立

行
政
法
人
（
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
独
立
行
政
法
人
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行

政
法
人
を
い
う
。
）
と
な
っ
た
も
の
そ
の
他
の
法
人
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
）
及
び
日
本
郵
政
公
社
（
以
下
「
国
営
企
業
等
」
と
総
称
す
る
。
）
の
職

員
の
退
職
に
よ
る
退
職
手
当
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
国
営
企
業
等
ご

と
に
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
適
用
し
、
適
用
日
前
の
当
該
退
職

に
よ
る
退
職
手
当
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

職
員
が
新
制
度
適
用
職
員
（
職
員
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
新
制
度
切
替
日
以
後
に
退
職
す
る
こ
と
に
よ
り
新
法
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け

る
こ
と
と
な
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
退
職
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
新
制
度
切
替
日
の
前
日
に
現
に
退
職
し
た
理
由
と
同
一
の
理
由
に
よ

り
退
職
し
た
も
の
と
し
、
か
つ
、
そ
の
者
の
同
日
ま
で
の
勤
続
期
間
及
び
同
日
に
お
け
る
俸
給
月
額
を
基
礎
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員

退
職
手
当
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
及
び
附
則
第
二
十
一
項
か
ら
第
二
十
三
項
ま
で
、
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
法
律
第
百
六
十

四
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
項
、
附
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
三

十
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
法
律
第
三
十
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
附
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務

員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
六
十
二
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
法
律
第
六
十
二
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第

四
項
並
び
に
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
六
号
。

以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
附
則
第
六
条
に
お
い
て
「
法
律
第
百
四
十
六
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
（
当
該
勤
続
期
間
が
四
十
三

年
又
は
四
十
四
年
の
者
で
あ
っ
て
、
傷
病
若
し
く
は
死
亡
に
よ
ら
ず
に
そ
の
者
の
都
合
に
よ
り
又
は
公
務
に
よ
ら
な
い
傷
病
に
よ
り
退
職
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
者
が
旧
法
第
五
条
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
た
も
の
と
み
な
し
、
か
つ
、
そ
の
者
の
当
該
勤
続
期
間
を
三
十
五
年
と
し
て
旧
法
附
則
第
二
十
一
項
の
規

定
の
例
に
よ
り
計
算
し
て
得
ら
れ
る
額
）
に
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十
七
（
当
該
勤
続
期
間
が
二
十
年
以
上
の
者
（
四
十
二
年
以
下
の
者
で
傷
病
又
は
死
亡
に
よ
ら

ず
に
そ
の
者
の
都
合
に
よ
り
退
職
し
た
も
の
及
び
三
十
七
年
以
上
四
十
二
年
以
下
の
者
で
公
務
に
よ
ら
な
い
傷
病
に
よ
り
退
職
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て

は
、
百
四
分
の
八
十
七
）
を
乗
じ
て
得
た
額
が
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
二
条
の
四
か
ら
第
六
条
の
五
ま
で
及
び
附
則
第
二
十
一
項
か
ら
第
二
十
三
項
ま
で
、

附
則
第
五
条
、
附
則
第
六
条
、
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
律
第
百
六
十
四
号
附
則
第
三
項
、
法
律
第
三
十
号
附
則
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
法

律
第
六
十
二
号
附
則
第
四
項
並
び
に
法
律
第
百
四
十
六
号
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
退
職
手
当
の
額
（
以
下
「
新
法
等
退
職
手
当
額
」
と
い
う
。
）
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よ
り
も
多
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
多
い
額
を
も
っ
て
そ
の
者
に
支
給
す
べ
き
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
額
と
す
る
。

２

前
項
の
「
新
制
度
切
替
日
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
を
い
う
。

一
～
九

（
略
）

十

前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の

施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

３

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
二
百
三
十
四
号
）
（
抄
）

（
積
立
金
の
処
分
に
係
る
承
認
の
手
続
）

第
一
条

（
略
）

２

前
項
の
承
認
申
請
書
に
は
、
期
間
最
後
の
事
業
年
度
（
独
立
行
政
法
人
の
組
織
、
運
営
及
び
管
理
に
係
る
共
通
的
な
事
項
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令

第
三
百
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
最
後
の
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度

の
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
庫
納
付
金
の
納
付
の
手
続
）

第
二
条

機
構
は
、
法
第
二
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
「
国
庫
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
計
算
書
に
、

当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
当
該
国
庫
納
付
金
の
計
算
の
基
礎
を
明
ら

か
に
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
こ
れ
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
前
条
第
一
項
の
承
認
申
請
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
添
付
し
た
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
を
重
ね
て
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
一
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
利
益
及
び
損
失
の
処
理
の
特
例
等
）

第
二
十
五
条

機
構
は
、
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
中
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
最
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後
の
事
業
年
度
に
係
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
本
文
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
総
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
金
額
を
、
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
積
立
金
と
し
て
整
理
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２

機
構
は
、
前
項
に
規
定
す
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
金
額
を
控

除
し
て
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
・
４

（
略
）

○

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
八
十
九
号
）
（
抄
）

（
退
職
手
当
通
算
予
定
職
員
）

第
三
条

法
第
百
六
条
の
二
第
四
項
の
特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
引
き
続
い
て
選
考
に
よ
る
採
用
が
予
定
さ
れ
て
い
る
者
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
退
職
手

当
通
算
法
人
の
役
員
又
は
退
職
手
当
通
算
法
人
に
使
用
さ
れ
る
者
と
な
る
た
め
退
職
す
る
時
に
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号

）
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
と
す
る
。

（
利
害
関
係
企
業
等
）

第
四
条

法
第
百
六
条
の
三
第
一
項
の
営
利
企
業
等
の
う
ち
、
職
員
の
職
務
に
利
害
関
係
を
有
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
職
員
が
職
務
と
し
て
携

わ
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

四

不
利
益
処
分
（
行
政
手
続
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
不
利
益
処
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
事
務

当
該
不
利
益
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
お
け
る
当
該
不
利
益
処
分
の
名
あ
て
人
と
な
る
べ
き
営
利
企
業
等

五

（
略
）

六

国
、
特
定
独
立
行
政
法
人
又
は
都
道
府
県
の
締
結
す
る
売
買
、
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
（
以
下
単
に
「
契
約
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
務

当
該
契

約
（
電
気
、
ガ
ス
又
は
水
道
水
の
供
給
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
継
続
的
給
付
と
し
て
内
閣
官
房
令
で
定
め
る
も
の
を
受
け
る
契
約
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
締
結
し
て
い
る
営
利
企
業
等
（
職
員
が
締
結
に
携
わ
っ
た
契
約
及
び
履
行
に
携
わ
っ
て
い
る
契
約
の
総
額
が
二
千
万
円
未
満
で
あ
る
場
合

に
お
け
る
当
該
営
利
企
業
等
を
除
く
。
）
、
当
該
契
約
の
申
込
み
を
し
て
い
る
営
利
企
業
等
及
び
当
該
契
約
の
申
込
み
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
営
利
企
業
等
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七

（
略
）

第
六
条

法
第
百
六
条
の
三
第
二
項
第
二
号
の
特
定
独
立
行
政
法
人
の
組
織
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

五

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
に
置
か
れ
る
本
部

六

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
に
置
か
れ
る
病
院

七
～
九

（
略
）

（
在
職
し
て
い
た
局
等
組
織
に
属
す
る
役
職
員
に
類
す
る
者
）

第
十
二
条

法
第
百
六
条
の
四
第
一
項
の
離
職
前
五
年
間
に
在
職
し
て
い
た
局
等
組
織
に
属
す
る
役
職
員
に
類
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

再
就
職
者
が
離
職
前
五
年
間
に
国
の
機
関
若
し
く
は
部
局
若
し
く
は
特
定
独
立
行
政
法
人
（
以
下
「
国
の
機
関
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
別
表
第
二
の
上

欄
に
掲
げ
る
も
の
に
属
す
る
職
員
で
あ
っ
た
場
合
（
再
就
職
者
が
離
職
前
五
年
間
に
当
該
国
の
機
関
等
以
外
の
国
の
機
関
等
に
属
す
る
職
員
で
あ
っ
た
場
合
に

お
い
て
、
当
該
国
の
機
関
等
が
所
掌
し
て
い
た
事
務
を
同
欄
に
掲
げ
る
国
の
機
関
等
が
所
掌
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
再
就
職
者
が
離
職
前
五
年
間
に
当
該
同

欄
に
掲
げ
る
国
の
機
関
等
に
属
す
る
職
員
で
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
）
又
は
離
職
前
五
年
間
に
同
欄
に
掲
げ
る
職
に
就
い
て
い
た
場
合
（
再
就
職
者
が
離
職

前
五
年
間
に
当
該
職
以
外
の
職
に
就
い
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
の
職
務
を
同
欄
に
掲
げ
る
職
に
就
い
て
い
る
者
が
担
当
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
再

就
職
者
が
離
職
前
五
年
間
に
当
該
同
欄
に
掲
げ
る
職
に
就
い
て
い
た
も
の
と
み
な
す
。
）

同
表
の
当
該
国
の
機
関
等
又
は
当
該
職
の
項
下
欄
に
掲
げ
る
も
の

二
～
四

（
略
）

（
部
長
又
は
課
長
の
職
に
準
ず
る
職
）

第
十
三
条

法
第
百
六
条
の
四
第
二
項
の
国
家
行
政
組
織
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
長
又
は
課
長
の
職
に
準
ず
る
職
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、

平
成
十
三
年
一
月
六
日
以
降
の
職
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十
五

（
略
）

十
六

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
本
部
に
置
か
れ
る
部
の
長

十
七
～
二
十
二

（
略
）

二
十
三

原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
二
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
行
政
組
織
法
第
二
十
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
部
長
、
課
長
及
び
室
長
並
び
に
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
職

２

（
略
）

（
部
課
長
等
の
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
局
等
組
織
に
属
す
る
役
職
員
に
類
す
る
者
）
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第
十
四
条

法
第
百
六
条
の
四
第
二
項
の
国
家
行
政
組
織
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
長
若
し
く
は
課
長
の
職
又
は
前
条
で
定
め
る
職
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
部
課
長
等
の
職
」
と
い
う
。
）
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
局
等
組
織
に
属
す
る
役
職
員
に
類
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

再
就
職
者
が
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
に
部
課
長
等
の
職
に
就
い
て
い
た
時
に
国
の
機
関
等
で
あ
っ
て
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
属
す

る
職
員
で
あ
っ
た
場
合
（
再
就
職
者
が
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
に
部
課
長
等
の
職
に
就
い
て
い
た
時
に
当
該
国
の
機
関
等
以
外
の
国
の
機
関
等
に

属
す
る
職
員
で
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
国
の
機
関
等
が
所
掌
し
て
い
た
事
務
を
同
欄
に
掲
げ
る
国
の
機
関
等
が
所
掌
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
再
就
職

者
が
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
に
部
課
長
等
の
職
に
就
い
て
い
た
時
に
当
該
同
欄
に
掲
げ
る
国
の
機
関
等
に
属
す
る
職
員
で
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

）
又
は
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
に
同
欄
に
掲
げ
る
職
に
就
い
て
い
た
場
合
（
再
就
職
者
が
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
に
当
該
職
以
外
の

職
に
就
い
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
の
職
務
を
同
欄
に
掲
げ
る
職
に
就
い
て
い
る
者
が
担
当
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
再
就
職
者
が
離
職
し
た
日
の
五

年
前
の
日
よ
り
前
に
当
該
同
欄
に
掲
げ
る
職
に
就
い
て
い
た
も
の
と
み
な
す
。
）

同
表
の
当
該
国
の
機
関
等
又
は
当
該
職
の
項
下
欄
に
掲
げ
る
も
の

二
～
四

（
略
）

（
長
官
、
事
務
次
官
、
事
務
局
長
又
は
局
長
の
職
に
準
ず
る
職
）

第
十
五
条

法
第
百
六
条
の
四
第
三
項
の
国
家
行
政
組
織
法
第
六
条
に
規
定
す
る
長
官
、
同
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
次
官
又
は
同
法
第
二
十
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
事
務
局
長
若
し
く
は
局
長
の
職
に
準
ず
る
職
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
以
降
の
職
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一
～
十
五

（
略
）

十
六

会
計
検
査
院
の
事
務
総
局
に
置
か
れ
る
事
務
総
長
、
事
務
総
局
次
長
及
び
局
長

十
七

原
子
力
規
制
庁
長
官

２

（
略
）

（
再
就
職
者
に
よ
る
依
頼
等
の
承
認
の
手
続
）

第
二
十
三
条

法
第
百
六
条
の
四
第
五
項
第
六
号
の
承
認
（
以
下
「
依
頼
等
の
承
認
」
と
い
う
。
）
を
得
よ
う
と
す
る
再
就
職
者
は
、
内
閣
官
房
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
内
閣
官
房
令
で
定
め
る
様
式
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
委
員
会
（
依
頼
等
の
承
認
の
権
限
が
、
次
条
の
規
定
に
よ
り
、
監

察
官
に
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
監
察
官
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

七

当
該
依
頼
等
の
承
認
の
申
請
に
係
る
職
員
の
官
職
又
は
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
職
及
び
そ
の
職
務
内
容

八
～
十

（
略
）
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（
管
理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る
職
員
の
官
職
）

第
二
十
七
条

法
第
百
六
条
の
二
十
三
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
官
職
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
が
就
い
て
い
る
官
職
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

六

特
定
独
立
行
政
法
人
の
職
員
で
あ
っ
て
、
前
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
も
の

別
表
第
二
（
第
十
二
条
、
第
十
四
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
に
置
か
れ
る
役
員

○

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
他
の
役
職
員
に
つ
い
て
の
依
頼
等
の
規
制
）

第
百
六
条
の
二

（
略
）

②
・
③

（
略
）

④

第
二
項
第
二
号
の
「
退
職
手
当
通
算
予
定
職
員
」
と
は
、
任
命
権
者
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
要
請
に
応
じ
、
引
き
続
い
て
退
職
手
当
通
算
法
人
（
前
項

に
規
定
す
る
退
職
手
当
通
算
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
役
員
又
は
退
職
手
当
通
算
法
人
に
使
用
さ
れ
る
者
と
な
る
た
め
退
職
す
る
こ
と
と
な
る
職
員
で
あ

つ
て
、
当
該
退
職
手
当
通
算
法
人
に
在
職
し
た
後
、
特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
引
き
続
い
て
選
考
に
よ
る
採
用
が
予
定
さ
れ
て
い
る
者
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も

の
を
い
う
。

（
在
職
中
の
求
職
の
規
制
）

第
百
六
条
の
三

職
員
は
、
利
害
関
係
企
業
等
（
営
利
企
業
等
の
う
ち
、
職
員
の
職
務
に
利
害
関
係
を
有
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
対
し
、
離
職
後
に
当
該
利
害
関
係
企
業
等
若
し
く
は
そ
の
子
法
人
の
地
位
に
就
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
自
己
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
、
若
し
く
は

当
該
地
位
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
依
頼
し
、
又
は
当
該
地
位
に
就
く
こ
と
を
要
求
し
、
若
し
く
は
約
束
し
て
は
な
ら
な
い
。

②

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
適
用
し
な
い
。
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一

（
略
）

二

在
職
す
る
局
等
組
織
（
国
家
行
政
組
織
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
官
房
若
し
く
は
局
、
同
法
第
八
条
の
二
に
規
定
す
る
施
設
等
機
関
そ
の
他
こ
れ
ら
に

準
ず
る
国
の
部
局
若
し
く
は
機
関
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
、
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
行
政
執
行
法
人
の
組
織
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
又
は
都
道
府
県
警

察
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
意
思
決
定
の
権
限
を
実
質
的
に
有
し
な
い
官
職
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
就
い
て
い
る
職
員
が
行
う
場
合

三
・
四

（
略
）

③
～
⑤

（
略
）

（
再
就
職
者
に
よ
る
依
頼
等
の
規
制
）

第
百
六
条
の
四

職
員
で
あ
つ
た
者
で
あ
つ
て
離
職
後
に
営
利
企
業
等
の
地
位
に
就
い
て
い
る
者
（
退
職
手
当
通
算
予
定
職
員
で
あ
つ
た
者
で
あ
つ
て
引
き
続
い
て

退
職
手
当
通
算
法
人
の
地
位
に
就
い
て
い
る
者
（
以
下
「
退
職
手
当
通
算
離
職
者
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
「
再
就
職
者
」
と
い
う
。
）
は
、
離
職
前
五
年

間
に
在
職
し
て
い
た
局
等
組
織
に
属
す
る
役
職
員
又
は
こ
れ
に
類
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
対
し
、
国
、
行
政
執
行
法
人
若
し
く
は
都
道
府
県
と
当

該
営
利
企
業
等
若
し
く
は
そ
の
子
法
人
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
売
買
、
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
又
は
当
該
営
利
企
業
等
若
し
く
は
そ
の
子
法
人
に
対
し
て
行

わ
れ
る
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
処
分
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
契
約
等
事
務
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
離
職

前
五
年
間
の
職
務
に
属
す
る
も
の
に
関
し
、
離
職
後
二
年
間
、
職
務
上
の
行
為
を
す
る
よ
う
に
、
又
は
し
な
い
よ
う
に
要
求
し
、
又
は
依
頼
し
て
は
な
ら
な
い
。

②

前
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
再
就
職
者
の
う
ち
、
国
家
行
政
組
織
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
長
若
し
く
は
課
長
の
職
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず

る
職
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
、
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
に
就
い
て
い
た
者
は
、
当
該
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
局
等
組
織
に

属
す
る
役
職
員
又
は
こ
れ
に
類
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
対
し
、
契
約
等
事
務
で
あ
つ
て
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
の
職
務
（
当
該
職
に

就
い
て
い
た
と
き
の
職
務
に
限
る
。
）
に
属
す
る
も
の
に
関
し
、
離
職
後
二
年
間
、
職
務
上
の
行
為
を
す
る
よ
う
に
、
又
は
し
な
い
よ
う
に
要
求
し
、
又
は
依
頼

し
て
は
な
ら
な
い
。

③

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
再
就
職
者
の
う
ち
、
国
家
行
政
組
織
法
第
六
条
に
規
定
す
る
長
官
、
同
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
次
官
、

同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
局
長
若
し
く
は
局
長
の
職
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
職
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
就
い
て
い
た
者
は
、
当
該
職

に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
府
省
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
国
の
機
関
、
行
政
執
行
法
人
若
し
く
は
都
道
府
県
警
察
（
以
下
「
局
長
等
と
し
て
の
在
職
機

関
」
と
い
う
。
）
に
属
す
る
役
職
員
又
は
こ
れ
に
類
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
対
し
、
契
約
等
事
務
で
あ
つ
て
局
長
等
と
し
て
の
在
職
機
関
の
所
掌

に
属
す
る
も
の
に
関
し
、
離
職
後
二
年
間
、
職
務
上
の
行
為
を
す
る
よ
う
に
、
又
は
し
な
い
よ
う
に
要
求
し
、
又
は
依
頼
し
て
は
な
ら
な
い
。

④

（
略
）

⑤

前
各
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
適
用
し
な
い
。

一
～
五

（
略
）
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六

再
就
職
者
が
役
職
員
（
こ
れ
に
類
す
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
契
約
等
事
務
に
関
し
、
職
務
上
の
行
為
を
す
る
よ
う
に
、

又
は
し
な
い
よ
う
に
要
求
し
、
又
は
依
頼
す
る
こ
と
に
よ
り
公
務
の
公
正
性
の
確
保
に
支
障
が
生
じ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
に

お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
得
て
、
再
就
職
者
が
当
該
承
認
に
係
る
役
職
員
に
対
し
、
当
該
承
認
に
係
る
契
約
等
事
務
に

関
し
、
職
務
上
の
行
為
を
す
る
よ
う
に
、
又
は
し
な
い
よ
う
に
要
求
し
、
又
は
依
頼
す
る
場
合

⑥
～
⑨

（
略
）

（
任
命
権
者
へ
の
届
出
）

第
百
六
条
の
二
十
三

職
員
（
退
職
手
当
通
算
予
定
職
員
を
除
く
。
）
は
、
離
職
後
に
営
利
企
業
等
の
地
位
に
就
く
こ
と
を
約
束
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
任
命
権
者
に
政
令
で
定
め
る
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

（
略
）

③

第
一
項
の
届
出
を
受
け
た
任
命
権
者
は
、
当
該
届
出
を
行
つ
た
職
員
が
管
理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る
職
員
の
官
職
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
就
い
て
い

る
職
員
（
以
下
「
管
理
職
職
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
内
閣
総
理
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

○

特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
九
十
号
）
（
抄
）

特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令

（
子
法
人
）

第
一
条

独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
法
（
以
下
「
準
用
国
家
公
務
員
法
」
と
い
う
。
）
第
百
六
条
の
二
第

一
項
の
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
一
の
営
利
企
業
等
（
同
項
に
規
定
す
る
営
利
企
業
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
株
主
等
（
株
主
若
し
く
は
社
員
又
は
発
起
人

そ
の
他
の
法
人
の
設
立
者
を
い
う
。
）
の
議
決
権
（
株
主
総
会
に
お
い
て
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
の
全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
除
き
、
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
八
百
七
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ

れ
る
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
総
数
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
法
人
を
い
い
、
一
の
営
利
企
業
等
及
び
そ

の
子
法
人
又
は
一
の
営
利
企
業
等
の
子
法
人
が
株
主
等
の
議
決
権
の
総
数
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
法
人
は
、
当
該
営
利
企
業
等
の
子

法
人
と
み
な
す
。

（
利
害
関
係
企
業
等
）

第
二
条

準
用
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
三
第
一
項
の
営
利
企
業
等
の
う
ち
、
特
定
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
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独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
役
員
の
職
務
に
利
害
関
係
を
有
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
が
職
務
と

し
て
携
わ
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

二

立
入
検
査
、
監
査
又
は
監
察
（
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
検
査
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
事
務

当
該
検
査
等
を
受
け
て
い

る
営
利
企
業
等
及
び
当
該
検
査
等
を
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
営
利
企
業
等
（
当
該
検
査
等
の
方
針
及
び
実
施
計
画
の
作
成
に
関
す
る
事

務
に
携
わ
る
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
検
査
等
を
受
け
る
営
利
企
業
等
）

三

不
利
益
処
分
（
行
政
手
続
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
不
利
益
処
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
事
務

当
該
不
利
益
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
お
け
る
当
該
不
利
益
処
分
の
名
あ
て
人
と
な
る
べ
き
営
利
企
業
等

四

特
定
独
立
行
政
法
人
の
締
結
す
る
売
買
、
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
（
以
下
単
に
「
契
約
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
務

当
該
契
約
（
電
気
、
ガ
ス
又

は
水
道
水
の
供
給
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
継
続
的
給
付
と
し
て
内
閣
官
房
令
で
定
め
る
も
の
を
受
け
る
契
約
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

締
結
し
て
い
る
営
利
企
業
等
（
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
が
締
結
に
携
わ
っ
た
契
約
及
び
履
行
に
携
わ
っ
て
い
る
契
約
の
総
額
が
二
千
万
円
未
満
で
あ
る
場

合
に
お
け
る
当
該
営
利
企
業
等
を
除
く
。
）
、
当
該
契
約
の
申
込
み
を
し
て
い
る
営
利
企
業
等
及
び
当
該
契
約
の
申
込
み
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
営
利
企
業
等

（
公
務
の
公
正
性
の
確
保
に
支
障
が
生
じ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
）

第
三
条

準
用
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
三
第
二
項
第
四
号
の
公
務
の
公
正
性
の
確
保
に
支
障
が
生
じ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
公
務
の
公
正
性
を
損
ね
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
す
る
。

一

準
用
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
三
第
二
項
第
四
号
の
承
認
（
以
下
「
求
職
の
承
認
」
と
い
う
。
）
の
申
請
を
し
た
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
が
当
該
申

請
に
係
る
利
害
関
係
企
業
等
と
の
間
で
職
務
と
し
て
携
わ
る
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
行
う
職
務
を
規

律
す
る
関
係
法
令
の
規
定
及
び
そ
の
運
用
状
況
に
照
ら
し
て
当
該
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
裁
量
の
余
地
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

二

利
害
関
係
企
業
等
が
求
職
の
承
認
の
申
請
を
し
た
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
有
す
る
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
必
要
と
す
る
当
該
利
害
関
係
企
業

等
又
は
そ
の
子
法
人
の
地
位
に
就
く
こ
と
を
当
該
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
に
依
頼
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
が
当
該

地
位
に
就
こ
う
と
す
る
場
合
（
当
該
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
が
当
該
利
害
関
係
企
業
等
に
対
し
、
現
に
検
査
等
を
行
っ
て
い
る
場
合
及
び
行
お
う
と
し
て

い
る
場
合
（
当
該
検
査
等
を
す
る
事
務
が
前
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
そ
の
他
当
該
利
害
関
係
企
業
等
が
当
該
特
定
独
立
行
政
法
人
の

役
員
と
特
に
密
接
な
利
害
関
係
に
あ
る
場
合
と
し
て
内
閣
官
房
令
で
定
め
る
場
合
を
除
く
。

三

特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
が
利
害
関
係
企
業
等
を
経
営
す
る
親
族
か
ら
の
要
請
に
応
じ
、
当
該
利
害
関
係
企
業
等
又
は
そ
の
子
法
人
の
地
位
に
就
く
場
合

（
当
該
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
が
当
該
利
害
関
係
企
業
等
に
対
し
、
現
に
検
査
等
を
行
っ
て
い
る
場
合
及
び
行
お
う
と
し
て
い
る
場
合
（
当
該
検
査
等
を
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す
る
事
務
が
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
そ
の
他
当
該
利
害
関
係
企
業
等
が
当
該
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
と
特
に
密
接
な
利
害

関
係
に
あ
る
場
合
と
し
て
内
閣
官
房
令
で
定
め
る
場
合
を
除
く
。
）

四

（
略
）

２

特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
は
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
該
当
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
求
職
の
承
認
を
得
た
後
、
当
該
場
合
に
該
当
し
な
く
な
っ

た
場
合
は
、
直
ち
に
、
求
職
の
承
認
を
し
た
再
就
職
等
監
視
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
求
職
の
承
認
の
手
続
）

第
四
条

求
職
の
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
は
、
内
閣
官
房
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
官
房
令
で
定
め
る
様
式
に
従
い
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
内
閣
官
房
令
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

三

特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
職

四
～
七

（
略
）

（
長
官
、
事
務
次
官
、
事
務
局
長
又
は
局
長
の
職
に
準
ず
る
職
）

第
六
条

準
用
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
四
第
三
項
の
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
長
官
、
同
法
第
十
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
事
務
次
官
又
は
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
局
長
若
し
く
は
局
長
の
職
に
準
ず
る
職
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

特
定
独
立
行
政
法
人
に
置
か
れ
る
役
員

二

（
略
）

（
再
就
職
者
に
よ
る
依
頼
等
の
承
認
の
手
続
）

第
十
一
条

準
用
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
四
第
五
項
第
六
号
の
承
認
（
以
下
「
依
頼
等
の
承
認
」
と
い
う
。
）
を
得
よ
う
と
す
る
再
就
職
者
は
、
内
閣
官
房
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
官
房
令
で
定
め
る
様
式
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

三

離
職
時
の
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
職

四
～
六

（
略
）

七

当
該
依
頼
等
の
承
認
の
申
請
に
係
る
職
員
の
官
職
又
は
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
職
及
び
そ
の
職
務
内
容

八
～
十

（
略
）

（
再
就
職
者
に
よ
る
依
頼
等
の
届
出
の
手
続
）
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第
十
二
条

準
用
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
四
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項
に
規
定
す
る
要
求
又
は
依
頼
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
依
頼
等
」
と
い

う
。
）
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
、
内
閣
官
房
令
で
定
め
る
様
式
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
再
就
職
等
監
察
官
（
以
下
「
監
察
官
」
と
い
う
。

）
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

三

特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
職

四
～
七

（
略
）

（
任
命
権
者
へ
の
再
就
職
の
届
出
）

第
十
三
条

準
用
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
は
、
内
閣
官
房
令
で
定
め
る
様

式
に
従
い
、
任
命
権
者
に
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

準
用
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
は
、
当
該
届
出
に
係
る
第
四
項
第
三
号
及
び
第
五

号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
任
命
権
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

準
用
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
は
、
当
該
届
出
に
係
る
約
束
が
効
力
を
失
っ
た
と

き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
任
命
権
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

準
用
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
二
十
三
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

三

特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
職

四
～
十
一

（
略
）

５

（
略
）

（
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
事
前
の
再
就
職
の
届
出
）

第
十
五
条

準
用
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
で
あ
っ
た
者
は
、
内
閣
官
房
令

で
定
め
る
様
式
に
従
い
、
離
職
し
た
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
職
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
の
任
命
権
者
を
経
由
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣
に
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
準
用
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
（
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員

で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
離
職
後
二
年
を
経
過
し
な
い
者
に
限
る
。
）
及
び
準
用
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
（

離
職
後
二
年
を
経
過
し
な
い
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
任
命
権
者
」
と
あ
る
の
は
「
離

職
し
た
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
職
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
の
任
命
権
者
を
経
由
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
項
第
三
号
及
び
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第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
項
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
約
束
が
効
力
を
失
っ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
地
位
に

就
く
こ
と
が
見
込
ま
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
十
三
条
第
四
項
（
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
準
用
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
第
四
項
第
三
号
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
職
」
と
あ
る
の
は
「
離
職
時
の
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
職
」
と
、
同
項
第

五
号
中
「
離
職
予
定
日
」
と
あ
る
の
は
「
離
職
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
事
後
の
再
就
職
の
届
出
）

第
二
十
条

第
十
三
条
第
四
項
（
第
四
号
を
除
く
。
）
及
び
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
準
用
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
第
四
項
第
三
号
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
職
」
と
あ
る
の
は
「
離
職
時
の
特
定
独
立
行
政
法

人
の
役
員
の
職
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
離
職
予
定
日
」
と
あ
る
の
は
「
離
職
日
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
再
就
職
予
定
日
」
と
あ
る
の
は
「
再
就
職
日
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
報
告
等
）

第
二
十
一
条

（
略
）

２

準
用
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
二
十
五
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

三

離
職
時
の
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
職

四
～
十

（
略
）

（
在
職
機
関
に
よ
る
公
表
）

第
二
十
二
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
を
行
う
場
合
に
お
け
る
準
用
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
二
十
七
第
二
号
及
び
第
三
号
の
額
は
、
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
離

職
し
た
日
の
翌
日
の
属
す
る
年
度
か
ら
そ
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
総
額
と
す
る
。

（
在
職
機
関
の
公
表
事
項
）

第
二
十
三
条

準
用
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
二
十
七
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

（
略
）

二

離
職
時
の
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
職

三
～
九

（
略
）
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○

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
他
の
役
職
員
に
つ
い
て
の
依
頼
等
の
規
制
）

第
百
六
条
の
二

職
員
は
、
営
利
企
業
等
（
営
利
企
業
及
び
営
利
企
業
以
外
の
法
人
（
国
、
国
際
機
関
、
地
方
公
共
団
体
、
行
政
執
行
法
人
及
び
地
方
独
立
行
政
法

人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
、
他
の
職
員
若

し
く
は
行
政
執
行
法
人
の
役
員
（
以
下
「
役
職
員
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
離
職
後
に
、
若
し
く
は
役
職
員
で
あ
つ
た
者
を
、
当
該
営
利
企
業
等
若
し
く
は
そ
の
子

法
人
（
当
該
営
利
企
業
等
に
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
を
決
定
す
る
機
関
（
株
主
総
会
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
を
い
う
。
）
を
支
配
さ
れ
て
い
る
法

人
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
地
位
に
就
か
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
当
該
役
職
員
若
し
く
は
役
職
員
で
あ
つ
た
者
に
関
す
る
情

報
を
提
供
し
、
若
し
く
は
当
該
地
位
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
依
頼
し
、
又
は
当
該
役
職
員
を
そ
の
離
職
後
に
、
若
し
く
は
役
職
員
で
あ
つ
た
者
を
、
当
該
営
利

企
業
等
若
し
く
は
そ
の
子
法
人
の
地
位
に
就
か
せ
る
こ
と
を
要
求
し
、
若
し
く
は
依
頼
し
て
は
な
ら
な
い
。

②
～
④

（
略
）

（
在
職
中
の
求
職
の
規
制
）

第
百
六
条
の
三

職
員
は
、
利
害
関
係
企
業
等
（
営
利
企
業
等
の
う
ち
、
職
員
の
職
務
に
利
害
関
係
を
有
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
対
し
、
離
職
後
に
当
該
利
害
関
係
企
業
等
若
し
く
は
そ
の
子
法
人
の
地
位
に
就
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
自
己
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
、
若
し
く
は

当
該
地
位
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
依
頼
し
、
又
は
当
該
地
位
に
就
く
こ
と
を
要
求
し
、
若
し
く
は
約
束
し
て
は
な
ら
な
い
。

②

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
適
用
し
な
い
。

一
～
三

（
略
）

四

職
員
が
利
害
関
係
企
業
等
に
対
し
、
当
該
利
害
関
係
企
業
等
若
し
く
は
そ
の
子
法
人
の
地
位
に
就
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
自
己
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
、

若
し
く
は
当
該
地
位
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
依
頼
し
、
又
は
当
該
地
位
に
就
く
こ
と
を
要
求
し
、
若
し
く
は
約
束
す
る
こ
と
に
よ
り
公
務
の
公
正
性
の
確
保

に
支
障
が
生
じ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
得
た
職
員
が
当
該

承
認
に
係
る
利
害
関
係
企
業
等
に
対
し
て
行
う
場
合

③
～
⑤

（
略
）

（
再
就
職
者
に
よ
る
依
頼
等
の
規
制
）

第
百
六
条
の
四

（
略
）

②

（
略
）
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③

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
再
就
職
者
の
う
ち
、
国
家
行
政
組
織
法
第
六
条
に
規
定
す
る
長
官
、
同
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
次
官
、

同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
局
長
若
し
く
は
局
長
の
職
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
職
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
就
い
て
い
た
者
は
、
当
該
職

に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
府
省
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
国
の
機
関
、
行
政
執
行
法
人
若
し
く
は
都
道
府
県
警
察
（
以
下
「
局
長
等
と
し
て
の
在
職
機

関
」
と
い
う
。
）
に
属
す
る
役
職
員
又
は
こ
れ
に
類
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
対
し
、
契
約
等
事
務
で
あ
つ
て
局
長
等
と
し
て
の
在
職
機
関
の
所
掌

に
属
す
る
も
の
に
関
し
、
離
職
後
二
年
間
、
職
務
上
の
行
為
を
す
る
よ
う
に
、
又
は
し
な
い
よ
う
に
要
求
し
、
又
は
依
頼
し
て
は
な
ら
な
い
。

④

（
略
）

⑤

前
各
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
適
用
し
な
い
。

一
～
五

（
略
）

六

再
就
職
者
が
役
職
員
（
こ
れ
に
類
す
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
契
約
等
事
務
に
関
し
、
職
務
上
の
行
為
を
す
る
よ
う
に
、

又
は
し
な
い
よ
う
に
要
求
し
、
又
は
依
頼
す
る
こ
と
に
よ
り
公
務
の
公
正
性
の
確
保
に
支
障
が
生
じ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
に

お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
得
て
、
再
就
職
者
が
当
該
承
認
に
係
る
役
職
員
に
対
し
、
当
該
承
認
に
係
る
契
約
等
事
務
に

関
し
、
職
務
上
の
行
為
を
す
る
よ
う
に
、
又
は
し
な
い
よ
う
に
要
求
し
、
又
は
依
頼
す
る
場
合

⑥
～
⑧

（
略
）

⑨

職
員
は
、
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
再
就
職
者
か
ら
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
要
求
又
は
依
頼
を
受
け
た
と
き
（
独

立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
要
求
又
は
依
頼
を
受
け
た
と
き
を
含
む
。

）
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
再
就
職
等
監
察
官
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
任
命
権
者
へ
の
届
出
）

第
百
六
条
の
二
十
三

職
員
（
退
職
手
当
通
算
予
定
職
員
を
除
く
。
）
は
、
離
職
後
に
営
利
企
業
等
の
地
位
に
就
く
こ
と
を
約
束
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
任
命
権
者
に
政
令
で
定
め
る
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
・
③

（
略
）

（
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
届
出
）

第
百
六
条
の
二
十
四

管
理
職
職
員
で
あ
つ
た
者
（
退
職
手
当
通
算
離
職
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
離
職
後
二
年
間
、
次
に
掲
げ
る
法
人
の
役
員

そ
の
他
の
地
位
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
就
こ
う
と
す
る
場
合
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
事
項
を
届
け
出
た
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
に
政
令
で
定
め
る
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

②

管
理
職
職
員
で
あ
つ
た
者
は
、
離
職
後
二
年
間
、
営
利
企
業
以
外
の
事
業
の
団
体
の
地
位
に
就
き
、
若
し
く
は
事
業
に
従
事
し
、
若
し
く
は
事
務
を
行
う
こ
と
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と
な
つ
た
場
合
（
報
酬
を
得
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
営
利
企
業
（
前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
法
人
を
除
く
。
）
の
地
位
に
就
い
た
場
合
は
、
前
条
第

一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
つ
た
場
合
、
日
々
雇
い
入
れ
ら
れ
る
者
と
な
つ
た
場
合
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
速
や
か
に
、
内
閣
総
理
大
臣
に
政
令
で
定
め
る
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
報
告
及
び
公
表
）

第
百
六
条
の
二
十
五

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
百
六
条
の
二
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
事
項
に
つ
い
て
、
遅
滞
な

く
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

内
閣
は
、
毎
年
度
、
前
項
の
報
告
を
取
り
ま
と
め
、
政
令
で
定
め
る
事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
再
就
職
後
の
公
表
）

第
百
六
条
の
二
十
七

在
職
中
に
第
百
六
条
の
三
第
二
項
第
四
号
の
承
認
を
得
た
管
理
職
職
員
が
離
職
後
に
当
該
承
認
に
係
る
営
利
企
業
等
の
地
位
に
就
い
た
場
合

に
は
、
当
該
管
理
職
職
員
が
離
職
時
に
在
職
し
て
い
た
府
省
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
国
の
機
関
、
行
政
執
行
法
人
又
は
都
道
府
県
警
察
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
在
職
機
関
」
と
い
う
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
の
離
職
後
二
年
間
（
そ
の
者
が
当
該
営
利
企
業
等
の
地
位
に
就
い
て
い
る
間
に
限

る
。
）
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

二

在
職
機
関
が
当
該
営
利
企
業
等
に
対
し
て
交
付
し
た
補
助
金
等
（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十

九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
を
い
う
。
）
の
総
額

三

在
職
機
関
と
当
該
営
利
企
業
等
と
の
間
の
売
買
、
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
の
総
額

四

そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
項

○

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
百
二
十
二
号
）
（
抄
）

（
指
定
公
共
機
関
）

第
三
条

法
第
二
条
第
六
号
の
政
令
で
定
め
る
公
共
的
機
関
及
び
公
益
的
事
業
を
営
む
法
人
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

四

独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

五
～
二
十

（
略
）
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○

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
五

（
略
）

六

指
定
公
共
機
関

独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
、

日
本
銀
行
、
日
本
赤
十
字
社
、
日
本
放
送
協
会
そ
の
他
の
公
共
的
機
関
及
び
医
療
、
医
薬
品
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
医
療
機
器
（
同
条
第
四
項
に
規

定
す
る
医
療
機
器
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
再
生
医
療
等
製
品
（
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
製
造
又
は
販

売
、
電
気
又
は
ガ
ス
の
供
給
、
輸
送
、
通
信
そ
の
他
の
公
益
的
事
業
を
営
む
法
人
で
、
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

七

（
略
）

○

採
用
試
験
の
対
象
官
職
及
び
種
類
並
び
に
採
用
試
験
に
よ
り
確
保
す
べ
き
人
材
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
百
九
十
二
号
）
（
抄
）

（
採
用
試
験
に
お
け
る
対
象
官
職
）

第
一
条

国
家
公
務
員
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
官
職
は
、
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
係
員
の
官
職
（

次
項
に
お
い
て
「
係
員
の
官
職
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

三

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
に
お
け
る
印
刷
又
は
造
幣
に
関
す
る
業
務
の
運

営
又
は
管
理
の
事
務
を
そ
の
職
務
の
主
た
る
内
容
と
す
る
官
職

２
～
４

（
略
）
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○

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
採
用
試
験
に
お
け
る
対
象
官
職
及
び
種
類
並
び
に
採
用
試
験
に
よ
り
確
保
す
べ
き
人
材
）

第
四
十
五
条
の
二

採
用
試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
官
職
を
対
象
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

係
員
の
官
職
の
う
ち
、
政
策
の
企
画
及
び
立
案
又
は
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
事
務
を
そ
の
職
務
と
す
る
官
職
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
官
職
で
あ
つ
て
政

令
で
定
め
る
も
の
（
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
～
四

（
略
）

②
～
④

（
略
）

【
内
閣
府
関
係
】

○

公
認
会
計
士
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
三
号
）
（
抄
）

（
大
会
社
等
の
範
囲
）

第
十
条

法
第
二
十
四
条
の
二
第
六
号
（
法
第
十
六
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と

す
る
。

一
～
四

（
略
）

五

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
会
計
監
査
人
の
監
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
独
立
行
政
法
人

六
・
七

（
略
）

○

公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
（
抄
）

（
大
会
社
等
に
係
る
業
務
の
制
限
の
特
例
）

第
二
十
四
条
の
二

公
認
会
計
士
は
、
当
該
公
認
会
計
士
、
そ
の
配
偶
者
又
は
当
該
公
認
会
計
士
若
し
く
は
そ
の
配
偶
者
が
実
質
的
に
支
配
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
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る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
関
係
を
有
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
大
会
社
等
」
と
い
う
。
）
か
ら

第
二
条
第
二
項
の
業
務
（
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
継
続
的
な
報
酬
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
大
会
社
等
の
財
務
書
類
に
つ
い
て
、

同
条
第
一
項
の
業
務
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

六

前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者

○

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
（
抄
）

（
緊
急
自
動
車
）

第
十
三
条

法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
次
に
掲
げ
る
自
動
車
で
、
そ
の
自
動
車
を
使
用
す
る
者
の
申
請
に
基
づ
き
公
安
委
員
会
が
指
定

し
た
も
の
（
第
一
号
又
は
第
一
号
の
二
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
そ
の
自
動
車
を
使
用
す
る
者
が
公
安
委
員
会
に
届
け
出
た
も
の
）
と
す
る
。

一
～
十
一

（
略
）

十
二

国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
、
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
又
は
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置

法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
原
子
力
事
業
者
が
、
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
原
子
力
災
害
の
発
生
又
は
拡
大
の
防
止

を
図
る
た
め
の
応
急
の
対
策
と
し
て
実
施
す
る
放
射
線
量
の
測
定
、
傷
病
者
の
搬
送
、
施
設
若
し
く
は
設
備
の
整
備
、
点
検
若
し
く
は
復
旧
又
は
放
射
線
に
よ

る
人
体
の
障
害
を
防
止
す
る
た
め
の
医
薬
品
の
運
搬
の
た
め
使
用
す
る
自
動
車
（
第
一
号
の
二
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

２

（
略
）

○

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
（
抄
）

（
緊
急
自
動
車
の
通
行
区
分
等
）

第
三
十
九
条

緊
急
自
動
車
（
消
防
用
自
動
車
、
救
急
用
自
動
車
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
自
動
車
で
、
当
該
緊
急
用
務
の
た
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

運
転
中
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
第
十
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
追
越
し
を
す
る
た
め
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
必
要
が
あ
る
と
き
は
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
道
路
の
右
側
部
分
に
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
は
み
出
し
て
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２

（
略
）

○

地
震
防
災
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
二
百
九
十
五
号
）
（
抄
）

（
地
震
防
災
緊
急
事
業
に
係
る
政
令
で
定
め
る
医
療
機
関
）

第
一
条

地
震
防
災
対
策
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
七
号
の
政
令
で
定
め
る
医
療
機
関
は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
救
急
医
療

の
確
保
に
関
す
る
施
策
に
協
力
し
て
、
休
日
診
療
若
し
く
は
夜
間
診
療
を
行
っ
て
い
る
病
院
又
は
救
急
医
療
に
係
る
高
度
の
医
療
を
提
供
し
て
い
る
病
院
（
こ
れ

ら
の
病
院
の
う
ち
、
国
、
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法

人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人

国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
国
立
大
学
法
人
及
び
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
開
設
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

○

地
震
防
災
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
一
号
）
（
抄
）

（
地
震
防
災
緊
急
事
業
五
箇
年
計
画
の
内
容
）

第
三
条

地
震
防
災
緊
急
事
業
五
箇
年
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
等
の
整
備
等
で
あ
っ
て
、
当
該
施
設
等
に
関
す
る
主
務
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

七

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
公
的
医
療
機
関
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
医
療
機
関
の
う
ち
、
地
震
防
災
上
改
築
又

は
補
強
を
要
す
る
も
の

八
～
十
九

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○

内
閣
府
本
府
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
（
抄
）

（
政
策
評
価
広
報
課
の
所
掌
事
務
経
過
措
置
）

第
十
五
条

政
策
評
価
広
報
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
四
（
略
）

五

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
庶
務
（
国
立
公
文
書
館
分
科
会
、
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
分
科
会
、
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
分
科
会
、
北
方
領
土
問
題

対
策
協
会
分
科
会
及
び
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
分
科
会
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

（
公
文
書
管
理
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
七
条

公
文
書
管
理
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三
（
略
）

四

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
国
立
公
文
書
館
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

（
政
策
統
括
官
の
職
務
の
特
例
）

第
三
条

政
策
統
括
官
は
、
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
命
を
受
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事

務
を
分
掌
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
五
条
第
五
号
中
「
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
分
科
会
」
と
あ
る
の
は
、
「
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
分
科
会
、
原

子
力
安
全
基
盤
機
構
分
科
会
」
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

独
立
行
政
法
人
原
子
力
安
全
基
盤
機
構
の
解
散
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
原
子
力
安
全
基
盤
機
構
分
科
会
の
庶
務
に
関
す

五
年
法
律
第
八
十
二
号
）
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日

る
こ
と
。

○

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
百
五
号
）
（
抄
）
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（
原
子
力
発
電
施
設
の
設
置
者
）

第
一
条

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十

九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
一
般
電
気
事
業
者
及
び
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
卸
電
気
事
業
者
並
び
に
独
立
行
政
法
人
日
本
原

子
力
研
究
開
発
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

（
原
子
力
発
電
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
施
設
）

第
二
条

法
第
二
条
の
原
子
力
発
電
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

二

実
用
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
安
全
性
に
関
す
る
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
（
機
構
が
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
高
速
増
殖
炉
（
独
立
行
政
法
人
日

本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
高
速
増
殖
炉
を
い
い
、
発
電
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
き
、

機
構
が
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）

三
～
七

（
略
）

○

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
八
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
原
子
力
発
電
施
設
等
」
と
は
、
原
子
力
発
電
施
設
で
政
令
で
定
め
る
者
が
設
置
す
る
も
の
及
び
原
子
力
発
電
と
密
接
な
関
連
を
有

す
る
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

○

再
就
職
等
監
視
委
員
会
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
八
十
七
号
）
（
抄
）

（
そ
の
前
歴
を
有
す
る
こ
と
が
委
員
長
等
の
任
命
の
欠
格
事
由
と
な
る
役
職
員
か
ら
除
か
れ
る
者
）

第
一
条

国
家
公
務
員
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
六
条
の
八
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

五

特
定
独
立
行
政
法
人
の
非
常
勤
の
役
員
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○

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
委
員
長
及
び
委
員
の
任
命
）

第
百
六
条
の
八

委
員
長
及
び
委
員
は
、
人
格
が
高
潔
で
あ
り
、
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
事
項
に
関
し
公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
法
律
又
は
社
会
に

関
す
る
学
識
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
役
職
員
（
検
察
官
そ
の
他
の
職
務
の
特
殊
性
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
と
し
て
の
前
歴
を

有
し
な
い
者
の
う
ち
か
ら
、
両
議
院
の
同
意
を
得
て
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
。

②
・
③

（
略
）

○

官
民
の
人
材
交
流
の
範
囲
を
定
め
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
九
十
二
号
）
（
抄
）

国
家
公
務
員
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
五
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

四

国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
民
間
企
業
以
外
の
法
人
（
国
、

国
際
機
関
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
及
び
地
方
独
立
行

政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
を
除
く
。
）
に
現
に
雇
用
さ
れ
、
又
は
雇
用
さ
れ
て
い

た
者
の
職
員
へ
の
法
第
三
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
採
用

五
～
七

（
略
）

○

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
内
閣
総
理
大
臣
の
援
助
等
）

第
十
八
条
の
五

（
略
）
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②

内
閣
総
理
大
臣
は
、
官
民
の
人
材
交
流
（
国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規

定
す
る
交
流
派
遣
及
び
民
間
企
業
に
現
に
雇
用
さ
れ
、
又
は
雇
用
さ
れ
て
い
た
者
の
職
員
へ
の
第
三
十
六
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
採
用
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準

ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
第
五
十
四
条
第
二
項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
の
支
援
を
行
う
。

○

消
費
者
庁
組
織
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
（
抄
）

（
消
費
者
教
育
・
地
方
協
力
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
条

消
費
者
教
育
・
地
方
協
力
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
七

（
略
）

八

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

○

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）
（
抄
）

別
表
（
第
八
条
関
係
）

行
政
文
書
名

保
存
期
間

（
略
）

そ
の
他
の
事
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
十
四

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
独
立
行
政
法
人
等
の
中
期
目
標
の
制
定

十
年
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又
は
変
更
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
文
書

イ

立
案
の
検
討
に
関
す
る
調
査
研
究
文
書

ロ

評
価
委
員
会
に
検
討
の
た
め
の
資
料
と
し
て
提
出
さ
れ
た
文
書
、
評
価
委
員
会
に
お
け
る
議
事
が
記
録
さ
れ
た
文
書
及
び
評

価
委
員
会
の
決
定
又
は
了
解
に
至
る
過
程
が
記
録
さ
れ
た
文
書

ハ

制
定
又
は
変
更
の
た
め
の
決
裁
文
書

二

中
期
計
画
、
事
業
報
告
書
そ
の
他
の
中
期
目
標
の
達
成
に
関
し
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
独
立
行
政
法
人
等
に
よ
り
提
出
さ

れ
、
又
は
公
表
さ
れ
た
文
書

（
略
）

（
略
）

（
略
）

○

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
（
抄
）

（
整
理
）

第
五
条

行
政
機
関
の
職
員
が
行
政
文
書
を
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
と
き
は
、
当
該
行
政
機
関
の
長
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
行
政
文
書
に
つ

い
て
分
類
し
、
名
称
を
付
す
る
と
と
も
に
、
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
５

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
（
抄
）

独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
法
施
行
令

（
教
育
公
務
員
の
範
囲
）

第
一
条

独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
政
令
で
定
め
る
教
育
公
務
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）
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附

則

（
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
の
成
立
の
時
に
お
い
て
承
継
さ
れ
る
国
の
権
利
及
び
義
務
）

第
二
条

（
略
）

（
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
が
承
継
す
る
資
産
に
係
る
評
価
委
員
の
任
命
等
）

第
四
条

法
附
則
第
二
条
第
三
項
（
法
附
則
第
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
評
価
委
員
は
、
次
に
掲

げ
る
者
に
つ
き
内
閣
総
理
大
臣
、
文
部
科
学
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
任
命
す
る
。

一
～
五

（
略
）

六

独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
の
役
員
（
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
が
成
立
す
る
ま
で
の
間
は
、
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究

開
発
機
構
に
係
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
設
立
委
員
）

一
人

七

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
の
成
立
の
時
に
お
い
て
承
継
さ
れ
る
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
の
権
利
及
び
義
務
）

第
五
条

法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
権
利
及
び
義
務
は
、
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究

所
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第
十
五
条
第
一
号
ロ
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
し
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
が
有
す

る
権
利
及
び
義
務
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

○

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
九
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
役
員
の
欠
格
条
項
の
特
例
）

第
十
一
条

通
則
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
公
務
員
又
は
研
究
公
務
員
で
政
令
で
定
め
る
も
の
（
次
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
除

く
。
）
は
、
非
常
勤
の
理
事
又
は
監
事
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

（
国
の
権
利
義
務
の
承
継
等
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）
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３

前
項
の
規
定
に
よ
り
政
府
か
ら
出
資
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
同
項
の
財
産
の
価
額
は
、
機
構
の
成
立
の
日
現
在
に
お
け
る
時
価
を
基
準
と
し
て
評
価
委
員
が

評
価
し
た
価
額
と
す
る
。

４

（
略
）

（
国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
の
権
利
義
務
の
承
継
等
）

第
三
条

機
構
の
成
立
の
際
、
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第
十
五
条
第
一

号
ロ
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
し
、
現
に
国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
（
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
医
薬
基
盤
・
健
康
・

栄
養
研
究
所
」
と
い
う
。
）
が
有
す
る
権
利
及
び
義
務
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
機
構
の
成
立
の
時
に
お
い
て
機
構
が
承
継
す
る
。

２
～
４

（
略
）

【
復
興
庁
関
係
】

○

復
興
庁
組
織
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
二
十
二
号
）
（
抄
）

附

則

（
他
の
政
令
の
適
用
の
特
例
）

第
七
条

復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
政
令
の
同
表
の
第
二
欄
に

掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
八
十

九
号
）

第
十
二
条

当
該
各
号
に
定
め
る
も
の

当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
及
び
再
就
職
者
が
離
職
前
五
年
間
に
復
興
庁
に

属
す
る
職
員
で
あ
っ
た
場
合
（
再
就
職
者
が
離
職
前
五
年
間
に
復
興
庁
以

外
の
国
の
機
関
若
し
く
は
部
局
又
は
特
定
独
立
行
政
法
人
に
属
す
る
職
員
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で
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
国
の
機
関
若
し
く
は
部
局
又
は
特
定
独

立
行
政
法
人
が
所
掌
し
て
い
た
事
務
を
復
興
庁
が
所
掌
し
て
い
る
と
き

は
、
当
該
再
就
職
者
が
離
職
前
五
年
間
に
復
興
庁
に
属
す
る
職
員
で
あ
っ

た
も
の
と
み
な
す
。
）
に
お
け
る
復
興
庁
の
事
務
次
官

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２

（
略
）

○

復
興
庁
設
置
法
第
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
の
事
業
を
定
め
る
政
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
二
十
五
号
）
（
抄
）

（
実
施
に
関
す
る
計
画
を
定
め
る
事
業
）

第
二
条

法
第
四
条
第
二
項
第
三
号
ロ
の
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
前
条
に
規
定
す
る
事
業
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十
二

（
略
）

十
三

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
附
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業

十
四
～
三
十

（
略
）

○

復
興
庁
設
置
法
（
平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
六
日
法
律
第
百
二
十
五
号
）
（
抄
）

（
所
掌
事
務
）

第
四
条

（
略
）

２

復
興
庁
は
、
前
条
第
二
号
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
・
二

（
略
）

三

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
事
業
を
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
実
施
す
る
こ
と
。
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イ

（
略
）

ロ

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
事
業
の
う
ち
公
共
事
業
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
事
業
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
定
め
る
こ
と
。

ハ

（
略
）

四
～
九

（
略
）

３

（
略
）

【
総
務
省
関
係
】

○

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
（
抄
）

（
立
候
補
で
き
る
公
務
員
）

第
九
十
条

（
略
）

２

法
第
八
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
つ
て
、
在
職
中
、
公
職
の
候
補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
予
備
自
衛
官
（
自
衛
隊
法
第
七
十
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
自
衛
官
と
な
つ
て
い
る
者
を
含
む
。
）
、
即
応
予
備
自
衛
官
（
同
法
第
七
十
五
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
自
衛
官
と
な
つ
て
い
る
者
を
含
む
。

）
及
び
予
備
自
衛
官
補
並
び
に
臨
時
又
は
非
常
勤
の
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
公
務
員
（
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
十
一

条
の
五
第
一
項
（
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
九
十
九
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官

職
、
国
会
職
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
十
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
、
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
に
規
定

す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
又
は
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る

者
を
除
く
。
）
又
は
特
定
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。

）
若
し
く
は
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
役
員
若
し
く
は
職
員
（
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
又
は
地
方
公
務

員
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
を
除
く
。
）
で
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

３
・
４

（
略
）
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○

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
公
務
員
の
立
候
補
制
限
）

第
八
十
九
条

国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
公
務
員
又
は
行
政
執
行
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す

る
行
政
執
行
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
役
員
若
し
く
は
職
員
は
、
在
職
中
、
公
職
の
候
補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
公
務
員
（
行
政
執
行
法
人
又
は
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
役
員
及
び
職
員
を
含
む
。
次
条
及
び
第
百
三
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

一
・
二

（
略
）

三

専
務
と
し
て
委
員
、
顧
問
、
参
与
、
嘱
託
員
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
職
に
あ
る
者
で
臨
時
又
は
非
常
勤
の
も
の
に
つ
き
、
政
令
で
指
定
す
る
も
の

四
・
五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

○

電
波
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
七
号
）
（
抄
）

（
手
数
料
の
納
付
方
法
等
）

第
二
十
一
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
条
に
規
定
す
る
手
数
料
の
納
付
方
法
は
、
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
の
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
十
八
条
第

一
項
の
業
務
方
法
書
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

○

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
（
抄
）
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（
継
続
長
期
組
合
員
に
係
る
公
庫
等
の
範
囲
）

第
三
十
九
条

法
第
百
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

一

（
略
）

二

独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
（
独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

解
散
し
た
旧
科
学
技
術
振
興
事
業
団
並
び
に
同
法
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
科
学
技
術
振
興
事
業
団
法
（
平
成
八
年
法
律
第
二
十
七
号
）
附
則
第

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
科
学
技
術
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
同
法
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
新
技
術
事
業
団
を
含
む
。

）
、
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
（
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
附
則
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
宇
宙
開
発
事
業
団
を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
（
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法

律
第
四
十
三
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
公
害
健
康
被
害
補
償
予
防
協
会
及
び
同
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た

旧
環
境
事
業
団
、
公
害
防
止
事
業
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
三
十
九
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
環
境
事
業
団
と
な
つ
た
旧
公

害
防
止
事
業
団
並
び
に
公
害
健
康
被
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
九
十
七
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
公
害
健
康
被
害
補
償
法
（

昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
一
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
公
害
健
康
被
害
補
償
協
会
を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
（
独
立
行
政
法
人
国
際
協

力
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
国
際
協
力
事
業
団
を
含
む
。
）
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・

共
済
事
業
団
、
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
（
石
油
公
団

法
及
び
金
属
鉱
業
事
業
団
法
の
廃
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
三
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
石
油
公
団
及
び

同
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
金
属
鉱
業
事
業
団
を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
（
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健

康
福
祉
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
七
十
一
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
労
働
福
祉
事
業
団
を
含
む
。
）
及
び
日
本
下
水
道
事

業
団

三

（
略
）

四

独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
（
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

解
散
し
た
旧
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
（
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
六

年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
原
子
力
研
究
所
及
び
同
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧

核
燃
料
サ
イ
ク
ル
開
発
機
構
並
び
に
日
本
原
子
力
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
原
子
力
船
研
究
開
発
事
業
団
を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
（
独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
法
（
平
成
十
四
年
法
律

第
百
六
十
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
理
化
学
研
究
所
を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
（
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流

基
金
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
国
際
交
流
基
金
を
含
む
。
）
、
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
、
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独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散

し
た
旧
日
本
育
英
会
を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
（
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年
法
律

第
百
六
十
二
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
体
育
・
学
校
健
康
セ
ン
タ
ー
、
同
法
附
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
日
本
体

育
・
学
校
健
康
セ
ン
タ
ー
法
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
九
十
二
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
国
立
競
技
場
及
び
旧
日
本
学
校
健
康
会
並

び
に
同
法
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
日
本
学
校
健
康
会
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し

た
旧
日
本
学
校
安
全
会
を
含
む
。
）
、
国
立
教
育
会
館
の
解
散
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
国
立

教
育
会
館
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
学
術
振
興
会
を
含
む
。
）
、
放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園
（
同
法
附

則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
放
送
大
学
学
園
を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
（
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興

会
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
国
立
重

度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
、
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
（
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
号

）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
年
金
資
金
運
用
基
金
及
び
同
法
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
年
金
福
祉
事
業
団
の
解
散
及
び

業
務
の
承
継
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
二
十
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
年
金
福
祉
事
業
団
を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法

人
農
業
者
年
金
基
金
（
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
農
業
者

年
金
基
金
を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
振
興
機
構
（
独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
振
興
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
七
十
二
号
）
附
則
第
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
貿
易
振
興
会
を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
（
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ

ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術

総
合
開
発
機
構
及
び
石
炭
鉱
害
賠
償
等
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
二
十
三
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し

た
旧
石
炭
鉱
害
事
業
団
を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
国
際
観
光
振
興
機
構
（
独
立
行
政
法
人
国
際
観
光
振
興
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
国
際
観
光
振
興
会
を
含
む
。
）
、
関
西
国
際
空
港
及
び
大
阪
国
際
空
港
の
一
体
的
か
つ
効
率
的
な
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
設
置
管
理
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の

関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
（
設
置
管
理
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で

の
間
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
、
北
海
道
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
、
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
一
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
旅
客
会
社
法
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨

物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
（
旅
客
会
社
法
改
正
法
の
施
行
の

日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
、
四
国
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
、
九
州
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
、
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
、
日
本
電
信
電
話
株
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式
会
社
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
、
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済

機
構
、
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
（
同
法
に
よ
る
廃
止
前
の
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
七
十
号
）
附
則
第
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
及
び
同
法
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律

第
二
十
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
雇
用
促
進
事
業
団
を
含
む
。
）
、
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
共
済
基
金
、
日
本
消
防
検
定

協
会
、
輸
出
入
・
港
湾
関
連
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社
、
全
国
健
康
保
険
協
会
、
日
本
年
金
機
構
、
全
国
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会
、
地
方
競
馬
全
国

協
会
、
漁
船
保
険
中
央
会
、
漁
業
共
済
組
合
連
合
会
、
日
本
商
工
会
議
所
、
日
本
ア
ル
コ
ー
ル
産
業
株
式
会
社
、
高
圧
ガ
ス
保
安
協
会
、
原
子
力
発
電
環
境
整

備
機
構
、
日
本
弁
理
士
会
、
全
国
中
小
企
業
団
体
中
央
会
、
全
国
商
工
会
連
合
会
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
、
小
型
船
舶
検
査

機
構
、
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
、
成
田
国
際
空
港
株
式
会
社
（
成
田
国
際
空
港
株
式
会
社
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
新
東
京
国
際
空
港
公
団
を
含
む
。
）
、
新
関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
及
び
中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
（
日
本
環
境
安
全

事
業
株
式
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
法
（
平
成
十
五
年
法
律

第
四
十
四
号
）
第
一
条
第
一
項
の
日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
を
含
む
。
）

五

総
合
研
究
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
廃
止
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
廃
止
前
の
総
合
研
究
開

発
機
構
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
五
十
一
号
）
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
総
合
研
究
開
発
機
構
（
廃
止
法
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
旧
法
適
用
期
間
が
経
過
す
る

時
ま
で
の
間
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
、
独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
（
独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号

）
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
海
洋
科
学
技
術
セ
ン
タ
ー
を
含
む
。
）
、
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
、
預
金
保
険
機
構
、
独
立
行
政
法

人
日
本
万
国
博
覧
会
記
念
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
十
九
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人
日

本
万
国
博
覧
会
記
念
機
構
（
同
法
に
よ
る
廃
止
前
の
独
立
行
政
法
人
日
本
万
国
博
覧
会
記
念
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
万
国
博
覧
会
記
念
協
会
を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十

四
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
海
洋
水
産
資
源
開
発
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
空
港
周
辺
整
備
機
構
（
公
共

用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
四
号
）
附
則
第
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
空
港
周
辺
整
備
機
構
を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
通
信
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律

第
百
三
十
四
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
通
信
・
放
送
機
構
、
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
（
独
立
行
政

法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
法
（
平
成
十
四
年

法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
を
含
む
。
）
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
、
危
険
物
保
安
技
術
協
会
、
広

域
臨
海
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
、
株
式
会
社
産
業
再
生
機
構
、
沖
縄
科
学
技
術
大
学
院
大
学
学
園
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
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の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人
沖
縄
科
学
技
術
研
究
基
盤
整
備
機
構
、
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
（
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第

一
条
の
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
を
含
む
。
）
、
原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
（
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（

平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
一
条
の
原
子
力
損
害
賠
償
支
援

機
構
を
含
む
。
）
、
株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生
支
援
機
構
、
株
式
会
社
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
機
構
、
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
（
地
方
交

付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
十
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
営
企
業
等
金
融
機
構
法
（
平
成
十
九
年
法
律

第
六
十
四
号
）
第
一
条
の
地
方
公
営
企
業
等
金
融
機
構
及
び
同
法
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
公
営
企
業
金
融
公
庫
を
含
む
。
）
、
地
方

公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
、
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
、
日
本
銀
行
、
株
式
会
社
農
林
漁
業
成
長
産
業
化
支
援
機
構
、
株
式
会
社
産
業
革
新
機
構
、
株
式

会
社
海
外
需
要
開
拓
支
援
機
構
、
広
域
的
運
営
推
進
機
関
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
（
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法

律
第
八
十
二
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
住
宅
金
融
公
庫
を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
及
び
株
式
会
社

海
外
交
通
・
都
市
開
発
事
業
支
援
機
構

第
四
十
三
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

国
の
職
員
に
係
る
法
第
百
四
十
二
条
第
二
項
の
表
第
百
四
十
条
第
一
項
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
の
ほ
か
、

次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

一

（
略
）

二

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
（
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
国
際
協
力
事
業
団
を
含
む
。
）
、
独

立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
（
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
宇
宙
開
発
事
業
団
を

含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
（
独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
科
学
技
術
振
興

事
業
団
を
含
む
。
）
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
、
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
（
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
法
附
則
第
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
労
働
福
祉
事
業
団
を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
、
独
立
行
政

法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
、
日
本
下
水
道
事
業
団
及
び
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
（
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
法
附
則

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
公
害
健
康
被
害
補
償
予
防
協
会
及
び
同
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
環
境
事
業
団
を
含
む
。

）
三

（
略
）

四

自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
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共
済
基
金
、
危
険
物
保
安
技
術
協
会
、
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
（
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧

国
際
交
流
基
金
を
含
む
。
）
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
、
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
、
輸
出
入
・
港
湾
関
連
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社
、
株

式
会
社
国
際
協
力
銀
行
、
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
（
独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
法
附
則
第
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
理
化
学
研
究
所
を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
法
附
則
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
学
術
振
興
会
を
含
む
。
）
、
放
送
大
学
学
園
法
第
三
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園
（
同
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
解
散
し
た
旧
放
送
大
学
学
園
を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
育
英
会
を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
（
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
附
則

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
体
育
・
学
校
健
康
セ
ン
タ
ー
を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
（
独
立
行
政
法
人
日
本

芸
術
文
化
振
興
会
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
、

独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
、
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
廃

止
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
（
同
法
に
よ
る
廃
止
前
の
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力

開
発
機
構
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
を
含
む
。
）
、
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
（
年
金
積
立
金

管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
年
金
資
金
運
用
基
金
を
含
む
。
）
、
全
国
健
康
保
険
協
会
、
日
本
年
金
機
構
、

全
国
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会
、
地
方
競
馬
全
国
協
会
、
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
（
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
農
業
者
年
金
基
金
を
含
む
。
）
、
漁
船
保
険
中
央
会
、
漁
業
共
済
組
合
連
合
会
、
日
本
商
工
会
議
所
、
自
転
車
競
技
法
及
び
小
型
自

動
車
競
走
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
二
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
自
転
車
振
興
会
、
独
立
行

政
法
人
日
本
貿
易
振
興
機
構
（
独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
振
興
機
構
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
貿
易
振
興
会
を
含
む
。
）
、
自

転
車
競
技
法
及
び
小
型
自
動
車
競
走
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
小
型
自
動
車
振
興
会
、
日
本
ア
ル
コ

ー
ル
産
業
株
式
会
社
、
高
圧
ガ
ス
保
安
協
会
、
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
（
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総

合
開
発
機
構
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
を
含
む
。
）
、
原
子
力
発
電
環
境
整
備
機
構
、

全
国
中
小
企
業
団
体
中
央
会
、
全
国
商
工
会
連
合
会
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
、
独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
、
独
立
行
政
法
人
国
際
観

光
振
興
機
構
（
独
立
行
政
法
人
国
際
観
光
振
興
機
構
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
国
際
観
光
振
興
会
を
含
む
。
）
、
軽
自
動
車
検
査
協

会
、
小
型
船
舶
検
査
機
構
、
関
西
国
際
空
港
及
び
大
阪
国
際
空
港
の
一
体
的
か
つ
効
率
的
な
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
設
置

管
理
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
法
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
（
設
置
管
理
法

の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
、
北
海
道
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
、
四
国
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
、
九
州
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
、
日
本

貨
物
鉄
道
株
式
会
社
、
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
、
成
田
国
際
空
港
株
式
会
社
、
東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
首
都
高
速
道
路
株
式
会
社
、
中
日
本
高
速
道
路
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株
式
会
社
、
西
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社
、
本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
株
式
会
社
、
新
関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
及
び
中
間
貯
蔵

・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
（
日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
法
第
一
条
第
一

項
の
日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
を
含
む
。
）

五

総
合
研
究
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
廃
止
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
廃
止
前
の
総
合
研
究
開
発
機
構
法
に
よ
り
設
立
さ
れ

た
総
合
研
究
開
発
機
構
（
廃
止
法
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
旧
法
適
用
期
間
が
経
過
す
る
時
ま
で
の
間
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
、
原
子
力
損
害
賠
償
・
廃

炉
等
支
援
機
構
（
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
第
一
条
の
原
子
力
損
害
賠
償
支

援
機
構
を
含
む
。
）
、
預
金
保
険
機
構
、
銀
行
等
保
有
株
式
取
得
機
構
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
、
独
立
行
政
法
人
通
信
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
通
信
・
放
送
機
構
、
独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構

（
独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
法
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
海
洋
科
学
技
術
セ
ン
タ
ー
を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
高
齢
・

障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
（
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
高
齢

・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
法
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
、
独
立
行

政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
（
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
三
十
八
号
）
に
よ
る
改

正
前
の
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
を
含
む
。
）
、
農
水
産
業
協

同
組
合
貯
金
保
険
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
業
技
術
研
究
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
生
物
系
特
定
産
業
技
術
研
究
推
進
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
、
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
海
洋
水
産
資
源
開
発
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人

情
報
処
理
推
進
機
構
（
情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
解
散
し
た
旧
情
報
処
理
振
興
事
業
協
会
を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対
策
機
構
（
独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対
策
機
構
法
（
平
成
十
四
年

法
律
第
百
八
十
三
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
自
動
車
事
故
対
策
セ
ン
タ
ー
を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
空
港
周
辺
整
備
機
構
（

公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
四
号
）
附
則
第

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
空
港
周
辺
整
備
機
構
を
含
む
。
）
、
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
、
株
式
会
社
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推

進
機
構
、
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
、
株
式
会
社
農
林
漁
業
成
長
産
業
化
支
援
機
構
、
株
式
会
社
産
業
革
新
機
構
、
株

式
会
社
海
外
需
要
開
拓
支
援
機
構
、
広
域
的
運
営
推
進
機
関
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
及
び
株
式
会
社
海
外
交
通
・
都
市
開
発
事
業
支
援
機
構

７
・
８

（
略
）
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○

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
（
抄
）

（
公
庫
等
に
転
出
し
た
継
続
長
期
組
合
員
に
つ
い
て
の
特
例
）

第
百
四
十
条

組
合
員
が
任
命
権
者
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
要
請
に
応
じ
、
引
き
続
い
て
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
そ
の
他
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ

た
法
人
で
そ
の
業
務
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
事
務
又
は
事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
公
庫
等
」
と
い
う
。
）

に
使
用
さ
れ
る
者
（
役
員
及
び
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
者
を
除
く
。
以
下
「
公
庫
等
職
員
」
と
い
う
。
）
と
な
る
た
め
退
職
し
た
場
合
（
政
令
で

定
め
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
長
期
給
付
に
関
す
る
規
定
（
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
を
除
く
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
退
職
は
、
な
か
つ
た

も
の
と
み
な
し
、
そ
の
者
は
、
当
該
公
庫
等
職
員
で
あ
る
間
、
引
き
続
き
転
出
（
公
庫
等
職
員
と
な
る
た
め
の
退
職
を
い
う
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
際
に
所
属
し
て
い
た
組
合
の
組
合
員
で
あ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
章
中
「
公
務
」
と
あ
る
の
は
「
業
務
」
と
、
「
給
料
」
と
あ
る
の

は
「
組
合
の
運
営
規
則
で
定
め
る
仮
定
給
料
」
と
、
「
期
末
手
当
等
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
の
運
営
規
則
で
定
め
る
仮
定
期
末
手
当
等
」
と
、
第
六
章
中
「
給

料
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
の
運
営
規
則
で
定
め
る
仮
定
給
料
」
と
、
「
期
末
手
当
等
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
の
運
営
規
則
で
定
め
る
仮
定
期
末
手
当
等
」
と
、
第

百
十
三
条
第
二
項
中
「
地
方
公
共
団
体
（
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
そ
の
給
与
を
負
担
す
る
者
に
あ
つ

て
は
、
都
道
府
県
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
負
担
金
」
と
あ
り
、
並
び
に
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
地
方
公
共
団
体
の
負
担
金
」
と
あ
る
の
は

「
公
庫
等
の
負
担
金
」
と
、
第
百
十
六
条
第
一
項
中
「
地
方
公
共
団
体
の
機
関
、
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
又
は
職
員
団
体
」
と
あ
り
、
及
び
「
地
方
公
共
団
体
、

特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
又
は
職
員
団
体
」
と
あ
る
の
は
「
公
庫
等
」
と
、
「
第
百
十
三
条
第
二
項
（
同
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
十
三
条
第
二
項
」
と
す
る
。

２
～
４

（
略
）

（
国
の
職
員
の
取
扱
い
）

第
百
四
十
二
条

（
略
）

２

国
の
職
員
に
つ
い
て
こ
の
法
律
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る

字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
百
四
十
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）
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退
職
し
た
場
合
（
政
令

退
職
し
た
場
合
（
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
く
。
）
又
は
組
合
員
が
任
命
権
者
若
し
く
は
そ
の
委
任
を

で

定

め

る

場

合

を

除

受
け
た
者
の
要
請
に
応
じ
、
引
き
続
い
て
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
そ
の
他
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立

く
。
）

さ
れ
た
法
人
で
そ
の
業
務
が
国
の
事
務
若
し
く
は
事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
政
令
で

定
め
る
も
の
（
以
下
「
特
定
公
庫
等
」
と
い
う
。
）
の
役
員
（
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

者
を
除
く
。
以
下
「
特
定
公
庫
等
役
員
」
と
い
う
。
）
と
な
る
た
め
退
職
し
た
場
合
（
政
令
で
定
め
る

場
合
を
除
く
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

○

行
政
相
談
委
員
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
法
人
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
二
百
二
十
二
号
）
（
抄
）

行
政
相
談
委
員
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
、
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
水
資

源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対
策
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校

機
構
、
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立

循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立

成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
独
立
行
政
法
人
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

二
～
七

（
略
）

○

行
政
相
談
委
員
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
九
十
九
号
）
（
抄
）
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（
行
政
相
談
委
員
）

第
二
条

総
務
大
臣
は
、
社
会
的
信
望
が
あ
り
、
か
つ
、
行
政
運
営
の
改
善
に
つ
い
て
理
解
と
熱
意
を
有
す
る
者
に
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
委
嘱
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

行
政
機
関
等
（
内
閣
府
、
宮
内
庁
並
び
に
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
機
関
並
び
に

国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
機
関
並
び
に
総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四

条
第
十
九
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
法
人
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
業
務
に
関
す
る
苦
情
の
相
談
に
応
じ
て
、
総
務
大
臣
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
申
出
人
に
必
要
な
助
言
を
し
、
及
び
総
務
省
又
は
当
該
関
係
行
政
機
関
等
に
そ
の
苦
情
を
通
知
す
る
こ
と
。

二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

○

総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
（
抄
）

（
大
臣
官
房
の
所
掌
事
務
）

第
三
条

大
臣
官
房
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
二
十
一

（
略
）

二
十
二

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
庶
務
（
情
報
通
信
・
宇
宙
開
発
分
科
会
、
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
分
科
会
及
び
統
計
セ
ン
タ
ー
分
科
会

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
三
～
二
十
九

（
略
）

（
行
政
評
価
局
の
所
掌
事
務
）

第
六
条

行
政
評
価
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三

（
略
）

四

第
二
号
の
規
定
に
よ
る
評
価
並
び
に
前
号
の
規
定
に
よ
る
評
価
及
び
監
視
（
以
下
こ
れ
ら
の
評
価
及
び
監
視
を
「
行
政
評
価
等
」
と
い
う
。
）
に
関
連
し
て
、

次
に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
状
況
に
関
し
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

イ

独
立
行
政
法
人
の
業
務
（
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
評
価
に
関
連
す
る
場
合
に
限
る
。
）

ロ
～
ニ

（
略
）
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五
～
八

（
略
）

（
情
報
通
信
国
際
戦
略
局
の
所
掌
事
務
）

第
十
条

情
報
通
信
国
際
戦
略
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
十
三

（
略
）

十
四

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
情
報
通
信
・
宇
宙
開
発
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十
五
・
十
六

（
略
）

十
七

独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

（
情
報
流
通
行
政
局
の
所
掌
事
務
）

第
十
一
条

情
報
流
通
行
政
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
十
二

（
略
）

十
三

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
～
十
七

（
略
）

２

郵
政
行
政
部
は
、
前
項
第
八
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
、
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
統
計
局
の
所
掌
事
務
）

第
十
三
条

統
計
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
八

（
略
）

九

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
統
計
セ
ン
タ
ー
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

２

（
略
）

（
政
策
評
価
広
報
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
五
条

政
策
評
価
広
報
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
五

（
略
）

六

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
庶
務
（
情
報
通
信
・
宇
宙
開
発
分
科
会
、
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
分
科
会
及
び
統
計
セ
ン
タ
ー
分
科
会
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

七

（
略
）

（
技
術
政
策
課
の
所
掌
事
務
）
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第
六
十
九
条

技
術
政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
四

（
略
）

五

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
情
報
通
信
・
宇
宙
開
発
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

六

独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

（
宇
宙
通
信
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
十
一
条

宇
宙
通
信
政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三

（
略
）

四

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

（
貯
金
保
険
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
九
条

貯
金
保
険
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

（
略
）

二

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

三

（
略
）

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
十
一
条

総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

（
略
）

二

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
統
計
セ
ン
タ
ー
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

三
・
四

（
略
）

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
統
計
局
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

（
情
報
流
通
行
政
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
等
）

第
六
条

情
報
流
通
行
政
局
は
、
第
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十

条
第
十
一
号
中
「
次
条
第
一
項
第
十
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項
第
十
一
号
及
び
附
則
第
六
条
第
一
項
第
二
号
」
と
、
第
十
一
条
第
二
項
中
「
第
十
七

号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
七
号
並
び
に
附
則
第
六
条
第
一
項
各
号
」
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）
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（
情
報
通
信
国
際
戦
略
局
技
術
政
策
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
十
六
条

情
報
通
信
国
際
戦
略
局
技
術
政
策
課
は
、
第
六
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第

百
六
十
二
号
）
附
則
第
九
条
第
五
項
に
規
定
す
る
債
権
の
回
収
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
の
行
う
同
条
に
規
定
す
る
業
務
に

関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

○

独
立
行
政
法
人
の
組
織
、
運
営
及
び
管
理
に
係
る
共
通
的
な
事
項
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
十
六
号
）
（
抄
）

（
総
務
省
の
政
策
評
価
・
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
）

第
一
条

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
以
下
「
通
則
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
二
条
第
三
項
（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号

）
第
二
十
六
条
、
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
三
十
五
条
及
び
総
合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
四
十
八
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
審
議
会
は
、
総
務
省
の
政
策
評
価
・
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
と
す
る
。

（
会
計
監
査
人
の
監
査
を
要
し
な
い
独
立
行
政
法
人
の
範
囲
）

第
二
条

通
則
法
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
達
し
な
い
独
立
行
政
法
人
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
独
立
行
政
法
人
（
通
則
法

第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
別
法
に
よ
り
長
期
借
入
金
又
は
債
券
発
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
独
立
行
政
法
人
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

通
則
法
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
財
務
諸
表
、
事
業
報
告
書
（
会
計
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
決
算
報
告
書
に
係
る
事
業
年
度
の
開
始
の
日
に
お
け

る
資
本
金
の
額
が
百
億
円
に
達
し
な
い
こ
と
。

二

通
則
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
最
終
の
貸
借
対
照
表
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
最
終
の
貸
借
対
照
表
」
と
い
う
。

）
の
負
債
の
部
に
計
上
し
た
金
額
の
合
計
額
（
新
た
に
設
立
さ
れ
た
独
立
行
政
法
人
で
あ
っ
て
最
終
の
貸
借
対
照
表
が
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
独
立
行

政
法
人
の
負
債
の
金
額
に
相
当
す
る
金
額
と
し
て
主
務
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
）
が
二
百
億
円
に
達
し
な
い
こ
と
。

（
不
要
財
産
の
国
庫
納
付
）

第
二
条
の
二

独
立
行
政
法
人
は
、
通
則
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
府
出
資
等
に
係
る
不
要
財
産
の
国
庫
納
付
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一

項
に
お
い
て
「
現
物
に
よ
る
国
庫
納
付
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
通
則
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

現
物
に
よ
る
国
庫
納
付
に
係
る
不
要
財
産
の
内
容

二

不
要
財
産
と
認
め
ら
れ
る
理
由
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三

当
該
不
要
財
産
の
取
得
の
日
及
び
申
請
の
日
に
お
け
る
不
要
財
産
の
帳
簿
価
額
（
現
金
及
び
預
金
に
あ
っ
て
は
、
取
得
の
日
及
び
申
請
の
日
に
お
け
る
そ
の

額
）

四

当
該
不
要
財
産
の
取
得
に
係
る
出
資
又
は
支
出
の
額
、
会
計
の
区
分
そ
の
他
そ
の
内
容

五

現
物
に
よ
る
国
庫
納
付
の
予
定
時
期

六

そ
の
他
必
要
な
事
項

２

独
立
行
政
法
人
は
、
通
則
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
本
文
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
主
務
大
臣
の
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
、
当
該
不
要
財
産
を
国
庫
に
納

付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
中
期
計
画
に
定
め
た
不
要
財
産
の
国
庫
納
付
）

第
二
条
の
三

独
立
行
政
法
人
は
、
通
則
法
第
四
十
四
条
第
三
項
の
中
期
計
画
に
お
い
て
通
則
法
第
三
十
条
第
二
項
第
四
号
の
二
の
計
画
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、

現
物
に
よ
る
国
庫
納
付
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
主
務
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
財
務
大
臣
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

独
立
行
政
法
人
は
、
第
一
項
の
通
知
を
行
っ
た
と
き
は
、
主
務
大
臣
の
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
、
当
該
不
要
財
産
を
国
庫
に
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
不
要
財
産
の
譲
渡
収
入
に
よ
る
国
庫
納
付
）

第
二
条
の
四

独
立
行
政
法
人
は
、
通
則
法
第
四
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
府
出
資
等
に
係
る
不
要
財
産
を
譲
渡
し
、
こ
れ
に
よ
り
生
じ
た
収
入
か

ら
国
庫
納
付
を
行
う
こ
と
（
以
下
「
譲
渡
収
入
に
よ
る
国
庫
納
付
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
同
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

譲
渡
収
入
に
よ
る
国
庫
納
付
に
係
る
不
要
財
産
の
内
容

二

不
要
財
産
と
認
め
ら
れ
る
理
由

三

納
付
の
方
法
を
譲
渡
収
入
に
よ
る
国
庫
納
付
と
す
る
理
由

四

当
該
不
要
財
産
の
取
得
の
日
及
び
申
請
の
日
に
お
け
る
不
要
財
産
の
帳
簿
価
額

五

譲
渡
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
収
入
の
見
込
額

六

譲
渡
に
要
す
る
費
用
の
費
目
、
費
目
ご
と
の
見
込
額
及
び
そ
の
合
計
額

七

当
該
不
要
財
産
の
取
得
に
係
る
出
資
又
は
支
出
の
額
、
会
計
の
区
分
そ
の
他
そ
の
内
容

八

譲
渡
の
方
法

九

譲
渡
の
予
定
時
期

十

譲
渡
収
入
に
よ
る
国
庫
納
付
の
予
定
時
期
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十
一

そ
の
他
必
要
な
事
項

２

独
立
行
政
法
人
は
、
通
則
法
第
四
十
六
条
の
二
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
て
不
要
財
産
の
譲
渡
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
不
要
財
産
の
内
容

二

譲
渡
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
収
入
の
額
（
第
二
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
「
譲
渡
収
入
額
」
と
い
う
。
）

三

譲
渡
に
要
し
た
費
用
の
費
目
、
費
目
ご
と
の
金
額
及
び
そ
の
合
計
額

四

譲
渡
し
た
時
期

３

前
項
の
報
告
書
に
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４

主
務
大
臣
は
、
第
二
項
の
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
通
則
法
第
四
十
六
条
の
二
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
い
算
定

し
た
金
額
を
独
立
行
政
法
人
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

５

独
立
行
政
法
人
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
主
務
大
臣
の
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
金
額
を
国
庫
に
納
付
す
る
も

の
と
す
る
。

（
中
期
計
画
に
定
め
た
不
要
財
産
の
譲
渡
収
入
に
よ
る
国
庫
納
付
）

第
二
条
の
五

独
立
行
政
法
人
は
、
通
則
法
第
四
十
四
条
第
三
項
の
中
期
計
画
に
お
い
て
通
則
法
第
三
十
条
第
二
項
第
四
号
の
二
の
計
画
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、

譲
渡
収
入
に
よ
る
国
庫
納
付
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
主
務
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
財
務
大
臣
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
簿
価
超
過
額
の
国
庫
へ
の
納
付
）

第
二
条
の
六

独
立
行
政
法
人
は
、
譲
渡
収
入
額
に
当
該
財
産
の
帳
簿
価
額
を
超
え
る
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
簿
価
超
過
額
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
場
合

に
は
、
通
則
法
第
四
十
六
条
の
二
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
そ
の
全
部
又
は
一
部
の
金
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
を
除
き
、
第
二
条
の
四
第
五
項
（
前
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
主
務
大
臣
の
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
、
簿
価
超
過
額
を
国
庫
に

納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

独
立
行
政
法
人
は
、
簿
価
超
過
額
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
通
則
法
第
四
十
六
条
の
二
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
そ
の
全
部
又
は
一
部
の
金
額
を
国

庫
に
納
付
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
二
条
の
四
第
二
項
（
前
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
報
告
書
の

提
出
と
併
せ
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

譲
渡
収
入
に
よ
る
国
庫
納
付
に
係
る
不
要
財
産
の
内
容
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二

帳
簿
価
額
、
譲
渡
収
入
額
及
び
簿
価
超
過
額

三

簿
価
超
過
額
の
う
ち
、
納
付
し
な
い
こ
と
を
求
め
る
額
及
び
そ
の
理
由

３

独
立
行
政
法
人
は
、
通
則
法
第
四
十
六
条
の
二
第
三
項
た
だ
し
書
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
主
務
大
臣
の
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
、
簿
価
超
過
額
か
ら
当
該

認
可
を
受
け
た
金
額
を
控
除
し
た
額
を
国
庫
に
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
国
庫
に
納
付
す
る
不
要
財
産
等
の
帰
属
す
る
会
計
）

第
二
条
の
七

通
則
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
庫
に
納
付
す
る
不
要
財
産
又
は
同
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
不
要
財
産
に
関

し
国
庫
に
納
付
す
る
金
額
は
、
当
該
不
要
財
産
に
係
る
政
府
の
出
資
又
は
支
出
に
係
る
会
計
に
帰
属
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
国
庫
に
納
付
す
る
不
要
財
産
又
は
金
額
が
帰
属
す
る
も
の
と
さ
れ
る
会
計
が
廃
止
さ
れ
て
い
る
場
合
そ
の
他
当
該
会
計
の
状
況
に
照
ら
し

て
同
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
不
要
財
産
又
は
金
額
が
帰
属
す
べ
き
会
計
を
主
務

大
臣
及
び
財
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
資
本
金
の
減
少
に
係
る
通
知
及
び
報
告
）

第
二
条
の
八

主
務
大
臣
は
、
通
則
法
第
四
十
六
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
に
対
す
る
政
府
か
ら
の
出
資
が
な
か
っ
た
も
の
と
さ
れ
、
独
立
行

政
法
人
の
資
本
金
を
減
少
す
る
も
の
と
さ
れ
る
金
額
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
金
額
を
独
立
行
政
法
人
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

独
立
行
政
法
人
は
、
通
則
法
第
四
十
六
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
資
本
金
を
減
少
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
主
務
大
臣
に
報
告
す
る
も
の
と

す
る
。

３

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
報
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
財
務
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
主
務
大
臣
へ
の
報
告
）

第
三
条

通
則
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
一
月
一
日
現
在
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
常
勤
職
員
の
数
に
つ
い
て
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
一
月
三
十
日
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
常
勤
職
員
の
範
囲
）

第
四
条

通
則
法
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
職
員
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
十
九
条
又
は
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
休
職
又
は
停
職
の
処
分
を
受
け
た
者

二

特
定
独
立
行
政
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
十
七
号
）
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
休
職
者
と
さ
れ
た
者

三

国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣

さ
れ
た
者

四

国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
て
い
る
者
又
は
同
法
第
十
三
条
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第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
（
同
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
し
て
い
る
者
を
含
む
。
）

五

国
家
公
務
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
て
い
る
者

六

国
家
公
務
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
る
者

（
積
立
金
の
処
分
に
係
る
承
認
の
手
続
）

第
五
条

別
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
は
、
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
中
期
目

標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
最
後
の
事
業
年
度
（
以
下
「
期
間
最
後
の
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
に
係
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る

規
定
に
よ
り
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
財
源
に
充
て
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請

書
を
当
該
規
定
に
規
定
す
る
大
臣
（
以
下
「
主
務
大
臣
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
、
当
該
次
の
中
期
目
標
の
期
間
の
最
初
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、

当
該
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

別
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額

二

前
号
の
金
額
を
財
源
に
充
て
よ
う
と
す
る
業
務
の
内
容

２

前
項
の
承
認
申
請
書
に
は
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
別
表
の
第

三
欄
に
掲
げ
る
命
令
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
庫
納
付
金
の
納
付
の
手
続
）

第
六
条

別
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
は
、
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
「

国
庫
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
計
算
書
に
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書
そ
の
他

の
当
該
国
庫
納
付
金
の
計
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
こ
れ
を
主

務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
第
一
項
の
承
認
申
請
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
添
付
し
た
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
を
重

ね
て
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
国
庫
納
付
金
の
計
算
書
及
び
添
付
書
類
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
国
庫
納
付
金
の
計
算
書
及
び
添
付
書
類
の
写
し

を
財
務
大
臣
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
国
庫
納
付
金
の
納
付
期
限
）

第
七
条

国
庫
納
付
金
は
、
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
七
月
十
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
庫
納
付
金
の
帰
属
す
る
会
計
）

第
八
条

別
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
の
国
庫
納
付
金
は
、
同
表
の
第
五
欄
に
掲
げ
る
会
計
に
帰
属
す
る
。
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２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
が
通
則
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の

適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
補
助
金
等
と
し
て
指
定
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
で
あ

っ
て
平
成
二
十
三
年
度
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）
及
び
平
成
二
十
四
年
度
以
降
に
お
け
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
の
予
算
に
計
上
さ
れ
た
も
の

の
交
付
を
受
け
て
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
二
百
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
復
興
施
策
に
関
す
る
業
務
を
行
う
場
合

に
お
け
る
当
該
復
興
施
策
に
関
す
る
業
務
に
係
る
国
庫
納
付
金
は
、
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
に
帰
属
す
る
。

（
教
育
公
務
員
の
範
囲
）

第
九
条

独
立
行
政
法
人
酒
類
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
九
条
第
一
項
、
独
立
行
政
法
人
国
立
特
別
支
援
教
育
総
合
研
究
所
法
（
平

成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
九
条
第
一
項
、
独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
条
第
一
項
、
独
立
行
政

法
人
国
立
科
学
博
物
館
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
二
号
）
第
九
条
第
一
項
、
独
立
行
政
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
三

号
）
第
十
条
、
独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
十
条
、
独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
法
（
平
成

十
一
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
九
条
、
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
九
条
第
一
項
、
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財

機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
第
九
条
第
一
項
、
独
立
行
政
法
人
経
済
産
業
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
号
）
第
十
条
第
一
項
、
独
立

行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
十
条
第
一
項
、
独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第

二
百
四
号
）
第
十
条
第
一
項
、
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
号
）
第
十
条
第
一
項
、
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
法
（
平
成
十
四
年
法

律
第
四
十
一
号
）
第
十
条
第
一
項
、
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
、

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
十
条
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五

十
九
号
）
第
十
一
条
第
一
項
、
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
十
三
条
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ

振
興
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
一
条
、
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
第
十
条

第
一
項
、
独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項
、
独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
振
興
機
構
法
（
平

成
十
四
年
法
律
第
百
七
十
二
号
）
第
九
条
第
一
項
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
十
条
、
独
立
行
政

法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
条
第
一
項
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
三

号
）
第
九
条
第
一
項
、
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
、
独
立
行
政
法
人
国
立
大
学
財
務

・
経
営
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
十
条
第
一
項
及
び
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三

十
五
号
）
第
十
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
教
育
公
務
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
公
立
の
大
学
の
学
長
、
副
学
長
、
学
部
長
、
教
授
、
准
教
授
、
助
教
又
は
講
師
の
職
に

あ
る
者
（
当
該
大
学
に
お
い
て
そ
の
他
の
職
を
兼
ね
る
者
を
含
む
。
）



- 91 -

二

国
立
教
育
政
策
研
究
所
の
長
及
び
そ
の
職
員
の
う
ち
専
ら
研
究
又
は
教
育
に
従
事
す
る
者
で
前
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
国
の
貸
付
金
の
償
還
期
間
等
）

２

通
則
法
附
則
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
（
二
年
の
据
置
期
間
を
含
む
。
）
と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
期
間
は
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用
に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
二

年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
さ
れ
る
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律

第
百
七
十
九
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
の
決
定
（
以
下
「
貸
付
決
定
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
当
該
貸
付
決
定
に
係
る
通
則
法
附
則
第
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
貸
付
金
（
以
下
「
国
の
貸
付
金
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
完
了
し
た
日
（
そ
の
日
が
当
該
貸
付
決
定
が
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
末

日
の
前
日
以
後
の
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
年
度
の
末
日
の
前
々
日
）
の
翌
日
か
ら
起
算
す
る
。

４

国
の
貸
付
金
の
償
還
は
、
均
等
年
賦
償
還
の
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

５

国
は
、
国
の
財
政
状
況
を
勘
案
し
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
国
の
貸
付
金
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
償
還
期
限
を

繰
り
上
げ
て
償
還
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

通
則
法
附
則
第
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
償
還
期
限
を
繰
り
上
げ
て
償
還
を
行
っ
た
場
合
と
す
る
。

別
表
（
第
五
条
、
第
六
条
、
第
八
条
関
係
）

一

二

三

四

五

独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭
和
三
十

厚
生
労
働
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計
（
同
法
第
七
十
条
第
二
項

済
機
構

四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
七
十
五
条

に
規
定
す
る
業
務
に
係
る
勘
定
に
お

第
一
項

け
る
国
庫
納
付
金
に
あ
っ
て
は
、
労

働
保
険
特
別
会
計
雇
用
勘
定
）

独
立
行
政
法
人
空
港
周
辺
整
備
機

公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機

国
土
交
通
省
令

同
条
第
三
項
（

自
動
車
安
全
特
別
会
計
の
空
港
整
備

構

騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る

政
府
の
出
資
に

勘
定
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法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
十
号

対
し
納
付
す
べ

）
第
二
十
九
条
第
一
項

き
額
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）

独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館

国
立
公
文
書
館
法
（
平
成
十
一
年
法
律

内
閣
府
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

第
七
十
九
号
）
第
十
二
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
酒
類
総
合
研
究
所

独
立
行
政
法
人
酒
類
総
合
研
究
所
法
第

財
務
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

十
三
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
国
立
特
別
支
援
教

独
立
行
政
法
人
国
立
特
別
支
援
教
育
総

文
部
科
学
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

育
総
合
研
究
所

合
研
究
所
法
第
十
三
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ
ン
タ

独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
法

文
部
科
学
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

ー

第
十
五
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
国
立
青
少
年
教
育

独
立
行
政
法
人
国
立
青
少
年
教
育
振
興

文
部
科
学
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

振
興
機
構

機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十

七
号
）
第
十
二
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
国
立
女
性
教
育
会

独
立
行
政
法
人
国
立
女
性
教
育
会
館
法

文
部
科
学
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

館

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）

第
十
二
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館

独
立
行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館
法
第

文
部
科
学
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

十
三
条
第
一
項
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独
立
行
政
法
人
物
質
・
材
料
研
究

独
立
行
政
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構

文
部
科
学
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

機
構

法
第
十
六
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研

独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所

文
部
科
学
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

究
所

法
第
十
六
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合

独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究

文
部
科
学
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

研
究
所

所
法
第
十
五
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館

独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
法
第
十
二

文
部
科
学
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構

独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
法
第

文
部
科
学
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

十
三
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総

独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研

厚
生
労
働
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険

合
研
究
所

究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
八
十

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号

一
号
）
第
十
三
条
第
一
項

）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
社
会
復
帰

促
進
等
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
業
務

に
係
る
経
理
に
お
け
る
国
庫
納
付
金

に
あ
っ
て
は
、
労
働
保
険
特
別
会
計

労
災
勘
定
）

独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安

独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技

農
林
水
産
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

全
技
術
セ
ン
タ
ー

術
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
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百
八
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ

独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
法

農
林
水
産
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

ー

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
八
十
四
号
）

第
十
二
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ

独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
法

農
林
水
産
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

ー

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）

第
十
二
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校

独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
法
（
平
成

農
林
水
産
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

十
一
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
十
二

条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研

独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所

農
林
水
産
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

究
所

法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
三
号

）
第
十
二
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研

独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所

農
林
水
産
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

究
所

法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
四
号

）
第
十
二
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業

独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究

農
林
水
産
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

研
究
セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百

九
十
七
号
）
第
十
二
条
第
一
項
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独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（

農
林
水
産
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

平
成
十
一
年
法
律
第
百
）
第
十
四
条
第

一
項

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ

農
林
水
産
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

ン
タ
ー

ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
九

号
）
第
十
四
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
経
済
産
業
研
究
所

独
立
行
政
法
人
経
済
産
業
研
究
所
法
第

経
済
産
業
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

十
三
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報

独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研

経
済
産
業
省
令

同
条
第
三
項

特
許
特
別
会
計

・
研
修
館

修
館
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
一

号
）
第
十
二
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所

経
済
産
業
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

究
所

法
第
十
二
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基

独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機

経
済
産
業
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

盤
機
構

構
法
第
十
二
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所

独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
法
（
平
成

国
土
交
通
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

十
一
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
十
四
条

第
一
項

独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所

独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所
法
（
平
成

国
土
交
通
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計
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十
一
年
法
律
第
二
百
六
号
）
第
十
三
条

第
一
項

独
立
行
政
法
人
交
通
安
全
環
境
研

独
立
行
政
法
人
交
通
安
全
環
境
研
究
所

国
土
交
通
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計
（
同
法
第
十
二
条
第
三
号

究
所

法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
七
号
）

及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
（
こ
れ

第
十
六
条
第
一
項

に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）
に
係

る
経
理
に
お
け
る
国
庫
納
付
金
に
あ

っ
て
は
、
自
動
車
安
全
特
別
会
計
の

自
動
車
検
査
登
録
勘
定
）

独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研

独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所

国
土
交
通
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

究
所

法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
八
号
）

第
十
二
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
港
湾
空
港
技
術
研

独
立
行
政
法
人
港
湾
空
港
技
術
研
究
所

国
土
交
通
省

同
条
第
三
項

一
般
会
計

究
所

法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
九
号
）

令

第
十
二
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
電
子
航
法
研
究
所

独
立
行
政
法
人
電
子
航
法
研
究
所
法
（

国
土
交
通
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
十
号
）
第
十

三
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
航
海
訓
練
所

独
立
行
政
法
人
航
海
訓
練
所
法
（
平
成

国
土
交
通
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

十
一
年
法
律
第
二
百
十
三
号
）
第
十
二

条
第
一
項
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独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構

独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
法
（
平

国
土
交
通
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

成
十
一
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
航
空
大
学
校

独
立
行
政
法
人
航
空
大
学
校
法
（
平
成

国
土
交
通
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

十
一
年
法
律
第
二
百
十
五
号
）
第
十
三

条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所

独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所
法
（

環
境
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
十
六
号
）
第

十
二
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
駐
留
軍
等
労
働
者

独
立
行
政
法
人
駐
留
軍
等
労
働
者
労
務

防
衛
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

労
務
管
理
機
構

管
理
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二

百
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一
項

自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人

自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成

国
土
交
通
省
令

同
条
第
三
項

自
動
車
安
全
特
別
会
計
の
自
動
車
検

十
一
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
十
六

査
登
録
勘
定

条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー

独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー
法
（
平

総
務
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

成
十
一
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
十

三
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
教
員
研
修
セ
ン
タ

独
立
行
政
法
人
教
員
研
修
セ
ン
タ
ー
法

文
部
科
学
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

ー

（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
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十
一
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ

独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
法

内
閣
府
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

ー

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

第
四
十
三
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機

独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
法

農
林
水
産
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

構

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）

第
十
三
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金

独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
法
（

農
林
水
産
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第

六
十
三
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法

農
林
水
産
省
令
・

同
条
第
三
項

一
般
会
計

金

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）

財
務
省
令

第
十
六
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
北
方
領
土
問
題
対

独
立
行
政
法
人
北
方
領
土
問
題
対
策
協

内
閣
府
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

策
協
会

会
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
二

号
）
第
十
三
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
（
平

外
務
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
三

十
一
条
第
一
項
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独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金

独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
法
（
平

外
務
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十

四
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会

独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
法
第

文
部
科
学
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

二
十
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所

独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
法
（
平

文
部
科
学
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
十
七

条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ

文
部
科
学
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

興
セ
ン
タ
ー

ン
タ
ー
法
第
二
十
四
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振

独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会

文
部
科
学
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

興
会

法
第
十
五
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
（
平

厚
生
労
働
省
令

同
条
第
四
項
及

一
般
会
計
（
同
法
第
十
二
条
第
一
項

成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十

び
第
五
項

第
十
二
号
に
掲
げ
る
業
務
（
こ
れ
に

六
条
第
一
項

附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）
に
係
る

勘
定
に
お
け
る
国
庫
納
付
金
に
あ
っ

て
は
年
金
特
別
会
計
の
業
務
勘
定
、

同
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
業
務
（
こ

れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）
に

係
る
勘
定
に
お
け
る
国
庫
納
付
金
に

あ
っ
て
は
労
働
保
険
特
別
会
計
の
労
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災
勘
定
）

独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障

独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者

厚
生
労
働
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園

総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法
（
平
成
十
四

年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
二
条
第

一
項

独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・

独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修

厚
生
労
働
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険

研
修
機
構

機
構
法
第
十
四
条
第
一
項

法
に
よ
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険
事

業
と
し
て
行
わ
れ
る
業
務
に
係
る
経

理
に
お
け
る
国
庫
納
付
金
に
あ
っ
て

は
労
働
保
険
特
別
会
計
労
災
勘
定
、

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律

第
百
十
六
号
）
に
よ
る
雇
用
保
険
事

業
と
し
て
行
わ
れ
る
業
務
に
係
る
経

理
に
お
け
る
国
庫
納
付
金
に
あ
っ
て

は
労
働
保
険
特
別
会
計
雇
用
勘
定
）

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構

厚
生
労
働
省
令

同
条
第
三
項

労
働
保
険
特
別
会
計
労
災
勘
定

機
構

法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
七
十
一
号

）
第
十
三
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
振
興
機

独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
振
興
機
構
法

経
済
産
業
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

構

第
十
三
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
国
際
観
光
振
興
機

独
立
行
政
法
人
国
際
観
光
振
興
機
構
法

国
土
交
通
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計
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構

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）

第
十
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
（
平
成

国
土
交
通
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

十
四
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
三
十

一
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対
策

独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対
策
機
構

国
土
交
通
省
令

同
条
第
三
項

自
動
車
安
全
特
別
会
計
の
自
動
車
事

機
構

法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
三
号

故
対
策
勘
定

）
第
十
五
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
（
平

厚
生
労
働
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
十

五
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機

独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
法

環
境
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

構

（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第

十
三
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法

文
部
科
学
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

構

第
十
八
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機

独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
法

文
部
科
学
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

構

（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第

十
八
条
第
一
項
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独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学

独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機

文
部
科
学
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

校
機
構

構
法
第
十
三
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位

独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与

文
部
科
学
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

授
与
機
構

機
構
法
第
十
七
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
国
立
大
学
財
務
・

独
立
行
政
法
人
国
立
大
学
財
務
・
経
営

文
部
科
学
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

経
営
セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー
法
第
十
五
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・

国
土
交
通
省
令

同
条
第
五
項

一
般
会
計

有
・
債
務
返
済
機
構

債
務
返
済
機
構
法
（
平
成
十
六
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
三
項

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発

文
部
科
学
省
令
・

同
条
第
三
項

一
般
会
計
（
同
法
第
二
十
条
第
一
項

開
発
機
構

機
構
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十

経
済
産
業
省
令

第
一
号
の
業
務
に
係
る
勘
定
に
お
け

五
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項

る
国
庫
納
付
金
に
あ
っ
て
は
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
対
策
特
別
会
計
の
電
源
開
発

促
進
勘
定
）

独
立
行
政
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ

高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行

厚
生
労
働
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

ン
タ
ー

う
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
二
十

条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
国
立
循
環
器
病
研

高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行

厚
生
労
働
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

究
セ
ン
タ
ー

う
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
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十
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
国
立
精
神
・
神
経

高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行

厚
生
労
働
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

う
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二

十
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療
研

高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行

厚
生
労
働
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

究
セ
ン
タ
ー

う
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二

十
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
国
立
成
育
医
療
研

高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行

厚
生
労
働
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

究
セ
ン
タ
ー

う
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二

十
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
国
立
長
寿
医
療
研

高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行

厚
生
労
働
省
令

同
条
第
三
項

一
般
会
計

究
セ
ン
タ
ー

う
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二

十
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開

独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機

内
閣
府
令
・
文
部

同
条
第
三
項

一
般
会
計

発
機
構

構
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
九

科
学
省
令
・
厚
生

号
）
第
十
七
条
第
一
項

労
働
省
令
・
経
済

産
業
省
令

○

公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
法
人
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
五
百
二
十
三
号
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）
（
抄
）

公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

一

（
略
）

二

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構

三
・
四

（
略
）

五

独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構

六

独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構

七

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構

八
～
四
十

（
略
）

四
十
一

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構

四
十
二
～
八
十
八

（
略
）

八
十
九

独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所

九
十
～
九
十
三

（
略
）

九
十
四

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構

九
十
五

独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所

九
十
六

独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所

九
十
七

独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー

九
十
八

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所

九
十
九

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

百

独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所

百
一

独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所

百
二

独
立
行
政
法
人
港
湾
空
港
技
術
研
究
所

百
三
～
百
十
三

（
略
）
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○

公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
（
抄
）

（
職
員
の
派
遣
）

第
二
条

任
命
権
者
（
地
方
公
務
員
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
任
命
権
者
及
び
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
団
体
の
う

ち
、
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
が
当
該
地
方
公
共
団
体
の
事
務
又
は
事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
施
策

の
推
進
を
図
る
た
め
人
的
援
助
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
と
し
て
条
例
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
公
益
的
法
人
等
」
と
い

う
。
）
と
の
間
の
取
決
め
に
基
づ
き
、
当
該
公
益
的
法
人
等
の
業
務
に
そ
の
役
職
員
と
し
て
専
ら
従
事
さ
せ
る
た
め
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
（

条
例
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
を
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

三

特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
営
利
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
政
令
で
定
め
る
も
の

四

（
略
）

２
～
４

（
略
）

○

電
波
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
手
数
料
の
納
付
を
要
し
な
い
独
立
行
政
法
人
）

第
十
五
条

法
第
百
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
独
立
行
政
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

二

独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所

三

独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所

四
～
七

（
略
）

八

独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所

九

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所

十

（
略
）

十
一

独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
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十
二

独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所

十
三

（
略
）

十
四

独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所

十
五

独
立
行
政
法
人
港
湾
空
港
技
術
研
究
所

十
六

独
立
行
政
法
人
電
子
航
法
研
究
所

十
七
～
二
十
一

（
略
）

二
十
二

独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

○

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
（
抄
）

（
国
等
に
対
す
る
適
用
除
外
）

第
百
四
条

国
に
つ
い
て
は
第
百
三
条
及
び
次
章
の
規
定
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人

（
当
該
独
立
行
政
法
人
の
業
務
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
第
百
三
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ

し
、
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
国
と
み
な
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
九
十
九
号
）
（
抄
）

（
情
報
提
供
の
方
法
及
び
範
囲
）

第
十
二
条

（
略
）

２

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

四

独
立
行
政
法
人
等
の
組
織
、
業
務
及
び
財
務
に
つ
い
て
の
評
価
及
び
監
査
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
情
報

イ

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
国
立
大
学
法
人
法
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（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
三
十
五
条
及
び
総
合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
基
づ
く
そ
れ
ぞ
れ
の
直
近
の
評
価
の
結
果

ロ
～
ヘ

（
略
）

五

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）
（
※
）
（
抄
）

第
二
十
二
条

独
立
行
政
法
人
等
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
保
有
す
る
次
に
掲
げ
る
情
報
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
記
録
し
た
文
書
、
図

画
又
は
電
磁
的
記
録
を
作
成
し
、
適
時
に
、
か
つ
、
国
民
が
利
用
し
や
す
い
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
独
立
行
政
法
人
等
の
組
織
、
業
務
及
び
財
務
に
関
す
る
基
礎
的
な
情
報

二

当
該
独
立
行
政
法
人
等
の
組
織
、
業
務
及
び
財
務
に
つ
い
て
の
評
価
及
び
監
査
に
関
す
る
情
報

三

当
該
独
立
行
政
法
人
等
の
出
資
又
は
拠
出
に
係
る
法
人
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
法
人
に
関
す
る
基
礎
的
な
情
報

２

（
略
）

○

電
波
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
六
十
三
号
）
（
抄
）

附

則

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
を
受
け
て
い
る
既
開
設
局
（
電
波
法
第
七
十
一
条
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る
既
開
設
局
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
こ
の
政

令
の
施
行
後
最
初
に
到
来
す
る
当
該
既
開
設
局
の
免
許
の
応
当
日
（
同
法
第
百
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
応
当
日
を
い
う
。
）
か
ら
当
該
免
許
の
有
効
期
間

の
満
了
の
日
ま
で
の
期
間
が
六
月
に
満
た
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
電
波
法
施
行
令
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
独
立
行
政
法
人
が
平
成
十
五
年
十
月
一
日
前
に
免
許
の
申
請
を
し
た
無
線
局
に
限
り
、
電
波
法

第
百
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
独
立
行
政
法
人
と
み
な
す
。

一

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構

改
正
前
の
電
波
法
施
行
令
第
七
条
第
七
号
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
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二

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構

改
正
前
の
電
波
法
施
行
令
第
七
条
第
十
五
号
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人

三

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

改
正
前
の
電
波
法
施
行
令
第
七
条
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人

○

電
波
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
（
電
波
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
六
十
三
号
）
に
よ
る
改
正

後
の
も
の
）
（
抄
）

（
電
波
利
用
料
を
加
算
す
る
期
間
及
び
金
額
）

第
六
条
の
二

（
略
）

２

免
許
人
が
、
周
波
数
割
当
計
画
等
の
変
更
に
係
る
既
開
設
局
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
す
る
無
線
局
に
限
る
。
）
の
免
許
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
百
三

条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
本
送
信
機
（
既
開
設
局
の
送
信

機
で
あ
っ
て
、
当
該
既
開
設
局
が
一
台
の
み
の
送
信
機
を
有
す
る
場
合
に
は
当
該
送
信
機
を
、
二
台
以
上
の
送
信
機
を
有
す
る
場
合
に
は
空
中
線
電
力
の
最
大
の

も
の
の
一
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
周
波
数
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
基
本
送
信
機
の
空
中
線
電
力
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

基
本
送
信
機
の
周
波
数

基
本
送
信
機
の
空
中
線
電
力

金
額

（
略
）

（
略
）

（
略
）

○

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
国
等
に
対
す
る
適
用
除
外
）

第
百
四
条

国
に
つ
い
て
は
第
百
三
条
及
び
次
章
の
規
定
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人

（
当
該
独
立
行
政
法
人
の
業
務
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
第
百
三
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
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し
、
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
国
と
み
な
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
十
三
号
）
（
抄
）

独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
施
行
令

（
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
国
庫
に
納
付
す
べ
き
額
の
算
定
方
法
）

第
一
条

独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
基
盤
技
術
研
究
促
進
勘
定
及
び
出
資
勘
定
に
お
け
る
法
第
十

七
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
（
第
六
条
に
お
い
て
「
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
国
庫
に
納
付
す
べ
き
額
」
と
い
う
。
）
は
、
独
立
行

政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
。
以
下
「
通
則
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
残
余
の
額
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
額

と
す
る
。

（
積
立
金
の
処
分
に
係
る
承
認
の
手
続
）

第
二
条

独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
債
務
保
証
勘
定
及
び
一
般
勘
定
に
お
い
て
、
通
則
法

第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
（
以
下
「
中
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
最
後
の
事
業
年
度
（
以
下
「
期
間
最
後
の
事
業
年

度
」
と
い
う
。
）
に
係
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の

財
源
に
充
て
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
総
務
大
臣
（
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
債
務
保
証
勘
定
に
係
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
総
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
）
に
提
出
し
、
当
該
次
の
中
期
目
標
の
期
間
の
最
初
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

２

機
構
は
、
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
基
盤
技
術
研
究
促
進
勘
定
及
び
出
資
勘
定
に
お
い
て
、
期
間
最
後
の
事
業
年
度
に
係
る
法
第
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
財
源
に
充
て
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
総
務
大
臣
（
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
出
資
勘
定
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
）
に
提
出
し
、

当
該
次
の
中
期
目
標
の
期
間
の
最
初
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
法
第
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
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よ
る
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

３

（
略
）

○

国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
区
分
経
理
）

第
十
六
条

機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
ご
と
に
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
勘
定
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
基
盤
技
術
研
究
促
進
勘
定
」
、
「
債
務
保
証
勘
定
」
、
「

出
資
勘
定
」
及
び
「
一
般
勘
定
」
と
い
う
。
）
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
十
四
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）

二

第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
（
通
信
・
放
送
開
発
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
に
限
り
、
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務

を
含
む
。
）

三

第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
（
通
信
・
放
送
開
発
法
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
限
り
、
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
業
務
以
外
の
業
務
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）

（
利
益
及
び
損
失
の
処
理
の
特
例
等
）

第
十
七
条

機
構
は
、
債
務
保
証
勘
定
及
び
一
般
勘
定
に
お
い
て
、
通
則
法
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
長
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
中
長
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
最
後
の
事
業
年
度
に
係
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
総
務
大
臣
（
債
務
保
証
勘
定
に
つ
い
て
は
総
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
）
の
承

認
を
受
け
た
金
額
を
、
当
該
中
長
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
長
期
目
標
の
期
間
に
係
る
通
則
法
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
中
長
期
計
画
（
同
項

後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
次
の
中
長
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
第
十
四
条

に
規
定
す
る
業
務
の
財
源
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

４

機
構
は
、
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
基
盤
技
術
研
究
促
進
勘
定
及
び
出
資
勘
定
に
お
い
て
、
毎
事
業
年
度
、
損
益
計
算
に
お
い
て

利
益
を
生
じ
た
と
き
は
、
前
事
業
年
度
か
ら
繰
り
越
し
た
損
失
を
う
め
、
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
残
余
の
額
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し

た
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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５

機
構
は
、
基
盤
技
術
研
究
促
進
勘
定
及
び
出
資
勘
定
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
残
余
の
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

額
を
控
除
し
て
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
余
の
額
は
、
積
立
金
と
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
通
則
法
第
四
十
四
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
同
項
の
使
途
に
充
て
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
基
盤
技
術
研
究
促
進
勘
定
及
び
出
資
勘
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
通
則
法
第
四
十

四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
項
又
は
通
則
法
第
四
十
四
条
第
二
項
」
と
、
「
同
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
項
」
と
、
「
債
務
保
証
勘

定
に
つ
い
て
は
」
と
あ
る
の
は
「
出
資
勘
定
に
つ
い
て
は
」
と
、
第
二
項
中
「
債
務
保
証
勘
定
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
「
出
資
勘
定
に
係
る
」
と
、
第
三
項
中
「

第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
（
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

７

（
略
）

○

消
防
団
を
中
核
と
し
た
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
家
公
務
員
の
消
防
団
員
と
の
兼
職
等
に
係
る
職
務
専
念
義

務
の
免
除
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
六
号
）
（
抄
）

１

消
防
団
を
中
核
と
し
た
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
非
常
勤
の
消
防
団
員
と

兼
職
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
一
般
職
の
国
家
公
務
員
並
び
に
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
う
ち
非
常
勤
の
消
防
団
員
と
兼
職
す
る
非
常
勤
職
員
（
国
家
公
務
員
法

第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。
）
及
び
臨
時
的
職
員
は
、
内
閣
官
房
令
・
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
そ
の
所
轄
庁
の
長
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、

当
該
職
員
の
勤
務
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
の
長
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
承
認
を
受
け
て
、
消
防
団
員
と
し
て
の
活
動
を
行
う
た
め
に
そ
の
割
り
振
ら
れ

た
正
規
の
勤
務
時
間
の
一
部
を
割
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

○

消
防
団
を
中
核
と
し
た
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
十
号
）
（
抄
）

（
公
務
員
の
消
防
団
員
と
の
兼
職
に
関
す
る
特
例
）

第
十
条

一
般
職
の
国
家
公
務
員
又
は
一
般
職
の
地
方
公
務
員
か
ら
報
酬
を
得
て
非
常
勤
の
消
防
団
員
と
兼
職
す
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
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任
命
権
者
（
法
令
に
基
づ
き
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
四
条
の
許
可
又
は
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十

一
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
許
可
の
権
限
を
有
す
る
者
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
職
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
が
あ
る
と
き
を
除
き
、
こ
れ

を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

【
法
務
省
関
係
】

○

独
立
行
政
法
人
等
登
記
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
十
八
号
）
（
抄
）

（
特
則
）

第
十
九
条

（
略
）

２

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
又
は
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
に
つ
い
て
は
、
資
本
金
の
変
更
の
登
記

は
、
毎
事
業
年
度
末
日
現
在
に
よ
り
、
当
該
末
日
か
ら
四
週
間
以
内
に
す
れ
ば
足
り
る
。

３
・
４

（
略
）

○

司
法
書
士
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
（
抄
）

（
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
公
共
の
利
益
と
な
る
事
業
を
行
う
者
）

第
四
条

法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
公
共
の
利
益
と
な
る
事
業
を
行
う
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
に
つ
い
て
不
動
産
の
権
利
に
関
す
る
登
記

を
申
請
し
よ
う
と
す
る
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一
～
十
五

（
略
）

附

則

（
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
に
関
す
る
特
例
）

４

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
附
則
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
独
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立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
が
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
第
四
条
中
「
定
め
る
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
定
め
る
者
並
び
に
独
立
行

政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
附
則
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
の
事
業
に
つ
い
て
不
動
産
の

権
利
に
関
す
る
登
記
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
」
と
す
る
。

○

司
法
書
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
九
十
七
号
）
（
抄
）

（
設
立
及
び
組
織
）

第
六
十
八
条

そ
の
名
称
中
に
公
共
嘱
託
登
記
司
法
書
士
協
会
と
い
う
文
字
を
使
用
す
る
一
般
社
団
法
人
は
、
社
員
で
あ
る
司
法
書
士
及
び
司
法
書
士
法
人
が
そ
の

専
門
的
能
力
を
結
合
し
て
官
庁
、
公
署
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
公
共
の
利
益
と
な
る
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
官
公
署
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
不
動
産
の
権
利

に
関
す
る
登
記
の
嘱
託
又
は
申
請
の
適
正
か
つ
迅
速
な
実
施
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
内
容
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
も
の
に
限
り
、

設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

○

土
地
家
屋
調
査
士
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
四
年
政
令
第
二
百
九
十
八
号
）
（
抄
）

（
法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
公
共
の
利
益
と
な
る
事
業
を
行
う
者
）

第
四
条

法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
公
共
の
利
益
と
な
る
事
業
を
行
う
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
に
つ
い
て
、
不
動
産
の
表
示
に
関
す
る
登

記
に
つ
き
必
要
な
調
査
若
し
く
は
測
量
を
し
よ
う
と
し
、
又
は
そ
の
登
記
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一
～
十
五

（
略
）

附

則

（
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
に
関
す
る
特
例
）

４

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
附
則
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
独

立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
が
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
第
四
条
中
「
定
め
る
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
定
め
る
者
並
び
に
独
立
行
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政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
附
則
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
の
事
業
に
つ
い
て
、
不
動
産

の
表
示
に
関
す
る
登
記
に
つ
き
必
要
な
調
査
若
し
く
は
測
量
を
し
よ
う
と
し
、
又
は
そ
の
登
記
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
」
と
す

る
。

○

土
地
家
屋
調
査
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）

（
設
立
及
び
組
織
）

第
六
十
三
条

そ
の
名
称
中
に
公
共
嘱
託
登
記
土
地
家
屋
調
査
士
協
会
と
い
う
文
字
を
使
用
す
る
一
般
社
団
法
人
は
、
社
員
で
あ
る
調
査
士
及
び
調
査
士
法
人
が
そ

の
専
門
的
能
力
を
結
合
し
て
官
庁
、
公
署
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
公
共
の
利
益
と
な
る
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
官
公
署
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
不
動
産
の
表

示
に
関
す
る
登
記
に
必
要
な
調
査
若
し
く
は
測
量
又
は
そ
の
登
記
の
嘱
託
若
し
く
は
申
請
の
適
正
か
つ
迅
速
な
実
施
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
か
つ
、
次

に
掲
げ
る
内
容
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
も
の
に
限
り
、
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

○

債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
十
四
号
）
（
抄
）

（
貸
付
債
権
の
主
体
）

第
一
条

債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
ヌ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
者

と
す
る
。

一
～
八

（
略
）

九

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構

十
～
十
四

（
略
）

（
求
償
権
の
主
体
）

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
第
二
十
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。
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一
～
四

（
略
）

五

独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構

六
・
七

（
略
）

（
そ
の
他
特
定
金
銭
債
権
）

第
三
条

法
第
二
条
第
一
項
第
二
十
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
債
権
と
す
る
。

一
～
十
四

（
略
）

十
五

独
立
行
政
法
人
通
信
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法

人
情
報
通
信
研
究
機
構
が
承
継
し
た
貸
付
契
約
に
係
る
貸
付
債
権

○

債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
金
銭
債
権
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

次
に
掲
げ
る
者
が
有
す
る
貸
付
債
権

イ
～
リ

（
略
）

ヌ

イ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
類
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

二
～
二
十

（
略
）

二
十
一

信
用
保
証
協
会
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
前
号
に
掲
げ
る
債
権
に
係
る
債
務
を
履
行
し
た
場
合
に
取
得
す
る
求
償
権

二
十
二

前
各
号
に
掲
げ
る
金
銭
債
権
に
類
し
又
は
密
接
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

２
・
３

（
略
）

○

総
合
法
律
支
援
法
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
二
十
四
号
）
（
抄
）

目
次
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第
一
章
～
第
三
章

（
略
）

第
四
章

雑
則
（
第
十
八
条
・
第
十
九
条
）

附
則

（
国
庫
納
付
金
の
帰
属
す
る
会
計
）

第
十
五
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
援
セ
ン
タ
ー
が
法
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
。
第
十
八
条
に

お
い
て
「
準
用
通
則
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第

百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
補
助
金
等
と
し
て
指
定
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
平
成
二
十
四
年
度
以
降
に
お
け
る
東
日
本

大
震
災
復
興
特
別
会
計
の
予
算
に
計
上
さ
れ
た
も
の
の
交
付
を
受
け
て
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
二
百
二
十
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
復
興
施
策
に
関
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
復
興
施
策
に
関
す
る
業
務
に
係
る
国
庫
納
付
金
は
、
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
に
帰
属

す
る
。第

四
章

雑
則

（
独
立
行
政
法
人
の
組
織
、
運
営
及
び
管
理
に
係
る
共
通
的
な
事
項
に
関
す
る
政
令
の
規
定
の
準
用
）

第
十
八
条

準
用
通
則
法
第
四
十
六
条
の
二
第
六
項
の
政
府
出
資
等
に
係
る
不
要
財
産
の
処
分
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
の
組
織
、
運
営

及
び
管
理
に
係
る
共
通
的
な
事
項
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
十
六
号
）
第
二
条
の
二
か
ら
第
二
条
の
八
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
独
立
行
政
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
、
「
主
務
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
法
務
大
臣
」
と
読
み
替
え

る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
ら
れ
る
独
立
行
政
法
人
の
組

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

織
、
運
営
及
び
管
理
に
係
る
共
通
的
な
事

項
に
関
す
る
政
令
の
規
定

第
二
条
の
二
第
一
項

通
則
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の

準
用
通
則
法
（
総
合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十

四
号
）
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
独
立
行
政
法
人
通
則

法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
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通
則
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
本
文

準
用
通
則
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
本
文

第
二
条
の
二
第
二
項

通
則
法

準
用
通
則
法

第
二
条
の
三
第
一
項

通
則
法
第
四
十
四
条
第
三
項

総
合
法
律
支
援
法
第
四
十
五
条
第
三
項

通
則
法
第
三
十
条
第
二
項
第
四
号
の
二

同
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
六
号

第
二
条
の
四
第
一
項

通
則
法

準
用
通
則
法

第
二
条
の
四
第
二
項
及
び
第
四
項

通
則
法

準
用
通
則
法

第
二
条
の
五
第
一
項

通
則
法
第
四
十
四
条
第
三
項

総
合
法
律
支
援
法
第
四
十
五
条
第
三
項

通
則
法
第
三
十
条
第
二
項
第
四
号
の
二

同
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
六
号

第
二
条
の
六
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

通
則
法

準
用
通
則
法

第
二
条
の
七
第
一
項

通
則
法

準
用
通
則
法

第
二
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項

通
則
法

準
用
通
則
法

（
他
の
法
律
の
準
用
等
）

第
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）
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３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
支
援
セ
ン
タ
ー
を
当
該
各
号
に
定
め
る
独
立
行
政
法
人
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一

国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
四
十
二
条

独
立
行
政
法
人
で
あ
っ
て
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
も
の

二
～
六

（
略
）

○

総
合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
規
定
の
準
用
）

第
四
十
八
条

独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
三
条
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
九
条
、
第
十
一
条
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
項

及
び
第
四
項
、
第
二
十
一
条
の
四
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
八

条
の
四
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
九
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
九
条
か
ら
第
五
十
条
の

十
ま
で
、
第
六
十
四
条
並
び
に
第
六
十
六
条
の
規
定
は
、
支
援
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
主
務
大
臣
」
と
あ

る
の
は
「
法
務
大
臣
」
と
、
「
主
務
省
令
（
当
該
独
立
行
政
法
人
を
所
管
す
る
内
閣
府
又
は
各
省
の
内
閣
府
令
又
は
省
令
を
い
う
。
た
だ
し
、
原
子
力
規
制
委
員

会
が
所
管
す
る
独
立
行
政
法
人
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
あ
り
、
及
び
「
主
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
法
務
省

令
」
と
、
「
中
期
目
標
管
理
法
人
の
」
と
あ
り
、
及
び
「
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
の
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
」
と
、
「
中
期
目
標
管
理

法
人
は
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
は
」
と
、
「
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
と
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
と
」
と
、
「
当
該
中

期
目
標
管
理
法
人
が
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
が
」
と
、
「
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
に
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
に
」
と
、

「
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
支
援
セ
ン
タ
ー
役
職
員
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
ら
れ
る
独
立
行
政
法
人

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

通
則
法
の
規
定

第
三
条
第
三
項

個
別
法

総
合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
）
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第
八
条
第
三
項

第
四
十
六
条
の
二
又
は
第
四
十
六
条
の
三

総
合
法
律
支
援
法
第
四
十
七
条
の
二
又
は
第
四
十
七
条
の
三

第
十
六
条

第
十
四
条
第
一
項

総
合
法
律
支
援
法
第
二
十
条
第
一
項

法
人
の
長

理
事
長

前
条
第
二
項

同
法
第
二
十
一
条
第
三
項

第
二
十
一
条
第
一
項

第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号

総
合
法
律
支
援
法
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号

第
二
十
一
条
第
二
項

第
三
十
八
条
第
一
項

総
合
法
律
支
援
法
第
四
十
四
条
第
一
項

第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
及
び

法
人
の
長

理
事
長

第
二
十
六
条

第
二
十
八
条
の
四

第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
若
し

総
合
法
律
支
援
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項

く
は
第
二
項
又
は
第
三
十
五
条
の
十
一
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項

第
三
十
条
第
一
項
の
中
期
計
画
及
び
第
三
十
一
条
第
一

同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
期
計
画
及
び
同
法

項
の
年
度
計
画
、
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
の
中
長
期

第
四
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
十
一
条

計
画
及
び
第
三
十
五
条
の
八
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

第
一
項
に
規
定
す
る
年
度
計
画

用
す
る
第
三
十
一
条
第
一
項
の
年
度
計
画
又
は
第
三
十

五
条
の
十
第
一
項
の
事
業
計
画

第
三
十
一
条
第
一
項

前
条
第
一
項

総
合
法
律
支
援
法
第
四
十
一
条
第
一
項
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中
期
計
画

同
項
に
規
定
す
る
中
期
計
画

第
三
十
一
条
第
二
項

毎
事
業
年
度
の
開
始
前
に
、
前
条
第
一
項
の
認
可
を
受

毎
事
業
年
度
の
開
始
前
に
、
総
合
法
律
支
援
法
第
四
十
一
条

け
た

第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る

前
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
後

総
合
法
律
支
援
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
後

第
三
十
九
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
（
そ
の
資
本
の
額
そ
の
他
の
経
営
の
規

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー

模
が
政
令
で
定
め
る
基
準
に
達
し
な
い
独
立
行
政
法
人

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

財
務
諸
表

総
合
法
律
支
援
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
諸

表
（
以
下
「
財
務
諸
表
」
と
い
う
。
）

第
三
十
九
条
第
二
項
第
二
号

総
務
省
令

法
務
省
令

第
三
十
九
条
第
三
項

子
法
人
に

総
合
法
律
支
援
法
第
二
十
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
子
法
人

（
以
下
「
子
法
人
」
と
い
う
。
）
に

第
三
十
九
条
の
二
第
一
項

こ
の
法
律
、
個
別
法

総
合
法
律
支
援
法
（
同
法
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る

こ
の
法
律
の
規
定
を
含
む
。
）

第
四
十
六
条
第
二
項

中
期
計
画
、
国
立
研
究
開
発
法
人
の
中
長
期
計
画
又
は

総
合
法
律
支
援
法
第
四
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
中
期
計

行
政
執
行
法
人
の
事
業
計
画

画
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第
五
十
条

こ
の
法
律
及
び
こ
れ

こ
の
法
律
及
び
総
合
法
律
支
援
法
並
び
に
こ
れ
ら

第
五
十
条
の
四
第
二
項
第
一
号

政
令

法
務
省
令

第
五
十
条
の
四
第
二
項
第
四
号

第
三
十
二
条
第
一
項

総
合
法
律
支
援
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項

第
五
十
条
の
四
第
二
項
第
五
号

第
三
十
五
条
第
一
項

総
合
法
律
支
援
法
第
四
十
二
条
第
一
項

政
令

法
務
省
令

第
五
十
条
の
四
第
三
項

政
令

法
務
省
令

第
五
十
条
の
四
第
四
項

総
務
大
臣

法
務
大
臣

第
五
十
条
の
四
第
五
項

政
令

法
務
省
令

第
五
十
条
の
四
第
六
項

こ
の
法
律
、
個
別
法

総
合
法
律
支
援
法
（
同
法
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る

こ
の
法
律
の
規
定
を
含
む
。
）

第
五
十
条
の
六
、
第
五
十
条
の
七

政
令

法
務
省
令

第
一
項
、
第
五
十
条
の
八
第
三
項

及
び
第
五
十
条
の
九

第
六
十
四
条
第
一
項

こ
の
法
律

総
合
法
律
支
援
法
（
同
法
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る

こ
の
法
律
の
規
定
を
含
む
。
）
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【
外
務
省
関
係
】

○

外
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
九
号
）
（
抄
）

（
大
臣
官
房
の
所
掌
事
務
）

第
三
条

大
臣
官
房
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三
十
五

（
略
）

三
十
六

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
庶
務
（
国
際
協
力
機
構
分
科
会
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
七
・
三
十
八

（
略
）

（
国
際
協
力
局
の
所
掌
事
務
）

第
十
一
条

国
際
協
力
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
十
一

（
略
）

十
二

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
国
際
協
力
機
構
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

（
略
）

（
参
事
官
、
考
査
・
政
策
評
価
官
及
び
調
査
官
）

第
十
七
条

（
略
）

２

（
略
）

３

考
査
・
政
策
評
価
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
三
条
第
二
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
条
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
（
国
際
交
流
基
金
分
科
会

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
参
画
す
る
。

４

（
略
）

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
九
条

総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
十
八

（
略
）

十
九

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
庶
務
（
国
際
交
流
基
金
分
科
会
及
び
国
際
協
力
機
構
分
科
会
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。
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二
十
・
二
十
一

（
略
）

（
広
報
文
化
外
交
戦
略
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
四
条

広
報
文
化
外
交
戦
略
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
六

（
略
）

七

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
国
際
交
流
基
金
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

八

第
二
号
及
び
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
文
化
の
分
野
に
お
け
る
国
際
交
流
に
関
す
る
対
外
関
係
事
務
の
処
理
及
び
総
括
に
関
す
る
こ
と
（
文
化
交
流

・
海
外
広
報
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
十
条

政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
五

（
略
）

六

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
国
際
協
力
機
構
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

七
～
九

（
略
）

○

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
十
八
号
）
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も

の
と
さ
れ
る
同
令
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
九
号
）
（
抄
）

附

則

（
債
権
等
の
回
収
に
よ
り
取
得
し
た
資
産
の
取
扱
い
）

第
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

外
務
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
外
務
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
、

財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
（
※
）
（
抄
）
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（
資
本
金
の
減
少
）

第
四
条

機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
債
権
又
は
資
金
の
回
収
に
よ
り
取
得
し
た
資
産
の
総
額
か
ら
、
政
令
に
定
め
る
金
額
を
差
し
引
い
た
額
を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

２

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
二
百
五
十
八
号
）
（
抄
）

（
有
償
資
金
協
力
勘
定
国
庫
納
付
金
の
帰
属
す
る
会
計
）

第
二
条

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の
法
第
三
十
一
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
有
償
資
金
協
力
勘
定
に
係
る
国
庫
納
付
金
（
以

下
「
有
償
資
金
協
力
勘
定
国
庫
納
付
金
」
と
い
う
。
）
は
、
一
般
会
計
に
帰
属
す
る
。

（
納
付
の
手
続
）

第
六
条

機
構
は
、
毎
事
業
年
度
、
法
第
三
十
一
条
第
八
項
に
規
定
す
る
残
額
が
あ
る
と
き
は
、
有
償
資
金
協
力
勘
定
国
庫
納
付
金
の
計
算
書
に
、
当
該
事
業
年
度

末
の
貸
借
対
照
表
、
当
該
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書
そ
の
他
当
該
有
償
資
金
協
力
勘
定
国
庫
納
付
金
の
計
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
翌
事

業
年
度
の
五
月
二
十
日
ま
で
に
、
こ
れ
を
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
利
益
及
び
損
失
の
処
理
の
特
例
等
）

第
三
十
一
条

（
略
）

２
～
６

（
略
）

７

機
構
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
残
余
の
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
準
備
金
と
し
て
積
み
立
て
た
額
を
控
除
し
た
残
額
を
、
翌
事
業
年
度
の
五
月
三
十
一
日

ま
で
に
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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８
～

（
略
）

10

【
財
務
省
関
係
】

○

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
政
令
に
お
い
て
「
補
助
金
等
」
、
「
補
助
事
業
等
」
、
「
補
助
事
業
者
等
」
、
「
間
接
補
助
金
等
」
、
「
間
接
補
助
事
業
等
」
、
「
間
接
補
助
事
業

者
等
」
、
「
各
省
各
庁
」
又
は
「
各
省
各
庁
の
長
」
と
は
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
日
本
中
央
競
馬
会
法
（
昭
和
二
十
九
年

法
律
第
二
百
五
号
）
第
二
十
条
の
二
、
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
九
条
（
同
法
附
則
第
十
四
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
二
条
の
二
、

独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
十
七
条
（
加
工
原
料
乳
生
産
者
補
給
金
等
暫
定
措
置
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第

百
十
二
号
）
第
二
十
条
の
二
第
二
項
及
び
肉
用
子
牛
生
産
安
定
等
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
三
十
七
条
、
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
法
（
平
成

十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
三
条
、
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
八
条
、

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
十
六
条
（
同
法
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
第
十
七
条
第
二
項
及
び
附
則
第
二
条
の
六
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ

ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
二
十
八
条
、
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）

第
十
七
条
、
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
（

平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
十
四
条
、
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
十
一
条
、
独
立
行
政
法
人
日
本

学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
二
十
四
条
、
独
立
行
政
法
人
国
立
大
学
財
務
・
経
営
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
五
号
）

第
十
九
条
並
び
に
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
補
助
金
等
、
補
助
事
業
等
、
補
助
事
業
者
等
、
間
接
補
助
金
等
、
間
接
補
助
事
業
等
、
間
接
補
助
事
業
者
等
、
各
省

各
庁
又
は
各
省
各
庁
の
長
を
い
う
。

（
補
助
金
等
の
交
付
の
申
請
の
手
続
）
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第
三
条

法
第
五
条
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

五

そ
の
他
各
省
各
庁
の
長
（
日
本
中
央
競
馬
会
、
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
、
独
立
行
政

法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
、
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
、

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術

文
化
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
、
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
大
学
財

務
・
経
営
セ
ン
タ
ー
又
は
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
の
補
助
金
等
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
理
事
長
と
す
る
。
第
九
条
第
二
項
及
び
第

三
項
（
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
三
条
第
四
号
及
び
第
五
号
並
び
に
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。

）
が
定
め
る
事
項

２
・
３

（
略
）

（
補
助
金
等
の
返
還
の
期
限
の
延
長
等
）

第
九
条

（
略
）

２

補
助
事
業
者
等
は
、
前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
申
請
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
、
当
該
補
助
事
業
等
に
係
る
間
接
補
助
金
等
の
交
付
又
は

融
通
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
と
つ
た
措
置
及
び
当
該
補
助
金
等
の
返
還
を
困
難
と
す
る
理
由
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
こ

れ
を
各
省
各
庁
の
長
（
日
本
中
央
競
馬
会
、
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農

畜
産
業
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
、
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
、
独
立
行

政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興

会
、
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学

生
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
大
学
財
務
・
経
営
セ
ン
タ
ー
又
は
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
の
補
助
金
等
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
の

理
事
長
と
す
る
。
次
項
（
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
三
条
第
四
号
及
び
第
五
号
並
び
に
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

４

日
本
中
央
競
馬
会
、
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
、

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
、
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基

盤
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人

福
祉
医
療
機
構
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
、
独
立
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行
政
法
人
国
立
大
学
財
務
・
経
営
セ
ン
タ
ー
又
は
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
の
理
事
長
は
、
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
金

等
の
返
還
の
期
限
の
延
長
又
は
返
還
の
命
令
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
取
消
し
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
中
央
競
馬
会

又
は
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
に
あ
つ
て
は
農
林
水
産
大
臣
、
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
に
あ
つ
て
は
総
務
大
臣
、
独
立
行
政
法
人
国
際
協

力
機
構
又
は
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
に
あ
つ
て
は
外
務
大
臣
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
、
独

立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
又
は
独
立
行
政
法
人
国
立
大
学
財
務
・
経
営
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
文
部
科
学
大
臣
、

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
又
は
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
に
あ
つ
て
は
厚
生
労
働
大
臣
、
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱

物
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
又
は
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
に
あ
つ
て
は
経
済
産
業
大
臣
、
独
立

行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
に
あ
つ
て
は
国
土
交
通
大
臣
、
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
に
あ
つ
て
は
環
境
大
臣
の
承
認
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

（
略
）

（
事
務
の
委
任
の
範
囲
及
び
手
続
）

第
十
六
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
補
助
金
等
の
交
付
の
申
請
の
受
理
、
交
付
の
決
定
及
び
そ
の
取
消
し
、
補
助
事
業
等
の

実
績
報
告
の
受
理
、
補
助
金
等
の
額
の
確
定
、
補
助
金
等
の
返
還
に
関
す
る
処
分
そ
の
他
補
助
事
業
等
の
監
督
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
当
該
各
省
各
庁
の
機
関

（
日
本
中
央
競
馬
会
、
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
、

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
、
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基

盤
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人

福
祉
医
療
機
構
、
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
大
学
財
務
・
経
営
セ
ン
タ
ー
又
は
独
立
行

政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
の
理
事
長
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
日
本
中
央
競
馬
会
、
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
石
油
天

然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
、
独
立
行
政
法
人
新

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振

興
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
、
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支

援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
大
学
財
務
・
経
営
セ
ン
タ
ー
又
は
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
の
機
関
）
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
各
省
各
庁
の
地
方
支
分
部
局
に
委
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
補
助
金
等
の
名
称
を
明
ら
か
に
し
て
、
委
任
し
よ
う
と
す
る
事
務
の
内
容

及
び
機
関
に
つ
い
て
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

日
本
中
央
競
馬
会
、
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
、

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
、
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
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盤
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人

福
祉
医
療
機
構
、
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
大
学
財
務
・
経
営
セ
ン
タ
ー
又
は
独
立
行

政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
の
理
事
長
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
の
一
部
を
従
た
る
事
務
所
の
職
員
に
委
任
し
よ
う
と
す
る

場
合
に
は
、
当
該
補
助
金
等
の
名
称
を
明
ら
か
に
し
て
、
委
任
し
よ
う
と
す
る
事
務
の
内
容
及
び
職
員
に
つ
い
て
、
日
本
中
央
競
馬
会
又
は
独
立
行
政
法
人
農
畜

産
業
振
興
機
構
に
あ
つ
て
は
農
林
水
産
大
臣
、
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
に
あ
つ
て
は
総
務
大
臣
、
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
又
は
独
立
行
政
法

人
国
際
交
流
基
金
に
あ
つ
て
は
外
務
大
臣
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文

化
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
又
は
独
立
行
政
法
人
国
立
大
学
財
務
・
経
営
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
文
部
科
学
大
臣
、
独
立
行
政
法
人
福
祉
医

療
機
構
又
は
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
に
あ
つ
て
は
厚
生
労
働
大
臣
、
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
、
独
立
行

政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
又
は
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
に
あ
つ
て
は
経
済
産
業
大
臣
、
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保

全
機
構
に
あ
つ
て
は
環
境
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
・
４

（
略
）

○

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
（
抄
）

（
補
助
金
等
の
交
付
の
申
請
）

第
五
条

補
助
金
等
の
交
付
の
申
請
（
契
約
の
申
込
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
補
助
事
業
等
の
目
的
及

び
内
容
、
補
助
事
業
等
に
要
す
る
経
費
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
各
省
各
庁
の
長
が
定
め
る
書
類
を
添
え
、
各
省
各
庁
の
長
に
対
し
そ
の
定
め

る
時
期
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
助
金
等
の
返
還
）

第
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

３

各
省
各
庁
の
長
は
、
第
一
項
の
返
還
の
命
令
に
係
る
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
の
取
消
が
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
や
む
を

得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
返
還
の
期
限
を
延
長
し
、
又
は
返
還
の
命
令
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
取
り
消
す
こ

と
が
で
き
る
。

（
事
務
の
実
施
）
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第
二
十
六
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
各
省
各
庁
の
機
関
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

○

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
（
抄
）

目
次第

一
章
～
第
八
章

（
略
）

第
八
章
の
二

特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
独
立
行
政
法
人
又
は
国
立
大
学
法
人
等
に
常
時
勤
務
す
る
こ
と
を
要
す
る
者
の
取
扱
い
（
第
四
十
四
条
の
五
）

第
八
章
の
三
～
第
十
章

（
略
）

附
則

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
政
令
に
お
い
て
、
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
、
「
職
員
」
、
「
被
扶
養
者
」
、
「
遺
族
」
、
「
退
職
」
、
「
報
酬
」
、
「
期
末
手
当
等
」
、
「
組

合
」
、
「
組
合
の
代
表
者
」
、
「
連
合
会
」
、
「
独
立
行
政
法
人
」
、
「
国
立
大
学
法
人
等
」
、
「
地
方
の
組
合
」
、
「
受
給
権
者
」
、
「
継
続
長
期
組
合
員
」
、

「
任
意
継
続
組
合
員
」
、
「
任
意
継
続
掛
金
」
、
「
特
定
共
済
組
合
」
、
「
特
例
退
職
組
合
員
」
、
「
特
例
継
続
組
合
員
」
、
「
特
例
継
続
掛
金
」
、
「
郵
政
会

社
等
」
若
し
く
は
「
日
本
郵
政
共
済
組
合
」
又
は
「
旧
法
」
、
「
恩
給
公
務
員
期
間
」
、
「
在
職
年
」
、
「
旧
長
期
組
合
員
期
間
」
、
「
障
害
共
済
年
金
」
、
「

遺
族
共
済
年
金
」
若
し
く
は
「
恩
給
更
新
組
合
員
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
、
第
二
条
第
一
項

第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
三
条
第
一
項
、
第
八
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
第
一
号
、
第
三
十
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
四
十
一
条

第
一
項
、
第
百
二
十
四
条
の
二
第
二
項
、
第
百
二
十
六
条
の
五
第
二
項
、
附
則
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
附
則
第
十
三
条
の
三
第
四
項
、
附
則
第
二

十
条
の
三
第
二
項
若
し
く
は
附
則
第
二
十
条
の
四
第
一
項
又
は
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
施
行
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
。

以
下
「
施
行
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
号
、
第
十
号
、
第
十
一
号
若
し
く
は
第
十
三
号
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
若
し
く
は
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す

る
特
定
独
立
行
政
法
人
、
職
員
、
被
扶
養
者
、
遺
族
、
退
職
、
報
酬
、
期
末
手
当
等
、
組
合
、
組
合
の
代
表
者
、
連
合
会
、
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学
法
人
等
、

地
方
の
組
合
、
受
給
権
者
、
継
続
長
期
組
合
員
、
任
意
継
続
組
合
員
、
任
意
継
続
掛
金
、
特
定
共
済
組
合
、
特
例
退
職
組
合
員
、
特
例
継
続
組
合
員
、
特
例
継
続

掛
金
、
郵
政
会
社
等
若
し
く
は
日
本
郵
政
共
済
組
合
又
は
旧
法
、
恩
給
公
務
員
期
間
、
在
職
年
、
旧
長
期
組
合
員
期
間
、
障
害
共
済
年
金
、
遺
族
共
済
年
金
若
し

く
は
恩
給
更
新
組
合
員
を
い
う
。

（
職
員
）
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第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
国
家
公
務
員
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

（
略
）

二

国
家
公
務
員
法
第
百
八
条
の
六
第
五
項
又
は
特
定
独
立
行
政
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
十
七
号
）
第
七
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
休
職
者
と
さ
れ
た
者

三
～
七

（
略
）

２

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
臨
時
に
使
用
さ
れ
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

四

国
及
び
特
定
独
立
行
政
法
人
か
ら
給
与
を
受
け
な
い
者

（
報
酬
）

第
五
条

（
略
）

２

（
略
）

３

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
適
用
を
受
け
な
い
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
、
同
法
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
係
る
報
酬
に
含
ま
れ
る
給
与
（
以
下

「
一
般
職
員
の
報
酬
に
含
ま
れ
る
給
与
」
と
い
う
。
）
に
準
ず
る
給
与
と
し
て
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
給
与
の
う
ち
一
般
職
員
の
報
酬
に
含
ま
れ
る
給
与
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
組
合
の
運
営
規
則
で
定
め
る
も
の

と
す
る
。

一
～
七
（
略
）

八

特
定
独
立
行
政
法
人
の
職
員

そ
の
受
け
る
給
与

４

（
略
）

（
給
付
に
要
す
る
費
用
等
の
算
定
方
法
）

第
十
二
条

組
合
の
短
期
給
付
に
要
す
る
費
用
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
百
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
後
期
高
齢

者
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
の
納
付
に
要
す
る
費
用
並
び
に
長
期
給
付
（
基
礎
年
金
拠
出
金
を
含
む
。
）
及
び
福
祉
事
業
に
係
る
事
務
以
外
の
事
務
に
要
す
る
費

用
（
法
第
九
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
負
担
に
係
る
も
の
並
び
に
同
条
第
六
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
特
定
独
立
行
政
法
人
の
負
担
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
短
期
給
付
事
務
に
要
す
る
費
用
」
と
い
う
。
）
を
含
み
、
同
条
第
三
項
（
第

二
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
国
等
（
同
項
に
規
定
す
る
国
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
負
担
に
係
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
育
児
休
業
等
負
担

金
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
毎
事
業
年
度
、
前
事
業
年
度
に
お
け
る
法
第
五
十
一
条
及
び
第
五
十
二
条
に
規
定
す
る
短
期
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給
付
の
種
類
別
の
給
付
額
並
び
に
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
の
納
付
額
、
短
期
給
付
事
務
に
要
す
る
費
用
の

額
並
び
に
育
児
休
業
等
負
担
金
の
額
を
基
礎
と
し
て
、
財
務
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

組
合
の
長
期
給
付
に
要
す
る
費
用
（
基
礎
年
金
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
（
法
第
九
十
九
条
第
三
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
国
等
の
負
担

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
長
期
給
付
（
基
礎
年
金
拠
出
金
を
含
む
。
）
に
係
る
事
務
に
要
す
る
費
用
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
負
担
に
係
る
も
の

並
び
に
同
条
第
六
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
独
立
行
政
法
人
の
負
担
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
長
期
給
付
事
務
に
要
す
る
費
用
」
と
い
う
。
）
を
含
み
、
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
次
項
及
び
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
は
、
す
べ
て
の
組
合
の
最
近
の
数
年
間
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項
、
当
該
基
礎
年
金
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
予
想
額
及
び
長
期
給
付
事
務
に
要
す

る
費
用
の
額
を
基
礎
と
し
て
、
財
務
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
事
項
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
は
、
財
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
省
の
作
成
に
係
る
生
命
表
そ
の
他
の
資
料
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
事
項
に
相
当
す
る
事
項
そ
の
他
の
適

当
な
事
項
を
基
礎
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
四

（
略
）

３

（
略
）

（
育
児
休
業
手
当
金
等
に
対
す
る
国
等
の
負
担
）

第
十
二
条
の
三

法
第
九
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
費
用
の
う
ち
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
等
が
毎
年
度
に
お
い
て
負
担
す
べ
き
金
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一

国

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
組
合
ご
と
に
そ
の
組
合
員
に
支
給
さ
れ
る
育
児
休
業
手
当
金
及
び
介
護
休
業
手
当
金
の
額
に
次
項
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て

得
た
金
額
の
合
計
額
か
ら
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
定
め
る
金
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
金
額

二
・
三

（
略
）

四

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
職
員
で
あ
る
組
合
員
に
支
給
さ
れ
る
育
児
休
業
手
当
金
及
び

介
護
休
業
手
当
金
の
額
に
次
項
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額

２

（
略
）

３

法
第
九
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
費
用
の
う
ち
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
等
が
毎
年
度
に
お
い
て
負
担
す
べ
き
金
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一

国

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
納
付
さ
れ
る
基
礎
年
金
拠
出
金
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
か
ら
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
定
め
る
金
額
の
合
計
額
を

控
除
し
た
金
額

二

独
立
行
政
法
人
造
幣
局

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
納
付
さ
れ
る
基
礎
年
金
拠
出
金
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
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の
組
合
の
長
期
組
合
員
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
合
計
額
及
び
当
該
長
期
組
合
員
の
標
準
期
末
手
当
等
の
額
の
合
計
額
の
合
算
額
に
対
す
る
独
立
行
政
法
人
造
幣

局
の
職
員
で
あ
る
長
期
組
合
員
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
合
計
額
及
び
当
該
長
期
組
合
員
の
標
準
期
末
手
当
等
の
額
の
合
計
額
の
合
算
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た

金
額

三

独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
納
付
さ
れ
る
基
礎
年
金
拠
出
金
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
す

べ
て
の
組
合
の
長
期
組
合
員
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
合
計
額
及
び
当
該
長
期
組
合
員
の
標
準
期
末
手
当
等
の
額
の
合
計
額
の
合
算
額
に
対
す
る
独
立
行
政
法
人

国
立
印
刷
局
の
職
員
で
あ
る
長
期
組
合
員
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
合
計
額
及
び
当
該
長
期
組
合
員
の
標
準
期
末
手
当
等
の
額
の
合
計
額
の
合
算
額
の
割
合
を
乗

じ
て
得
た
金
額

四

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
納
付
さ
れ
る
基
礎
年
金
拠
出
金
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る

す
べ
て
の
組
合
の
長
期
組
合
員
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
合
計
額
及
び
当
該
長
期
組
合
員
の
標
準
期
末
手
当
等
の
額
の
合
計
額
の
合
算
額
に
対
す
る
独
立
行
政
法

人
国
立
病
院
機
構
の
職
員
で
あ
る
長
期
組
合
員
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
合
計
額
及
び
当
該
長
期
組
合
員
の
標
準
期
末
手
当
等
の
額
の
合
計
額
の
合
算
額
の
割
合

を
乗
じ
て
得
た
金
額

（
組
合
の
事
務
に
要
す
る
費
用
の
特
定
独
立
行
政
法
人
の
負
担
）

第
十
二
条
の
三
の
二

法
第
九
十
九
条
第
六
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
特
定
独
立

行
政
法
人
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
金
額
は
、
組
合
の
事
務
（
福
祉
事
業
に
係
る
事
務
を
除
く
。
）
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
特
定
独
立
行
政
法
人
の
職
員
で

あ
る
組
合
員
が
属
す
る
組
合
が
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
負
担
す
べ
き
金
額
と
し
て
当
該
組
合
の
予
算
に
計
上
し
た
額
と
す
る
。

（
組
合
へ
の
国
等
の
負
担
金
の
払
込
み
）

第
十
二
条
の
五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
三
項
の
規
定
は
、
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
、
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
又
は
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
一
項
中
「
予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
」
と
あ
る
の
は
「
法
」
と
、
「
負
担
す
べ
き
金
額
を
、
」
と
あ
る
の
は
「
負
担
す
べ
き
金
額
と
し
て
独
立
行
政

法
人
造
幣
局
、
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
又
は
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
職
員
で
あ
る
組
合
員
が
属
す
る
組
合
が
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
そ
の
予
算

に
計
上
し
た
額
を
、
当
該
組
合
の
」
と
、
「
支
給
」
と
あ
る
の
は
「
支
給
（
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
、
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
又
は
独
立
行
政
法
人
国
立
病

院
機
構
の
職
員
で
あ
る
組
合
員
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
と
、
「
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
組
合
」
と
、
第
二
項
中
「
予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

法
」
と
あ
る
の
は
「
法
」
と
、
「
負
担
す
べ
き
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
負
担
す
べ
き
金
額
と
し
て
連
合
会
が
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
そ
の
予
算
に
計
上
し
た

額
」
と
、
「
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
に
規
定
す
る
組
合
」
と
、
前
項
中
「
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
」
と
、
「
国
の
予
算
」
と
あ
る

の
は
「
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
（
前
項
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
連
合
会
）
の
予
算
に
当
該
調
整
後
の
金
額
と
し
て
計
上
し
た
額
を
そ
の
予
算
に
計
上
し
た
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事
業
年
度
に
お
い
て
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
、
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
又
は
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
が
払
い
込
む
こ
と
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
連
合
会
へ
の
負
担
金
の
払
込
み
）

第
十
三
条

法
第
百
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
が
連
合
会
に
払
い
込
む
べ
き
金
額
は
、
次
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る
。

一

法
第
九
十
九
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
費
用
並
び
に
同
条
第
四
項
（
同
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
費
用
で
あ
つ
て
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
給
付
に
係
る
も
の
に
充
て
る
た
め
国
、
特
定
独
立
行
政

法
人
又
は
職
員
団
体
（
法
第
九
十
九
条
第
五
項
に
規
定
す
る
職
員
団
体
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
派
遣
先
企
業
（
国
と
民
間
企
業
と
の
間

の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
三
項
（
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
派
遣
先
企
業
を
い
う
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
、
法
科
大
学
院
設
置
者
（
法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の
他
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項

に
規
定
す
る
法
科
大
学
院
設
置
者
を
い
う
。
次
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
受
入
先
弁
護
士
法
人
等
（
判
事
補
及
び
検
事
の
弁
護
士
職
務
経
験

に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
受
入
先
弁
護
士
法
人
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
負
担
す
べ
き
金
額

二

法
第
九
十
九
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
費
用
に
充
て
る
た
め
国
、
特
定
独
立
行
政
法
人
又
は
職
員
団
体
若
し
く
は
法
科
大
学
院
設
置
者
が
負
担
す
べ
き
金

額
の
う
ち
財
務
大
臣
の
定
め
る
金
額

２

組
合
は
、
法
第
百
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
国
、
特
定
独
立
行
政
法
人
又
は
職
員
団
体
、
派
遣
先
企
業
、
法
科
大
学
院
設
置
者
若
し
く
は
受
入
先
弁
護
士
法
人

等
が
負
担
す
べ
き
金
額
及
び
前
条
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
金
額
の
払
込
み
が

あ
る
ご
と
に
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
金
額
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
払
い
込
ま
れ
た
金
額
を
、
直
ち
に
連
合
会
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
継
続
長
期
組
合
員
に
つ
き
組
合
員
期
間
の
通
算
を
認
め
る
公
庫
等
又
は
特
定
公
庫
等
の
範
囲
）

第
四
十
三
条

法
第
百
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
庫
等
（
以
下
「
公
庫
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
沖
縄
振

興
開
発
金
融
公
庫
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

一
～
十
三

（
略
）

十
四

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
（
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
及
び
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第

七
十
一
号
）
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
石
炭
鉱
業
合
理
化
事
業
団
、
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
（

平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
産
業
技
術
に
関
す
る
研
究
開
発
体
制
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三

年
法
律
第
三
十
三
号
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
と
な
つ
た
旧
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
開
発
機
構
、
石
炭
鉱
害
賠

償
等
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
二
十
三
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
石
炭
鉱
害
事
業
団
及
び
独
立

行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
を
含



- 134 -

む
。
）

十
五
・
十
六

（
略
）

十
七

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
（
日
本
原
子
力
船
開
発
事
業
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
九
十
二
号
）
附
則
第

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
日
本
原
子
力
船
研
究
開
発
事
業
団
と
な
つ
た
旧
日
本
原
子
力
船
開
発
事
業
団
、
日
本
原
子
力
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
原
子
力
船
研
究
開
発
事
業
団
、
原
子
力
基
本
法
及
び
動
力
炉
・

核
燃
料
開
発
事
業
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
二
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
開
発
機
構
と
な
つ
た
旧
動

力
炉
・
核
燃
料
開
発
事
業
団
並
び
に
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
解
散
し
た
旧
日
本
原
子
力
研
究
所
及
び
同
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
開
発
機
構
を
含
む
。
）

十
八

独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
（
新
技
術
開
発
事
業
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
五
十
二
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り

新
技
術
事
業
団
と
な
つ
た
旧
新
技
術
開
発
事
業
団
、
独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
科
学
技
術
振
興
事
業
団
法

（
平
成
八
年
法
律
第
二
十
七
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
科
学
技
術
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
同
法
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
解
散
し
た
旧
新
技
術
事
業
団
並
び
に
独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

解
散
し
た
旧
科
学
技
術
振
興
事
業
団
を
含
む
。
）

十
九

（
略
）

二
十

独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
（
独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た

旧
理
化
学
研
究
所
を
含
む
。
）

二
十
一
～
四
十
三

（
略
）

四
十
四

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
（
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
附
則
第
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
宇
宙
開
発
事
業
団
を
含
む
。
）

四
十
五
～
五
十
二

（
略
）

五
十
三

独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
（
独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
解
散
し
た
旧
海
洋
科
学
技
術
セ
ン
タ
ー
を
含
む
。
）

五
十
四
～
六
十
八

（
略
）

六
十
九

独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
（
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
四
十
一
号
）

に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
条
の
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
協
会
、
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障

害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
障
害
者
雇
用
促
進
協
会
及
び
独
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立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
法
（
平
成

十
四
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
を
含
む
。
）

七
十
～
九
十
五

（
略
）

九
十
六

独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
（
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
三
十
八

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
を
含
む
。
）

九
十
七
～
百
三
十
一

（
略
）

百
三
十
二

独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構

２

法
第
百
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
公
庫
等
（
以
下
「
特
定
公
庫
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
沖
縄
振

興
開
発
金
融
公
庫
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

六

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
（
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
原
子

力
研
究
所
を
含
む
。
）

七
～
十
七

（
略
）

十
八

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
（
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
を
含
む
。
）

十
九
～
三
十

（
略
）

三
十
一

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構

三
十
二
～
三
十
九

（
略
）

四
十

独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構

四
十
一

独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所

四
十
二
～
五
十
九

（
略
）

六
十

独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構

六
十
一
・
六
十
二

（
略
）

六
十
三

独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
（
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人

医
薬
基
盤
研
究
所
法
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
を
含
む
。
）

六
十
四
～
百
十
六

（
略
）
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百
十
七

独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構

第
八
章
の
二

特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
独
立
行
政
法
人
又
は
国
立
大
学
法
人
等
に
常
時
勤
務
す
る
こ
と
を
要
す
る
者
の
取
扱
い

第
四
十
四
条
の
五

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
百
二
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
独
立
行
政
法
人
の
う
ち
法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
も
の
又
は
国
立
大
学
法
人
等
に
常
時
勤
務
す

る
こ
と
を
要
す
る
者
（
第
一
項
に
規
定
す
る
者
を
含
み
、
前
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
受
け
る
給
与
の
う
ち
一

般
職
員
の
報
酬
に
含
ま
れ
る
給
与
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
組
合
の
運
営
規
則
で
定
め
る
給
与
を
も
つ
て
報
酬
と
し
、
そ
の
受
け
る
給
与
で
報
酬
に
該
当
し
な
い

も
の
の
う
ち
一
般
職
員
の
期
末
手
当
等
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
組
合
の
運
営
規
則
で
定
め
る
給
与
を
も
つ
て
期
末
手
当
等
と
す
る
。

４

法
第
百
二
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
独
立
行
政
法
人
の
う
ち
法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
も
の
又
は
国
立
大
学
法
人
等
に
常
時
勤
務
す

る
こ
と
を
要
す
る
者
に
つ
い
て
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
二
条
、
第
十
二
条
の
三
の
二
及
び
第
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
中
「
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
」
と
あ
る
の
は
「
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
（
独
立
行
政
法
人
の
う
ち
法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
も
の
及
び

国
立
大
学
法
人
等
の
業
務
上
の
災
害
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
の
負
担
に
係

る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
独
立
行
政
法
人
の
負
担
に
係
る
も
の
並
び
に
法
第
百
二
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
九
十
九
条
第
六
項
及

び
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
独
立
行
政
法
人
の
う
ち
法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
も
の
及
び
国
立
大
学
法
人
等
の
負
担
に

係
る
も
の
」
と
、
第
十
二
条
の
三
の
二
中
「
同
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
四
項
（
法
第
百
二
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
九
十

九
条
第
六
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
独
立
行
政
法
人
、
独
立
行

政
法
人
の
う
ち
法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
も
の
又
は
国
立
大
学
法
人
等
」
と
、
第
十
三
条
中
「
適
用
す
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
適
用
す
る
場
合
並
び
に
法
第
百
二

十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
九
十
九
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
」
と
、
「
特
定
独
立
行
政
法

人
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
独
立
行
政
法
人
、
独
立
行
政
法
人
の
う
ち
法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
も
の
、
国
立
大
学
法
人
等
」
と
す
る
。

（
連
合
会
役
職
員
の
取
扱
い
）

第
四
十
五
条
の
二

（
略
）

２

連
合
会
役
職
員
に
つ
い
て
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
四
章
中
「
公
務
」
と
あ
る
の
は
「
業
務
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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法
第
八
条
第
一
項

衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
、
内
閣
総
理
大
臣
、
各
省
大
臣
（
環
境
大
臣

理
事
長
は
、
第
百
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

を
除
く
。
）
、
最
高
裁
判
所
長
官
及
び
会
計
検
査
院
長
（
第
三
条
第
二
項

連
合
会
役
職
員

第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
を
も
つ
て
組
織
す
る
組
合
に
あ
つ
て
は
、
第
十
二

条
及
び
第
百
二
条
を
除
き
、
林
野
庁
長
官
と
し
、
以
下
「
各
省
各
庁
の

長
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
各
省
各
庁
の
所
属
の
職
員
及
び
当

該
各
省
各
庁
の
所
管
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
の
職
員

（
略
）

（
略
）

（
略
）

法
第
十
二
条
第
一
項

各
省
各
庁
の
長
又
は
特
定
独
立
行
政
法
人
の
長

理
事
長

そ
の
所
属
の
職
員
そ
の
他
国
又
は
特
定
独
立
行
政
法
人
に
使
用
さ
れ
る
者

国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
の
役
員
及
び
国
家

公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
に
使
用
さ
れ
る
者

（
略
）

（
略
）

（
略
）

法
第
百
二
条
第
一
項

各
省
各
庁
の
長
（
環
境
大
臣
を
含
む
。
）
、
特
定
独
立
行
政
法
人

連
合
会

国
、
特
定
独
立
行
政
法
人

連
合
会

法
第
百
二
条
第
四
項

国
、
特
定
独
立
行
政
法
人

連
合
会

（
略
）

（
略
）

（
略
）

３

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
十
一
条
の
十
第
七
項
及
び
第
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
各
省
各
庁
の
長
（
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各

省
各
庁
の
長
を
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
連
合
会
の
理
事
長
」
と
、
同
条
中
「
国
、
特
定
独
立
行
政
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
連
合
会
」
と
す
る
。
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附

則

（
短
期
給
付
に
係
る
財
政
調
整
事
業
）

第
八
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

国
、
特
定
独
立
行
政
法
人
若
し
く
は
法
第
九
十
九
条
第
五
項
に
規
定
す
る
職
員
団
体
、
独
立
行
政
法
人
の
う
ち
法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
も
の
若
し
く
は
国
立
大

学
法
人
等
又
は
組
合
若
し
く
は
連
合
会
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
費
用
負
担
者
」
と
い
う
。
）
は
、
毎
月
、
組
合
に
対
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
組
合
が

連
合
会
に
払
い
込
む
べ
き
特
別
拠
出
金
の
額
に
、
当
該
組
合
に
係
る
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
負
担
金
の
合
計
額
に
対
す
る
当
該
費

用
負
担
者
の
負
担
金
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
～

（
略
）

10
（
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
開
発
機
構
法
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
条

旧
原
子
燃
料
公
社
の
役
員
又
は
職
員
で
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
附
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
開
発

機
構
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
七
十
三
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
開
発
機
構
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前

の
原
子
燃
料
公
社
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
三
十
七
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
た
も
の
に
係
る
施
行
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
旧
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
開
発
機
構
法
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
附

則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
郵
政
会
社
等
役
職
員
の
取
扱
い
等
）

第
三
十
四
条
の
二
の
三

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
郵
政
会
社
等
役
職
員
に
つ
い
て
こ
の
政
令
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
二
条
の
三
の
二

に
規
定
す
る
政
令

又
は
法
附
則
第
二
十
条
の
三
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
九
十
九
条
第
四
項
に
規

定
す
る
政
令



- 139 -

特
定
独
立
行
政
法
人
が

特
定
独
立
行
政
法
人
又
は
郵
政
会
社
等
が

組
合
が

組
合
又
は
日
本
郵
政
共
済
組
合
が

当
該
組
合

こ
れ
ら
の
組
合

第
十
三
条

特
定
独
立
行
政
法
人

特
定
独
立
行
政
法
人
、
郵
政
会
社
等

（
略
）

（
略
）

（
略
）

○

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

職
員

常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
す
る
国
家
公
務
員
（
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
十
九
条
又
は
第
八
十
二
条
の
規
定

（
他
の
法
令
の
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
る
休
職
又
は
停
職
の
処
分
を
受
け
た
者
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
職
務
に
専
念
す
る
義
務
を
免
除
さ

れ
た
者
そ
の
他
の
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
国
家
公
務
員
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
も
の
と
し
、
臨
時
に
使
用
さ
れ
る
者
そ
の
他
の
政
令
で

定
め
る
者
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。
）
を
い
う
。

二
～
四

（
略
）

五

報
酬

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
同
法
の
規
定
に
基
づ
く
給
与

の
う
ち
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
給
与
を
除
い
た
も
の
及
び
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
給
与
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
と
し
、
そ
の

他
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る
給
与
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

六
・
七

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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（
短
期
給
付
の
種
類
等
）

第
五
十
一
条

こ
の
法
律
に
よ
る
短
期
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
十
三

（
略
）

（
附
加
給
付
）

第
五
十
二
条

組
合
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
給
付
に
あ
わ
せ
て
、
こ
れ
に
準
ず
る
短
期
給
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
費
用
負
担
の
原
則
）

第
九
十
九
条

（
略
）

２

組
合
の
事
業
に
要
す
る
費
用
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
に
よ
り
、
組
合
員
の
掛
金
及
び
国
の
負
担
金
を
も
つ
て
充
て
る
。

一
・
一
の
二

（
略
）

二

長
期
給
付
に
要
す
る
費
用

掛
金
百
分
の
五
十
、
国
の
負
担
金
百
分
の
五
十

三

公
務
等
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
（
第
八
十
五
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
そ
の
額
が
算
定
さ
れ

る
障
害
共
済
年
金
を
含
む
。
）
又
は
公
務
等
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
に
要
す
る
費
用

国
の
負
担
金
百
分
の
百

四

（
略
）

３

国
又
は
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
（
第
百
二
条
第
三
項
に
お
い
て
「
国
等
」
と
い
う
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
組
合
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
次
の
各
号
に
規
定
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
負
担
す
る
。

一

育
児
休
業
手
当
金
及
び
介
護
休
業
手
当
金
の
支
給
に
要
す
る
費
用

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
支
給
さ
れ
る
育
児
休
業
手
当
金
及
び
介
護
休
業
手
当
金
の
額

に
雇
用
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
給
付
及
び
介
護
休
業
給
付
に
係
る
国
庫
の
負
担
の
割
合
を
参
酌
し
て
政
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

二

基
礎
年
金
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
納
付
さ
れ
る
基
礎
年
金
拠
出
金
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額

４

組
合
の
事
務
（
福
祉
事
業
に
係
る
事
務
を
除
く
。
）
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
国
は
毎
年
度
の
予
算
で
定
め
る
金
額
を
負
担
す
る
。

５

（
略
）

６

行
政
執
行
法
人
の
職
員
（
専
従
職
員
を
除
く
。
）
で
あ
る
組
合
員
に
係
る
第
二
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
中
「
国
の
負
担
金
」

と
あ
る
の
は
「
行
政
執
行
法
人
の
負
担
金
」
と
、
第
四
項
中
「
国
は
毎
年
度
の
予
算
で
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
執
行
法
人
は
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
行
政
執
行
法
人
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
」
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
。

７

行
政
執
行
法
人
の
職
員
で
あ
つ
て
専
従
職
員
で
あ
る
組
合
員
に
係
る
第
二
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
中
「
及
び
国
の
負
担
金
」

と
あ
る
の
は
「
、
職
員
団
体
の
負
担
金
及
び
行
政
執
行
法
人
の
負
担
金
」
と
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
規
定
中
「
国
の
負
担
金
」
と
あ
る
の
は
「
職
員

団
体
の
負
担
金
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
国
の
負
担
金
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
執
行
法
人
の
負
担
金
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
国
の
負
担
金
」
と
あ
る
の
は
「
職
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員
団
体
の
負
担
金
」
と
、
第
四
項
中
「
国
は
毎
年
度
の
予
算
で
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
執
行
法
人
は
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
政
執
行
法
人
が
負

担
す
る
こ
と
と
な
る
」
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
負
担
金
）

第
百
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

組
合
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
九
十
九
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用
及
び
同
条
第
四
項
（
同
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
費
用
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
費
用
に
あ
つ
て
は
、
第
二
十
四
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
長
期
給
付
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
充
て
る
た
め
国
、
行
政
執
行
法

人
又
は
職
員
団
体
が
負
担
す
べ
き
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
、
当
該
金
額
の
払
込
み
が
あ
る
ご
と
に
、
連
合
会
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
庫
等
に
転
出
し
た
継
続
長
期
組
合
員
に
つ
い
て
の
特
例
）

第
百
二
十
四
条
の
二

組
合
員
（
長
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
者
を
除
く
。
）
が
任
命
権
者
若
し
く
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
要
請
に
応
じ
、

引
き
続
い
て
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
そ
の
他
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
そ
の
業
務
が
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
事
務
若
し
く
は
事
業
と
密

接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
（
第
四
項
に
お
い
て
「
公
庫
等
」
と
い
う
。
）
に
使
用
さ
れ
る
者
（
役
員
及
び
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と

を
要
し
な
い
者
を
除
く
。
以
下
「
公
庫
等
職
員
」
と
い
う
。
）
と
な
る
た
め
退
職
し
た
場
合
（
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
く
。
）
又
は
組
合
員
（
長
期
給
付
に
関

す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
者
を
除
く
。
）
が
任
命
権
者
若
し
く
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
要
請
に
応
じ
、
引
き
続
い
て
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
そ
の
他

特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
そ
の
業
務
が
国
の
事
務
若
し
く
は
事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
（
同
項
に
お
い
て

「
特
定
公
庫
等
」
と
い
う
。
）
の
役
員
（
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
者
を
除
く
。
以
下
「
特
定
公
庫
等
役
員
」
と
い
う
。
）
と
な
る
た
め
退
職
し
た

場
合
（
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
長
期
給
付
に
関
す
る
規
定
（
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
を
除
く
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
別
段
の
定
め
が

あ
る
も
の
を
除
き
、
そ
の
者
の
退
職
は
、
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
者
は
、
当
該
公
庫
等
職
員
又
は
特
定
公
庫
等
役
員
で
あ
る
期
間
引
き
続
き
転
出
（
公

庫
等
職
員
又
は
特
定
公
庫
等
役
員
と
な
る
た
め
の
退
職
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
際
に
所
属
し
て
い
た
組
合
の
組
合
員
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
章
中
「
公
務
」
と
あ
る
の
は
「
業
務
」
と
、
第
九
十
九
条
第
二
項
中
「
及
び
国
の
負
担
金
」
と
あ
る
の
は
「
、
公
庫
等
又
は
特
定

公
庫
等
の
負
担
金
及
び
国
の
負
担
金
」
と
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
国
の
負
担
金
」
と
あ
る
の
は
「
公
庫
等
又
は
特
定
公
庫
等
の
負
担
金
」
と
、
第
百
二

条
第
一
項
中
「
各
省
各
庁
の
長
（
環
境
大
臣
を
含
む
。
）
、
行
政
執
行
法
人
又
は
職
員
団
体
」
と
あ
り
、
及
び
「
国
、
行
政
執
行
法
人
又
は
職
員
団
体
」
と
あ
る

の
は
「
公
庫
等
又
は
特
定
公
庫
等
」
と
、
「
第
九
十
九
条
第
二
項
（
同
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

と
あ
る
の
は
「
第
九
十
九
条
第
二
項
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
職
員
団
体
」
と
あ
る
の
は
「
公
庫
等
若
し
く
は
特
定
公
庫
等
」
と
す
る
。

２
～
５

（
略
）
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（
行
政
執
行
法
人
以
外
の
独
立
行
政
法
人
又
は
国
立
大
学
法
人
等
に
常
時
勤
務
す
る
こ
と
を
要
す
る
者
の
取
扱
い
）

第
百
二
十
四
条
の
三

行
政
執
行
法
人
以
外
の
独
立
行
政
法
人
の
う
ち
別
表
第
三
に
掲
げ
る
も
の
又
は
国
立
大
学
法
人
等
に
常
時
勤
務
す
る
こ
と
を
要
す
る
者
（
行

政
執
行
法
人
以
外
の
独
立
行
政
法
人
又
は
国
立
大
学
法
人
等
に
常
時
勤
務
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
も
の
と
し
、
臨
時
に
使
用
さ

れ
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。
）
は
、
職
員
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三

条
第
一
項
中
「
及
び
そ
の
所
管
す
る
行
政
執
行
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
そ
の
所
管
す
る
行
政
執
行
法
人
、
第
三
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法

人
の
う
ち
別
表
第
三
に
掲
げ
る
も
の
及
び
同
号
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
等
」
と
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
」
と
あ
る
の
は
「
国

立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
並
び
に
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
及
び
高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
国
立
研
究
開
発
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
三
条
の
二
に
規
定
す
る
国
立
高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
林
野
庁
」
と
あ
る
の
は
「
林
野
庁
及
び
国
立
研

究
開
発
法
人
森
林
総
合
研
究
所
」
と
、
第
八
条
第
一
項
中
「
及
び
当
該
各
省
各
庁
の
所
管
す
る
行
政
執
行
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
当
該
各
省
各
庁
の
所
管

す
る
行
政
執
行
法
人
、
第
三
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
の
う
ち
別
表
第
三
に
掲
げ
る
も
の
及
び
同
号
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
等
」
と
、
第

三
十
七
条
第
一
項
中
「
及
び
当
該
各
省
各
庁
の
所
管
す
る
行
政
執
行
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
当
該
各
省
各
庁
の
所
管
す
る
行
政
執
行
法
人
、
独
立
行
政
法

人
の
う
ち
別
表
第
三
に
掲
げ
る
も
の
及
び
国
立
大
学
法
人
等
」
と
、
第
四
章
中
「
公
務
」
と
あ
る
の
は
「
業
務
」
と
、
第
九
十
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号

中
「
行
政
執
行
法
人
の
負
担
に
係
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
執
行
法
人
の
負
担
に
係
る
も
の
（
第
百
二
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
六

項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
独
立
行
政
法
人
の
う
ち
別
表
第
三
に
掲
げ
る
も
の
及
び
国
立
大
学
法
人
等
の
負
担
に
係

る
も
の
を
含
む
。
）
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
」
と
あ
る
の
は
「
、
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
若
し
く
は
独
立
行
政
法

人
国
立
病
院
機
構
」
と
、
同
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
行
政
執
行
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
執
行
法
人
、
独
立
行
政
法
人
の
う
ち
別
表
第
三
に

掲
げ
る
も
の
又
は
国
立
大
学
法
人
等
」
と
、
第
百
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
百
二
十
二
条
中
「
行
政
執
行
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
執
行
法
人
、
独

立
行
政
法
人
の
う
ち
別
表
第
三
に
掲
げ
る
も
の
、
国
立
大
学
法
人
等
」
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附

則

（
短
期
給
付
に
係
る
財
政
調
整
事
業
）

第
十
四
条
の
三

連
合
会
は
、
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
組
合
の
短
期
給
付
（

第
五
十
二
条
に
規
定
す
る
短
期
給
付
を
除
く
。
）
の
掛
金
（
介
護
納
付
金
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
に
係
る
不
均
衡
を
調
整
す
る
た
め
の
交
付
金
の
交
付
の
事
業

そ
の
他
組
合
の
短
期
給
付
に
係
る
事
業
の
う
ち
共
同
し
て
行
う
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
事
業
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
～

（
略
）

10
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○

国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
五
十
六
号
）
（
抄
）

（
長
期
給
付
に
要
す
る
費
用
に
対
す
る
国
等
の
負
担
）

第
六
十
八
条
の
二

昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
等
（
共
済
法
第
九
十
九
条
第
三
項
（
共
済

法
附
則
第
二
十
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
国
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
毎
年
度
に
お

い
て
負
担
す
べ
き
金
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一

（
略
）

二

独
立
行
政
法
人
造
幣
局

当
該
年
度
に
お
け
る
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
負
担
す
べ
き
額
に
当
該
事
業
年
度
に

お
け
る
す
べ
て
の
組
合
の
長
期
組
合
員
（
施
行
令
第
十
二
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
長
期
組
合
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
標
準
報

酬
の
月
額
の
合
計
額
及
び
当
該
長
期
組
合
員
の
標
準
期
末
手
当
等
の
額
の
合
計
額
の
合
算
額
に
対
す
る
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
の
職
員
で
あ
る
長
期
組
合
員
の

標
準
報
酬
の
月
額
の
合
計
額
及
び
当
該
長
期
組
合
員
の
標
準
期
末
手
当
等
の
額
の
合
計
額
の
合
算
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額

三

独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局

当
該
年
度
に
お
け
る
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
負
担
す
べ
き
額
に
当
該
事
業
年

度
に
お
け
る
す
べ
て
の
組
合
の
長
期
組
合
員
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
合
計
額
及
び
当
該
長
期
組
合
員
の
標
準
期
末
手
当
等
の
額
の
合
計
額
の
合
算
額
に
対
す
る

独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
の
職
員
で
あ
る
長
期
組
合
員
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
合
計
額
及
び
当
該
長
期
組
合
員
の
標
準
期
末
手
当
等
の
額
の
合
計
額
の
合
算

額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額

四

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

当
該
年
度
に
お
け
る
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
負
担
す
べ
き
額
に
当
該
事
業

年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
組
合
の
長
期
組
合
員
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
合
計
額
及
び
当
該
長
期
組
合
員
の
標
準
期
末
手
当
等
の
額
の
合
計
額
の
合
算
額
に
対
す

る
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
職
員
で
あ
る
長
期
組
合
員
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
合
計
額
及
び
当
該
長
期
組
合
員
の
標
準
期
末
手
当
等
の
額
の
合
計
額
の

合
算
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額

五

独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構

当
該
年
度
に
お
け
る
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
負
担

す
べ
き
額
に
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
組
合
の
長
期
組
合
員
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
合
計
額
及
び
当
該
長
期
組
合
員
の
標
準
期
末
手
当
等
の
額
の
合

計
額
の
合
算
額
に
対
す
る
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
の
職
員
で
あ
る
長
期
組
合
員
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
合
計
額
及
び
当
該
長
期

組
合
員
の
標
準
期
末
手
当
等
の
額
の
合
計
額
の
合
算
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額

２

（
略
）
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○

国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
五
号
）
（
抄
）

（
長
期
給
付
に
要
す
る
費
用
の
負
担
の
特
例
）

第
三
十
一
条

国
等
（
共
済
法
第
九
十
九
条
第
三
項
（
共
済
法
附
則
第
二
十
条
の
三
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
国
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
六
十
四
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
共
済
法
第
九

十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
毎
年
度
、
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
支
払
わ
れ
る
長
期
給
付
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
を
負
担
す

る
。

一

昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
前
の
組
合
員
期
間
に
係
る
長
期
給
付
に
要
す
る
費
用
（
共
済
法
第
九
十
九
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
施
行
法
第
五
十

四
条
の
規
定
に
よ
り
負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
と
し
て
政
令
で
定
め
る
部
分
に
相
当
す
る
額
に
、
百
分
の
二
十
の
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る

割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

○

財
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）
（
抄
）

（
大
臣
官
房
の
所
掌
事
務
）

第
三
条

大
臣
官
房
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
十
六

（
略
）

十
七

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
造
幣
局
分
科
会
、
国
立
印
刷
局
分
科
会
及
び
酒
類
総
合
研
究
所
分
科
会
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
八
～
三
十
五

（
略
）

三
十
六

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
、
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
及
び
独
立
行
政
法
人
情
報
通

信
研
究
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
七
～
四
十
七

（
略
）

（
理
財
局
の
所
掌
事
務
）

第
七
条

理
財
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
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一
～
四

（
略
）

五

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
国
税
庁
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

六
～
二
十
九

（
略
）

三
十

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
造
幣
局
分
科
会
及
び
国
立
印
刷
局
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
文
書
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
五
条

文
書
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
十
四

（
略
）

十
五

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
農
林
漁
業
信
用
基
金
分
科
会
、
住
宅
金
融
支
援
機
構
分
科
会
、
造
幣
局
分
科
会
、
国
立
印
刷
局
分

科
会
及
び
酒
類
総
合
研
究
所
分
科
会
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
六
・
十
七
（
略
）

（
政
策
金
融
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
九
条

政
策
金
融
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三

（
略
）

四

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
、
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
及
び
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研

究
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

五
～
八

（
略
）

九

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
農
林
漁
業
信
用
基
金
分
科
会
及
び
住
宅
金
融
支
援
機
構
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十

（
略
）

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
六
条

総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
七

（
略
）

八

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
国
税
庁
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

九
・
十

（
略
）

（
国
庫
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
七
条

国
庫
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
七

（
略
）
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八

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
造
幣
局
分
科
会
及
び
国
立
印
刷
局
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
課
税
部
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
条

課
税
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
五

（
略
）

六

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
酒
類
製
造
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

七

（
略
）

八

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
酒
類
総
合
研
究
所
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

九
・
十

（
略
）

附

則

（
理
財
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
二
条
の
三

理
財
局
は
、
第
七
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
三
条
第
十
七
号
中
「
国
立
印
刷
局
分
科
会
」
と
あ
る
の
は
、
「
国
立
印
刷
局
分
科
会
、
日
本
万
国
博
覧
会
記
念
機
構
分
科
会
」
と
す
る
。

一

独
立
行
政
法
人
日
本
万
国
博
覧
会
記
念
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
十
九
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
独
立

行
政
法
人
日
本
万
国
博
覧
会
記
念
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

二

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
日
本
万
国
博
覧
会
記
念
機
構
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
理
財
局
国
有
財
産
業
務
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
四
条
の
五

理
財
局
国
有
財
産
業
務
課
は
、
第
五
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
附
則
第
二
条
の
三
各
号
に
掲

げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
五
条
第
十
五
号
中
「
国
立
印
刷
局
分
科
会
」
と
あ
る
の
は
、
「
国
立
印
刷
局
分
科
会
、
日
本
万
国
博
覧

会
記
念
機
構
分
科
会
」
と
す
る
。

○

独
立
行
政
法
人
造
幣
局
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
八
十
号
）
（
抄
）

（
国
庫
納
付
金
の
納
付
の
手
続
）

第
一
条

独
立
行
政
法
人
造
幣
局
（
以
下
「
造
幣
局
」
と
い
う
。
）
は
、
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

納
付
金
（
以
下
「
国
庫
納
付
金
」
と
い
う
。
）
を
納
付
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
庫
納
付
金
の
計
算
書
に
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百



- 147 -

三
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
（
以
下
「
中
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
最
後
の
事
業
年
度
（
以
下
「
期
間
最
後
の
事

業
年
度
」
と
い
う
。
）
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
当
該
国
庫
納
付
金
の
計
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に

し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
こ
れ
を
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
庫
納
付
金
の
納
付
期
限
）

第
二
条

国
庫
納
付
金
は
、
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
七
月
十
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
積
立
金
の
処
分
に
係
る
承
認
の
手
続
）

第
四
条

造
幣
局
は
、
法
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
残
余
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
同
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る

業
務
の
財
源
に
充
て
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
財
務
大
臣
に
提
出
し
、
当
該
次
の
中
期
目
標
の
期
間
の
最
初
の
事
業

年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

２

前
項
の
承
認
申
請
書
に
は
、
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定

め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
国
庫
納
付
金
の
計
算
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
添
付
し
た
同
条
に
規
定
す
る
書
類
を
重

ね
て
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

○

独
立
行
政
法
人
造
幣
局
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
積
立
金
の
処
分
）

第
十
五
条

造
幣
局
は
、
毎
事
業
年
度
、
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
本
文
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
整
理
」
と
い
う
。
）
を

行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
積
立
金
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
つ
い
て
財
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
よ
り
計
算
し
た
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

２

造
幣
局
は
、
前
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
積
立
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
て
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
余
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
財
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
金
額
を
、
対
象

事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
に
係
る
通
則
法
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
事
業
計
画
（
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、

そ
の
変
更
後
の
も
の
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
次
の
事
業
年
度
に
お
け
る
第
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
の
財
源
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
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３

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
八
十
二
号
）
（
抄
）

（
国
庫
納
付
金
の
納
付
の
手
続
）

第
一
条

独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
（
以
下
「
印
刷
局
」
と
い
う
。
）
は
、
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
「
国
庫
納
付
金
」
と
い
う
。
）
を
納
付
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
庫
納
付
金
の
計
算
書
に
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年

法
律
第
百
三
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
（
以
下
「
中
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
最
後
の
事
業
年
度
（
以
下
「
期
間

最
後
の
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
当
該
国
庫
納
付
金
の
計
算
の
基
礎
を

明
ら
か
に
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
こ
れ
を
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
庫
納
付
金
の
納
付
期
限
）

第
二
条

国
庫
納
付
金
は
、
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
七
月
十
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
積
立
金
の
処
分
に
係
る
承
認
の
手
続
）

第
四
条

印
刷
局
は
、
法
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
残
余
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
同
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る

業
務
の
財
源
に
充
て
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
財
務
大
臣
に
提
出
し
、
当
該
次
の
中
期
目
標
の
期
間
の
最
初
の
事
業

年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

２

前
項
の
承
認
申
請
書
に
は
、
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定

め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
国
庫
納
付
金
の
計
算
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
添
付
し
た
同
条
に
規
定
す
る
書
類
を
重

ね
て
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

○

独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
一
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
積
立
金
の
処
分
）
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第
十
五
条

印
刷
局
は
、
毎
事
業
年
度
、
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
本
文
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
整
理
」
と
い
う
。
）
を

行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
積
立
金
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
つ
い
て
財
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
よ
り
計
算
し
た
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

２

印
刷
局
は
、
前
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
積
立
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
て
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
余
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
財
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
金
額
を
、
対
象

事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
に
係
る
通
則
法
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
事
業
計
画
（
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、

そ
の
変
更
後
の
も
の
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
次
の
事
業
年
度
に
お
け
る
第
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
の
財
源
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

○

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
百
二
十
四
号
）
（
抄
）

（
一
般
会
計
の
負
担
に
属
す
る
公
債
及
び
借
入
金
か
ら
除
か
れ
る
も
の
）

第
四
十
一
条

法
第
四
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

四

高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
九
十
三
号
）
附
則
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
法
附

則
第
六
十
七
条
第
一
項
第
十
二
号
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
国
立
高
度
専
門
医
療
セ
ン
タ
ー
特
別
会
計
か
ら
一
般
会
計
に
承
継
さ
れ
た
借
入
金

（
燃
料
安
定
供
給
対
策
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
高
度
化
対
策
に
係
る
財
政
上
の
措
置
等
）

第
五
十
条

（
略
）

２
～
８

（
略
）

９

法
第
八
十
五
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
措
置
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

一

（
略
）

二

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
が
行
う
可
燃
性
天
然
ガ
ス
及
び
石
炭
の
利
用
若
し
く
は
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
及
び
利
用

又
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
を
促
進
す
る
た
め
の
情
報
の
収
集
及
び
提
供
並
び
に
技
術
に
関
す
る
指
導
に
要
す
る
費
用
に
係
る
補
助
金
の
交
付

三

（
略
）
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（
電
源
立
地
対
策
、
電
源
利
用
対
策
及
び
原
子
力
安
全
規
制
対
策
に
係
る
財
政
上
の
措
置
等
）

第
五
十
一
条

法
第
八
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
財
政
上
の
措
置
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

一

（
略
）

二

整
備
法
第
二
条
に
規
定
す
る
発
電
用
施
設
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
発
電
用
施
設
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
原
子
力
発
電
施
設
若
し
く
は
原
子
力
発
電
に
使

用
さ
れ
る
核
燃
料
物
質
の
再
処
理
施
設
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
再
処
理
施
設
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
原
子
力
発
電
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
施
設
（
以

下
こ
の
節
に
お
い
て
「
原
子
力
発
電
施
設
等
」
と
総
称
す
る
。
）
の
設
置
が
そ
の
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
、
若
し
く
は
予
定
さ
れ
て
い
る
都
道
府
県
（
以
下

こ
の
号
並
び
に
第
七
項
第
一
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
「
所
在
都
道
府
県
」
と
い
う
。
）
又
は
所
在
都
道
府
県
に
隣
接
す
る
都
道
府
県
（
経
済
産
業
大
臣
が
定

め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対
し
て
行
う
イ
に
掲
げ
る
交
付
金
の
交
付
、
再
処
理
施
設
で
あ
っ
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
規
模
以
上
の
も
の

（
ロ
に
お
い
て
「
大
型
再
処
理
施
設
」
と
い
う
。
）
の
設
置
が
そ
の
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
、
又
は
予
定
さ
れ
て
い
る
都
道
府
県
に
対
し
て
行
う
ロ
に
掲
げ

る
交
付
金
の
交
付
、
所
在
都
道
府
県
に
対
し
て
行
う
ハ
に
掲
げ
る
交
付
金
の
交
付
、
所
在
都
道
府
県
又
は
原
子
力
発
電
施
設
等
の
設
置
が
そ
の
区
域
内
に
お
い

て
行
わ
れ
、
若
し
く
は
予
定
さ
れ
て
い
る
市
町
村
（
ニ
及
び
第
十
号
ロ
に
お
い
て
「
所
在
市
町
村
」
と
い
う
。
）
に
隣
接
す
る
市
町
村
（
整
備
法
第
四
条
第
七

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
同
条
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
公
共
用
施
設
整
備
計
画
が
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
後
段

に
規
定
す
る
市
町
村
に
該
当
す
る
市
町
村
を
含
み
、
整
備
法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
便
性
向
上
等
事
業
計
画

が
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
整
備
法
第
四
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
後
段
に
規
定
す
る
市
町
村
に
該
当
す

る
市
町
村
を
含
む
。
ニ
及
び
第
十
号
ロ
に
お
い
て
「
隣
接
市
町
村
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
区
域
に
含
む
都
道
府
県
に
対
し
て
行
う
ニ
に
掲
げ
る
交
付
金
の
交
付
、

所
在
都
道
府
県
若
し
く
は
原
子
力
発
電
施
設
（
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
設
置
（
電
気
の
安
定
供
給
の
確

保
の
た
め
当
該
施
設
の
設
置
が
特
に
重
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
そ
の
区
域
内
に
お
い
て
見
込
ま
れ
る
都
道
府
県
又
は
原
子
力
に
関
す
る
知
識
の

普
及
に
係
る
事
業
を
行
う
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
に
対
し
て
行
う
ホ
に
掲
げ
る
交
付
金
の
交
付
及
び
原
子
力
そ
の
他
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す

る
教
育
に
係
る
環
境
の
整
備
を
行
う
都
道
府
県
に
対
し
て
行
う
ヘ
に
掲
げ
る
交
付
金
の
交
付

イ
～
へ

（
略
）

三
～
十
四

（
略
）

十
五

原
子
力
発
電
施
設
等
（
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
が
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
そ
の
区
域
内
に
お
い
て
設
置
さ
れ
て
い
る
都
道
府

県
の
区
域
内
に
お
け
る
科
学
技
術
の
振
興
の
た
め
の
措
置
（
文
部
科
学
大
臣
が
原
子
力
発
電
施
設
等
の
設
置
及
び
運
転
の
円
滑
化
に
資
す
る
た
め
特
に
必
要
で

あ
る
と
認
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
当
該
都
道
府
県
又
は
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
が
行
う
も
の
に
要
す
る
費
用
に
係
る
補
助
金
の
交

付
十
六
～
十
九

（
略
）
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二
十

次
に
掲
げ
る
施
設
の
設
置
の
必
要
性
に
関
す
る
知
識
の
普
及
（
ロ
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
当
該
施
設
の
設
置
が
見
込
ま
れ
る
地
点
（
電
気
の
安
定

供
給
の
確
保
の
た
め
当
該
施
設
の
設
置
が
特
に
重
要
と
認
め
ら
れ
る
地
点
に
限
る
。
）
の
周
辺
の
地
域
の
住
民
に
対
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
イ
に
掲
げ
る
施

設
の
円
滑
な
設
置
に
資
す
る
た
め
の
電
力
市
場
に
関
す
る
調
査
、
イ
に
掲
げ
る
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
地
点
若
し
く
は
そ
の
設
置
が
見
込
ま
れ
る
地
点
（
電

気
の
安
定
供
給
の
確
保
の
た
め
当
該
施
設
の
設
置
が
特
に
重
要
と
認
め
ら
れ
る
地
点
に
限
る
。
）
の
周
辺
の
地
域
の
振
興
に
資
す
る
先
導
的
な
施
策
で
あ
っ
て

当
該
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
も
の
の
普
及
の
促
進
の
た
め
に
行
う
モ
デ
ル
事
業
又
は
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
地
点
若
し
く
は
そ

の
設
置
が
見
込
ま
れ
る
地
点
（
電
気
の
安
定
供
給
の
確
保
の
た
め
当
該
施
設
の
設
置
が
特
に
重
要
と
認
め
ら
れ
る
地
点
に
限
る
。
）
、
ハ
に
掲
げ
る
施
設
が
設

置
さ
れ
て
い
る
地
点
若
し
く
は
そ
の
設
置
が
見
込
ま
れ
る
地
点
若
し
く
は
ヘ
若
し
く
は
ト
に
掲
げ
る
施
設
の
設
置
が
見
込
ま
れ
る
地
点
の
地
域
を
そ
の
区
域
に

含
む
地
方
公
共
団
体
が
行
う
当
該
地
域
の
振
興
に
関
す
る
計
画
の
作
成
に
必
要
な
情
報
の
提
供
に
要
す
る
費
用
に
係
る
委
託
費
の
交
付

イ

発
電
用
施
設
の
う
ち
原
子
力
発
電
施
設
（
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ

（
略
）

ハ

発
電
用
施
設
の
う
ち
、
再
処
理
施
設
、
軽
水
型
実
用
発
電
用
原
子
炉
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
混
合
酸
化
物
燃
料
（
ウ
ラ
ン
の
酸
化
物
及
び
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

の
酸
化
物
を
含
む
核
燃
料
物
質
を
い
う
。
第
四
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
加
工
施
設
、
実
用
ウ
ラ
ン
濃
縮
施
設
、
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
施
設
（
原
子

力
発
電
施
設
、
発
電
用
原
子
炉
に
燃
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
核
燃
料
物
質
の
再
処
理
施
設
及
び
試
験
検
査
施
設
、
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
施
設
に
係
る
安
全

性
に
関
す
る
研
究
の
用
に
供
さ
れ
る
施
設
（
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
が
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
高
速
増
殖
炉
に
燃
料
と
し
て

使
用
さ
れ
た
核
燃
料
物
質
の
再
処
理
に
必
要
な
技
術
を
実
証
す
る
た
め
の
施
設
（
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
が
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。

）
に
付
随
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
廃
棄
施
設
（
原
子
力
発
電
施
設
か
ら
生
ず
る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
に
限
る
も
の
と
し
、
原
子
力
発
電
施
設
を

設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
に
お
け
る
も
の
で
、
主
と
し
て
当
該
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
生
ず
る
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
た
め
の
も
の
を
除
く
。

第
二
十
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

ニ

発
電
用
施
設
の
う
ち
高
速
増
殖
炉
（
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
が
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）

ホ

発
電
用
施
設
の
う
ち
、
整
備
法
施
行
令
第
三
条
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
施
設
又
は
新
型
転
換
炉
に
燃
料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
核
燃
料
物
質
の

加
工
施
設
（
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
が
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）

ヘ

使
用
済
燃
料
か
ら
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
有
用
物
質
を
分
離
し
た
後
に
残
存
す
る
放
射
性
廃
棄
物
を
固
型
化
し
た
物
の
地
層
に
お
け
る
最
終
的
な
処
分
に

関
す
る
研
究
の
用
に
供
さ
れ
る
施
設
（
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
が
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）

ト

（
略
）

二
十
一

（
略
）

二
十
二

第
二
十
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
若
し
く
は
ト
に
掲
げ
る
発
電
用
施
設
（
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
が
設
置
す
る
再
処
理
施
設
を
除
く
。
）
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の
周
辺
地
域
（
当
該
発
電
用
施
設
の
設
置
が
そ
の
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
、
又
は
予
定
さ
れ
て
い
る
市
町
村
の
区
域
及
び
こ
れ
に
隣
接
す
る
市
町
村
の
区
域

を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
当
該
発
電
用
施
設
の
周
辺
地
域
に
隣
接
す
る
市
町
村
（
経
済
産
業
大
臣
が
当
該
発
電
用
施
設
の
設
置
及
び
運

転
の
円
滑
化
に
資
す
る
た
め
こ
の
号
に
規
定
す
る
措
置
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
区
域
内
に
お
い
て
行
う
工
業

団
地
（
製
造
業
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
事
業
に
係
る
工
場
又
は
事
業
場
の
用
に
供
す
る
た
め
の
敷
地
並
び
に
こ
れ
に
隣
接
し
、
緑
地
、
道
路
そ
の
他
の
施
設
の

用
に
供
す
る
た
め
の
敷
地
と
し
て
計
画
的
に
取
得
さ
れ
、
又
は
造
成
さ
れ
る
一
団
の
土
地
を
い
う
。
）
の
取
得
、
造
成
、
管
理
又
は
譲
渡
に
要
す
る
資
金
に
充

て
る
た
め
の
地
方
債
又
は
借
入
金
に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
者
に
対
し
て
行
う
利
子
補
給
金
の
交
付

二
十
三
・
二
十
四

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
八
十
五
条
第
五
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
補
助
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

一

（
略
）

二

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
が
行
う
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
に
必
要
な
施
設
の
設
置
又
は
改
造
に
要
す
る
費
用
に
係
る
補
助
金
の

交
付

４

法
第
八
十
五
条
第
五
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
補
助
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

一

（
略
）

二

高
速
増
殖
炉
（
実
証
炉
に
限
る
。
）
を
利
用
す
る
原
子
力
発
電
施
設
の
設
置
を
促
進
す
る
た
め
に
行
う
技
術
の
開
発
（
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開

発
機
構
が
行
う
も
の
を
除
く
。
）
及
び
新
型
転
換
炉
（
実
証
炉
に
限
る
。
）
を
利
用
す
る
原
子
力
発
電
施
設
の
設
置
を
促
進
す
る
た
め
に
行
う
技
術
の
開
発
（

法
第
八
十
五
条
第
五
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
出
資
を
受
け
て
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
が
行
う
も
の
を
除
く
。
）
に
要
す
る
費
用
に
係
る

委
託
費
の
交
付

三

（
略
）

四

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
燃
料
に
用
い
る
ウ
ラ
ン
濃
縮
に
関
す
る
技
術
の
開
発
（
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
が
行
う
も
の
を
除
く
。
）

に
要
す
る
費
用
に
係
る
補
助
金
又
は
委
託
費
の
交
付

五
～
十
二

（
略
）

５
・
６

（
略
）

７

法
第
八
十
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
措
置
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

六

発
電
用
施
設
の
う
ち
、
原
子
力
発
電
施
設
（
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
が
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
再
処
理
施
設
そ
の
他
の
原
子
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力
発
電
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
施
設
（
整
備
法
施
行
令
第
三
条
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
施
設
を
除
く
。
）
の
運
転
の
管
理
に
係
る
安
全
性
に
関
す
る

調
査
に
要
す
る
費
用
に
係
る
委
託
費
の
交
付

七
～
十
七

（
略
）

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
会
計
の
所
管
大
臣
の
所
掌
区
分
等
）

第
五
十
二
条

エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
会
計
の
管
理
に
関
す
る
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
所
管
大
臣
が
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

五

電
源
開
発
促
進
勘
定
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
務

文
部
科
学
大
臣

イ

（
略
）

ロ

法
第
八
十
五
条
第
五
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
に
対
す
る
出
資
又
は
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務

ハ

（
略
）

六

電
源
開
発
促
進
勘
定
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
務

文
部
科
学
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
区
分
に
応
じ
、
文
部
科
学
大
臣
又
は
経
済
産
業
大
臣

イ

周
辺
地
域
整
備
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
が
設
置
す
る
原
子
力
発
電
施
設
等
に
係
る
も
の

ロ
～
ホ

（
略
）

七
～
九

（
略
）

２

（
略
）

（
業
務
勘
定
か
ら
他
の
勘
定
へ
の
繰
入
れ
）

第
五
十
七
条

法
第
百
十
四
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
年
金
特
別
会
計
の
業
務
勘
定
か
ら
同
会
計
の
国
民
年
金
勘
定
及
び
厚
生
年
金
勘
定
へ
繰
り
入
れ
る
金
額
は
、

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
の
中
期
目
標
の
期
間
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
期

目
標
の
期
間
を
い
う
。
）
中
に
同
機
構
へ
の
交
付
金
（
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
五
条
第
五
号
に
掲
げ
る
業

務
及
び
同
法
附
則
第
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
に
係
る
交
付
金
に
限
る
。
）
に
充
て
る
た
め
に
法
第
百
十
四
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同

会
計
の
国
民
年
金
勘
定
及
び
厚
生
年
金
勘
定
か
ら
同
会
計
の
業
務
勘
定
に
繰
り
入
れ
た
金
額
の
合
計
額
、
当
該
期
間
中
に
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
第
十

五
条
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
同
法
附
則
第
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
に
つ
い
て
生
じ
た
損
益
の
額
そ
の
他
の
同
法
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

る
納
付
金
が
生
じ
た
要
因
を
勘
案
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
財
務
大
臣
に
協
議
し
て
定
め
る
金
額
と
す
る
。

○

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
（
※
）
（
抄
）
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（
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
の
特
例
）

第
四
十
二
条

（
略
）

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
国
債
（
一
般
会
計
の
負
担
に
属
す
る
公
債
及
び
借
入
金
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
償
還
に
充
て
る
た
め
に
繰
り
入
れ
る
べ
き
金
額
は
、
前
年
度
期
首
に
お
け
る
国
債
の
総
額
の
百
分
の
一
・
六
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

３
～
５

（
略
）

（
目
的
）

第
八
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
節
に
お
い
て
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
高
度
化
対
策
」
と
は
、
内
外
の
経
済
的
社
会
的
環
境
に
応
じ
た
安
定
的
か
つ
適
切
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
構
造
の

構
築
を
図
る
こ
と
が
緊
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
講
じ
ら
れ
る
措
置
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一
・
二

（
略
）

三

前
二
号
に
掲
げ
る
措
置
に
附
帯
し
、
又
は
密
接
に
関
連
す
る
措
置
で
政
令
で
定
め
る
も
の
（
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
高
度

化
対
策
に
係
る
附
帯
事
務
等
に
関
す
る
措
置
」
と
い
う
。
）

４

こ
の
節
に
お
い
て
「
電
源
立
地
対
策
」
と
は
、
発
電
用
施
設
周
辺
地
域
整
備
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
七
条
（
同
法
第
十
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
交
付
金
（
第
九
十
二
条
第
三
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
周
辺
地
域
整
備
交
付
金
」
と
い
う
。
）
の
交
付
及
び

同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
発
電
用
施
設
（
次
項
に
お
い
て
「
発
電
用
施
設
」
と
い
う
。
）
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
安
全
対
策
の
た
め
の
財
政
上
の
措
置
そ
の
他

の
発
電
の
用
に
供
す
る
施
設
の
設
置
及
び
運
転
の
円
滑
化
に
資
す
る
た
め
の
財
政
上
の
措
置
（
第
六
項
の
措
置
に
該
当
す
る
も
の
並
び
に
発
電
の
用
に
供
す
る
施

設
の
設
置
又
は
改
造
及
び
技
術
の
開
発
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

５

こ
の
節
に
お
い
て
「
電
源
利
用
対
策
」
と
は
、
発
電
用
施
設
（
こ
れ
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
施
設
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
利
用
の
促

進
及
び
安
全
の
確
保
並
び
に
発
電
用
施
設
に
よ
る
電
気
の
供
給
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
措
置
（
前
項
及
び
次
項
の
措
置
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ

て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

次
に
掲
げ
る
財
政
上
の
措
置

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

発
電
用
施
設
の
設
置
又
は
改
造
に
係
る
補
助
（
交
付
金
、
委
託
費
そ
の
他
の
給
付
金
の
交
付
を
含
む
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
政
令
で
定
め
る
も
の

ニ

発
電
用
施
設
の
設
置
又
は
改
造
を
促
進
す
る
た
め
の
技
術
の
開
発
に
係
る
補
助
で
政
令
で
定
め
る
も
の
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二
・
三

（
略
）

６

こ
の
節
に
お
い
て
「
原
子
力
安
全
規
制
対
策
」
と
は
、
発
電
用
施
設
周
辺
地
域
整
備
法
第
二
条
に
規
定
す
る
発
電
用
施
設
の
う
ち
原
子
力
発
電
施
設
若
し
く
は

原
子
力
発
電
に
使
用
さ
れ
る
核
燃
料
物
質
の
再
処
理
施
設
そ
の
他
の
原
子
力
発
電
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
施
設
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
加
工
施
設
又
は
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
若
し
く

は
同
法
第
五
十
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
使
用
施
設
等
で
あ
っ
て
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規

定
す
る
原
子
力
事
業
所
に
設
置
さ
れ
る
も
の
に
関
す
る
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
の
措
置
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

７

（
略
）

（
他
の
勘
定
へ
の
繰
入
れ
）

第
百
十
四
条

（
略
）

２
～
８

（
略
）

９

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
に
相
当
す
る
金
額
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
業
務
勘
定
か
ら
国
民
年

金
勘
定
及
び
厚
生
年
金
勘
定
に
繰
り
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

○

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
四
十
三
号
）
（
抄
）

（
教
育
施
設
の
範
囲
）

第
五
条

法
別
表
第
一
第
二
号
の
中
欄
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
教
育
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

五

独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
、
独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
又
は
独
立
行
政
法
人
航
空
大
学
校

六
～
九

（
略
）

○

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）
（
抄
）

（
業
務
の
範
囲
）
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第
十
一
条

公
庫
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

別
表
第
一
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
金
を
貸
し
付
け
る
業
務
（
同
表
第
十
四
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
金
を
貸
し

付
け
る
業
務
に
あ
っ
て
は
、
当
該
資
金
を
調
達
す
る
た
め
に
新
た
に
発
行
す
る
社
債
（
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五

号
）
第
六
十
六
条
第
一
号
に
規
定
す
る
短
期
社
債
を
除
く
。
第
五
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
応
募
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
取
得
す
る
業
務
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
。

二
～
六

（
略
）

２
・
３

（
略
）

別
表
第
一
（
第
十
一
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二

教
育
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
高
等
学
校
、
高
等
専

小
口
の
教
育
資
金
（
教
育
を
受
け
る
者
又
は
そ
の

門
学
校
又
は
大
学
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
教
育
施
設
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
お

者
の
親
族
が
、
教
育
を
受
け
、
又
は
受
け
さ
せ
る

い
て
行
わ
れ
る
教
育
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
る
者
又
は
そ
の

た
め
に
必
要
な
資
金
を
い
う
。
）

者
の
親
族
で
あ
っ
て
、
そ
の
所
得
の
水
準
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

【
文
部
科
学
省
関
係
】

○

教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
六
号
）
（
抄
）

第
十
三
条

（
略
）

２

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。
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一
・
二

（
略
）

三

当
該
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
を
共
同
研
究
等
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
共
同
研
究
等
を
行
う
国
及
び
特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
者
か
ら
の
要

請
が
あ
る
こ
と
。

３

各
省
各
庁
の
長
等
（
財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長
及
び
特
定
独
立
行
政
法
人
の
長
を
い
う
。

）
は
、
職
員
の
退
職
に
際
し
、
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
う
ち
に
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
と
し
て
共
同
研
究
等
に
従
事
す
る
た
め
国
家
公
務
員
法
第
七
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
休
職
に
さ
れ
た
期
間
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
休
職
に
係
る
期
間
（
そ
の
期
間
が
更
新
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
更
新
に
係
る
期
間
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
当
該
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
と
し
て
の
当
該
共
同
研
究
等
へ
の
従
事
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当

す
る
こ
と
に
つ
き
、
文
部
科
学
大
臣
に
お
い
て
当
該
休
職
前
（
更
新
に
係
る
場
合
に
は
、
当
該
更
新
前
）
に
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
い
る
と
き
に
限
り
、

当
該
休
職
に
係
る
期
間
に
つ
い
て
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

５

第
三
項
の
承
認
に
係
る
共
同
研
究
等
に
従
事
し
た
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
は
、
当
該
共
同
研
究
等
を
行
う
国
及
び
特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
者
か
ら
前
項

に
規
定
す
る
退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
た
と
き
は
、
所
得
税
法
第
二
百
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
源
泉
徴
収
票
（
源
泉
徴
収
票
の
交
付
の

な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
）
を
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
、
文
部
科
学
大
臣
は
そ
の
写
し
を
内
閣
総
理
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○

教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
（
※
）
（
抄
）

第
三
十
四
条

研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
（
政
令
で
定
め
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
国
及
び
行
政
執
行
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
者
が
国
若
し
く
は
指
定
行
政
執
行
法
人
（
行
政

執
行
法
人
の
う
ち
、
そ
の
業
務
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
国
の
行
う
研
究
と
同
等
の
公
益
性
を
有
す
る
研
究
を
行
う
も
の
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
指

定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
共
同
し
て
行
う
研
究
又
は
国
若
し
く
は
指
定
行
政
執
行
法
人
の
委
託
を
受
け
て
行
う
研
究
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
共
同
研
究
等
」
と
い
う
。
）
に
従
事
す
る
た
め
国
家
公
務
員
法
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
休
職
に
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
共
同
研
究

等
へ
の
従
事
が
当
該
共
同
研
究
等
の
効
率
的
実
施
に
特
に
資
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
に
関
す
る

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
六
条
の
四
第
一
項
及
び
第
七
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
休
職
に
係
る

期
間
は
、
同
法
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
現
実
に
職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し
な
い
期
間
に
は
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

２
・
３

（
略
）



- 158 -

○

著
作
権
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
（
抄
）

別
表
（
第
六
十
五
条
関
係
）

一

独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構

二
～
四

（
略
）

五

独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所

六
～
九

（
略
）

十

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所

十
一
～
十
五

（
略
）

○

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
（
抄
）

（
裁
定
に
関
す
る
手
続
及
び
基
準
）

第
七
十
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
を
納
付
す
べ
き
者
が
国
又
は
独
立
行
政
法
人
の
う
ち
業
務
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る

も
の
（
第
七
十
八
条
第
六
項
及
び
第
百
七
条
第
二
項
に
お
い
て
「
国
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

３
～
８

（
略
）

○

発
電
用
施
設
周
辺
地
域
整
備
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
九
十
三
号
）
（
抄
）

（
発
電
用
施
設
の
設
置
者
）

第
一
条

発
電
用
施
設
周
辺
地
域
整
備
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
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条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
一
般
電
気
事
業
者
、
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
卸
電
気
事
業
者
、
同
項
第
八
号
に
規
定
す
る
特
定
規
模
電
気
事
業
者
、
同
項
第
十

二
号
に
規
定
す
る
卸
供
給
事
業
者
及
び
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

○

発
電
用
施
設
周
辺
地
域
整
備
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
七
十
八
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
発
電
用
施
設
」
と
は
、
原
子
力
発
電
施
設
、
水
力
発
電
施
設
若
し
く
は
地
熱
発
電
施
設
又
は
火
力
発
電
施
設
（
沖
縄
県
の
区
域
に

設
置
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
、
政
令
で
定
め
る
者
が
設
置
す
る
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
の
も
の
及
び
原
子
力
発
電
に
使
用
さ
れ
る
核
燃
料
物
質
の
再
処
理

施
設
そ
の
他
の
原
子
力
発
電
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
施
設
で
、
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

○

文
化
財
保
護
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）
（
抄
）

（
法
第
九
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
）

第
一
条

文
化
財
保
護
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
九
州
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
、
港
務
局
、
四
国
旅
客
鉄
道
株

式
会
社
、
首
都
高
速
道
路
株
式
会
社
、
新
関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
、
地
方
道
路
公
社
、
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
、
独

立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
、
独

立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
独

立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人

労
働
者
健
康
福
祉
機
構
、
土
地
開
発
公
社
、
中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
成
田
国
際
空
港
株
式
会
社
、
西
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式

会
社
、
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
、
日
本
勤
労
者
住
宅
協
会
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
日
本
放
送
協
会
、
日
本
郵
便
株
式
会
社
、
阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社
、

東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
北
海
道
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
、
本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
株
式
会
社
及
び
地
方
公
共
団
体
の
全
額

出
資
に
係
る
法
人
で
文
化
庁
長
官
の
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

８

法
第
九
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
が
行
う
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
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九
十
八
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
第
一
条
及
び
前
項
に

規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
と
す
る
。

○

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
国
の
機
関
等
が
行
う
発
掘
に
関
す
る
特
例
）

第
九
十
四
条

国
の
機
関
、
地
方
公
共
団
体
又
は
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
設
立
に
係
る
法
人
で
政
令
の
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
九
十
七
条
に
お

い
て
「
国
の
機
関
等
」
と
総
称
す
る
。
）
が
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
目
的
で
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
を
発
掘
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条

の
規
定
を
適
用
し
な
い
も
の
と
し
、
当
該
国
の
機
関
等
は
、
当
該
発
掘
に
係
る
事
業
計
画
の
策
定
に
当
た
つ
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
文
化
庁
長
官
に
そ
の
旨
を
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
５

（
略
）

○

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
二
百
八
十
七
号
）
（
抄
）

別
表
（
第
三
条
関
係
）

一

独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構

二
～
四
（
略
）

五

独
立
行
政
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構

六

独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所

七

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構

八

独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所

九
～
十

（
略
）

十
一

独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所

十
二
～
十
六

（
略
）
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十
七

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構

十
八

独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所

十
九

独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所

二
十

独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー

二
十
一

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所

二
十
二

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

二
十
三

（
略
）

二
十
四

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所

二
十
五

（
略
）

二
十
六

独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所

二
十
七

独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所

二
十
八

（
略
）

二
十
九

独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所

三
十

独
立
行
政
法
人
港
湾
空
港
技
術
研
究
所

三
十
一

独
立
行
政
法
人
電
子
航
法
研
究
所

三
十
二
～
三
十
四

（
略
）

三
十
五

独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所

三
十
六
～
四
十
二

（
略
）

○

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
五
号
）
（
抄
）

第
二
十
六
条

指
定
登
録
機
関
が
登
録
事
務
（
第
四
条
に
規
定
す
る
公
示
を
除
く
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
前
条
又
は
著
作
権
法
第
七
十
八
条
第
五
項
の
規
定
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
を
納
付
す
べ
き
者
が
国
又
は
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法

人
（
そ
の
業
務
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。



- 162 -

○

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
三
百
五
十
四
号
）
（
抄
）

（
不
要
財
産
に
係
る
国
庫
納
付
等
）

第
十
五
条
の
二

法
第
三
十
八
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
四
十
六
条
の
二
第
六
項
の
政
府
出
資
等
に
係
る
不
要
財
産
の
処
分
に
関
し
必

要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
の
組
織
、
運
営
及
び
管
理
に
係
る
共
通
的
な
事
項
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
十
六
号
）
第
二
条
の
二

か
ら
第
二
条
の
六
ま
で
、
第
二
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
条
の
八
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
独
立
行
政
法
人
」
と
あ
る

の
は
「
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
」
と
、
「
主
務
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
」
と
、
同
令
第
二
条
の
二
、
第
二
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項

及
び
第
四
項
、
第
二
条
の
六
、
第
二
条
の
七
第
一
項
並
び
に
第
二
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
通
則
法
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業

団
法
第
三
十
八
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
通
則
法
」
と
、
同
令
第
二
条
の
二
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
条
の
四
第
一
項
第
七
号
中
「
支
出
の
額
、
会
計
の
区

分
」
と
あ
る
の
は
「
支
出
の
額
」
と
、
同
令
第
二
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
条
の
五
第
一
項
中
「
通
則
法
第
四
十
四
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
私
立
学
校

振
興
・
共
済
事
業
団
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
通
則
法
第
三
十
条
第
一
項
」
と
、
「
通
則
法
第
三
十
条
第
二
項
第
四
号
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第

二
項
第
四
号
の
二
」
と
、
同
令
第
二
条
の
七
第
一
項
中
「
当
該
不
要
財
産
に
係
る
政
府
の
出
資
又
は
支
出
に
係
る
会
計
」
と
あ
る
の
は
「
一
般
会
計
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

○

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
不
要
財
産
に
係
る
国
庫
納
付
等
）

第
三
十
八
条
の
二

独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
八
条
第
三
項
及
び
第
四
十
六
条
の
二
の
規
定
は
、
事
業
団
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「

重
要
な
財
産
」
と
あ
る
の
は
「
重
要
な
財
産
（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
経
理
に
係
る
勘
定
に
属
す
る
も
の
に
限
る
。

）
」
と
、
「
主
務
省
令
（
当
該
独
立
行
政
法
人
を
所
管
す
る
内
閣
府
又
は
各
省
の
内
閣
府
令
又
は
省
令
を
い
う
。
た
だ
し
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
所
管
す
る
独

立
行
政
法
人
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
省
令
」
と
、
「
業
務
を
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第

二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
助
成
業
務
を
」
と
、
「
第
四
十
六
条
の
二
又
は
第
四
十
六
条
の
三
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
六
条
の
二
」
と
、
同
条
第
一
項
か
ら

第
四
項
ま
で
の
規
定
中
「
主
務
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
」
と
、
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
中
期
目
標
管
理
法
人
」
と
あ

る
の
は
「
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
」
と
、
「
中
期
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
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第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
期
計
画
」
と
、
「
第
三
十
条
第
二
項
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
二
項
第
五
号
」
と
、
「
、
国
立
研
究
開
発
法
人
の
中
長

期
計
画
に
お
い
て
第
三
十
五
条
の
五
第
二
項
第
五
号
の
計
画
を
定
め
た
場
合
又
は
行
政
執
行
法
人
の
事
業
計
画
に
お
い
て
第
三
十
五
条
の
十
第
三
項
第
五
号
の
計

画
を
定
め
た
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
で
あ
っ
て
、
そ
の
計
画
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

○

文
部
科
学
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
一
号
）
（
抄
）

（
大
臣
官
房
の
所
掌
事
務
）

第
三
条

大
臣
官
房
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
二
十
三

（
略
）

二
十
四

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
庶
務
（
初
等
中
等
教
育
分
科
会
、
高
等
教
育
分
科
会
、
社
会
教
育
分
科
会
、
ス
ポ
ー
ツ
・
青
少
年
分
科
会
、
科
学
技
術

・
学
術
分
科
会
及
び
文
化
分
科
会
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
五
～
四
十
四

（
略
）

２

文
教
施
設
企
画
部
は
、
前
項
第
二
十
九
号
か
ら
第
四
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
生
涯
学
習
政
策
局
の
所
掌
事
務
）

第
四
条

生
涯
学
習
政
策
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
二
十
七

（
略
）

二
十
八

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
社
会
教
育
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
九
～
三
十
一

（
略
）

（
科
学
技
術
・
学
術
政
策
局
の
所
掌
事
務
）

第
七
条

科
学
技
術
・
学
術
政
策
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
二
十
八

（
略
）

二
十
九

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
科
学
技
術
・
学
術
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

三
十

（
略
）

三
十
一

独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

（
研
究
振
興
局
の
所
掌
事
務
）
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第
八
条

研
究
振
興
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
十
三

（
略
）

十
四

独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
の
行
う
科
学
技
術
に
関
す
る
試
験
及
び
研
究
（
基
盤
的
研
究
開
発
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
五
～
十
九

（
略
）

二
十

独
立
行
政
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
及
び
独
立
行
政
法
人
理
化
学
研

究
所
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

（
研
究
開
発
局
の
所
掌
事
務
）

第
九
条

研
究
開
発
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
十
六

（
略
）

十
七

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
に
お
け
る
学
術
研
究
及
び
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

（
略
）

十
九

独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
及
び
独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に

関
す
る
こ
と
。

二
十

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一
・
二
十
二

（
略
）

（
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条

政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
五

（
略
）

六

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
庶
務
（
初
等
中
等
教
育
分
科
会
、
高
等
教
育
分
科
会
、
社
会
教
育
分
科
会
、
ス
ポ
ー
ツ
・
青
少
年
分
科
会
、
科
学
技
術
・
学

術
分
科
会
及
び
文
化
分
科
会
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

七

（
略
）

（
社
会
教
育
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
条

社
会
教
育
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
八

（
略
）

九

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
社
会
教
育
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十

（
略
）
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（
初
等
中
等
教
育
企
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
四
条

初
等
中
等
教
育
企
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
十
一

（
略
）

十
二

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
初
等
中
等
教
育
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

（
略
）

（
高
等
教
育
企
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
五
条

高
等
教
育
企
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
八

（
略
）

九

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
高
等
教
育
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十
・
十
一

（
略
）

（
企
画
評
価
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
六
条

企
画
評
価
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
七

（
略
）

八

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
科
学
技
術
・
学
術
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
人
材
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
七
条

人
材
政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
六

（
略
）

七

独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

（
基
礎
研
究
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
六
十
三
条

基
礎
研
究
振
興
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三

（
略
）

四

独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
の
行
う
科
学
技
術
に
関
す
る
試
験
及
び
研
究
（
基
盤
的
研
究
開
発
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

五

（
略
）

六

独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

（
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
課
の
所
掌
事
務
）

第
六
十
八
条

ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
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一
～
七

（
略
）

八

独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

（
参
事
官
の
職
務
）

第
六
十
九
条

参
事
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

一
～
八

（
略
）

九

独
立
行
政
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

（
地
震
・
防
災
研
究
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
十
二
条

地
震
・
防
災
研
究
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
五

（
略
）

六

独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

（
海
洋
地
球
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
十
三
条

海
洋
地
球
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
六

（
略
）

七

独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

（
宇
宙
開
発
利
用
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
十
五
条

宇
宙
開
発
利
用
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
八

（
略
）

九

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
に
お
け
る
学
術
研
究
及
び
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

十

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

（
原
子
力
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
十
六
条

原
子
力
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
十
一

（
略
）

十
二

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

（
ス
ポ
ー
ツ
・
青
少
年
企
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
十
九
条

ス
ポ
ー
ツ
・
青
少
年
企
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
八

（
略
）
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九

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
ス
ポ
ー
ツ
・
青
少
年
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十
・
十
一

（
略
）

（
長
官
官
房
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
五
条

長
官
官
房
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
二
十
三

（
略
）

二
十
四

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
文
化
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
五

（
略
）

（
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
条

政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
二
十
六

（
略
）

二
十
七

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
文
化
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
八

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
施
行
令
等
の
規
定
の
技
術
的
読
替
え
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第

三
百
二
十
七
号
）
（
抄
）

独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
施
行
令
等
の
規
定
の
技
術
的
読
替
え
等
に
関
す
る
政
令

（
技
術
的
読
替
え
）

第
一
条

独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
法
令
の
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
第
一
条
の
表
の
下
欄

主
務
大
臣

独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
四
年
政
令
第
三
百
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四
十
五
号
）
第
二
条
の
表
の
下
欄

（
医
療
法
施
行
令
第
四
条
の
五
の
規
定
の
適
用
の
特
例
）

第
二
条

医
療
法
施
行
令
第
四
条
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
は
、
国
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条

の
表
の
下
欄
中
「
主
務
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

○

国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
他
の
法
令
の
適
用
）

第
十
八
条

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
六
条
及
び
看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
十
三

条
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
並
び
に
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
研

究
所
は
、
国
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
関
し
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

○

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
（
抄
）

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
施
行
令

（
評
価
委
員
の
任
命
等
）

第
一
条

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
五
項
の
評
価
委
員
は
、
必
要
の
都
度
、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
き
文
部

科
学
大
臣
が
任
命
す
る
。

一
～
三

（
略
）

四

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の
役
員

一
人

五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
積
立
金
の
処
分
に
係
る
承
認
の
手
続
）
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第
六
条

機
構
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
中
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
最
後
の
事
業
年
度
（
以
下
「
期
間
最
後
の
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
に
係
る
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
法
第
二
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
財
源
に
充
て
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

承
認
申
請
書
を
同
項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
（
次
条
に
お
い
て
単
に
「
主
務
大
臣
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
、
当
該
次
の
中
期
目
標
の
期
間
の
最
初
の
事
業
年
度

の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

（
国
庫
納
付
金
の
納
付
の
手
続
）

第
七
条

機
構
は
、
法
第
二
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
「
国
庫
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
計
算
書
に
、

当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
当
該
国
庫
納
付
金
の
計
算
の
基
礎
を
明
ら

か
に
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
こ
れ
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
前
条
第
一
項
の
承
認
申
請
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
添
付
し
た
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
を
重
ね
て
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

（
略
）

○

国
立
研
究
開
発
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
資
本
金
）

第
六
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
出
資
の
目
的
と
す
る
土
地
等
の
価
額
は
、
出
資
の
日
現
在
に
お
け
る
時
価
を
基
準
と
し
て
評
価
委
員
が
評
価
し
た
価
額
と
す
る
。

６

（
略
）

（
積
立
金
の
処
分
）

第
二
十
三
条

（
略
）

２

機
構
は
、
前
項
に
規
定
す
る
積
立
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
金
額
を
控
除
し
て
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
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余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
三
十
九
号
）
（
抄
）

独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
施
行
令

（
評
価
委
員
の
任
命
等
）

第
一
条

独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
五
項
の
評
価
委
員
は
、
必
要
の
都
度
、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
き
文
部
科
学

大
臣
が
任
命
す
る
。

一
・
二

（
略
）

三

独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の
役
員

一
人

四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
積
立
金
の
処
分
に
係
る
承
認
の
手
続
）

第
九
条

機
構
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
（
以
下
「
中
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
最
後
の
事

業
年
度
（
以
下
「
期
間
最
後
の
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
に
係
る
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
法
第
二
十
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
財
源
に
充
て
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
、
当
該
次
の
中
期
目
標
の
期
間
の
最
初
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
同
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

（
国
庫
納
付
金
の
帰
属
す
る
会
計
）

第
十
二
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
が
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
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律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
補
助
金
等
と
し
て
指
定
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
平
成
二
十
四
年

度
以
降
に
お
け
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
の
予
算
に
計
上
さ
れ
た
も
の
の
交
付
を
受
け
て
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）

第
二
百
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
復
興
施
策
に
関
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
復
興
施
策
に
関
す
る
業
務
に
係
る
国
庫
納
付
金
で
一
般
勘
定
に
お

け
る
も
の
は
、
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
に
帰
属
す
る
。

３

（
略
）

４

前
項
に
規
定
す
る
出
資
額
は
、
法
第
二
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
残
余
の
額
を
生
じ
た
中
期
目
標
の
期
間
の
開
始
の
日
に
お
け
る
一
般
会
計
又
は
財
政
投
融
資

特
別
会
計
の
投
資
勘
定
か
ら
の
出
資
額
（
同
日
後
当
該
中
期
目
標
の
期
間
中
に
一
般
会
計
又
は
財
政
投
融
資
特
別
会
計
の
投
資
勘
定
か
ら
機
構
に
出
資
が
あ
っ
た

と
き
は
、
当
該
出
資
が
あ
っ
た
日
か
ら
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
末
日
ま
で
の
日
数
を
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
日
数
で
除
し
て
得
た
数
を
当
該
出
資
が
あ
っ
た

金
額
に
乗
じ
て
得
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
え
た
額
）
と
す
る
。

（
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
国
庫
に
納
付
す
べ
き
額
の
納
付
の
手
続
等
）

第
十
三
条

前
三
条
の
規
定
は
、
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
国
庫
に
納
付
す
べ
き
額
を
国
庫
に
納
付
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条

第
一
項
及
び
第
十
一
条
中
「
期
間
最
後
の
事
業
年
度
」
と
あ
り
、
並
び
に
前
条
第
三
項
中
「
中
期
目
標
の
期
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
事
業
年
度
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

○

国
立
研
究
開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
資
本
金
）

第
六
条

機
構
の
資
本
金
は
、
附
則
第
三
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
政
府
及
び
政
府
以
外
の
者
か
ら
出
資
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
金
額
の

合
計
額
と
す
る
。

２
～
４

（
略
）

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
出
資
の
目
的
と
す
る
土
地
等
の
価
額
は
、
出
資
の
日
現
在
に
お
け
る
時
価
を
基
準
と
し
て
評
価
委
員
が
評
価
し
た
価
額
と
す
る
。

６
・
７

（
略
）

（
利
益
及
び
損
失
の
処
理
の
特
例
等
）

第
二
十
条

（
略
）

２

（
略
）
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３

機
構
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
積
立
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
金
額
を
控
除
し
て
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
～
６

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
四
十
号
）
（
抄
）

独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
法
施
行
令

（
評
価
委
員
の
任
命
等
）

第
一
条

独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
五
項
の
評
価
委
員
は
、
必
要
の
都
度
、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
き
文
部
科
学
大
臣

が
任
命
す
る
。

一
・
二

（
略
）

三

独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
（
以
下
「
研
究
所
」
と
い
う
。
）
の
役
員

一
人

四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

○

国
立
研
究
開
発
法
人
理
化
学
研
究
所
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
資
本
金
）

第
五
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
出
資
の
目
的
と
す
る
土
地
等
の
価
額
は
、
出
資
の
日
現
在
に
お
け
る
時
価
を
基
準
と
し
て
評
価
委
員
が
評
価
し
た
価
額
と
す
る
。

６

（
略
）
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○

国
立
大
学
法
人
評
価
委
員
会
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
四
十
一
号
）
（
抄
）

（
評
価
結
果
に
係
る
意
見
申
立
て
の
機
会
の
付
与
等
）

第
九
条

委
員
会
は
、
準
用
通
則
法
（
国
立
大
学
法
人
法
第
三
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
事
業
年
度
に
係
る
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
通
知
を
す
る
前
に
、
当
該
評
価
の
対
象
と
な
っ
た
国
立
大
学
法
人
及
び
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
に
意
見
の
申
立
て
の
機
会
を
付
与
す
る
も
の
と
す
る
。

２

委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
申
立
て
の
機
会
を
付
与
さ
れ
た
国
立
大
学
法
人
又
は
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
か
ら
意
見
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
意
見
を
当
該
評
価
の
結
果
と
併
せ
て
準
用
通
則
法
第
三
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
し
、
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表

を
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
準
用
通
則
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
に
係
る
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
の
結
果
を
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
準
用
通
則
法
第
三
十
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
し
、
及
び
公
表
を
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

○

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
規
定
の
準
用
）

第
三
十
五
条

独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
三
条
、
第
七
条
第
二
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
、
第
十
一
条
、
第
十
四
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
、
第
二
十
一
条
の
四
、

第
二
十
一
条
の
五
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
八
条
、
第
二
十
八
条
の
四
、
第
三
十
一
条
、

第
三
十
六
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
、
第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十
条
の
十
ま
で
、
第
六
十
四
条
並
び
に
第
六
十
六
条
の
規
定
は
、
国
立
大
学
法
人
等
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
を
除
く
。
）
中
「
主
務
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
」
と
、
「

主
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
省
令
」
と
、
「
中
期
目
標
管
理
法
人
の
」
と
あ
る
の
は
「
国
立
大
学
法
人
等
の
」
と
、
「
中
期
目
標
管
理
法
人
は
」
と
あ

る
の
は
「
国
立
大
学
法
人
等
は
」
と
、
「
中
期
目
標
管
理
法
人
と
」
と
あ
る
の
は
「
国
立
大
学
法
人
等
と
」
と
、
「
中
期
目
標
管
理
法
人
が
」
と
あ
る
の
は
「
国

立
大
学
法
人
等
が
」
と
、
「
中
期
目
標
管
理
法
人
に
」
と
あ
る
の
は
「
国
立
大
学
法
人
等
に
」
と
、
「
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
国
立
大
学

法
人
等
役
職
員
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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読
み
替
え
ら
れ
る
独
立
行
政
法

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

人
通
則
法
の
規
定

第
三
条
第
三
項

個
別
法

国
立
大
学
法
人
法

第
十
四
条
第
一
項

長
（
以
下
「
法
人
の
長
」
と
い
う
。
）

学
長
（
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
に
あ
っ
て
は
、
機
構

長
。
以
下
同
じ
。
）

第
十
四
条
第
二
項

法
人
の
長

学
長

こ
の
法
律

国
立
大
学
法
人
法

第
十
四
条
第
三
項

第
二
十
条
第
一
項

国
立
大
学
法
人
法
第
十
二
条
第
七
項
（
大
学
共
同
利
用
機

関
法
人
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用

す
る
同
項
）

法
人
の
長

学
長

第
十
五
条
第
二
項
、
第
十
六

法
人
の
長

学
長

条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五

条
及
び
第
二
十
六
条

第
二
十
八
条
第
二
項

個
別
法

国
立
大
学
法
人
法

第
二
十
八
条
の
四

第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
若
し
く

国
立
大
学
法
人
法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項

は
第
二
項
又
は
第
三
十
五
条
の
十
一
第
一
項
若
し
く
は
第
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二
項

第
三
十
条
第
一
項
の
中
期
計
画
及
び
第
三
十
一
条
第
一
項

同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
期
計
画
（
以
下

の
年
度
計
画
、
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
の
中
長
期
計
画

「
中
期
計
画
」
と
い
う
。
）
及
び
第
三
十
一
条
第
一
項
の

及
び
第
三
十
五
条
の
八
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

年
度
計
画

第
三
十
一
条
第
一
項
の
年
度
計
画
又
は
第
三
十
五
条
の
十

第
一
項
の
事
業
計
画

第
三
十
一
条
第
一
項

中
期
目
標
管
理
法
人

国
立
大
学
法
人
等
（
国
立
大
学
法
人
法
第
二
条
第
五
項
に

規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

前
条
第
一
項

同
法
第
三
十
一
条
第
一
項

主
務
省
令

文
部
科
学
省
令

主
務
大
臣

文
部
科
学
大
臣

第
三
十
一
条
第
二
項

前
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
後

国
立
大
学
法
人
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た

後

第
三
十
八
条
第
二
項

（
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
会
計
監
査
人
の
監
査
を
受

及
び
会
計
監
査
報
告

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
独
立
行
政
法
人
に
あ
っ
て
は
、
監

査
報
告
及
び
会
計
監
査
報
告
。
以
下
同
じ
。
）

第
三
十
八
条
第
三
項

及
び
監
査
報
告

並
び
に
監
査
報
告
及
び
会
計
監
査
報
告
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第
三
十
八
条
第
四
項
第
二
号

総
務
省
令

文
部
科
学
省
令

第
三
十
九
条
第
一
項

独
立
行
政
法
人
（
そ
の
資
本
の
額
そ
の
他
の
経
営
の
規
模

国
立
大
学
法
人
等

が
政
令
で
定
め
る
基
準
に
達
し
な
い
独
立
行
政
法
人
を
除

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
三
十
九
条
第
二
項
第
二
号

総
務
省
令

文
部
科
学
省
令

第
三
十
九
条
第
三
項

子
法
人
に

子
法
人
（
国
立
大
学
法
人
法
第
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す

る
国
立
大
学
法
人
の
子
法
人
及
び
同
法
第
二
十
五
条
第
七

項
に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
の
子
法
人
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に

第
三
十
九
条
の
二
第
一
項

個
別
法

国
立
大
学
法
人
法

第
四
十
二
条

財
務
諸
表
承
認
日

財
務
諸
表
承
認
日
（
国
立
大
学
法
人
法
第
三
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項

の
財
務
諸
表
の
承
認
の
日
を
い
う
。
）

第
四
十
四
条
第
三
項

中
期
目
標
管
理
法
人
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人

国
立
大
学
法
人
等

第
三
十
条
第
一
項

国
立
大
学
法
人
法
第
三
十
一
条
第
一
項

同
項
の
中
期
計
画

中
期
計
画

同
条
第
二
項
第
七
号
又
は
中
長
期
計
画
（
第
三
十
五
条
の

同
条
第
二
項
第
六
号
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五
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
同
項
の
中
長
期
計
画
（
同
項

後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
そ

の
変
更
後
の
も
の
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
第
三
十

五
条
の
五
第
二
項
第
七
号

第
四
十
四
条
第
四
項

個
別
法
で
定
め
る

国
立
大
学
法
人
法
第
三
十
二
条
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

第
四
十
五
条
第
一
項

第
三
十
条
第
二
項
第
四
号
、
国
立
研
究
開
発
法
人
の
中
長

国
立
大
学
法
人
法
第
三
十
一
条
第
二
項
第
四
号

期
計
画
の
第
三
十
五
条
の
五
第
二
項
第
四
号
又
は
行
政
執

行
法
人
の
事
業
計
画
（
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
の
認
可

を
受
け
た
同
項
の
事
業
計
画
（
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
る

変
更
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
第
三
十
五
条
の
十
第
三
項
第

四
号

第
四
十
五
条
第
四
項

個
別
法
に
別
段
の
定
め
が
あ
る

国
立
大
学
法
人
法
第
三
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
る

第
四
十
六
条
第
二
項

中
期
計
画
、
国
立
研
究
開
発
法
人
の
中
長
期
計
画
又
は
行

中
期
計
画

政
執
行
法
人
の
事
業
計
画

第
四
十
八
条

不
要
財
産
以
外
の
重
要
な
財
産

重
要
な
財
産

第
三
十
条
第
二
項
第
六
号
の
計
画
を
定
め
た
場
合
、
国
立

国
立
大
学
法
人
法
第
三
十
一
条
第
二
項
第
五
号
の
計
画
を

研
究
開
発
法
人
の
中
長
期
計
画
に
お
い
て
第
三
十
五
条
の

定
め
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の

五
第
二
項
第
六
号
の
計
画
を
定
め
た
場
合
又
は
行
政
執
行
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法
人
の
事
業
計
画
に
お
い
て
第
三
十
五
条
の
十
第
三
項
第

六
号
の
計
画
を
定
め
た
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の

第
五
十
条

こ
の
法
律
及
び
こ
れ

こ
の
法
律
及
び
国
立
大
学
法
人
法
並
び
に
こ
れ
ら

第
五
十
条
の
四
第
二
項
第
一
号

政
令

文
部
科
学
省
令

第
五
十
条
の
四
第
二
項
第
三
号

の
研
究
者

に
お
い
て
専
ら
研
究
又
は
教
育
に
従
事
す
る
者

研
究
に

研
究
又
は
教
育
に

第
五
十
条
の
四
第
二
項
第
四
号

第
三
十
二
条
第
一
項

国
立
大
学
法
人
法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項

第
五
十
条
の
四
第
二
項
第
五
号

第
三
十
五
条
第
一
項

国
立
大
学
法
人
法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項

政
令

文
部
科
学
省
令

第
五
十
条
の
四
第
三
項

政
令

文
部
科
学
省
令

第
五
十
条
の
四
第
四
項

総
務
大
臣

文
部
科
学
大
臣

第
五
十
条
の
四
第
五
項

政
令

文
部
科
学
省
令

第
五
十
条
の
四
第
六
項

個
別
法

国
立
大
学
法
人
法

第
五
十
条
の
六
、
第
五
十
条
の

政
令

文
部
科
学
省
令
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七
第
一
項
、
第
五
十
条
の
八
第

三
項
及
び
第
五
十
条
の
九

○

国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
八
号
）
（
抄
）

（
国
庫
納
付
金
の
納
付
の
手
続
）

第
五
条

国
立
大
学
法
人
等
は
、
法
第
三
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
「
国
庫
納
付
金
」
と
い
う
。
）

の
計
算
書
に
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
当
該
国
庫
納
付
金
の
計
算

の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
こ
れ
を
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
第
一
項
の
承
認
申
請
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
添
付
し
た
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
を
重
ね
て
提
出
す
る
こ
と
を

要
し
な
い
。

２

（
略
）

（
国
庫
納
付
金
の
帰
属
す
る
会
計
）

第
七
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
立
大
学
法
人
等
が
準
用
通
則
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
補
助
金
等
と
し
て
指
定
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
平
成
二
十
三

年
度
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

号
）
及
び
平
成
二
十
四
年
度
以
降
に
お
け
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
の
予
算
に
計
上
さ
れ
た
も
の
の
交
付
を
受
け
て

３

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
二
百
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
復
興
施
策
に
関
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
復

興
施
策
に
関
す
る
業
務
に
係
る
国
庫
納
付
金
は
、
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
に
帰
属
す
る
。

第
二
十
三
条

次
の
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
国
立
大
学
法
人
等
を
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一
～
十
二

（
略
）

十
三

独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
ロ

十
四
・
十
五

（
略
）
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２

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
国
立
大
学
法
人
等
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す

る
。

（
略
）

（
略
）

国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
四
十
二
条

独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
で
あ
っ

て
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
も
の

（
略
）

（
略
）

３

（
略
）

○

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
積
立
金
の
処
分
）

第
三
十
二
条

（
略
）

２

国
立
大
学
法
人
等
は
、
前
項
に
規
定
す
る
積
立
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
金
額
を
控
除
し
て
な
お
残
余
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
十
二
号
）
（
抄
）

独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
法
施
行
令

１

独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
五
項
の
評
価
委
員
は
、
必
要
の
都
度
、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
き
文
部
科
学
大
臣
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が
任
命
す
る
。

一
・
二

（
略
）

三

独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の
役
員

一
人

四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

○

国
立
研
究
開
発
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
資
本
金
）

第
六
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
出
資
の
目
的
と
す
る
土
地
等
の
価
額
は
、
出
資
の
日
現
在
に
お
け
る
時
価
を
基
準
と
し
て
評
価
委
員
が
評
価
し
た
価
額
と
す
る
。

６

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
二
十
四
号
）
（
抄
）

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
施
行
令

（
核
燃
料
物
質
）

第
一
条

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五
項
の
核
燃
料
物
質
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
ウ
ラ
ン
二

三
三
、
ウ
ラ
ン
二
三
五
及
び
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
と
す
る
。

（
評
価
委
員
の
任
命
等
）

第
二
条

法
第
六
条
第
五
項
の
評
価
委
員
は
、
必
要
の
都
度
、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
き
文
部
科
学
大
臣
が
任
命
す
る
。

一
～
三

（
略
）

四

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の
役
員

一
人
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五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

○

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
高
速
増
殖
炉
」
と
は
、
原
子
炉
の
う
ち
、
そ
の
原
子
核
分
裂
の
連
鎖
反
応
が
主
と
し
て
高
速
中
性
子
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

核
燃
料
物
質
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
の
当
該
連
鎖
反
応
に
伴
い
生
成
す
る
量
の
そ
の
消
滅
す
る
量
に
対
す
る
比
率
が
一
を
超
え
る
も
の
を
い
う
。

６
・
７

（
略
）

（
資
本
金
）

第
六
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
出
資
の
目
的
と
す
る
土
地
等
の
価
額
は
、
出
資
の
日
現
在
に
お
け
る
時
価
を
基
準
と
し
て
評
価
委
員
が
評
価
し
た
価
額
と
す
る
。

６
・
７

（
略
）

○

研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三

百
十
四
号
）
（
抄
）

（
試
験
研
究
機
関
等
）

第
一
条

研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
二
条
第
七
項
の
政
令
で
定
め
る
機
関
は
、
別
表
に
掲
げ
る
機
関
と
す
る
。

（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
特
例
に
関
す
る
要
件
等
）



- 183 -

第
四
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

研
究
公
務
員
の
共
同
研
究
等
（
国
及
び
特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
者
が
国
（
当
該
研
究
公
務
員
が
特
定
独
立
行
政
法
人
の
職
員
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
特
定
独
立
行
政
法
人
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
共
同
し
て
行
う
研
究
又
は
国
の
委
託
を
受
け
て
行
う
研
究
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
へ
の
従
事
が
、
当
該
共
同
研
究
等
の
規
模
、
内
容
そ
の
他
の
状
況
に
照
ら
し
て
、
当
該
共
同
研
究
等
の
効
率
的
実
施
に
特
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

二

（
略
）

三

研
究
公
務
員
を
共
同
研
究
等
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
共
同
研
究
等
を
行
う
国
及
び
特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
者
か
ら
の
要
請
が
あ
る
こ
と
。

２

各
省
各
庁
の
長
（
財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
特
定
独
立
行

政
法
人
の
長
（
第
四
項
に
お
い
て
「
各
省
各
庁
の
長
等
」
と
い
う
。
）
は
、
職
員
の
退
職
に
際
し
、
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
う
ち
に
研
究
公
務
員
と
し
て
共
同
研

究
等
に
従
事
す
る
た
め
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
十
九
条
又
は
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
四
十
三

条
の
規
定
に
よ
り
休
職
に
さ
れ
た
期
間
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
休
職
に
係
る
期
間
（
そ
の
期
間
が
更
新
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
更
新
に
係
る

期
間
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
当
該
研
究
公
務
員
と
し
て
の
当
該
共
同
研
究
等
へ
の
従
事
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る

こ
と
に
つ
き
、
当
該
休
職
前
（
更
新
に
係
る
場
合
に
は
、
当
該
更
新
前
）
に
当
該
研
究
公
務
員
の
所
属
す
る
各
省
各
庁
（
財
政
法
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
各
省

各
庁
を
い
う
。
）
又
は
特
定
独
立
行
政
法
人
の
長
に
お
い
て
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
い
た
と
き
に
限
り
、
当
該
休
職
に
係
る
期
間
に
つ
い
て
法
第
十
七

条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

４

第
二
項
の
承
認
に
係
る
共
同
研
究
等
に
従
事
し
た
研
究
公
務
員
は
、
当
該
共
同
研
究
等
を
行
う
国
及
び
特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
者
か
ら
前
項
に
規
定
す
る

退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
た
と
き
は
、
所
得
税
法
第
二
百
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
源
泉
徴
収
票
（
源
泉
徴
収
票
の
交
付
の
な
い
場
合
に

は
、
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
）
を
各
省
各
庁
の
長
等
に
提
出
し
、
各
省
各
庁
の
長
等
は
そ
の
写
し
を
内
閣
総
理
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
（
第
一
条
、
第
二
条
、
第
八
条
―
第
十
条
、
第
十
四
条
関
係
）

七

一

独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー

二

独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構

三

独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
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四

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

○

研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
三
号

）
（
※
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２
～
６

（
略
）

７

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
試
験
研
究
機
関
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
機
関
の
う
ち
科
学
技
術
に
関
す
る
試
験
又
は
研
究
（
第
十
五
条
の
二
第
一
項
を
除
き
、
以
下

単
に
「
研
究
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

一
～
四

（
略
）

８
～

（
略
）

11
（
研
究
公
務
員
に
関
す
る
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
特
例
）

第
十
七
条

研
究
公
務
員
が
、
国
及
び
行
政
執
行
法
人
以
外
の
者
が
国
（
当
該
研
究
公
務
員
が
行
政
執
行
法
人
の
職
員
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
行
政
執
行

法
人
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
共
同
し
て
行
う
研
究
又
は
国
の
委
託
を
受
け
て
行
う
研
究
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
共
同
研
究
等
」
と
い
う
。
）

に
従
事
す
る
た
め
国
家
公
務
員
法
第
七
十
九
条
又
は
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
休
職
に
さ
れ
た
場
合
に
お

い
て
、
当
該
共
同
研
究
等
へ
の
従
事
が
当
該
共
同
研
究
等
の
効
率
的
実
施
に
特
に
資
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、
研
究
公
務
員

に
関
す
る
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
六
条
の
四
第
一
項
及
び
第
七
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
休

職
に
係
る
期
間
は
、
同
法
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
現
実
に
職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し
な
い
期
間
に
は
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

２
・
３

（
略
）

【
厚
生
労
働
省
関
係
】
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○

医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
（
抄
）

（
病
院
の
開
設
等
の
計
画
に
関
し
て
協
議
を
行
う
独
立
行
政
法
人
等
）

第
四
条
の
六

法
第
七
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
独
立
行
政
法
人
は
、
独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
航
海
訓
練
所
、

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ

ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン

タ
ー
及
び
独
立
行
政
法
人
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
と
す
る
。

２

（
略
）

○

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
（
抄
）

第
七
条
の
二

（
略
）

２
～
６

（
略
）

７

独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る

も
の
は
、
病
院
を
開
設
し
、
若
し
く
は
そ
の
開
設
し
た
病
院
に
つ
き
病
床
数
を
増
加
さ
せ
、
若
し
く
は
病
床
の
種
別
を
変
更
し
、
又
は
診
療
所
に
病
床
を
設
け
、

若
し
く
は
診
療
所
の
病
床
数
を
増
加
さ
せ
、
若
し
く
は
病
床
の
種
別
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
計
画
に
関
し
、
厚
生
労
働
大
臣
に
協

議
（
政
令
で
特
に
定
め
る
場
合
は
、
通
知
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

○

労
働
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
三
十
一
号
）
（
抄
）

（
委
員
の
任
命
手
続
）

第
二
十
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
法
第
十
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
使
用
者
を
代
表
す
る
者
（
以
下
「
使
用
者
委
員
」
と
い
う
。
）
又
は
労
働
者
を
代
表

す
る
者
（
以
下
「
労
働
者
委
員
」
と
い
う
。
）
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
使
用
者
団
体
（
二
以
上
の
都
道
府
県
に
わ
た
つ
て
組
織
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。

）
、
特
定
独
立
行
政
法
人
（
同
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
労
働
組
合
（
特
定
独
立
行
政
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法
人
職
員
（
法
第
十
九
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
結
成
し
、
又
は
加
入
す
る
労
働
組
合
の
推
薦
に
基
づ

き
任
命
す
る
同
項
に
規
定
す
る
四
人
の
委
員
以
外
の
委
員
に
関
し
て
は
、
二
以
上
の
都
道
府
県
に
わ
た
つ
て
組
織
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対
し
て
候
補
者

の
推
薦
を
求
め
、
そ
の
推
薦
が
あ
つ
た
者
の
う
ち
か
ら
任
命
す
る
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

（
地
方
調
整
委
員
）

第
二
十
三
条
の
二

法
第
十
九
条
の
十
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
事
件
は
、
同
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
と
そ
の
特
定
独
立
行
政
法
人
職
員
と
の
間
に
発

生
し
た
紛
争
そ
の
他
の
事
件
で
別
表
第
一
に
定
め
る
一
の
区
域
内
の
み
に
係
る
も
の
と
す
る
。

２
～
６

（
略
）

（
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
処
分
）

第
二
十
六
条
の
二

法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
処
分
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
行
わ
れ
る
法
第
五
条
第
一
項
又
は
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
処
分
と
す
る
。

一

特
定
独
立
行
政
法
人
職
員
が
結
成
し
、
又
は
加
入
す
る
労
働
組
合
の
推
薦
に
基
づ
き
任
命
さ
れ
る
法
第
十
九
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
四
人
の
委
員
を
推

薦
す
る
手
続

二

（
略
）

三

次
に
掲
げ
る
労
働
組
合
に
係
る
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
手
続

イ

単
位
労
働
組
合
（
連
合
団
体
で
あ
る
労
働
組
合
以
外
の
労
働
組
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
組
合
員
の
過
半
数
が
特
定
独
立
行

政
法
人
職
員
で
あ
る
労
働
組
合

ロ

連
合
団
体
で
あ
る
労
働
組
合
の
う
ち
単
位
労
働
組
合
の
組
合
員
の
総
員
の
過
半
数
が
特
定
独
立
行
政
法
人
職
員
又
は
国
有
林
野
事
業
職
員
で
あ
る
労
働
組

合

（
特
定
独
立
行
政
法
人
職
員
の
労
働
関
係
に
係
る
事
件
の
取
扱
い
）

第
二
十
八
条

前
二
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
中
央
労
働
委
員
会
が
専
属
的
に
管
轄
す
る
処
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

○

労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
中
央
労
働
委
員
会
の
委
員
の
任
命
等
）
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第
十
九
条
の
三

（
略
）

２

使
用
者
委
員
は
使
用
者
団
体
の
推
薦
（
使
用
者
委
員
の
う
ち
四
人
に
つ
い
て
は
、
行
政
執
行
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）

第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
、
次
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
十
九
条
の
十
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
推
薦
）
に
基
づ

い
て
、
労
働
者
委
員
は
労
働
組
合
の
推
薦
（
労
働
者
委
員
の
う
ち
四
人
に
つ
い
て
は
、
行
政
執
行
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二

百
五
十
七
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
職
員
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
行
政
執
行
法
人
職
員
」
と
い
う
。
）
が
結
成
し
、
又
は
加
入
す
る
労
働
組
合
の
推

薦
）
に
基
づ
い
て
、
公
益
委
員
は
厚
生
労
働
大
臣
が
使
用
者
委
員
及
び
労
働
者
委
員
の
同
意
を
得
て
作
成
し
た
委
員
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
う
ち

か
ら
両
議
院
の
同
意
を
得
て
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
。

３
～
６

（
略
）

（
地
方
調
整
委
員
）

第
十
九
条
の
十

中
央
労
働
委
員
会
に
、
行
政
執
行
法
人
と
そ
の
行
政
執
行
法
人
職
員
と
の
間
に
発
生
し
た
紛
争
そ
の
他
の
事
件
で
地
方
に
お
い
て
中
央
労
働
委
員

会
が
処
理
す
べ
き
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
係
る
あ
つ
せ
ん
若
し
く
は
調
停
又
は
第
二
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
に
参
与
さ
せ
る
た
め
、

使
用
者
、
労
働
者
及
び
公
益
を
そ
れ
ぞ
れ
代
表
す
る
地
方
調
整
委
員
を
置
く
。

２
・
３

（
略
）

（
中
央
労
働
委
員
会
の
管
轄
等
）

第
二
十
五
条

中
央
労
働
委
員
会
は
、
行
政
執
行
法
人
職
員
の
労
働
関
係
に
係
る
事
件
の
あ
つ
せ
ん
、
調
停
、
仲
裁
及
び
処
分
（
行
政
執
行
法
人
職
員
が
結
成
し
、

又
は
加
入
す
る
労
働
組
合
に
関
す
る
第
五
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、

専
属
的
に
管
轄
す
る
ほ
か
、
二
以
上
の
都
道
府
県
に
わ
た
り
、
又
は
全
国
的
に
重
要
な
問
題
に
係
る
事
件
の
あ
つ
せ
ん
、
調
停
、
仲
裁
及
び
処
分
に
つ
い
て
、
優

先
し
て
管
轄
す
る
。

２

（
略
）

○

特
定
独
立
行
政
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
四
十
九
号
）
（
抄
）

特
定
独
立
行
政
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
審
査
委
員
会
）

第
一
条

特
定
独
立
行
政
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
（
法
第
四
条
第
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五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
中
央
労
働
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
設
け
る
審
査
委
員
会
に
、
委
員
長
を
置
く
。

２
・
３

（
略
）

４

委
員
長
に
故
障
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
担
当
公
益
委
員
（
次
項
及
び
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
「
特

定
独
立
行
政
法
人
担
当
公
益
委
員
」
と
い
う
。
）
の
互
選
に
よ
り
定
め
た
委
員
が
委
員
長
を
代
理
す
る
。

５

審
査
委
員
会
は
、
三
人
以
上
の
特
定
独
立
行
政
法
人
担
当
公
益
委
員
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

６

（
略
）

（
特
定
独
立
行
政
法
人
担
当
委
員
会
議
）

第
四
条

（
略
）

２

委
員
会
が
法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
、
特
定
独
立
行
政
法
人
担
当
公
益
委
員
の
う
ち
に
労
働
組
合
法
第
十
九
条
の
九
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
会
長
を
代
理
す
る
委
員
が
い
な
い
と
き
は
、
委
員
会
は
、
あ
ら
か
じ
め
特
定
独
立
行
政
法
人
担
当
公
益
委
員
の
う
ち
か
ら
委
員
の
選
挙
に
よ
り
、

会
長
に
故
障
が
あ
る
場
合
に
法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
事
務
の
処
理
に
関
し
て
会
長
を
代
理
す
る
委
員
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
会
長
を
代
理
す
る
委
員
は
、
同
条
に
規
定
す
る
事
務
の
処
理
に
関
し
て
は
会
長
を
代
理
し
な
い
。

３

（
略
）

（
調
停
委
員
候
補
者
名
簿
の
作
成
及
び
公
表
）

第
七
条

（
略
）

２

調
停
委
員
候
補
者
名
簿
に
は
、
公
益
を
代
表
す
る
者
、
特
定
独
立
行
政
法
人
を
代
表
す
る
者
及
び
職
員
を
代
表
す
る
者
に
区
分
し
て
、
調
停
委
員
候
補
者
の
氏

名
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
・
４

（
略
）

○

行
政
執
行
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
十
七
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
労
働
組
合
法
と
の
関
係
等
）

第
三
条

（
略
）

２

中
央
労
働
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
職
員
に
関
す
る
労
働
関
係
に
つ
い
て
労
働
組
合
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
件
の
処
理
を

す
る
場
合
に
は
、
会
長
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
益
を
代
表
す
る
委
員
の
う
ち
か
ら
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
し
た
四
人
の
委
員
全
員
に
よ
り
構
成
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す
る
審
査
委
員
会
を
設
け
て
事
件
の
処
理
を
行
わ
せ
、
当
該
審
査
委
員
会
の
し
た
処
分
を
も
つ
て
委
員
会
の
処
分
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
事
件
が
重

要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
審
査
委
員
会
が
処
分
を
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

（
略
）

（
行
政
執
行
法
人
担
当
委
員
）

第
二
十
五
条

委
員
会
が
次
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
三
十
三
条
第
四
号
の
委
員
会
の
決
議
、
次
条
第
二
項
及
び
第
二
十
九
条
第
四

項
の
委
員
会
の
同
意
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
委
員
会
の
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
事
務
の
処
理
に
は
、
公
益
を
代
表
す
る
委
員
の
う
ち
会
長
が
あ

ら
か
じ
め
指
名
す
る
四
人
の
委
員
及
び
会
長
（
次
条
第
二
項
、
第
二
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
「
行
政
執
行
法
人
担
当
公
益
委
員
」
と

い
う
。
）
、
労
働
組
合
法
第
十
九
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
の
推
薦
に
基
づ
き
任
命
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
四
人
の
委
員
（
次
条
第
二
項
及

び
第
二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
「
行
政
執
行
法
人
担
当
使
用
者
委
員
」
と
い
う
。
）
並
び
に
同
法
第
十
九
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
職
員
が

結
成
し
、
又
は
加
入
す
る
労
働
組
合
の
推
薦
に
基
づ
き
任
命
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
四
人
の
委
員
（
次
条
第
二
項
及
び
第
二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
「
行
政

執
行
法
人
担
当
労
働
者
委
員
」
と
い
う
。
）
の
み
が
参
与
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
員
会
の
事
務
の
処
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
調
停
委
員
会
）

第
二
十
九
条

（
略
）

２
～
３

４

委
員
会
の
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
委
員
会
の
同
意
を
得
て
作
成
し
た
調

停
委
員
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
う
ち
か
ら
、
調
停
委
員
を
委
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

（
略
）

○

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
）
（
抄
）

別
表
第
二
（
第
十
条
の
二
関
係
）

一

自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
、
独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品

医
療
機
器
総
合
機
構
、
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
、
独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所
、
独
立
行
政

法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
、
独
立
行
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政
法
人
教
員
研
修
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
、
独
立
行
政
法
人
空
港
周
辺
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
経
済
産
業
研
究
所
、
独

立
行
政
法
人
建
築
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
航
海
訓
練
所
、
独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館
、
独
立
行
政
法
人
航
空
大
学
校
、
独
立
行
政
法
人

交
通
安
全
環
境
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
港
湾
空
港
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
際
観
光
振

興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
、
独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
民
生

活
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
、
独
立
行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ

ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人

国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
、
独
立
行
政
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
女
性
教
育
会
館
、
独
立
行
政
法
人

国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人

国
立
大
学
財
務
・
経
営
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
特
別
支
援
教
育
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人

国
立
美
術
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
、
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
自
動
車
事

故
対
策
機
構
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
酒
類
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
情
報
処

理
推
進
機
構
、
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
、

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
、
独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
、
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・

金
属
鉱
物
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
、
独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
、
独
立
行
政
法
人
地

域
医
療
機
能
推
進
機
構
、
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
駐
留
軍
等
労
働
者
労
務
管
理
機
構
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運

輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
電
子
航
法
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
独
立
行
政
法
人
土
木
研

究
所
、
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術

文
化
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振

興
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
保
険
、
独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
農
業
者

年
金
基
金
、
独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
、
独

立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
、
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
、
独
立
行
政
法
人
物
質
・
材
料

研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
北
方
領
土
問
題
対
策
協
会
、
独
立
行
政

法
人
水
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
、
独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究

所
、
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
、
独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
及
び
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人

二
～
十

（
略
）
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○

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
（
抄
）

（
一
般
事
業
主
の
雇
用
義
務
等
）

第
四
十
三
条

事
業
主
（
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
（
以
下
単
に
「
労
働
者
」
と
い
う
。
）
を
雇
用
す
る
事
業
主
を
い
い
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
以
下
同

じ
。
）
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
雇
用
関
係
の
変
動
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
雇
用
す
る
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
が
、
そ
の
雇

用
す
る
労
働
者
の
数
に
障
害
者
雇
用
率
を
乗
じ
て
得
た
数
（
そ
の
数
に
一
人
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。
第
四
十
六
条
第
一
項

に
お
い
て
「
法
定
雇
用
障
害
者
数
」
と
い
う
。
）
以
上
で
あ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
障
害
者
雇
用
率
は
、
労
働
者
（
労
働
の
意
思
及
び
能
力
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
安
定
し
た
職
業
に
就
く
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
者
を
含

む
。
第
五
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
数
に
対
す
る
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
（
労
働
の
意
思
及
び
能
力
を
有
す
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
安
定
し
た
職
業
に
就
く
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
身
体
障
害
者
及
び
知
的
障
害
者
を
含
む
。
第
五
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
数
の

割
合
を
基
準
と
し
て
設
定
す
る
も
の
と
し
、
少
な
く
と
も
五
年
ご
と
に
、
当
該
割
合
の
推
移
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
。

３
～
５

（
略
）

６

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
殊
法
人
（
法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
、
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人

又
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
設
立
者
と
な
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
の
う
ち
、
そ
の
資
本
金
の
全
部
若
し
く
は
大
部
分
が
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団

体
か
ら
の
出
資
に
よ
る
法
人
又
は
そ
の
事
業
の
運
営
の
た
め
に
必
要
な
経
費
の
主
た
る
財
源
を
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
交
付
金
若
し
く
は
補
助
金
に

よ
つ
て
得
て
い
る
法
人
で
あ
つ
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
第
一
項
の
障
害
者
雇
用
率
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
率
を
下
回
ら

な
い
率
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

７
・
８

（
略
）

○

母
子
家
庭
の
母
及
び
父
子
家
庭
の
父
の
就
業
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
六
条
の
法
人
を
定
め
る
政
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
三
号
）
（
抄
）

母
子
家
庭
の
母
及
び
父
子
家
庭
の
父
の
就
業
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
六
条
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
、
独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
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療
機
器
総
合
機
構
、
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
、
独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人

海
洋
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
、
独
立
行
政
法
人

教
員
研
修
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
、
独
立
行
政
法
人
空
港
周
辺
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
経
済
産
業
研
究
所
、
独
立
行
政
法

人
建
築
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
航
海
訓
練
所
、
独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館
、
独
立
行
政
法
人
航
空
大
学
校
、
独
立
行
政
法
人
交
通
安
全
環

境
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
港
湾
空
港
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
際
観
光
振
興
機
構
、
独
立

行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
、
独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
、
独

立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
、
独
立
行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政

法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者

総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
、
独
立
行
政
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
女
性
教
育
会
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン

タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
大
学
財
務
・
経
営
セ
ン

タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
特
別
支
援
教
育
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
、
独
立
行
政
法
人

国
立
病
院
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
、
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対
策
機
構
、
独
立
行
政
法
人
住

宅
金
融
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
酒
類
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構
、
独
立
行
政
法
人
情
報

通
信
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ

ー
、
独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
、
独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
、
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
造

幣
局
、
独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
、
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
、
独
立
行
政
法
人
中

小
企
業
基
盤
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
駐
留
軍
等
労
働
者
労
務
管
理
機
構
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
電
子

航
法
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
、

独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発

機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
振
興
機
構
、
独

立
行
政
法
人
日
本
貿
易
保
険
、
独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
、
独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研

究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
、
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産

消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
、
独
立
行
政
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政

法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
北
方
領
土
問
題
対
策
協
会
、
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管

理
機
構
、
独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
、
独
立
行
政
法
人
労
働
政

策
研
究
・
研
修
機
構
及
び
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
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二
～
五

（
略
）

○

母
子
家
庭
の
母
及
び
父
子
家
庭
の
父
の
就
業
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
九
十
二
号
）
（
抄
）

（
母
子
福
祉
団
体
等
母
子
・
父
子
福
祉
団
体
等
の
受
注
機
会
の
増
大
へ
の
努
力
）

第
六
条

国
及
び
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
又
は
特
殊

法
人
（
法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
っ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
っ
て
、
総
務
省
設
置
法
（
平
成
十

一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四
条
第
十
五
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
そ
の
資
本
金
の
全
部
若
し
く
は
大
部
分
が
国
か
ら
の
出
資
に

よ
る
法
人
又
は
そ
の
事
業
の
運
営
の
た
め
に
必
要
な
経
費
の
主
た
る
財
源
を
国
か
ら
の
交
付
金
若
し
く
は
補
助
金
に
よ
っ
て
得
て
い
る
法
人
で
あ
っ
て
、
政
令
で

定
め
る
も
の
は
、
物
品
及
び
役
務
の
調
達
に
当
た
っ
て
は
、
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
第
六
条
第
六
項
に
規
定
す
る
母
子
福
祉

団
体
そ
の
他
母
子
・
父
子
福
祉
団
体
そ
の
他
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
社
会
福
祉
法
人
、
一
般
社
団

法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
又
は
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
で
あ
っ
て
、
そ

の
受
注
に
係
る
業
務
を
行
う
者
が
主
と
し
て
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
で
あ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
母
子
福
祉
団
体
等
母
子
・
父
子
福
祉

団
体
等
」
と
い
う
。
）
の
受
注
の
機
会
の
増
大
を
図
る
た
め
、
予
算
の
適
正
な
使
用
に
留
意
し
つ
つ
、
優
先
的
に
母
子
福
祉
団
体
等
母
子
・
父
子
福
祉
団
体
等
か

ら
物
品
及
び
役
務
を
調
達
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○

国
等
に
よ
る
障
害
者
就
労
施
設
等
か
ら
の
物
品
等
の
調
達
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
二
十
二
号
）
（
抄
）

（
法
第
二
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
）

第
二
条

法
第
二
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
、
独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医

療
機
器
総
合
機
構
、
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
、
独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人

海
洋
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
、
独
立
行
政
法
人

教
員
研
修
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
、
独
立
行
政
法
人
空
港
周
辺
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
経
済
産
業
研
究
所
、
独
立
行
政
法
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人
建
築
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
航
海
訓
練
所
、
独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館
、
独
立
行
政
法
人
航
空
大
学
校
、
独
立
行
政
法
人
交
通
安
全
環

境
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
港
湾
空
港
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
際
観
光
振
興
機
構
、
独
立

行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
、
独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
、
独

立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
、
独
立
行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政

法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者

総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
、
独
立
行
政
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
女
性
教
育
会
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン

タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
大
学
財
務
・
経
営
セ
ン

タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
特
別
支
援
教
育
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
、
独
立
行
政
法
人

国
立
病
院
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
、
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対
策
機
構
、
独
立
行
政
法
人
住

宅
金
融
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
酒
類
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構
、
独
立
行
政
法
人
情
報

通
信
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ

ー
、
独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
、
独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
、
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
造

幣
局
、
独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
、
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
、
独
立
行
政
法
人
中

小
企
業
基
盤
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
駐
留
軍
等
労
働
者
労
務
管
理
機
構
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
電
子

航
法
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
、

独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発

機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
振
興
機
構
、
独

立
行
政
法
人
日
本
貿
易
保
険
、
独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
、
独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研

究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
、
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産

消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
、
独
立
行
政
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政

法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
北
方
領
土
問
題
対
策
協
会
、
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管

理
機
構
、
独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
、
独
立
行
政
法
人
労
働
政

策
研
究
・
研
修
機
構
及
び
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人

二
～
五

（
略
）
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○

国
等
に
よ
る
障
害
者
就
労
施
設
等
か
ら
の
物
品
等
の
調
達
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
十
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
独
立
行
政
法
人
等
」
と
は
、
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
又
は
特
殊
法
人
（
法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
っ
て
設
立
さ
れ
た
法
人

で
あ
っ
て
、
総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四
条
第
十
五
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
そ
の
資

本
金
の
全
部
若
し
く
は
大
部
分
が
国
か
ら
の
出
資
に
よ
る
法
人
又
は
そ
の
事
業
の
運
営
の
た
め
に
必
要
な
経
費
の
主
た
る
財
源
を
国
か
ら
の
交
付
金
若
し
く
は
補

助
金
に
よ
っ
て
得
て
い
る
法
人
で
あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

６
・
７

（
略
）

○

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
三
十
二
号
）
（
抄
）

（
勤
労
者
財
産
形
成
持
家
融
資
に
係
る
貸
付
金
の
利
率
等
）

第
三
十
六
条

転
貸
貸
付
け
又
は
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
の
行
う
法
第
十
条
第
一
項
の
住
宅
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
貸
付
金
の
利
率
は
、
法
第
十
一
条

に
規
定
す
る
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
借
入
金
又
は
独
立
行
政

法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
通
則
法

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
四

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
の
借
入
金
の
利
率
並
び
に
財
形
住
宅
債
券
又
は
住
宅
金
融
支
援
機
構
財
形
住
宅
債
券
の
利

率
及
び
発
行
の
価
額
に
よ
り
計
算
し
て
得
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
債
券
の
利
回
り
を
勘
案
し
て
求
め
ら
れ
る
転
貸
貸
付
け
又
は
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
の

行
う
法
第
十
条
第
一
項
の
住
宅
資
金
の
貸
付
け
に
必
要
な
資
金
の
調
達
に
係
る
金
利
を
基
礎
と
し
、
一
般
の
金
融
機
関
の
金
利
の
動
向
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し

て
機
構
又
は
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
の
業
務
方
法
書
で
定
め
る
率
（
以
下
「
貸
付
基
準
利
率
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２
～
４

（
略
）

（
勤
労
者
財
産
形
成
持
家
融
資
の
原
資
）

第
四
十
条

法
第
十
一
条
の
毎
年
度
の
末
日
に
お
け
る
残
高
の
合
計
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。
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一

法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
資
金
の
調
達
の
た
め
の
同
条
に
規
定
す
る
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
借

入
金
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
第
十
九
条
第
一
項
又
は
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
独
立
行
政
法
人
住
宅
金

融
支
援
機
構
の
借
入
金
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
借
入
金
並

び
に
共
済
組
合
等
の
借
入
金
（
第
四
十
二
条
に
お
い
て
「
持
家
融
資
の
た
め
の
借
入
金
」
と
い
う
。
）
の
額
の
当
該
年
度
の
末
日
に
お
け
る
残
高
の
合
計
額

二

（
略
）

○

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
二
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
等
の
行
う
勤
労
者
財
産
形
成
持
家
融
資
）

第
十
条

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
は
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業

務
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
前
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
勤
労
者
で
、
事
業
主
若
し
く
は
事
業
主
団
体
か
ら
機
構
の
行

う
同
項
の
貸
付
け
に
係
る
住
宅
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
又
は
同
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
公
務
員
で
、
第
十
五
条
第
二
項
に

規
定
す
る
共
済
組
合
等
か
ら
住
宅
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
対
し
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
勤
労
者
又
は
当
該
公
務
員

に
係
る
貸
付
限
度
額
の
範
囲
内
で
、
住
宅
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
を
行
う
。

２
～
４

（
略
）

（
勤
労
者
財
産
形
成
持
家
融
資
の
原
資
）

第
十
一
条

機
構
の
行
う
第
九
条
第
一
項
の
貸
付
け
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
の
行
う
第
十
条
第
一
項
の
貸
付
け
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
の
行
う

同
条
第
二
項
本
文
の
貸
付
け
又
は
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
共
済
組
合
等
の
行
う
同
項
の
貸
付
け
に
必
要
な
資
金
は
、
次
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
調

達
す
る
も
の
と
し
、
当
該
調
達
の
た
め
の
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
長
期
借

入
金
の
額
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
財
形
住
宅
債
券
の
発
行
額
（
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
六

号
）
に
よ
る
廃
止
前
の
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
雇
用
・
能
力
開
発
債

券
の
発
行
額
を
含
む
。
）
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
七
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
短
期
借
入
金
の
額
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
長
期
借
入
金
の
額
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
住
宅
金
融
支
援
機
構
財
形
住
宅
債
券
の
発
行
額
（
旧
住
宅
金
融
公
庫
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
二
十
七
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
住
宅
金
融
公
庫
財
形
住
宅
債
券
の
発
行
額
を
含
む
。
）
、
独
立
行
政
法
人

通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
の
短
期
借
入
金
の
額
、
沖
縄
振
興
開
発
金
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融
公
庫
法
第
二
十
六
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
借
入
金
の
額
、
同
法
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
財
形
住
宅

債
券
の
発
行
額
及
び
当
該
共
済
組
合
等
の
借
入
金
の
額
の
毎
年
度
の
末
日
に
お
け
る
残
高
の
合
計
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
勤
労
者
財
産
形
成
貯
蓄
契

約
等
に
基
づ
く
預
入
等
（
勤
労
者
財
産
形
成
貯
蓄
契
約
に
該
当
す
る
積
立
分
譲
契
約
に
基
づ
く
金
銭
の
積
立
て
を
除
く
。
）
に
係
る
預
貯
金
等
（
勤
労
者
財
産
形

成
貯
蓄
契
約
等
に
該
当
す
る
生
命
保
険
契
約
等
又
は
損
害
保
険
契
約
に
基
づ
く
保
険
料
又
は
共
済
掛
金
の
払
込
み
に
係
る
金
額
を
含
む
。
）
の
同
日
の
属
す
る
年

の
前
々
年
の
九
月
三
十
日
に
お
け
る
残
高
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
額
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る
。

○

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
（
抄
）

附

則

１

（
略
）

２

法
附
則
第
三
条
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
、
独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医

療
機
器
総
合
機
構
、
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
、
独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人

海
洋
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
、
独
立
行
政
法
人

教
員
研
修
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
、
独
立
行
政
法
人
空
港
周
辺
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
経
済
産
業
研
究
所
、
独
立
行
政
法

人
建
築
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
航
海
訓
練
所
、
独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館
、
独
立
行
政
法
人
航
空
大
学
校
、
独
立
行
政
法
人
交
通
安
全
環

境
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
港
湾
空
港
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
際
観
光
振
興
機
構
、
独
立

行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
、
独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
、
独

立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
、
独
立
行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政

法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者

総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
、
独
立
行
政
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
女
性
教
育
会
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン

タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
大
学
財
務
・
経
営
セ
ン

タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
特
別
支
援
教
育
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
、
独
立
行
政
法
人

国
立
病
院
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
、
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対
策
機
構
、
独
立
行
政
法
人
住

宅
金
融
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
酒
類
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構
、
独
立
行
政
法
人
情
報
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通
信
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ

ー
、
独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
、
独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
、
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
造

幣
局
、
独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
、
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
、
独
立
行
政
法
人
中

小
企
業
基
盤
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
駐
留
軍
等
労
働
者
労
務
管
理
機
構
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
電
子

航
法
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
、

独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発

機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
振
興
機
構
、
独

立
行
政
法
人
日
本
貿
易
保
険
、
独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
、
独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研

究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
、
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産

消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
、
独
立
行
政
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政

法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
北
方
領
土
問
題
対
策
協
会
、
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管

理
機
構
、
独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
、
独
立
行
政
法
人
労
働
政

策
研
究
・
研
修
機
構
及
び
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人

二
～
十

（
略
）

３

（
略
）

４

法
第
三
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
が
行
う
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九

十
八
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
本
則
に
掲
げ
る
も
の
の

ほ
か
、
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
と
す
る
。

○

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
（
抄
）

第
三
十
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
特
定
地
域
に
お
け
る
中
高
年
齢
失
業
者
等
の
就
職
の
状
況
等
か
ら
み
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
特
定
地
域
に
お
い

て
計
画
実
施
さ
れ
る
公
共
事
業
（
国
及
び
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
（
そ
の
資
本
金
の
全
部
若
し
く
は
大
部
分
が
国
か

ら
の
出
資
に
よ
る
法
人
又
は
そ
の
事
業
の
運
営
の
た
め
に
必
要
な
経
費
の
主
た
る
財
源
を
国
か
ら
の
交
付
金
若
し
く
は
補
助
金
に
よ
つ
て
得
て
い
る
法
人
で
あ
つ

て
、
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
（
次
項
に
お
い
て
「
国
等
」
と
い
う
。
）
自
ら
又
は
国
の
負
担
金
の
交
付
を
受
け
、
若
し
く
は
国
庫
の
補
助
に
よ
り
地
方
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公
共
団
体
等
が
計
画
実
施
す
る
公
共
的
な
建
設
又
は
復
旧
の
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
事
業
種
別
に
従
い
、
職
種
別
又
は
地
域
別
に
、
当

該
事
業
に
使
用
さ
れ
る
労
働
者
の
数
と
そ
の
う
ち
の
中
高
年
齢
失
業
者
等
の
数
と
の
比
率
（
以
下
「
失
業
者
吸
収
率
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

附

則

（
国
、
地
方
公
共
団
体
等
に
お
け
る
中
高
年
齢
者
の
雇
用
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

第
三
条

国
及
び
地
方
公
共
団
体
並
び
に
法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
、
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別

の
法
律
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
設
立
者
と
な
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
（
こ
れ
ら
の
法
人
の
う
ち
、
そ
の
資
本
金
の
全
部
若
し
く
は
大
部
分
が
国
若
し
く
は
地
方

公
共
団
体
か
ら
の
出
資
に
よ
る
法
人
又
は
そ
の
事
業
の
運
営
の
た
め
に
必
要
な
経
費
の
主
た
る
財
源
を
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
交
付
金
若
し
く
は
補

助
金
に
よ
つ
て
得
て
い
る
法
人
で
あ
つ
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
が
行
う
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
高
年
齢
者
の
雇
用
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
な
お
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
法
及
び
中
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三

十
六
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第

七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
中
「
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
す
る
。

○

国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
（
抄
）

附

則

（
法
第
十
条
の
政
令
で
定
め
る
法
人
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

法
第
十
条
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
が
行
う
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）

附
則
第
六
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
第
三
条
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
と
す
る
。

○

国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
九
十
四
号
）
（
抄
）

（
公
共
事
業
に
つ
い
て
の
配
慮
）
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第
十
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
共
事
業
（
国
及
び
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
（
そ
の

資
本
金
の
全
部
若
し
く
は
大
部
分
が
国
か
ら
の
出
資
に
よ
る
法
人
又
は
そ
の
事
業
の
運
営
の
た
め
に
必
要
な
経
費
の
主
た
る
財
源
を
国
か
ら
の
交
付
金
若
し
く
は

補
助
金
に
よ
つ
て
得
て
い
る
法
人
で
あ
つ
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
等
」
と
い
う
。
）
自
ら
又
は
国
の
負
担
金
の
交

付
を
受
け
、
若
し
く
は
国
庫
の
補
助
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
等
が
計
画
実
施
す
る
公
共
的
な
建
設
又
は
復
旧
の
事
業
を
い
う
。
）
を
計
画
実
施
す
る
国
等
の
機
関

又
は
地
方
公
共
団
体
等
（
こ
れ
ら
の
も
の
と
の
請
負
契
約
そ
の
他
の
契
約
に
基
づ
い
て
、
そ
の
事
業
を
施
行
す
る
者
を
含
む
。
）
に
対
し
、
漁
業
離
職
者
の
雇
入

れ
の
促
進
に
つ
い
て
配
慮
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
八
年
政

令
第
十
八
号
）
（
抄
）

（
支
援
給
付
に
係
る
そ
の
他
の
法
令
の
適
用
）

第
二
十
二
条

支
援
給
付
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
次
の
各
号
に
規
定
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
七

（
略
）

八

独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
第
四
十
九
条
」
と

あ
る
の
は
、
「
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の

支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
そ
の
例
に

よ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

九
～
二
十
四

（
略
）

○

国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
（
抄
）

（
他
の
法
令
の
適
用
）
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第
十
八
条

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
六
条
及
び
看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
十
三

条
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
並
び
に
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
研

究
所
は
、
国
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
関
し
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

○

厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
（
抄
）

（
医
政
局
の
所
掌
事
務
）

第
四
条

医
政
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
十
四

（
略
）

十
五

国
立
高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
（
高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

（
略
）

（
政
策
統
括
官
の
職
務
）

第
十
五
条

政
策
統
括
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

一
～
十
六

（
略
）

十
七

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
厚
生
科
学
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
六
条

厚
生
科
学
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
四

（
略
）

五

独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

（
審
査
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
六
十
条

審
査
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
五

（
略
）

六

特
定
独
立
行
政
法
人
の
職
員
の
労
働
関
係
に
係
る
不
当
労
働
行
為
に
関
す
る
調
査
、
審
問
、
事
実
認
定
、
命
令
及
び
和
解
に
関
す
る
こ
と
。

七

（
略
）
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八

特
定
独
立
行
政
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
及
び
告
示
並
び
に
同
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

九

（
略
）

（
調
整
第
三
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
六
十
三
条

調
整
第
三
課
は
、
特
定
独
立
行
政
法
人
の
行
う
業
務
に
関
す
る
労
働
争
議
の
実
情
調
査
並
び
に
あ
っ
せ
ん
、
調
停
及
び
仲
裁
に
関
す
る
事
務
（
総

務
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

○

健
康
増
進
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
六
十
一
号
）
（
抄
）

（
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
の
行
う
事
務
）

第
一
条

健
康
増
進
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
事
務
は
、
集
計
と
す
る
。

（
特
別
用
途
表
示
の
許
可
等
に
係
る
手
数
料
）

第
三
条

法
第
二
十
六
条
第
四
項
（
法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
手
数
料
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

（
略
）

二

独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
に
納
め
る
手
数
料

八
十
万
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
が
特
別
の
用
途
を
勘
案

し
て
定
め
る
区
分
ご
と
に
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
又
は
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
承
認
を
行
う
に
つ
い
て
必
要
な
試
験
の
項
目
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣

が
定
め
る
項
目
の
実
費
を
勘
案
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
額

○

健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
国
民
健
康
・
栄
養
調
査
の
実
施
）

第
十
条

（
略
）

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
（
以
下
「
研
究
所
」
と
い
う
。
）
に
、
国
民
健
康
・
栄
養
調
査
の
実
施
に
関
す
る
事
務
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の
う
ち
集
計
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

（
特
別
用
途
表
示
の
許
可
）

第
二
十
六
条

販
売
に
供
す
る
食
品
に
つ
き
、
乳
児
用
、
幼
児
用
、
妊
産
婦
用
、
病
者
用
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
特
別
の
用
途
に
適
す
る
旨
の
表
示
（
以
下
「

特
別
用
途
表
示
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
の
許
可
を
申
請
す
る
者
は
、
実
費
（
許
可
試
験
に
係
る
実
費
を
除
く
。
）
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
国
に
、
研
究
所
の
行
う
許
可
試

験
に
あ
っ
て
は
許
可
試
験
に
係
る
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
研
究
所
に
、
登
録
試
験
機
関
の
行
う
許
可
試
験
に
あ
っ
て
は
当
該
登
録
試
験

機
関
が
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
定
め
る
額
の
手
数
料
を
当
該
登
録
試
験
機
関
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
～
７

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
九
十
三
号
）
（
抄
）

附

則

（
業
務
の
特
例
）

第
五
条
の
二

（
略
）

２
～
８

（
略
）

９

法
附
則
第
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
同
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
独
立
行
政
法
人
の
組
織
、
運
営
及
び
管
理
に
係
る
共
通
的
な

事
項
に
関
す
る
政
令
別
表
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
の
項
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
業
務
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）
」
と
あ

る
の
は
、
「
第
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
業
務
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）
又
は
同
法
附
則
第
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
」
と
す

る
。

○

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
業
務
の
特
例
）
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第
五
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

３

機
構
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
前
二
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
株
式
会
社
日

本
政
策
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
か
ら
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
る
同
法
別
表
第
一
第
二
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
金
の
貸
付
け
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
第

二
号
の
規
定
に
よ
る
小
口
の
教
育
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
厚
生
年
金
保
険
又
は
国
民
年
金
の
被
保
険
者
（
国
民
年
金
法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
か
ら

第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
組
合
員
又
は
加
入
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
も
の

に
対
し
て
、
そ
の
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
へ
の
あ
っ
せ
ん
を
行
う
こ
と
を
そ
の
業
務
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
～

（
略
）

16

○

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
十
六
号
）
（
抄
）

（
施
設
の
設
置
等
の
範
囲
）

第
二
条

法
第
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
施
設
の
設
置
若
し
く
は
整
備
又
は
設
備
の
設
置
は
、
当
該
施
設
又
は
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
業
務
に
係
る
収
入

を
も
っ
て
長
期
借
入
金
又
は
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
債
券
（
以
下
「
機
構
債
券
」
と
い
う
。
）
を
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
見
込
み
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
借
換
え
の
対
象
と
な
る
長
期
借
入
金
又
は
機
構
債
券
等
）

第
三
条

法
第
十
六
条
第
二
項
本
文
の
政
令
で
定
め
る
長
期
借
入
金
又
は
機
構
債
券
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
し
た
長
期
借
入
金
又
は
発
行
し
た
機
構
債
券

（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
し
た
長
期
借
入
金
又
は
発
行
し
た
機
構
債
券
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
既
往
の
長
期
借
入
金
等
」
と
い
う
。
）
と
し
、

法
第
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
か
ら
当
該
既
往
の
長
期
借
入
金
等
の
償
還
期
間
を
控
除
し
た

期
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
間
と
す
る
。

（
長
期
借
入
金
又
は
機
構
債
券
の
償
還
期
間
）

第
四
条

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
長
期
借
入
金
又
は
機
構
債
券
の
償
還
期
間
は
、
当
該
長
期
借
入
金
の
借
入
れ
又
は
機
構
債
券
の
発
行
に
よ
り
調
達
す

る
資
金
の
使
途
に
応
じ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
長
期
借
入
金
の
借
入
れ
の
認
可
）
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第
五
条

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
長
期
借
入
金
の
借
入
れ
の
認
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
七

（
略
）

２

（
略
）

（
機
構
債
券
の
発
行
の
認
可
）

第
十
五
条

機
構
は
、
法
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
債
券
の
発
行
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
機
構
債
券
の
募
集
の
日
の
二
十

日
前
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

２

（
略
）

（
他
の
法
令
の
準
用
）

第
十
六
条

次
の
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
機
構
を
国
の
行
政
機
関
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一
～
四
十
四

（
略
）

２

（
略
）

附

則

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
施
行
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
九
条

法
附
則
第
二
十
六
条
の
政
令
で
定
め
る
費
用
は
、
毎
事
業
年
度
に
お
け
る
法
附
則
第
二
十
五
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
属
す
る
月
以
後
の
月
分
の
国

家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
施
行
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
行
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
で
あ
る
給
付
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
支
給
さ
れ
る
当
該
年
金
で
あ
る
給
付
の
額
に
つ
い
て
同
日
前
に
行
わ

れ
た
改
定
に
よ
り
増
加
し
た
費
用
で
従
前
の
国
立
病
院
特
別
会
計
が
引
き
続
き
存
続
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
国
立
病
院
特
別
会
計
に
お
い
て
負
担
す
べ

き
こ
と
と
な
る
も
の
の
額
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
第
二
号
に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
費
用
と
す
る
。

一

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
機
構
の
役
員
又
は
職
員
で
あ
る
長
期
組
合
員
（
施
行
法
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
長
期
組
合
員
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
標
準
報
酬
の
月
額
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
の
月
額
を
い
う
。

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
及
び
当
該
長
期
組
合
員
の
標
準
期
末
手
当
等
の
額
（
同
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
期
末
手
当
等
の
額

を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
の
合
算
額

二

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
三
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
組
合
の
長
期
組
合
員
（
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所

の
職
員
で
あ
る
長
期
組
合
員
を
除
く
。
）
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
合
計
額
及
び
当
該
長
期
組
合
員
の
標
準
期
末
手
当
等
の
額
の
合
計
額
の
合
算
額
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○

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
長
期
借
入
金
及
び
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
債
券
）

第
十
八
条

機
構
は
、
政
令
で
定
め
る
施
設
の
設
置
若
し
く
は
整
備
又
は
設
備
の
設
置
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
長
期

借
入
金
を
し
、
又
は
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
債
券
（
以
下
「
債
券
」
と
い
う
。
）
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
機
構
は
、
長
期
借
入
金
又
は
債
券
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
償
還
に
充
て
る
た
め
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
長

期
借
入
金
を
し
、
又
は
債
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
償
還
期
間
が
政
令
で
定
め
る
期
間
の
も
の
に
限
る
。

３
～
７

（
略
）

附

則

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
施
行
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
六
条

前
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
属
す
る
月
以
後
の
月
分
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
施
行
法
第
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

年
金
で
あ
る
給
付
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
当
該
年
金
で
あ
る
給
付
の
額
に
つ
い
て
同
日
前
に
行
わ
れ
た
改
定
に
よ
り
増
加
し
た
費
用
で
従
前
の
国
立
病
院
特
別

会
計
が
引
き
続
き
存
続
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
国
立
病
院
特
別
会
計
に
お
い
て
負
担
す
べ
き
こ
と
と
な
る
も
の
（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に

つ
い
て
は
、
機
構
が
負
担
す
る
。

○

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
八
十
三
号
）
（
抄
）

（
国
庫
納
付
金
の
納
付
の
手
続
）

第
二
十
八
条

機
構
は
、
法
第
三
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
に
お
い
て
「

国
庫
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
計
算
書
に
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書
そ
の
他

の
当
該
国
庫
納
付
金
の
計
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
こ
れ
を
厚

生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
第
一
項
の
承
認
申
請
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
添
付
し
た
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類

を
重
ね
て
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
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２

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
利
益
及
び
損
失
の
処
理
の
特
例
等
）

第
三
十
一
条

（
略
）

２

機
構
は
、
前
項
に
規
定
す
る
積
立
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
金
額
を
控
除
し
て
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残

余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
～
５

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
五
十
六
号
）
（
抄
）

独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
施
行
令

（
積
立
金
の
処
分
に
係
る
承
認
の
手
続
）

第
一
条

独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
（
以
下
「
研
究
所
」
と
い
う
。
）
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
以
下
「
通
則
法
」
と
い
う
。
）
第
二

十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
中
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
最
後
の
事
業
年
度
（
以
下
「
期
間
最
後

の
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
に
係
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
業
務
の
財
源
に

充
て
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
、
当
該
次
の
中
期
目
標
の
期
間
の
最
初
の
事
業
年
度
の
六

月
三
十
日
ま
で
に
、
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

附

則
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（
承
継
勘
定
に
係
る
積
立
金
に
関
す
る
処
分
に
係
る
承
認
の
手
続
及
び
国
庫
納
付
金
の
納
付
手
続
等
）

第
九
条

承
継
勘
定
に
係
る
積
立
金
に
関
す
る
処
分
に
係
る
承
認
の
手
続
並
び
に
国
庫
納
付
金
の
納
付
手
続
、
納
付
期
限
及
び
帰
属
す
る
会
計
（
次
条
及
び
附
則
第

十
二
条
に
お
い
て
「
納
付
手
続
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
第
一
項
中
「

通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則
第
十
二
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
一
項
」
と
、
「
第
十
五
条
に
規
定
す

る
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
承
継
業
務
」
と
、
「
法
第
十
八
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則
第
十
二
条
第
六
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
一
項
」
と
、
第
二
条
第
一
項
中
「
第
十
八
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
二
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
三

項
」
と
、
第
四
条
中
「
一
般
会
計
」
と
あ
る
の
は
「
財
政
投
融
資
特
別
会
計
の
投
資
勘
定
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

○

国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
積
立
金
の
処
分
）

第
十
八
条

研
究
所
は
、
通
則
法
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
長
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
中
長
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。

）
の
最
後
の
事
業
年
度
に
係
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
金
額
を
、
当
該
中
長
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
長
期
目
標
の
期
間
に
係
る
通
則
法
第
三

十
五
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
中
長
期
計
画
（
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
次
の
中
長
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
第
十
五
条
に
規
定
す
る
業
務
の
財
源
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
七
十
九
号
）
（
抄
）

（
国
庫
納
付
金
の
納
付
の
手
続
）

第
二
条

機
構
は
、
法
第
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
「
国
庫
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
計
算
書
に
、
当
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該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
当
該
国
庫
納
付
金
の
計
算
の
基
礎
を
明
ら
か

に
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
前
条
第
一
項
の
承
認
申
請
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
添
付
し
た
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
を
重
ね
て
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

（
略
）

（
国
庫
納
付
金
の
帰
属
す
る
勘
定
等
）

第
四
条

国
庫
納
付
金
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
残
余
の
額
を
政
府
の
年
金
特
別
会
計
の
厚
生
年
金
勘
定
、
健
康
勘
定
又
は
業
務
勘
定
か
ら

の
出
資
金
の
額
に
応
じ
て
按
分
し
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
政
府
の
年
金
特
別
会
計
の
厚
生
年
金
勘
定
、
健
康
勘
定
又
は
業
務
勘
定
に
帰
属
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

あ
ん

２

前
項
に
規
定
す
る
出
資
金
の
額
は
、
法
第
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
残
余
の
額
を
生
じ
た
中
期
目
標
の
期
間
の
開
始
の
日
に
お
け
る
政
府
の
年
金
特
別
会
計

の
厚
生
年
金
勘
定
、
健
康
勘
定
又
は
業
務
勘
定
か
ら
の
出
資
金
の
額
（
同
日
後
当
該
中
期
目
標
の
期
間
中
に
政
府
の
年
金
特
別
会
計
の
厚
生
年
金
勘
定
、
健
康
勘

定
又
は
業
務
勘
定
か
ら
の
出
資
の
額
の
減
少
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
減
少
の
あ
っ
た
日
か
ら
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
末
日
ま
で
の
日
数
を
当
該
中
期
目
標
の

期
間
の
日
数
で
除
し
て
得
た
数
を
当
該
減
少
し
た
出
資
の
額
に
乗
じ
て
得
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
減
じ
た
額
）
と
す
る
。

○

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
七
十
一
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
積
立
金
の
処
分
）

第
十
六
条

（
略
）

２

機
構
は
、
前
項
に
規
定
す
る
積
立
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
金
額
を
控
除
し
て
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残

余
の
額
を
年
金
特
別
会
計
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

○

高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
四
十
一
号
）
（
抄
）

高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
教
育
公
務
員
及
び
研
究
公
務
員
の
範
囲
）
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第
一
条

高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
政
令
で
定
め
る
教
育
公
務
員
は
、
学
校

教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
公
立
の
大
学
の
学
長
、
副
学
長
、
学
部
長
、
教
授
、
准
教
授
、
助
教
又
は
講
師
の
職
に
あ
る
者
（

当
該
大
学
に
お
い
て
そ
の
他
の
職
を
兼
ね
る
者
を
含
む
。
）
と
す
る
。

２

（
略
）

（
長
期
借
入
金
の
借
入
れ
の
認
可
）

第
五
条

国
立
高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
（
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
法
第
二
十
一

条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
長
期
借
入
金
の
借
入
れ
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
七

（
略
）

２

（
略
）

附

則

（
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
訴
訟
に
つ
い
て
の
法
務
大
臣
の
権
限
等
に
関
す
る
法
律
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条

法
附
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
国
立
高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
を
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
訴
訟
に
つ
い
て
の
法
務
大
臣
の
権
限
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
に
規
定
す
る
国
又
は
行
政
庁
と
み
な
し
て
同
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
同
法
第
二
条
第
一
項
中
「
前
条
の
訴

訟
」
と
あ
る
の
は
「
国
立
高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
（
高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
九

十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
当
事
者
又
は
参
加
人
と
す
る
訴
訟
」
と
、
同
条
第
二
項

中
「
行
政
庁
（
国
に
所
属
す
る
も
の
に
限
る
。
第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
管
し
、
又
は
監
督
す
る
事
務
に
係
る
前
条
の
訴
訟
」
と

あ
る
の
は
「
前
項
の
訴
訟
」
と
、
「
当
該
行
政
庁
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
国
立
高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
」
と
、
同
法
第
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に

第
六
条
中
「
行
政
庁
」
と
あ
る
の
は
「
国
立
高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
」
と
、
同
法
第
八
条
本
文
中
「
第
二
条
、
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
二
項
、
第
六

条
の
二
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
六
条
の
三
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
前
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
五
条
第

一
項
又
は
第
六
条
第
二
項
」
と
、
「
行
政
庁
」
と
あ
る
の
は
「
国
立
高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
」
と
す
る
。

○

高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
国
立
研
究
開
発
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
九
十
三
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
役
員
の
欠
格
条
項
の
特
例
）
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第
八
条

通
則
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
公
務
員
又
は
研
究
公
務
員
で
政
令
で
定
め
る
も
の
（
次
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。

）
は
、
理
事
又
は
監
事
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
長
期
借
入
金
及
び
債
券
）

第
二
十
一
条

国
立
高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
政
令
で
定
め
る
施
設
の
設
置
若
し
く
は
整
備
又
は
設
備
の
設
置
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
、
厚
生
労

働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
長
期
借
入
金
を
し
、
又
は
当
該
国
立
高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
の
名
称
を
冠
す
る
債
券
（
以
下
「
債
券
」
と
い
う
。
）
を
発
行

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
国
立
高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
長
期
借
入
金
又
は
債
券
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
償
還
に
充
て
る
た
め
、
厚
生
労

働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
長
期
借
入
金
を
し
、
又
は
債
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
償
還
期
間
が
政
令
で
定
め
る
期
間
の
も
の
に
限
る
。

３
～
７

（
略
）

附

則

（
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
訴
訟
に
つ
い
て
の
法
務
大
臣
の
権
限
等
に
関
す
る
法
律
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条

国
立
高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
の
成
立
の
際
現
に
係
属
し
て
い
る
旧
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
訴
訟
事
件
又
は
非
訟
事
件
で
あ
っ
て
各
国
立

高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
が
受
け
継
ぐ
も
の
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
受
け
継
ぐ
当
該
国
立
高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
を

国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
訴
訟
に
つ
い
て
の
法
務
大
臣
の
権
限
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
に
規
定
す
る
国
又
は
行
政
庁
と
み
な

し
、
同
法
を
適
用
す
る
。

○

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
の
廃
止
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
百
六
十
六
号
）
（
抄
）

附

則

（
独
立
行
政
法
人
の
組
織
、
運
営
及
び
管
理
に
係
る
共
通
的
な
事
項
に
関
す
る
政
令
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
が
同
号
に
掲

げ
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
の
組
織
、
運
営
及
び
管
理
に
係
る
共
通
的
な
事
項
に
関
す
る
政
令
別
表
独

立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
の
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
、
「
業
務
及
び
同
法
附
則
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に

掲
げ
る
業
務
」
と
す
る
。
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○

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
（
※
）
（
抄
）

附

則

（
業
務
の
特
例
）

第
二
条

機
構
は
、
第
七
十
条
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

四

廃
止
法
に
よ
る
廃
止
前
の
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
附
則
第
四
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

２

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
百
六
十
七
号
）
（
抄
）

（
国
庫
納
付
金
の
納
付
の
手
続
）

第
三
条

機
構
は
、
法
第
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
五
条
ま
で
に
お
い
て
「
国
庫
納

付
金
」
と
い
う
。
）
の
計
算
書
に
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
当
該

国
庫
納
付
金
の
計
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
こ
れ
を
厚
生
労
働

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
第
一
項
の
承
認
申
請
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
添
付
し
た
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
を
重
ね

て
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
利
益
及
び
損
失
の
処
理
の
特
例
等
）

第
十
七
条

（
略
）
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２

機
構
は
、
前
項
に
規
定
す
る
積
立
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
金
額
を
控
除
し
て
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残

余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
～
５

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三

十
五
号
）
（
抄
）

（
積
立
金
の
処
分
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
条

改
正
法
附
則
第
二
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
が
行
う
積
立
金
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
の
組
織
、
運
営
及
び
管
理
に
係
る
共
通
的
な
事
項
に
関
す
る
政
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条

か
ら
第
八
条
ま
で
及
び
別
表
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
令
第
五
条
第
一
項
中
「
独
立
行
政
法
人
は
、
通
則
法
第
二
十
九

条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
中
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
最
後
の
事
業
年
度
（
以
下
「
期
間
最
後
の
事

業
年
度
」
と
あ
る
の
は
、
「
独
立
行
政
法
人
の
う
ち
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
三
十
八
号
。
別

表
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
（
以
下
「
研
究
所
」
と
い
う
。
）

が
積
立
金
の
処
分
を
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
独
立
行
政
法
人
国
立
健
康
・
栄
養
研
究
所
に
つ
い
て
は
、
研
究
所
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
に
始
ま
る
事
業

年
度
（
以
下
「
最
終
事
業
年
度
」
と
、
「
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
次
の
」
と
あ
る
の
は
「
研
究
所
の
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
を
含
む
通
則
法
第
二
十
九
条
第

二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
」
と
、
「
当
該
次
の
中
期
目
標
の
期
間
の
最
初
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
」
と
あ
る
の
は
「
同
年
六
月
三
十
日
」
と
、
同
条
第
二
項

中
「
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
最
終
事
業
年
度
」
と
、
旧
令
第
六
条
第
一
項
中
「
独
立
行
政
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
の
う
ち
、

独
立
行
政
法
人
国
立
健
康
・
栄
養
研
究
所
に
つ
い
て
は
、
研
究
所
」
と
、
「
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
、
当
該
期
間
最
後
の
事

業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
最
終
事
業
年
度
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
、
最
終
事
業
年
度
」
と
、
「
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
六
月
三

十
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日
」
と
、
旧
令
第
七
条
中
「
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
七
月
十
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二

十
七
年
七
月
十
日
」
と
、
旧
令
別
表
独
立
行
政
法
人
国
立
健
康
・
栄
養
研
究
所
の
項
中
「
独
立
行
政
法
人
国
立
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
法

附
則
第
二
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
改
正
法
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
独
立
行
政

法
人
国
立
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
」
と
す
る
。

（
職
員
の
在
職
期
間
に
関
す
る
経
過
措
置
）
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第
二
十
三
条

独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
中
「
研
究
所
の
成
立
」

と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
三
十
八
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
第
二
条
の
独
立
行
政
法

人
医
薬
基
盤
研
究
所
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
研
究
所
」
と
い
う
。
）
の
成
立
」
と
、
「
引
き
続
い
て
研
究
所
」
と
あ
る
の
は
「
引
き
続
い
て
旧
研
究
所
」

と
、
「
引
き
続
き
研
究
所
」
と
あ
る
の
は
「
引
き
続
き
旧
研
究
所
（
研
究
所
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
そ
の
者
の
研
究
所
」
と
あ
る

の
は
「
そ
の
者
の
旧
研
究
所
」
と
、
「
研
究
所
を
」
と
あ
る
の
は
「
旧
研
究
所
を
」
と
す
る
。

○

国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
（
※
）
（
抄
）

附

則

第
四
条

（
略
）

２

（
略
）

３

研
究
所
の
成
立
の
日
の
前
日
に
厚
生
労
働
省
の
職
員
と
し
て
在
職
す
る
者
が
、
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
い
て
研
究
所
の
職
員
と
な
り
、
か
つ
、
引

き
続
き
研
究
所
の
職
員
と
し
て
在
職
し
た
後
引
き
続
い
て
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
同
法

に
基
づ
い
て
支
給
す
る
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
研
究
所
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
同
項
に
規
定
す
る

職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
研
究
所
を
退
職
し
た
こ
と
に
よ
り
退
職
手
当
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付
を
含
む
。
）
の

支
給
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

（
略
）

【
農
林
水
産
省
関
係
】

○

森
林
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号
）
（
抄
）

（
森
林
整
備
保
全
事
業
を
実
施
す
る
者
）

第
二
条
の
二

法
第
四
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
造
林
、
間
伐
及
び
保
育
の
事
業
に
つ
い
て
は
次
に
掲
げ
る
者
（
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
国
有
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林
野
事
業
（
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
有
林
野
事
業
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
又
は
法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
行
う
場
合
に
、
第
二
号
に
掲

げ
る
者
に
あ
つ
て
は
森
林
の
経
営
を
行
う
場
合
又
は
同
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
行
う
場
合
に
限
る
。
）
と
し
、
林
道
の

開
設
及
び
改
良
の
事
業
に
つ
い
て
は
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
者
（
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
国
有
林
野
事
業
を
行
う
場
合
に
、

第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
森
林
の
経
営
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
と
し
、
森
林
の
造
成
及
び
維
持
に
必
要
な
事
業
に
つ
い
て
は
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲

げ
る
者
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

三

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所

四
～
六

（
略
）

○

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
（
抄
）

（
全
国
森
林
計
画
等
）

第
四
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

農
林
水
産
大
臣
は
、
全
国
森
林
計
画
に
掲
げ
る
森
林
の
整
備
及
び
保
全
の
目
標
の
計
画
的
か
つ
着
実
な
達
成
に
資
す
る
た
め
、
全
国
森
林
計
画
の
作
成
と
併
せ

て
、
五
年
ご
と
に
、
森
林
整
備
保
全
事
業
（
造
林
、
間
伐
及
び
保
育
並
び
に
林
道
の
開
設
及
び
改
良
の
事
業
並
び
に
森
林
の
造
成
及
び
維
持
に
必
要
な
事
業
で
政

令
で
定
め
る
者
が
実
施
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
森
林
整
備
保
全
事
業
計
画
」
と
い
う
。
）
を
た
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
～

（
略
）

11

○

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号
）
（
抄
）

（
農
用
地
等
及
び
農
用
地
等
と
す
る
こ
と
が
適
当
な
土
地
に
含
ま
れ
な
い
土
地
）

第
八
条

法
第
十
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
土
地
は
、
次
に
掲
げ
る
土
地
と
す
る
。
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一

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
附
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
独

立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
十
五
条
第
六
項
及
び
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
附
則
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
二
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
改

良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
非
農
用
地
区
域
内
の
土
地

二
～
四

（
略
）

○

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
（
抄
）

（
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
基
準
）

第
十
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
項
の
農
用
地
等
及
び
農
用
地
等
と
す
る
こ
と
が
適
当
な
土
地
に
は
、
土
地
改
良
法
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
非
農
用
地
区
域
内
の
土
地
そ
の
他
政
令
で
定

め
る
土
地
は
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

５

（
略
）

○

種
苗
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
（
抄
）

（
品
種
の
育
成
に
関
す
る
業
務
を
行
う
独
立
行
政
法
人
）

第
四
条

法
第
六
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
独
立
行
政
法
人
は
、
独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究

所
、
独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
及
び
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
と
す
る
。

○

種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
（
抄
）
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（
出
願
料
）

第
六
条

出
願
者
は
、
一
件
に
つ
き
四
万
七
千
二
百
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
額
の
出
願
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
出
願
者
が
国
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
の
う
ち
品
種
の
育
成

に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
次
項
、
第
四
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
五
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

で
あ
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

３
・
４

（
略
）

○

農
林
水
産
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
三
号
）
（
抄
）

（
文
書
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
七
条

文
書
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
七

（
略
）

八

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
庶
務
（
農
業
技
術
分
科
会
、
林
野
分
科
会
及
び
水
産
分
科
会
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

（
土
地
改
良
企
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
一
条

土
地
改
良
企
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

（
略
）

二

交
換
分
合
（
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
の
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
指
導
及
び
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

三
・
四

（
略
）

（
農
村
整
備
官
の
職
務
）

第
八
十
五
条

農
村
整
備
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

（
略
）

二

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
の
行
う
交
換
分
合
そ
の
他
農
用
地
及
び
農
業
用
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三

（
略
）

（
森
林
整
備
部
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
七
条

森
林
整
備
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
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一
～
十
七

（
略
）

十
八

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

十
九

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
農
村
振
興
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
国
有
林
野
部
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
八
条

国
有
林
野
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
七

（
略
）

八

林
野
庁
の
職
員
（
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
の
職
員
を
含
む
。
）
に
貸
与
す
る
宿
舎
に
関
す
る
こ
と
。

九
～
十
五

（
略
）

（
整
備
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
八
条

整
備
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三

（
略
）

四

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
の
行
う
森
林
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

（
研
究
指
導
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
十
条

研
究
指
導
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
四

（
略
）

五

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

六

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
農
村
振
興
局
並
び
に
計
画
課
及
び
整
備
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

七

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
林
野
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
管
理
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
十
二
条

管
理
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
六

（
略
）

七

林
野
庁
の
職
員
（
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
の
職
員
を
含
む
。
）
に
貸
与
す
る
宿
舎
に
関
す
る
こ
と
。

八
～
十

（
略
）

（
研
究
指
導
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
三
十
九
条

研
究
指
導
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三

（
略
）
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四

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

五

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
水
産
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

○

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
八
十
九
号
）
（
抄
）

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
法
施
行
令

（
生
物
系
特
定
産
業
技
術
に
係
る
業
種
）

第
一
条

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
業
種
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

（
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
国
庫
に
納
付
す
べ
き
額
の
算
定
方
法
）

第
二
条

法
第
十
五
条
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
に
お
け
る
法
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
以
下

「
通
則
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
（
第
七
条
に
お
い
て
「
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
国
庫
に

納
付
す
べ
き
額
」
と
い
う
。
）
は
、
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
残
余
の
額
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
積
立
金
の
処
分
に
係
る
承
認
の
手
続
）

第
三
条

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
研
究
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号

に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
中
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
最
後
の
事
業
年
度
（
以
下
「
期
間
最
後
の
事
業
年
度
」
と
い
う
。

）
に
係
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額

に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
法
第
十
六
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ

り
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
財
源
に
充
て
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
農
林

水
産
大
臣
（
法
第
十
五
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
財
務
大
臣
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出

し
、
当
該
次
の
中
期
目
標
の
期
間
の
最
初
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

（
国
庫
納
付
金
の
納
付
の
手
続
）

第
四
条

研
究
機
構
は
、
法
第
十
六
条
第
三
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
規
定
に
よ
る
納
付
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金
（
以
下
「
国
庫
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
計
算
書
に
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
損
益
計

算
書
そ
の
他
の
当
該
国
庫
納
付
金
の
計
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、

こ
れ
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
第
一
項
の
承
認
申
請
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
添
付
し
た
同
条
第
二
項
に
規
定

す
る
書
類
を
重
ね
て
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

（
略
）

○

国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
生
物
系
特
定
産
業
技
術
」
と
は
、
そ
の
業
務
に
お
い
て
生
物
の
機
能
を
維
持
増
進
し
、
若
し
く
は
利
用
し
、
又
は
生
物
の
機
能
の

発
現
の
成
果
を
獲
得
し
、
若
し
く
は
利
用
す
る
事
業
で
次
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
も
の
に
関
す
る
技
術
（
基
盤
技
術
研
究
円
滑
化
法
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
六

十
五
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
基
盤
技
術
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
当
該
事
業
を
所
管
す
る
省
の
所
掌
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
開
発
に
当
た

り
生
物
の
機
能
又
は
そ
の
発
現
の
成
果
の
特
性
に
密
接
に
関
連
す
る
試
験
研
究
を
必
要
と
す
る
も
の
を
い
う
。

一
・
二

（
略
）

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
業
種
に
属
す
る
事
業
に
関
す
る
技
術
の
性
格
を
勘
案
し
、
そ
の
技
術
の
高
度
化
を
図
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
か
つ
適

切
と
認
め
ら
れ
る
業
種
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

（
区
分
経
理
）

第
十
五
条

研
究
機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
ご
と
に
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

三

前
条
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務

四

（
略
）

（
利
益
及
び
損
失
の
処
理
の
特
例
等
）

第
十
六
条

研
究
機
構
は
、
前
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
勘
定
に
お
い
て
、
通
則
法
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
第
一
号

に
規
定
す
る
中
長
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
中
長
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
最
後
の
事
業
年
度
に
係
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
主
務
大
臣
の
承
認
を
受
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け
た
金
額
を
、
当
該
中
長
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
長
期
目
標
の
期
間
に
係
る
通
則
法
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
中
長
期
計
画
（
同
項
後
段
の

規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
次
の
中
長
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
第
十
四
条
に
規
定

す
る
業
務
の
財
源
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

研
究
機
構
は
、
前
項
に
規
定
す
る
積
立
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
金
額
を
控
除
し
て
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
に
お
け
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
同
項
の
使
途
に
充
て
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
、
「
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
を
国
庫
に
納
付
す
る
場
合
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

同
項
の
使
途
に
充
て
る
場
合
」
と
す
る
。

４
・
５

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
農
林
水
産
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る

政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
百
六
十
五
号
）
（
抄
）

（
独
立
行
政
法
人
農
業
・
生
物
系
特
定
産
業
技
術
研
究
機
構
が
し
た
出
資
に
係
る
株
式
の
処
分
を
行
う
期
限
等
）

第
二
十
六
条

（
略
）

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条

及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
整
備
法
附
則
第
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
例
業
務
勘
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
令
第
二
条
中
「
法
第
十

六
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
農
林
水
産
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
二
十

六
号
）
附
則
第
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
第
四
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
が
整
備
法
附
則
第
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
例
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
新
令
第
三
条
第
一
項
中

「
同
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項
及
び
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
農
林
水
産
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

八
年
法
律
第
二
十
六
号
。
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
三
条
第
六
項
」
と
、
「
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
三
号
に

掲
げ
る
業
務
又
は
整
備
法
附
則
第
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
例
業
務
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第

三
号
に
掲
げ
る
業
務
又
は
整
備
法
附
則
第
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
例
業
務
」
と
、
新
令
第
四
条
第
一
項
中
「
同
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項

及
び
整
備
法
附
則
第
十
三
条
第
六
項
」
と
、
新
令
第
六
条
中
「
に
係
る
勘
定
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
勘
定
及
び
整
備
法
附
則
第
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
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例
業
務
勘
定
」
と
す
る
。

○

独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
農
林
水
産
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
二
十
六
号
）
（
※
）
（
抄
）

附

則

（
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
の
業
務
の
特
例
等
）

第
十
三
条

国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
法
第
十
四
条
に
規
定
す

る
業
務
の
ほ
か
、
政
令
で
指
定
す
る
日
ま
で
の
間
、
旧
研
究
機
構
法
第
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
出
資
に
係
る
株
式
の
処
分
の
業
務
を
行
う
。

２

国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
法
第
十
四
条
及
び
前
項
に
規
定

す
る
業
務
の
ほ
か
、
旧
研
究
機
構
法
第
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
貸
し
付
け
ら
れ
た
資
金
に
係
る
債
権
の
回
収
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
債
権

の
管
理
及
び
回
収
の
業
務
を
行
う
。

３

国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４

国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
は
、
前
三
項
に
規
定
す
る
業
務
（
以
下
「
特
例
業
務
」
と
い
う
。
）
に
係
る
経
理
に
つ
い
て
は
、

そ
の
他
の
経
理
と
区
分
し
、
特
別
の
勘
定
（
以
下
「
特
例
業
務
勘
定
」
と
い
う
。
）
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
～
７

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
の
廃
止
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
二
十
七
号
）
（
抄
）

附

則

（
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
施
行
令
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

旧
機
構
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
発
行
し
た
緑
資
源
債
券
に
係
る
緑
資
源
債
券
原
簿
及
び
利
札
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
旧
機
構
法

施
行
令
第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
四
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
機
構
法
施
行
令
第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
機
構
は
、

主
た
る
事
務
所
に
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
は
、
機
構
が
作
成
し
た
緑
資
源
債
券
原
簿
に
係
る
緑
資
源
債
券
の
償
還
及
び
そ
の
利
息
の

支
払
を
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
主
た
る
事
務
所
に
そ
の
」
と
、
旧
機
構
法
施
行
令
第
四
十
四
条
第
二
項
中
「
機
構
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
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究
所
」
と
す
る
。

２

旧
機
構
法
附
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
緑
資
源
公
団
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
緑
資
源
公
団
が

発
行
し
た
緑
資
源
債
券
に
係
る
緑
資
源
債
券
原
簿
及
び
利
札
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
旧
機
構
法
施
行
令
附
則
第
十
二
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
は
、
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
は
、
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
を

廃
止
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
号
）
に
よ
る
廃
止
前
の
」
と
、
「
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
施
行
令
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機

構
法
の
廃
止
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
二
十
七
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
独
立
行
政
法
人

緑
資
源
機
構
法
施
行
令
」
と
、
「
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
」
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
」
」
と
す
る
。

○

独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
三
十
八
号
）
（
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
の
廃
止
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経

過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
二
十
七
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
も
の
）
（
抄
）

（
緑
資
源
債
券
原
簿
）

第
四
十
三
条

機
構
は
、
主
た
る
事
務
所
に
緑
資
源
債
券
原
簿
を
備
え
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

緑
資
源
債
券
原
簿
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

（
利
札
が
欠
け
て
い
る
場
合
）

第
四
十
四
条

緑
資
源
債
券
を
償
還
す
る
場
合
に
お
い
て
欠
け
て
い
る
利
札
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
金
額
を
償
還
額
か
ら
控
除
す
る
。
た
だ
し
、
既
に

支
払
期
が
到
来
し
た
利
札
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
利
札
の
所
持
人
が
こ
れ
と
引
換
え
に
控
除
金
額
の
支
払
を
請
求
し
た
と
き
は
、
機
構
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

（
緑
資
源
公
団
法
施
行
令
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
二
条

法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
緑
資
源
公
団
が
法
附
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
緑
資
源
公
団
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第

八
十
五
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
し
た
緑
資
源
債
券
に
係
る
緑
資
源
債
券
原
簿
及
び
利
札
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
廃

止
前
の
緑
資
源
公
団
法
施
行
令
（
以
下
「
旧
公
団
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
三
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
旧
公
団
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
公
団
は
、
主
た
る
事
務
所
に
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
は
、
独
立
行
政
法
人
緑
資
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源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
緑
資
源
公
団
が
作
成
し
た
緑
資
源
債
券
原
簿
に
係
る
緑
資
源
債
券

の
償
還
及
び
そ
の
利
息
の
支
払
を
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
主
た
る
事
務
所
に
そ
の
」
と
、
同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
三
十
七
条
第
三
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は

「
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
三
十
八
号
）
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
緑
資
源
公
団
法
施
行
令
第
三
十
七

条
第
三
項
第
一
号
」
と
、
旧
公
団
法
施
行
令
第
四
十
三
条
第
二
項
中
「
公
団
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
」
と
す
る
。

○

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
が
行
う
特
例
業
務
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
二
十
八
号
）
（
抄
）

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
が
行
う
特
例
業
務
に
関
す
る
政
令

（
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
に
つ
い
て
の
旧
機
構
法
施
行
令
の
規
定
の
適
用
）

第
一
条

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
（
以
下
「
研
究

所
」
と
い
う
。
）
が
行
う
同
項
に
規
定
す
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
の
廃
止
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政

令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
二
十
七
号
。
以
下
「
整
備
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五

年
政
令
第
四
百
三
十
八
号
。
以
下
「
旧
機
構
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
、
第
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び

に
第
十
九
条
並
び
に
付
録
第
一
及
び
付
録
第
二
の
規
定
は
、
整
備
令
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
機

構
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
」
と
、
「
及
び
緑
資
源
債
券
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
森
林
総
合
研
究
所
債
券
及
び
緑
資
源
債
券
」
と
、

「
係
る
緑
資
源
債
券
」
と
あ
る
の
は
「
係
る
森
林
総
合
研
究
所
債
券
及
び
緑
資
源
債
券
」
と
す
る
。

（
法
附
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
に
つ
い
て
の
研
究
所
法
施
行
令
の
規
定
の
読
替
え
）

第
二
条

法
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
研
究
所
が
同
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
施
行
令
（
平
成
二

十
七
年
政
令
第
四
十
三
号
。
以
下
「
研
究
所
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
研
究
所
債
券
」
と
あ
る

の
は
、
「
研
究
所
債
券
（
法
附
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
に
係
る
長
期
借
入
金
又
は
研
究
所
債
券
に
あ
っ
て
は
、
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

前
号
に
掲
げ
る
長
期
借
入
金
又
は
研
究
所
債
券
の
償
還
に
充
て
る
た
め
に
し
、
又
は
発
行
し
た
長
期
借
入
金
又
は
研
究
所
債
券
）
」
と
す
る
。

（
法
附
則
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
に
つ
い
て
の
旧
機
構
法
施
行
令
の
規
定
の
適
用
）

第
五
条

法
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
研
究
所
が
行
う
同
項
に
規
定
す
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
旧
機
構
法
施
行
令
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
、
第
八
条
か

ら
第
十
六
条
ま
で
、
第
十
七
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
十
九
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
、
附
則
第
十
条
並
び
に
付
録

第
三
及
び
付
録
第
四
の
規
定
は
、
整
備
令
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
旧
機
構
法
施
行
令
第
八
条
第
三
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号
及
び
第
三
十
一
条
の
規
定
を
除
く
。
）
中
「
機
構
」
と
あ
る
の
は
「
研
究
所
」
と
、
「
及
び
緑
資
源
債
券
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
森
林
総
合
研
究
所
債
券
及

び
緑
資
源
債
券
」
と
、
「
係
る
緑
資
源
債
券
」
と
あ
る
の
は
「
係
る
森
林
総
合
研
究
所
債
券
及
び
緑
資
源
債
券
」
と
、
同
号
中
「
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
（

以
下
「
機
構
」
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
（
以
下
「
研
究
所
」
」
と
、
旧
機
構
法
施
行
令
第
三
十
一
条
の
表
（
第
五
条
第
六
項
及
び
第

七
項
の
項
を
除
く
。
）
中
「
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
」
と
す
る
。

（
法
附
則
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
に
つ
い
て
の
旧
不
動
産
登
記
政
令
の
規
定
の
適
用
）

第
六
条

法
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
研
究
所
が
行
う
同
項
に
規
定
す
る
業
務
の
う
ち
廃
止
法
に
よ
る
廃
止
前
の
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
（
平
成

十
四
年
法
律
第
百
三
十
号
。
以
下
「
旧
機
構
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
第
七
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
八
号
の
事
業
並
び
に
同
項
第
九
号
の
事
業
（
同
項

第
七
号
ロ
に
規
定
す
る
土
地
改
良
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
整
備
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
に
よ

る
不
動
産
登
記
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
五
十
号
。
以
下
「
旧
不
動
産
登
記
政
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
は
、
整
備
令
の

施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
不
動
産
登
記
政
令
第
二
条
の
表
第
二
条
の
項
中
「
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
（
以
下
「
機

構
」
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
（
以
下
「
研
究
所
」
」
と
、
同
表
第
六
条
第
一
項
第
一
号
、
第
十
二
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）
及
び
第

十
八
条
の
項
中
「
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
号
）
に
よ
る
廃

止
前
の
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
号
。
以
下
「
旧
機
構
法
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
表
第
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号

の
項
中
「
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
附
則
第
九
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
機
構
法
」
と
、
同
表
第
二
十
条
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
の
項
中
「
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
」

と
あ
る
の
は
「
旧
機
構
法
」
と
、
同
表
第
二
十
条
の
項
及
び
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
九

条
第
一
項
の
項
中
「
機
構
」
と
あ
る
の
は
「
研
究
所
」
と
す
る
。

（
法
附
則
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
に
つ
い
て
の
地
方
自
治
法
施
行
令
の
規
定
の
適
用
の
特
例
）

第
七
条

法
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
研
究
所
が
同
項
に
規
定
す
る
業
務
の
う
ち
旧
機
構
法
第
十
一
条
第
一
項
第
七
号
イ
の
事
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
限
る
。
）
、
独

立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
附
則
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
う
ち
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
を
廃
止

す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
号
）
に
よ
る
廃
止
前
の
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
号
。
以
下
「
旧
機
構
法
」
と
い
う
。

）
第
十
一
条
第
一
項
第
七
号
イ
の
事
業
（
換
地
処
分
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）
」
と
、
「
第
九
十
六
条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
十
六
条
の
四
第
一
項

並
び
に
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
附
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
機
構
法
第
十
六
条
第
二
項
」
と
す

る
。

（
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
に
つ
い
て
の
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
施
行
令
の
規
定
の
適
用
）
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第
十
一
条

法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
研
究
所
が
行
う
同
項
に
規
定
す
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
森
林
開
発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
三
百
六
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
農
用
地
整
備
公
団
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
九

年
政
令
第
二
百
五
号
。
以
下
「
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
か
ら
第
一
条
の
三
ま
で
、
第
三
条
か
ら
第
二
十
条
の
二
ま
で
、
第
二
十
一

条
及
び
第
二
十
二
条
並
び
に
附
則
第
三
条
、
第
九
条
及
び
第
九
条
の
二
の
規
定
は
、
整
備
令
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

旧
農
用
地
整
備
公
団
法
施
行
令
第
三
条
第
三
号
中
「
農
用
地
整
備
公
団
（
以
下
「
公
団
」
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
（
以
下
「
研
究

所
」
」
と
、
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
施
行
令
第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
三
項
、
第
十
五
条
第
二
項
、
第
十
六
条
第
三
項
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九

条
及
び
第
二
十
条
第
一
項
中
「
公
団
」
と
あ
る
の
は
「
研
究
所
」
と
、
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
施
行
令
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
十
五
条
第
一
項
中

「
及
び
緑
資
源
債
券
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
森
林
総
合
研
究
所
債
券
及
び
緑
資
源
債
券
」
と
、
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
施
行
令
第
十
三
条
中
「
係
る
緑
資
源
債

券
」
と
あ
る
の
は
「
係
る
森
林
総
合
研
究
所
債
券
及
び
緑
資
源
債
券
」
と
、
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
表
（
第
五
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の

項
を
除
く
。
）
中
「
農
用
地
整
備
公
団
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
」
と
す
る
。

（
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
に
つ
い
て
の
旧
不
動
産
登
記
政
令
の
規
定
の
適
用
）

第
十
二
条

法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
研
究
所
が
行
う
同
項
に
規
定
す
る
業
務
の
う
ち
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号

及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
業
務
（
同
項
第
五
号
の
業
務
に
あ
っ
て
は
、
農
業
用
用
排
水
施
設
の
管
理
の
業
務
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
旧
不
動
産
登
記

政
令
第
三
条
の
規
定
及
び
旧
不
動
産
登
記
政
令
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
旧
不
動
産
登
記
政
令
第
二
条
の
規
定
は
、
整
備
令
の
施
行

後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
法
第
十
一
条
第
一
項
第
七
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
八
号
の
事
業
並
び
に
同
項
第
九
号
の
事

業
（
土
地
改
良
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
森
林
開
発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
附
則
第
八
条
の

規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
農
用
地
整
備
公
団
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
業
務

（
同
項
第
五
号
の
業
務
に
あ
っ
て
は
、
農
業
用
用
排
水
施
設
の
管
理
の
業
務
に
限
る
。
）
」
と
、
同
条
の
表
第
二
条
の
項
中
「
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
（
以

下
「
機
構
」
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
（
以
下
「
研
究
所
」
」
と
、
同
表
第
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
項
中
「
独
立
行
政
法

人
緑
資
源
機
構
法
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
附
則
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
」
と
、
同
表
第
二
十
条
の
項
及
び
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、

第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
九
条
第
一
項
の
項
中
「
機
構
」
と
あ
る
の
は
「
研
究
所
」
と
す
る
。

（
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
に
つ
い
て
の
地
方
自
治
法
施
行
令
の
規
定
の
適
用
の
特
例
）

第
十
三
条

法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
研
究
所
が
同
項
に
規
定
す
る
業
務
の
う
ち
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
事
業
を
行

う
場
合
に
お
け
る
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
限
る
。
）
、
独
立
行
政
法
人
森
林

総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
附
則
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
う
ち
森
林
開
発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
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一
年
法
律
第
七
十
号
）
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
農
用
地
整
備
公
団
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
四
十
三
号
。
以
下
「
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
」
と

い
う
。
）
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
事
業
（
換
地
処
分
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）
」
と
、
「
第
九
十
六
条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
十
六
条
の
四

第
一
項
並
び
に
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
附
則
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
第

二
十
三
条
第
二
項
」
と
す
る
。

（
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
に
つ
い
て
の
技
術
的
読
替
え
）

第
十
四
条

法
附
則
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
附
則
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
農
用
地
開
発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
四
十
四
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
農
用
地
開
発
公

団
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「

公
団
」
と
あ
る
の
は
、
「
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
」
と
す
る
。

（
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
に
つ
い
て
の
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
施
行
令
の
規
定
の
適
用
）

第
十
五
条

法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
研
究
所
が
行
う
同
項
に
規
定
す
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
施
行
令
附
則
第
十
一
条
第
一

項
（
農
用
地
開
発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
二
百
三
十
二
号
）
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
農
用
地
開
発
公
団
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
五
号
）
第
十
三
条
か
ら
第
二
十
条
の
二
ま
で
及
び
第
二
十
二
条
並
び
に
附
則
第

三
条
、
第
九
条
及
び
第
十
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
整
備
令
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
施
行
令
附
則
第
十
一
条
第
一
項
中
「
法
附
則
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
団
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合

研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
（
以
下
「
研
究
所
」
と
い
う
。
）
」

と
、
「
「
百
分
の
三
十
」
と
」
と
あ
る
の
は
「
「
百
分
の
三
十
」
と
、
整
備
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
及
び
第
二
十
条

第
一
項
中
「
公
団
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
」
と
」
と
、
「
第
二
十
二
条
の
表
第
九
十
条
の
二
第
三
項
の
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十

二
条
の
表
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
九
十
条
の
二
第
三
項
の
項
中
「
農
用
地
開
発
公
団
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究

所
」
と
、
同
表
第
九
十
条
の
二
第
三
項
の
項
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
公
団
」
と
あ
る
の
は
「
研
究
所
」
と
す
る
。

（
他
の
法
令
の
準
用
）

第
十
六
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
の
字
句
で
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

土
地
収
用
法
第
二
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
百
三
十
八
条
第

行
政
機
関
若
し
く
は
そ
の
地
方
支
分
部
局
の

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
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一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

長

土
地
収
用
法
第
二
十
一
条
第
二
項
（
同
法
第
百
三
十
八
条
第

行
政
機
関
又
は
そ
の
地
方
支
分
部
局
の
長

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

土
地
収
用
法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
同
法
第
百

当
該
事
業
の
施
行
に
つ
い
て
権
限
を
有
す
る

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所

三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

行
政
機
関
又
は
そ
の
地
方
支
分
部
局
の
長

不
動
産
登
記
令
第
七
条
第
二
項

命
令
又
は
規
則
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
官
庁
又

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
の
理
事
長
が
指

は
公
署
の
職
員

定
し
、
そ
の
旨
を
官
報
に
よ
り
公
告
し
た
独
立
行

政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
の
役
員
又
は
職
員

○

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
（
※
）
（
抄
）

附

則

第
七
条

研
究
所
は
、
第
十
一
条
及
び
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
旧
機
構
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
（
廃
止
法
の
施
行
前
に
機
構
が
行

っ
た
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
事
業
に
係
る
賦
課
金
及
び
負
担
金
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

第
八
条

研
究
所
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
第
十
一
条
、
附
則
第
六
条
第
一
項
及
び
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
旧
機
構
法
第
十
一
条

第
一
項
第
六
号
の
事
業
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

第
九
条

研
究
所
は
、
第
十
一
条
、
附
則
第
六
条
第
一
項
及
び
第
七
条
第
一
項
並
び
に
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
旧
機
構
法
第
十
一
条
第
一
項
第
七

号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
事
業
で
廃
止
法
の
施
行
前
に
開
始
さ
れ
た
も
の
（
同
項
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
事
業
の
開
始
に
必
要
な
事
前
の
調
査
で
廃
止
法
の
施

行
前
に
開
始
さ
れ
た
も
の
に
係
る
も
の
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
）
及
び
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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２
～
４

（
略
）

第
十
一
条

研
究
所
は
、
第
十
一
条
、
附
則
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
並
び
に
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ

か
、
森
林
開
発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
農
用
地
整
備
公
団
法
（
昭
和
四
十
九

年
法
律
第
四
十
三
号
。
以
下
「
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
業
務
で
森
林
開
発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
前
に
開
始
さ
れ
た
も
の
（
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
業
務
の
開
始
に
必
要
な
事
前
の
調
査
で
同
法
の
施
行
前
に
開
始
さ
れ
た
も
の
に
係
る
も
の
で
政
令
で

定
め
る
も
の
を
含
む
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４

（
略
）

第
十
二
条

研
究
所
は
、
第
十
一
条
、
附
則
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
条
第
一
項
並
び
に
前
条
第
一
項
に
規

定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
旧
機
構
法
附
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
（
廃
止
法
の
施
行
前
に
機
構
が
行
っ
た
旧
農
用
地
整
備
公
団
法
附
則
第
十
九
条
第
一
項

の
業
務
に
係
る
負
担
金
及
び
徴
収
金
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

（
役
員
に
関
す
る
特
例
）

第
十
三
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

研
究
所
が
附
則
第
六
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
（
以
下
「
承
継
業
務
」
と
い
う
。
）
を
行
う
間
、

通
則
法
第
二
十
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
役
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
・
二

（
略
）

６

（
略
）

○

国
有
林
野
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
の
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係

政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
五
十
五
号
）
（
抄
）

附

則

（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
独
立
行
政
法
人
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
た
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だ
し
書
に
規
定
す
る
事
由
に
よ
り
法
附
則
第
五
条
に
規
定
す
る
国
有
林
野
事
業
職
員
が
現
実
に
職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し
な
か
っ
た
期
間
は
、
第
七
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
第
六
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
独
立
行
政
法

人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
事
由
に
よ
り
現
実
に
職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し
な
か
っ
た
期
間
と
み
な
す
。

○

国
有
林
野
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
の
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法

律
第
四
十
二
号
）
（
※
）
（
抄
）

附

則

（
労
働
組
合
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
独
立
行
政
法
人
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
旧
特
労
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る

労
働
組
合
（
旧
特
労
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
国
有
林
野
事
業
を
行
う
国
の
経
営
す
る
企
業
（
附
則
第
八
条
に
お
い
て
「
国
有
林
野
事
業
を
行
う
国
の
経
営

す
る
企
業
」
と
い
う
。
）
に
勤
務
す
る
一
般
職
に
属
す
る
国
家
公
務
員
（
以
下
「
国
有
林
野
事
業
職
員
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
組
合
」
と

い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
施
行
日
に
お
い
て
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
団
体
と
な
ろ
う
と
す

る
も
の
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
同
法
第
百
八
条
の
三
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
登
録
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

森
林
国
営
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
四
十
二
号
）
（

抄
）

（
出
資
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
財
産
に
係
る
評
価
委
員
の
任
命
等
）

第
十
三
条

改
正
法
附
則
第
八
条
第
三
項
の
評
価
委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
き
農
林
水
産
大
臣
が
任
命
す
る
。

一
・
二

（
略
）

三

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
（
以
下
「
研
究
所
」
と
い
う
。
）
の
役
員

一
人

四

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○

森
林
国
営
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
二
十
一
号
）
（
※
）
（
抄
）

附

則

（
権
利
義
務
の
承
継
等
）

第
八
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
、
旧
森
林
国
営
保
険
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
行
う
森
林
保
険
に
係
る
事
業
に
関
し
、
現
に
国
が
有
す
る
権
利
及
び
義
務

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
時
に
お
い
て
研
究
所
が
承
継
す
る
。

一
・
二

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
研
究
所
が
国
の
有
す
る
権
利
及
び
義
務
を
承
継
し
た
と
き
は
、
そ
の
承
継
の
際
、
承
継
さ
れ
る
権
利
に
係
る
財
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の

の
価
額
の
合
計
額
に
相
当
す
る
金
額
は
、
政
府
か
ら
研
究
所
に
対
し
出
資
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
研
究
所
は
、
そ
の
額
に
よ
り
資
本
金
を

増
加
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
政
府
か
ら
出
資
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
同
項
の
財
産
の
価
額
は
、
施
行
日
現
在
に
お
け
る
時
価
を
基
準
と
し
て
評
価
委
員
が
評
価
し
た

価
額
と
す
る
。

４

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
四
十
三
号
）
（
抄
）

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
施
行
令

（
借
換
え
の
対
象
と
な
る
長
期
借
入
金
又
は
研
究
所
債
券
等
）

第
一
条

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
長
期
借
入
金
又
は
森
林
総
合
研
究
所
債
券
（
以
下

「
研
究
所
債
券
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

（
長
期
借
入
金
の
借
入
れ
の
認
可
）
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第
三
条

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
（
以
下
「
研
究
所
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
長
期
借
入
金
の
借
入
れ
の
認

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
借
入
れ
の
日
の
二
十
日
前
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
七

（
略
）

２

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
長
期
借
入
金
及
び
森
林
総
合
研
究
所
債
券
）

第
十
五
条

研
究
所
は
、
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
農
林
水
産
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
長
期
借
入
金
を
し
、
又
は
森

林
総
合
研
究
所
債
券
（
以
下
「
債
券
」
と
い
う
。
）
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
研
究
所
は
、
長
期
借
入
金
又
は
債
券
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
償
還
に
充
て
る
た
め
、
農
林
水
産
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、

長
期
借
入
金
を
し
、
又
は
債
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
償
還
期
間
が
政
令
で
定
め
る
期
間
の
も
の
に
限
る
。

３
～
７

（
略
）

【
経
済
産
業
省
関
係
】

○

火
薬
類
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
三
号
）
（
抄
）

（
手
数
料
）

第
十
一
条

（
略
）

２

法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
独
立
行
政
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
と
す
る
。

一

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所

二

（
略
）
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○

火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
（
抄
）

（
手
数
料
の
納
付
）

第
四
十
九
条

次
に
掲
げ
る
者
（
経
済
産
業
大
臣
若
し
く
は
産
業
保
安
監
督
部
長
、
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。
（
又
は
経
済
産
業
大
臣
若
し
く
は

産
業
保
安
監
督
部
長
が
そ
の
試
験
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
指
定
試
験
機
関
に
対
し
て
手
続
を
行
お
う
と
す
る
者
に
限
る
。
）
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令

で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
十
四

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
規
定
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
業
務
の
内
容
そ

の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

○

信
用
保
証
協
会
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
七
十
一
号
）
（
抄
）

（
特
定
金
銭
債
権
等
に
類
し
又
は
密
接
に
関
連
す
る
債
権
）

第
三
条

法
第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
債
権
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

八

独
立
行
政
法
人
通
信
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人

情
報
通
信
研
究
機
構
が
承
継
し
た
貸
付
契
約
に
係
る
貸
付
債
権

○

信
用
保
証
協
会
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
九
十
六
号
）
（
抄
）

（
業
務
）

第
二
十
条

（
略
）
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２

協
会
は
、
前
項
の
業
務
の
ほ
か
、
当
該
業
務
の
遂
行
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
付
随
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

二

前
項
各
号
の
債
務
の
保
証
に
基
づ
き
求
償
権
を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
債
務
の
保
証
に
係
る
中
小
企
業
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
業
務

イ

債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
債
権
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
特
定
金
銭
債
権
」
と
い
う
。
）
、
特
定
金
銭
債
権
を
担
保
す
る
保
証
契
約
に
基
づ
く
債
権
及
び
協
会
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
特
定
金
銭
債

権
を
担
保
す
る
保
証
契
約
に
基
づ
く
債
権
に
係
る
債
務
を
履
行
し
た
場
合
に
取
得
す
る
求
償
権
並
び
に
こ
れ
ら
の
債
権
に
類
し
又
は
密
接
に
関
連
す
る
も
の

と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
譲
受
け

ロ
・
ハ

三

（
略
）

３
・
４

（
略
）

○

官
公
需
に
つ
い
て
の
中
小
企
業
者
の
受
注
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
二
百
四
十
八
号
）
（
抄
）

（
国
等
の
定
義
）

第
二
条

法
第
二
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
、
独
立
行
政
法
人
酒
類
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
立
特
別
支
援
教
育
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ
ン

タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
女
性
教
育
会
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館
、
独
立
行
政
法
人
物
質
・
材

料
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
文

化
財
機
構
、
独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
、
独

立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
、
独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源

研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人

水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
経
済
産
業
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館
、
独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
保
険
、
独
立
行
政

法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
、
独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
交

通
安
全
環
境
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
港
湾
空
港
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
電
子
航
法
研
究
所
、
独
立
行
政
法

人
航
海
訓
練
所
、
独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
、
独
立
行
政
法
人
航
空
大
学
校
、
独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
駐
留
軍
等
労
働
者
労
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務
管
理
機
構
、
自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
、
独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
教
員
研
修
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
、
独
立
行
政

法
人
国
立
印
刷
局
、
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
、

独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
、
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
、
独
立
行
政
法
人
北
方
領
土
問
題
対
策
協
会
、
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
、

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
、
独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構
、
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合

開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人
理
化
学

研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
、
独
立
行
政

法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
、
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的

障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
、
独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
、
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
振
興
機

構
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
際
観
光
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
自
動
車

事
故
対
策
機
構
、
独
立
行
政
法
人
空
港
周
辺
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
、
独
立
行
政
法
人
環

境
再
生
保
全
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高

等
専
門
学
校
機
構
、
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
大
学
財
務
・
経
営
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発

基
金
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
、
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
、

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金

・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
精
神
・
神

経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
長
寿
医
療

研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構

二
～
六

（
略
）

○

官
公
需
に
つ
い
て
の
中
小
企
業
者
の
受
注
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
国
等
」
と
は
、
国
及
び
公
庫
等
（
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
そ
の
他
の
特
別
の
法
律
に
よ
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
つ
て
政
令
で
定

め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。
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○

回
路
配
置
利
用
権
等
の
登
録
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
（
抄
）

（
手
数
料
の
納
付
を
要
し
な
い
独
立
行
政
法
人
）

第
七
十
一
条

法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
独
立
行
政
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
と
す
る
。

一

独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構

二

独
立
行
政
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構

三

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所

四

（
略
）

○

半
導
体
集
積
回
路
の
回
路
配
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
四
十
三
号
）
（
抄
）

（
手
数
料
等
）

第
四
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
は
、
手
数
料
を
納
付
す
べ
き
者
が
国
又
は
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法

人
で
あ
つ
て
、
そ
の
業
務
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

４

（
略
）

○

計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
（
抄
）

（
検
定
の
申
請
）

第
十
七
条

（
略
）
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２

別
表
第
四
の
中
欄
又
は
下
欄
に
日
本
電
気
計
器
検
定
所
及
び
指
定
検
定
機
関
（
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
指
定
検
定
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

み
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
日
本
電
気
計
器
検
定
所
が
天
災
そ
の
他
の
事
由
に
よ
っ
て
当
該
検
定
業
務
を
実
施
で
き
な
い
と
き
（
同
表
第
八
号
又
は

第
十
二
号
に
掲
げ
る
特
定
計
量
器
に
あ
っ
て
は
、
天
災
そ
の
他
の
事
由
に
よ
っ
て
当
該
検
定
業
務
を
実
施
で
き
な
い
と
き
、
又
は
日
本
電
気
計
器
検
定
所
法
（
昭

和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
号
。
以
下
「
検
定
所
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
は
当
該
検
定
業
務
を
実
施
で
き
な
い
と
き
）
は
、
前

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
特
定
計
量
器
に
つ
い
て
の
申
請
書
は
、
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
型
式
の
承
認
を
行
う
者
）

第
二
十
二
条

法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
承
認
は
、
別
表
第
四
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
計
量
器
に
つ
い
て
は
日
本
電
気
計
器
検
定
所
（
日
本
電

気
計
器
検
定
所
が
天
災
そ
の
他
の
事
由
に
よ
っ
て
当
該
承
認
業
務
を
実
施
で
き
な
い
と
き
は
、
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
）
が
、
そ
の
他
の
特
定
計

量
器
に
つ
い
て
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
が
行
う
。

（
基
準
器
検
査
を
行
う
者
）

第
二
十
五
条

法
第
百
二
条
第
一
項
の
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
計
量
器
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
が
行
う
。

一

（
略
）

二

電
流
計
、
電
圧
計
、
電
気
抵
抗
計
及
び
電
力
量
計

日
本
電
気
計
器
検
定
所
（
日
本
電
気
計
器
検
定
所
が
天
災
そ
の
他
の
事
由
に
よ
っ
て
当
該
検
査
業
務
を

実
施
で
き
な
い
と
き
は
、
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
）

三

照
度
計

日
本
電
気
計
器
検
定
所
（
日
本
電
気
計
器
検
定
所
が
天
災
そ
の
他
の
事
由
に
よ
っ
て
当
該
検
査
業
務
を
実
施
で
き
な
い
と
き
、
又
は
検
定
所
法
第

二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
は
当
該
検
査
業
務
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
計
量
器
以
外
の
計
量
器

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所

（
計
量
証
明
の
事
業
の
登
録
を
要
し
な
い
独
立
行
政
法
人
）

第
二
十
六
条
の
二

法
第
百
七
条
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
独
立
行
政
法
人
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

二

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所

三

（
略
）

四

独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所

別
表
第
四
（
第
十
七
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
四
条
関
係
）

特
定
計
量
器

型
式
の
承
認
に
係
る
表
示
が
付
さ
れ
た
も
の

型
式
の
承
認
に
係
る
表
示
が
付
さ
れ
て
い
な
い
も
の
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一

タ
ク
シ
ー
メ
ー
タ
ー

そ
の
特
定
計
量
器
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
以
下

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
（
以
下
こ
の
表

こ
の
表
に
お
い
て
単
に
「
都
道
府
県
知
事
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
「
産
業
技
術
総
合
研
究
所
」
と
い
う
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

○

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
検
定
の
申
請
）

第
七
十
条

特
定
計
量
器
に
つ
い
て
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
検
定
（
以
下
単
に
「
検
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
政
令
で
定
め
る
区
分
に

従
い
、
経
済
産
業
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
、
日
本
電
気
計
器
検
定
所
又
は
指
定
検
定
機
関
に
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
製
造
事
業
者
に
係
る
型
式
の
承
認
）

第
七
十
六
条

届
出
製
造
事
業
者
は
、
そ
の
製
造
す
る
特
定
計
量
器
の
型
式
に
つ
い
て
、
政
令
で
定
め
る
区
分
に
従
い
、
経
済
産
業
大
臣
又
は
日
本
電
気
計
器
検
定

所
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

（
基
準
器
検
査
）

第
百
二
条

検
定
、
定
期
検
査
そ
の
他
計
量
器
の
検
査
で
あ
っ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
に
用
い
る
計
量
器
の
検
査
（
以
下
「
基
準
器
検
査
」
と
い
う
。
）

は
、
政
令
で
定
め
る
区
分
に
従
い
、
経
済
産
業
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
又
は
日
本
電
気
計
器
検
定
所
が
行
う
。

２

（
略
）

（
計
量
証
明
の
事
業
の
登
録
）

第
百
七
条

計
量
証
明
の
事
業
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
業
の
区
分
（
次
条
に
お
い
て
単
に
「
事
業
の
区

分
」
と
い
う
。
）
に
従
い
、
そ
の
事
業
所
ご
と
に
、
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
若
し
く
は
地

方
公
共
団
体
又
は
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
で
あ
っ
て
当
該
計
量
証
明
の
事
業
を
適

正
に
行
う
能
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
が
当
該
計
量
証
明
の
事
業
を
行
う
場
合
及
び
政
令
で
定
め
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
業
務
を
行
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う
こ
と
に
つ
い
て
登
録
、
指
定
そ
の
他
の
処
分
を
受
け
た
者
が
当
該
業
務
と
し
て
当
該
計
量
証
明
の
事
業
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
・
二

（
略
）

○

大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
の
民
間
事
業
者
へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
（
抄
）

別
表
第
二
（
第
十
四
条
関
係
）

一

独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構

二

独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構

三
・
四

（
略
）

五

独
立
行
政
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構

六

独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所

七

独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所

八
・
九

（
略
）

十

独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構

十
一

独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所

十
二

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構

十
三

（
略
）

十
四

独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構

十
五

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構

十
六
～
十
八

（
略
）

十
九

独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所

二
十

独
立
行
政
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー

二
十
一

独
立
行
政
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー

二
十
二

独
立
行
政
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

二
十
三

独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
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二
十
四

独
立
行
政
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

二
十
五

独
立
行
政
法
人
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

二
十
六
～
二
十
九

（
略
）

三
十

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構

三
十
一

独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所

三
十
二

独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所

三
十
三

独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー

三
十
四

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所

三
十
五

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

三
十
六

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所

三
十
七
・
三
十
八

（
略
）

三
十
九

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構

四
十

独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所

四
十
一

独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所

四
十
二

（
略
）

四
十
三

独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所

四
十
四

独
立
行
政
法
人
港
湾
空
港
技
術
研
究
所

四
十
五

独
立
行
政
法
人
電
子
航
法
研
究
所

四
十
六
～
四
十
八

（
略
）

四
十
九

独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所

○

大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
の
民
間
事
業
者
へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
五
十
二
号
）
（
抄
）

第
十
三
条

独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
試
験

研
究
に
関
す
る
業
務
を
行
う
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
試
験
研
究
独
立
行
政
法
人
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
に
つ
い



- 241 -

て
、
当
該
研
究
成
果
に
係
る
試
験
研
究
独
立
行
政
法
人
が
保
有
す
る
特
許
権
又
は
特
許
を
受
け
る
権
利
の
譲
渡
を
受
け
、
当
該
特
許
権
又
は
当
該
特
許
を
受
け
る

権
利
に
基
づ
い
て
取
得
し
た
特
許
権
に
つ
い
て
の
譲
渡
、
専
用
実
施
権
の
設
定
そ
の
他
の
行
為
に
よ
り
、
当
該
研
究
成
果
の
活
用
を
行
お
う
と
す
る
民
間
事
業
者

に
対
し
移
転
す
る
事
業
（
以
下
「
試
験
研
究
独
立
行
政
法
人
技
術
移
転
事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
者
は
、
当
該
試
験
研
究
独
立
行
政
法
人
を
所
管
す
る
大
臣
に

申
請
し
て
、
そ
の
事
業
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
旨
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三

（
略
）

２
～
４

（
略
）

○

中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
二
百
一
号
）
（
抄
）

（
特
定
独
立
行
政
法
人
等
の
範
囲
）

第
四
条

法
第
二
条
第
九
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健

康
・
栄
養
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人

情
報
処
理
推
進
機
構
、
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
及
び
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・

運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構

二

（
略
）

○

中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２
～
８

（
略
）

９

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
国
等
」
と
は
、
国
及
び
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立

行
政
法
人
を
い
う
。
第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
特
別
の
法
律
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
っ
て
新
技
術
に
関
す
る
研
究
開
発
の
た
め
の
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補
助
金
、
委
託
費
そ
の
他
相
当
の
反
対
給
付
を
受
け
な
い
給
付
金
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
新
技
術
補
助
金
等
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
も
の
と
し
て
政
令

で
定
め
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
独
立
行
政
法
人
等
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。

～

（
略
）

10

12

○

産
業
技
術
力
強
化
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
六
号
）
（
抄
）

別
表
（
第
三
条
関
係
）

一

独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構

二

独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構

三
～
六

（
略
）

七

独
立
行
政
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構

八

独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所

九

独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所

十
・
十
一

（
略
）

十
二

独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構

十
三

独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所

十
四

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構

十
五

（
略
）

十
六

独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構

十
七

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構

十
八
～
二
十
一

（
略
）

二
十
二

独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所

二
十
三

独
立
行
政
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー

二
十
四

独
立
行
政
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー

二
十
五

独
立
行
政
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
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二
十
六

独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

二
十
七

独
立
行
政
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

二
十
八

独
立
行
政
法
人
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

二
十
九
～
三
十
二

（
略
）

三
十
三

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構

三
十
四

独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所

三
十
五

独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所

三
十
六

独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー

三
十
七

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所

三
十
八

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

三
十
九

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所

四
十
・
四
十
一

（
略
）

四
十
二

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構

四
十
三

独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所

四
十
四

独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所

四
十
五

（
略
）

四
十
六

独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所

四
十
七

独
立
行
政
法
人
港
湾
空
港
技
術
研
究
所

四
十
八

独
立
行
政
法
人
電
子
航
法
研
究
所

四
十
九
～
五
十
一

（
略
）

五
十
二

独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所

○

産
業
技
術
力
強
化
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十
四
号
）
（
抄
）

（
特
許
料
等
の
特
例
）
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第
十
七
条

特
許
庁
長
官
は
、
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
年
か
ら
第
三
年
第
十
年
ま
で
の
各
年
分
の

特
許
料
を
納
付
す
べ
き
者
が
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
産
業
技
術
力
の
強
化
を
図
る
た
め
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ

る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
許
料
を
軽
減
し
若
し
く
は
免
除
し
、
又
は
そ
の
納
付
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

三

試
験
研
究
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
の
う
ち
高
等
専
門
学
校
を
設
置
す
る
者
で
あ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
、
試
験
研
究
に
関
す
る
業
務
を
行

う
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）

四
・
五

（
略
）

２

（
略
）

○

経
済
産
業
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号
）
（
抄
）

（
産
業
技
術
環
境
局
の
所
掌
事
務
）

第
七
条

産
業
技
術
環
境
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
二
十
七

（
略
）

二
十
八

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
九

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
・
三
十
一

（
略
）

（
政
策
評
価
広
報
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
八
条

政
策
評
価
広
報
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
四

（
略
）

五

経
済
産
業
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
技
術
振
興
・
大
学
連
携
推
進
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
八
条

技
術
振
興
・
大
学
連
携
推
進
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
九

（
略
）

十

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
の
組
織
及
び
運
営
一
般
並
び
に
同
機
構
の
行
う
基
盤
技
術
研
究
円
滑
化
法
第
十
一
条
に
規
定
す
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る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

（
原
子
力
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
二
十
九
条

原
子
力
政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
・
二

（
略
）

三

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
の
行
う
業
務
の
う
ち
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
を
技
術
的
に
確
立
す
る
た
め
に
必
要
な
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

（
産
業
技
術
環
境
局
技
術
振
興
・
大
学
連
携
推
進
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
九
条

産
業
技
術
環
境
局
技
術
振
興
・
大
学
連
携
推
進
課
は
、
第
五
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下

欄
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

期
間

事
務

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
の
行
う
独
立
行

年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
附
則
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
附
則
第
九
条
第
一
項

日
ま
で
の
間

に
規
定
す
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
附
則
第
九
条

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
の
行
う
独
立
行

第
二
項
に
規
定
す
る
債
権
の
回
収
が
終
了
す
る
ま
で
の
間

政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
附
則
第
九
条
第
二
項

及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

○

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
六
十
四
号
）
（
抄
）

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
施
行
令
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（
出
資
証
券
の
記
載
事
項
等
）

第
一
条

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
発
行
す
る
出
資
証
券
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
及
び
番
号

を
記
載
し
、
理
事
長
が
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

（
機
構
の
業
務
の
委
託
を
受
け
る
法
人
）

第
五
条

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
債
権
管
理
回

収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
債
権
回
収
会
社
と
す
る
。

（
積
立
金
の
処
分
に
係
る
承
認
の
手
続
）

第
七
条

機
構
は
、
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
（
以
下
「
中
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
最
後
の
事
業
年
度
（
以
下

「
期
間
最
後
の
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
に
係
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積

立
金
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
法
第
十
九
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
財
源
に
充
て
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
、
当
該
次
の
中
期
目
標
の
期
間
の
最
初
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
法
第
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

（
国
庫
納
付
金
の
帰
属
す
る
会
計
）

第
十
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
が
通
則
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
補
助
金
等
と
し
て
指
定
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
平
成
二
十
三
年
度
の
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
３
号
）
及
び
平
成
二
十
四
年
度
以
降
に
お
け
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
の
予
算
に
計
上
さ
れ
た
も
の
の
交
付
を
受
け
て
特
別
会
計
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
二
百
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
復
興
施
策
に
関
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
復
興
施
策
に
関
す
る

業
務
に
係
る
国
庫
納
付
金
は
、
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
に
帰
属
す
る
。

（
他
の
法
令
の
準
用
）

第
十
二
条

不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
六
条
、
第
百
十
六
条
、
第
百
十
七
条
及
び
第
百
十
八
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
不
動
産
登
記
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
第
七
条
第
一
項
第
六
号
（
同
令
別
表
の
七
十
三
の
項
に
係
る
部
分
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に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
、
第
十
六
条
第
四
項
、
第
十
七
条
第
二
項
、
第
十
八
条
第
四
項
並
び
に
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
機
構
を
国
の
行
政
機

関
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
七
条
第
二
項
中
「
命
令
又
は
規
則
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
官
庁
又
は
公
署
の
職

員
」
と
あ
る
の
は
、
「
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
の
理
事
長
が
指
定
し
、
そ
の
旨
を
官
報
に
よ
り
公
告
し
た
独
立
行
政
法
人
新

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
の
役
員
又
は
職
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

○

国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
業
務
の
委
託
等
）

第
十
六
条

機
構
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
金
融
機
関
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
法
人
に
対
し
、
前
条
第
一
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
業
務
の
一
部
を
委

託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
６

（
略
）

（
利
益
及
び
損
失
の
処
理
の
特
例
等
）

第
十
九
条

機
構
は
、
第
十
七
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
勘
定
に
お
い
て
、
通
則
法
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
第
一
号

に
規
定
す
る
中
長
期
目
標
の
期
間
（
以
下
「
中
長
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
最
後
の
事
業
年
度
に
係
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
経
済
産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
金
額
を
、

当
該
中
長
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
長
期
目
標
の
期
間
に
係
る
通
則
法
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
中
長
期
計
画
（
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変

更
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
次
の
中
長
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
第
十
五
条
に
規
定
す
る
業
務
の
財

源
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
６

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
五
十
四
号
）
（
抄
）

（
国
庫
納
付
金
の
納
付
の
手
続
）

第
二
条

機
構
は
、
法
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
「
国
庫
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
計
算
書
に
、
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当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
当
該
国
庫
納
付
金
の
計
算
の
基
礎
を
明
ら

か
に
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
こ
れ
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
前
条
第
一
項
の
承
認
申
請
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
添
付
し
た
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
を
重
ね
て
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

（
略
）

（
国
庫
納
付
金
の
帰
属
す
る
会
計
）

第
四
条

法
第
十
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
に
お
け
る
国
庫
納
付
金
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
残
余
の
額
を
政
府
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
対
策
特
別
会
計
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
勘
定
又
は
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
か
ら
の
出
資
金
の
額
に
応
じ
て
按
分
し
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
政
府
の
エ
ネ
ル

あ
ん

ギ
ー
対
策
特
別
会
計
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
勘
定
又
は
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
に
帰
属
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
出
資
金
の
額
は
、
法
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
残
余
の
額
を
生
じ
た
中
期
目
標
の
期
間
の
開
始
の
日
に
お
け
る
政
府
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
対

策
特
別
会
計
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
勘
定
又
は
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
か
ら
の
出
資
金
の
額
（
同
日
後
当
該
中
期
目
標
の
期
間
中
に
政
府
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
対

策
特
別
会
計
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
勘
定
又
は
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
か
ら
の
出
資
の
額
の
増
加
又
は
減
少
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
増
加
又
は
減
少
の
あ

っ
た
日
か
ら
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
末
日
ま
で
の
日
数
を
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
日
数
で
除
し
て
得
た
数
を
当
該
増
加
し
、
又
は
減
少
し
た
出
資
の
額
に
乗

じ
て
得
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
え
、
又
は
減
じ
た
額
）
と
す
る
。

３

（
略
）

４

法
第
十
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
に
お
け
る
国
庫
納
付
金
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
残
余
の
額
を
政
府
の
一
般
会
計
又

は
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
か
ら
の
出
資
金
の
額
に
応
じ
て
按
分
し
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
政
府
の
一
般
会
計
又
は
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
に
帰
属
さ

あ
ん

せ
る
も
の
と
す
る
。

５

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
四
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
区
分
経
理
）

第
十
二
条

機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
ご
と
に
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
（
石
油
等
に
係
る
も
の
に
限
り
、
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
（
石

油
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
（
石
油
等
、
石
炭
及
び
地
熱
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
七
号
及
び
第
八
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号
に
掲
げ
る
業
務
（
石
炭
及
び
地
熱
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
同
項
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
並

び
に
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務

二

（
略
）

三

前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
（
金
属
鉱
物
に
係
る
権
利
譲
受
け
資
金
に
係
る
も
の
に
限
り
、
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
項
第
四
号
か
ら

第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
（
金
属
鉱
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
同
項
第
九
号
、
第
十
四
号
、
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ

れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
同
条
第
三
項
の
業
務

四
・
五

（
略
）

（
利
益
及
び
損
失
の
処
理
の
特
例
等
）

第
十
三
条

（
略
）

２

機
構
は
、
第
一
項
前
項
に
規
定
す
る
積
立
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
金
額
を
控
除
し
て
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
～
７

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
八
十
二
号
）
（
抄
）

（
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
国
庫
に
納
付
す
べ
き
額
の
算
定
方
法
）

第
三
条

法
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
に
お
け
る
法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法

（
以
下
「
通
則
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
（
第
八
条
に
お
い
て
「
毎
事
業
年
度
に
お
い
て

国
庫
に
納
付
す
べ
き
額
」
と
い
う
。
）
は
、
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
残
余
の
額
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
積
立
金
の
処
分
に
係
る
承
認
の
手
続
）

第
四
条

機
構
は
、
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
（
以
下
「
中
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
最
後
の
事
業
年
度
（
以
下

「
期
間
最
後
の
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
に
係
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積

立
金
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
法
第
十
九
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
同
法
附
則
第

十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
期
目
標
の
期

間
に
お
け
る
業
務
の
財
源
に
充
て
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
（
法
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
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る
業
務
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
財
務
大
臣
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
し
、
当
該
次
の
中
期
目
標
の
期
間
の
最
初
の
事
業
年
度

の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

（
国
庫
納
付
金
の
納
付
の
手
続
）

第
五
条

機
構
は
、
法
第
十
九
条
第
三
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
規
定
に
よ
る
納
付
金
（

以
下
こ
の
条
か
ら
第
七
条
ま
で
に
お
い
て
「
国
庫
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
計
算
書
に
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
、
当
該
期

間
最
後
の
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
当
該
国
庫
納
付
金
の
計
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
次
の
事

業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
こ
れ
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
第
一
項
の
承
認
申
請
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
こ
れ

に
添
付
し
た
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
を
重
ね
て
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

（
略
）

（
国
庫
納
付
金
の
帰
属
す
る
会
計
）

第
七
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
が
通
則
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
補
助
金
等
と
し
て
指
定
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
平
成
二
十
三
年
度
の
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
３
号
）
及
び
平
成
二
十
四
年
度
以
降
に
お
け
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
の
予
算
に
計
上
さ
れ
た
も
の
の
交
付
を
受
け
て
特
別
会
計
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
二
百
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
復
興
施
策
に
関
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
復
興
施
策
に
関
す
る

業
務
に
係
る
国
庫
納
付
金
は
、
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
に
帰
属
す
る
。

○

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
区
分
経
理
）

第
十
八
条

機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
ご
と
に
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

二

第
十
五
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務
、
同
項
第
八
号
に
掲
げ
る
業
務
（
中
心
市
街
地
活
性
化
法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
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第
十
五
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
業
務
（
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
五
条
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
同
項
第
十
四

号
に
掲
げ
る
業
務
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
同
項
第
十
九
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務

三

第
十
五
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
産

業
の
開
発
の
た
め
に
国
の
財
政
資
金
を
も
っ
て
行
う
出
資
に
関
す
る
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
第
十
五
条
第
一
項
第
十
九
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ

れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
同
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務

四
・
五

（
略
）

２

（
略
）

（
利
益
及
び
損
失
の
処
理
の
特
例
等
）

第
十
九
条

機
構
は
、
そ
れ
ぞ
れ
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
（
以
下
「
一
般
勘
定
」
と
い
う
。
）
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘

定
、
小
規
模
企
業
共
済
勘
定
及
び
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
に
お
い
て
、
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
（

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
中
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
最
後
の
事
業
年
度
に
係
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ

た
後
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
主
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
金
額
を
、
当
該
中
期
目
標
の
期
間

の
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
係
る
通
則
法
第
三
十
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
中
期
計
画
（
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
変

更
後
の
も
の
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
業
務
の
財
源
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

機
構
は
、
前
項
に
規
定
す
る
積
立
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
金
額
を
控
除
し
て
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残

余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
（
以
下
「
施
設
整
備
等
勘
定
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
使
途
に
充
て
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
、
「
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
を
国
庫
に
納
付
す
る

場
合
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
使
途
に
充
て
る
場
合
」
と
す
る
。

４
・
５

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
理
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第

四
十
六
号
）
（
抄
）

（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）
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第
二
条

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
前
に
従
前
の
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総

合
研
究
所
（
以
下
「
従
前
の
研
究
所
」
と
い
う
。
）
を
退
職
し
た
者
の
退
職
手
当
に
つ
い
て
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十

年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員

退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
十
二
条
の
二
及
び
第
十
二
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究

所
（
以
下
「
研
究
所
」
と
い
う
。
）
の
長
は
、
同
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長
等
と
み
な
す
。

２

（
略
）

○

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
九
十
五

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
も
の
）
（
抄
）

（
退
職
手
当
の
支
給
の
一
時
差
止
め
）

第
十
二
条
の
二

各
省
各
庁
の
長
等
（
財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長
及
び
特
定
独
立
行
政
法
人
の

長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
退
職
し
た
者
に
対
し
ま
だ
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
基
礎
在
職
期
間
中
の

行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
て
、
そ
の
者
が
逮
捕
さ
れ
た
と
き
又
は
そ
の
者
か
ら
聴
取
し
た
事
項
若
し
く
は
調
査
に
よ
り
判
明
し
た
事
実
に
基
づ
き
そ
の
者
に

犯
罪
が
あ
る
と
思
料
す
る
に
至
つ
た
と
き
で
あ
つ
て
、
そ
の
者
に
対
し
一
般
の
退
職
手
当
等
を
支
給
す
る
こ
と
が
、
公
務
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
確
保
し
、
退

職
手
当
制
度
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
を
維
持
す
る
上
で
重
大
な
支
障
を
生
ず
る
と
認
め
る
と
き
は
、
一
般
の
退
職
手
当
等
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

２
～
８

（
略
）

（
退
職
手
当
の
返
納
）

第
十
二
条
の
三

退
職
し
た
者
に
対
し
一
般
の
退
職
手
当
等
の
支
給
を
し
た
後
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮
こ

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
各
省
各
庁
の
長
等
は
、
そ
の
支
給
を
し
た
一
般
の
退
職
手
当
等
の
全
部
又
は
一
部
を
返
納
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
返
納
さ
せ
る
べ
き
退
職
手
当
の
額
の
範
囲
、
返
納
の
手
続
そ
の
他
返
納
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

○

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
十
六
号
）
（
抄
）
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附

則

（
利
用
計
画
の
認
定
を
受
け
た
者
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

（
略
）

２

旧
令
第
一
条
第
一
号
、
第
三
号
、
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
二
号
又
は
第
十
五
号
に
掲
げ
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
等
に
係
る
利
用
計
画
を
実
施
す
る
法

第
九
条
第
二
項
の
認
定
事
業
者
に
関
す
る
法
第
十
条
第
一
号
の
債
務
の
保
証
に
係
る
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
の
業
務
、
法
第

十
三
条
に
規
定
す
る
中
小
企
業
投
資
育
成
株
式
会
社
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
一
号
）
の
特
例
及
び
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
報
告
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

○

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
九
年
法
律
第
三
十
七
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
の
業
務
）

第
十
条

国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
は
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
等
を
促
進
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一

認
定
事
業
者
が
認
定
利
用
計
画
に
従
っ
て
行
う
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
等
に
必
要
な
資
金
に
係
る
債
務
の
保
証
を
行
う
こ
と
。

二

（
略
）

（
中
小
企
業
投
資
育
成
株
式
会
社
法
の
特
例
）

第
十
三
条

中
小
企
業
投
資
育
成
株
式
会
社
は
、
中
小
企
業
投
資
育
成
株
式
会
社
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

中
小
企
業
者
又
は
事
業
を
営
ん
で
い
な
い
個
人
が
認
定
利
用
計
画
に
従
っ
て
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
等
を
行
う
た
め
に
資
本
金
の
額
が
三
億
円
を
超
え
る
株
式

会
社
を
設
立
す
る
際
に
発
行
す
る
株
式
の
引
受
け
及
び
当
該
引
受
け
に
係
る
株
式
の
保
有

二

中
小
企
業
者
の
う
ち
資
本
金
の
額
が
三
億
円
を
超
え
る
株
式
会
社
が
認
定
利
用
計
画
に
従
っ
て
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
等
を
行
う
た
め
に
必
要
と
す
る
資
金
の

調
達
を
図
る
た
め
に
発
行
す
る
株
式
、
新
株
予
約
権
（
新
株
予
約
権
付
社
債
に
付
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
等
（
中
小
企
業
投
資
育

成
株
式
会
社
法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
付
社
債
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
引
受
け
及
び
当
該
引
受

け
に
係
る
株
式
、
新
株
予
約
権
（
そ
の
行
使
に
よ
り
発
行
さ
れ
、
又
は
移
転
さ
れ
た
株
式
を
含
む
。
）
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
等
（
新
株
予
約
権
付
社
債
等

に
付
さ
れ
た
新
株
予
約
権
の
行
使
に
よ
り
発
行
さ
れ
、
又
は
移
転
さ
れ
た
株
式
を
含
む
。
）
の
保
有
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２
・
３

（
略
）

（
報
告
の
徴
収
）

第
十
四
条

主
務
大
臣
は
、
認
定
事
業
者
に
対
し
、
認
定
利
用
計
画
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
国
土
交
通
省
関
係
】

○

船
舶
安
全
法
施
行
令
（
昭
和
九
年
勅
令
第
十
三
号
）
（
抄
）

第
五
条

船
舶
安
全
法
第
二
十
九
条
ノ
四
第
一
項
ノ
政
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
独
立
行
政
法
人
ハ
独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
、
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ

ー
、
独
立
行
政
法
人
航
海
訓
練
所
、
独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
及
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
ト
ス

○

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
（
抄
）

第
二
十
九
条
ノ
四

第
一
章
ノ
規
定
ニ
依
ル
検
査
（
登
録
検
査
確
認
機
関
又
ハ
船
級
協
会
ノ
検
査
ヲ
除
ク
以
下
同
ジ
）
、
認
定
、
認
可
、
型
式
承
認
若
ハ
検
定
（
機

構
又
ハ
登
録
検
定
機
関
ノ
検
定
ヲ
除
ク
以
下
同
ジ
）
又
ハ
検
査
若
ハ
検
定
ニ
関
ス
ル
書
類
ノ
再
交
付
若
ハ
書
換
（
以
下
検
査
等
ト
称
ス
）
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ハ

国
土
交
通
省
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
実
費
ヲ
勘
案
シ
タ
ル
額
ノ
手
数
料
ヲ
国
（
機
構
ノ
検
査
等
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
機
構
）
ニ
納
付
ス
ベ
シ
但
シ
国
及
独
立

行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
独
立
行
政
法
人
ニ
シ
テ
当
該
独
立
行
政
法
人
ノ
業
務
ノ
内
容

其
ノ
他
ノ
事
情
ヲ
勘
案
シ
テ
政
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
）
ニ
於
テ
国
土
交
通
大
臣
又
ハ
管
海
官
庁
ノ
検
査
等
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

②
～
④

（
略
）

○

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
（
抄
）

（
手
数
料
の
納
付
を
要
し
な
い
独
立
行
政
法
人
）
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第
十
五
条
の
二

法
第
十
九
条
の
四
十
九
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
船
舶
安
全
法
第
二
十
九
条
ノ
四
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
政
令

で
定
め
る
独
立
行
政
法
人
は
、
独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
、
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
航
海
訓
練
所
及
び
独
立
行
政
法
人
国

立
高
等
専
門
学
校
機
構
と
す
る
。

○

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
（
抄
）

（
船
舶
安
全
法
の
準
用
）

第
十
九
条
の
四
十
九

船
舶
安
全
法
第
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
六
条
ノ
二
か
ら
第
六
条
ノ
四
ま
で
、
第
九
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
十
一
条
、
第
二

十
九
条
ノ
三
第
一
項
並
び
に
第
二
十
九
条
ノ
四
第
一
項
の
規
定
は
、
海
洋
汚
染
防
止
設
備
又
は
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
（
第
十
九
条
の
七
第
一
項
及
び
第

二
項
に
規
定
す
る
原
動
機
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
検
査
又
は
検
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六
条
第
三
項
中

「
第
二
条
第
一
項
各
号
ニ
掲
グ
ル
事
項
ニ
係
ル
」
と
あ
り
、
並
び
に
同
法
第
六
条
ノ
二
、
第
六
条
ノ
三
及
び
第
六
条
ノ
四
第
一
項
中
「
船
舶
又
ハ
第
二
条
第
一
項

各
号
ニ
掲
グ
ル
事
項
ニ
係
ル
」
と
あ
る
の
は
「
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
乃
至
第
三
項
、
第
九
条
の
三
第
一
項
、
第
十

条
の
二
第
一
項
、
第
十
九
条
の
二
十
一
第
二
項
、
第
十
九
条
の
二
十
四
第
一
項
又
ハ
第
十
九
条
の
三
十
五
の
四
第
二
項
ニ
規
定
ス
ル
」
と
、
同
法
第
六
条
第
四
項

中
「
前
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と
、
「
前
条
ノ
検
査
（
特
別
検
査
ヲ
除
ク
）
及
第
一
項
ノ
製
造
検
査
（
前
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
検
査
ニ
合
格
シ
タ
ル
事
項
ニ

限
ル
）
」
と
あ
る
の
は
「
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
の
二
十
八
第
三
項
ニ
規
定
ス
ル
法
定
検
査
」
と
、
同
法
第
六
条
ノ
二
及

び
第
六
条
ノ
三
中
「
第
五
条
第
一
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
十
九
条
の
三
十
九
」
と
、
同
法
第
六
条
ノ
二
中
「
第
二
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
」
と
あ
る

の
は
「
同
法
第
五
条
第
四
項
、
第
九
条
の
三
第
二
項
、
第
十
条
の
二
第
二
項
、
第
十
九
条
の
二
十
一
第
二
項
、
第
十
九
条
の
二
十
四
第
二
項
又
ハ
第
十
九
条
の
三

十
五
の
四
第
二
項
ニ
規
定
ス
ル
」
と
、
同
条
中
「
第
五
条
ノ
検
査
（
特
別
検
査
ヲ
除
ク
）
及
前
条
ノ
検
査
」
と
あ
り
、
及
び
同
法
第
六
条
ノ
四
第
一
項
中
「
第
五

条
ノ
検
査
（
特
別
検
査
ヲ
除
ク
）
及
第
六
条
ノ
検
査
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
十
九
条
の
二
十
八
第
三
項
ニ
規
定
ス
ル
法
定
検
査
及
同
法
第
十
九
条
の
四
十
九
第

一
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
第
六
条
第
三
項
ノ
検
査
」
と
、
同
法
第
六
条
ノ
三
中
「
定
期
検
査
又
ハ
中
間
検
査
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
十
九
条
の
三
十
六
又
ハ
第
十

九
条
の
三
十
八
ノ
検
査
」
と
、
「
臨
時
検
査
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
十
九
条
の
三
十
九
ノ
検
査
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

（
手
数
料
の
納
付
）

第
五
十
一
条
の
三

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
（
国
及
び
独
立
行
政
法
人
（
業
務
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

を
除
く
。
）
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
国
（
機
構
の
放
出
量
確
認
（
第
十
九
条
の
七
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
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用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
放
出
量
確
認
に
相
当
す
る
確
認
を
含
む
。
）
及
び
原
動
機
取
扱
手
引
書
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
機

構
）
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
十
一

（
略
）

２
・
３

（
略
）

○

船
舶
の
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
三
十
二
号
）
（
抄
）

船
舶
の
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
法
律
第
十
条
の
政
令
で
定
め
る
独
立
行
政
法
人
は
、
独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
、
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
、

独
立
行
政
法
人
航
海
訓
練
所
、
独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
及
び
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
と
す
る
。

○

船
舶
の
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
四
十
号
）
（
抄
）

（
手
数
料
）

第
十
条

国
際
ト
ン
数
証
書
又
は
国
際
ト
ン
数
確
認
書
の
交
付
、
書
換
え
又
は
再
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
（
国
及
び
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則

法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
で
あ
つ
て
当
該
独
立
行
政
法
人
の
業
務
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政

令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○

国
際
航
海
船
舶
及
び
国
際
港
湾
施
設
の
保
安
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
六
十
四
号
）
（
抄
）

（
手
数
料
の
納
付
を
要
し
な
い
独
立
行
政
法
人
）

第
二
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
独
立
行
政
法
人
は
、
独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
、
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
独
立
行
政

法
人
航
海
訓
練
所
と
す
る
。
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○

国
際
航
海
船
舶
及
び
国
際
港
湾
施
設
の
保
安
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
三
十
一
号
）
（
抄
）

（
手
数
料
の
納
付
）

第
四
十
八
条

第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
（
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
国
及
び
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政

法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
で
あ
っ
て
、
当
該
独
立
行
政
法
人
の
業
務
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を

勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
附
則
第
四
条
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料

を
国
に
、
第
二
号
に
掲
げ
る
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
機
構
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

２

（
略
）

○

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
九
十
九
号
）
（
抄
）

附

則

（
手
数
料
の
納
付
を
要
し
な
い
独
立
行
政
法
人
）

第
五
条

改
正
法
附
則
第
三
条
第
八
項
の
政
令
で
定
め
る
独
立
行
政
法
人
は
、
独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
、
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行

政
法
人
航
海
訓
練
所
及
び
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
と
す
る
。

○

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
（
抄
）

附

則

第
三
条

（
略
）

２
～
７

（
略
）

８

国
土
交
通
大
臣
の
行
う
相
当
確
認
又
は
相
当
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
国
及
び
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
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）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
で
あ
っ
て
、
当
該
独
立
行
政
法
人
の
業
務
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
次

条
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
国
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

（
略
）

○

港
湾
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
四
号
）
（
抄
）

（
手
数
料
の
納
付
を
要
し
な
い
独
立
行
政
法
人
）

第
十
九
条
の
三

法
第
五
十
六
条
の
二
の
二
十
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
独
立
行
政
法
人
は
、
独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
、
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン

タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
港
湾
空
港
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
航
海
訓
練
所
、
独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
及
び
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構

と
す
る
。

○

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
（
抄
）

（
手
数
料
の
納
付
）

第
五
十
六
条
の
二
の
二
十

第
五
十
六
条
の
二
の
二
第
三
項
の
確
認
（
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
で
あ
つ
て
当
該
独
立
行
政
法
人
の
業
務
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令

で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
国
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

○

道
路
運
送
車
両
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号
）
（
抄
）

（
手
数
料
の
納
付
を
要
し
な
い
独
立
行
政
法
人
）

第
十
四
条

法
第
百
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
独
立
行
政
法
人
は
、
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
、
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
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酒
類
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
立
特
別
支
援
教
育
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
女
性
教
育
会
館
、

独
立
行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館
、
独
立
行
政
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究

所
、
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
、
独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技

術
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
、
独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業

技
術
総
合
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー
、

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
経
済
産
業
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修

館
、
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
、
独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所
、
独
立

行
政
法
人
交
通
安
全
環
境
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
港
湾
空
港
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
電
子
航
法
研
究
所
、
独

立
行
政
法
人
航
海
訓
練
所
、
独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
、
独
立
行
政
法
人
航
空
大
学
校
、
独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
駐
留
軍
等
労

働
者
労
務
管
理
機
構
、
自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
、
独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
教
員
研
修
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門

学
校
機
構
、
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立

行
政
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
独
立

行
政
法
人
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
と
す
る
。

○

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
（
抄
）

（
手
数
料
の
納
付
）

第
百
二
条

次
に
掲
げ
る
者
（
国
及
び
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
で

あ
つ
て
当
該
独
立
行
政
法
人
の
業
務
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
は
、
実
費
を

勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
国
（
第
四
号
又
は
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
協
会
に
そ
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
協
会
）
に
納
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
十
四

（
略
）

２
～
６

（
略
）
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○

航
空
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
二
十
一
号
）
（
抄
）

第
七
条

航
空
法
第
百
三
十
五
条
の
政
令
で
定
め
る
独
立
行
政
法
人
は
、
独
立
行
政
法
人
電
子
航
法
研
究
所
及
び
独
立
行
政
法
人
航
空
大
学
校
と
す
る
。

○

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
（
抄
）

（
手
数
料
の
納
付
）

第
百
三
十
五
条

次
に
掲
げ
る
者
（
国
及
び
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法

人
で
あ
つ
て
当
該
独
立
行
政
法
人
の
業
務
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定

め
る
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
二
十
二

（
略
）

○

土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
四
十
七
号
）
（
抄
）

（
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
等
）

第
五
十
八
条

（
略
）

２

法
第
九
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
が

ん
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療

研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
、

健
康
保
険
組
合
若
し
く
は
健
康
保
険
組
合
連
合
会
、
法
律
に
基
づ
き
組
織
さ
れ
た
共
済
組
合
若
し
く
は
共
済
組
合
連
合
会
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団

又
は
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
者
が
設
置
す
る
病
院
、
診
療
所
及
び
助
産
所
並
び
に

船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
療
養
の
給
付
（
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
す
る
の
に

必
要
な
施
設
と
す
る
。

３
～
６

（
略
）
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○

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
（
抄
）

（
特
別
の
宅
地
に
関
す
る
措
置
）

第
九
十
五
条

次
に
掲
げ
る
宅
地
に
対
し
て
は
、
換
地
計
画
に
お
い
て
、
そ
の
位
置
、
地
積
等
に
特
別
の
考
慮
を
払
い
、
換
地
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

二

病
院
、
療
養
所
、
診
療
所
そ
の
他
の
医
療
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
用
に
供
し
て
い
る
宅
地

三
～
七

（
略
）

２
～
７

（
略
）

○

首
都
圏
整
備
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
三
十
三
号
）
（
抄
）

（
そ
の
他
首
都
圏
の
整
備
に
関
す
る
事
項
で
根
幹
と
な
る
べ
き
も
の
の
範
囲
）

第
十
三
条

第
三
条
に
規
定
す
る
事
項
で
根
幹
と
な
る
べ
き
も
の
の
範
囲
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

三

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
病
院
で
国
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
、

独
立
行
政
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、

独
立
行
政
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
又
は
医
療
法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
者
の
開
設
す
る
も
の
の
う
ち
主
要
な
も
の
の
建
設
計
画
に
関
す
る
事
項

四
～
八

（
略
）

○

首
都
圏
整
備
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
三
号
）
（
抄
）
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（
首
都
圏
整
備
計
画
の
内
容
）

第
二
十
一
条

首
都
圏
整
備
計
画
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

二

既
成
市
街
地
、
近
郊
整
備
地
帯
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
に
関
す
る
事
項
で
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
根
幹
と
な
る
べ
き
も
の
（
首
都

圏
の
建
設
と
そ
の
秩
序
あ
る
発
展
を
図
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
首
都
圏
の
地
域
外
に
わ
た
る
も
の
を
含
む
。
）

イ
～
リ

（
略
）

ヌ

そ
の
他
首
都
圏
の
整
備
に
関
す
る
事
項
で
政
令
で
定
め
る
も
の

三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

○

近
畿
圏
整
備
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
百
五
十
九
号
）
（
抄
）

（
広
域
性
を
有
し
、
か
つ
、
根
幹
と
な
る
べ
き
施
設
）

第
二
条

法
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

三

次
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
、
広
域
的
な
見
地
か
ら
配
置
及
び
規
模
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
も
の

イ
～
ホ

（
略
）

ヘ

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
病
院
で
国
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
、

独
立
行
政
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、

独
立
行
政
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
又
は
医
療
法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
者
が
開
設
す
る
も
の

ホ
～
タ

（
略
）

○

近
畿
圏
整
備
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
（
抄
）
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（
近
畿
圏
整
備
計
画
の
内
容
）

第
八
条

近
畿
圏
整
備
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

三

産
業
基
盤
施
設
、
国
土
保
全
施
設
、
住
宅
及
び
生
活
環
境
施
設
、
教
育
施
設
、
観
光
施
設
そ
の
他
の
施
設
で
、
広
域
性
を
有
し
、
か
つ
、
根
幹
と
な
る
べ
き

も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
整
備
に
関
す
る
事
項

２
・
３

（
略
）

○

中
部
圏
開
発
整
備
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
十
号
）
（
抄
）

（
住
宅
及
び
生
活
環
境
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項
で
根
幹
と
な
る
べ
き
も
の
）

第
五
条

住
宅
及
び
生
活
環
境
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項
で
根
幹
と
な
る
べ
き
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
広
域
的
な
見
地
か
ら
配
置
及
び
規
模
を
定
め

る
必
要
が
あ
る
も
の
の
整
備
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

六

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
病
院
で
国
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
、

独
立
行
政
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、

独
立
行
政
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
又
は
医
療
法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
者
が
開
設
す
る
も
の

○

中
部
圏
開
発
整
備
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
二
号
）
（
抄
）

（
中
部
圏
開
発
整
備
計
画
の
内
容
）

第
九
条

中
部
圏
開
発
整
備
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）
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三

次
に
掲
げ
る
事
項
で
根
幹
と
な
る
べ
き
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

住
宅
及
び
生
活
環
境
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項

ヘ
～
リ

（
略
）

２

（
略
）

○

公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
四
号
）
（
抄
）

（
政
府
及
び
関
係
地
方
公
共
団
体
に
納
付
す
べ
き
残
余
の
額
）

第
十
二
条

法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
政
府
及
び
関
係
地
方
公
共
団
体
に
納
付
す
べ
き
残
余
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
に
規
定
す
る
残
余
の
額
を
生
じ

た
中
期
目
標
の
期
間
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
を
い
う
。
）
の
開

始
の
日
に
お
け
る
政
府
及
び
関
係
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
出
資
額
（
同
日
後
当
該
中
期
目
標
の
期
間
中
に
政
府
又
は
関
係
地
方
公
共
団
体
か
ら
独
立
行
政
法
人
空

港
周
辺
整
備
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
出
資
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
出
資
が
あ
つ
た
日
か
ら
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
末
日
ま
で
の
日
数
を
当
該

中
期
目
標
の
期
間
の
日
数
で
除
し
て
得
た
数
を
当
該
出
資
の
額
に
乗
じ
て
得
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
え
た
額
）
に
応
じ
た
額
と
す
る
。

（
地
方
納
付
金
の
納
付
の
手
続
）

第
十
三
条

機
構
は
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
出
資
に
係
る
法
第
二
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
「
地
方

納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
計
算
書
に
、
期
間
最
後
の
事
業
年
度
（
独
立
行
政
法
人
の
組
織
、
運
営
及
び
管
理
に
係
る
共
通
的
な
事
項
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二

年
政
令
第
三
百
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
最
後
の
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
、
当
該
期
間
最
後
の
事

業
年
度
の
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
当
該
地
方
納
付
金
の
計
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
六

月
三
十
日
ま
で
に
、
こ
れ
を
機
構
に
出
資
し
た
関
係
地
方
公
共
団
体
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○

公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
十
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
利
益
及
び
損
失
の
処
理
の
特
例
等
）
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第
二
十
九
条

（
略
）

２

機
構
は
、
前
項
に
規
定
す
る
積
立
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
金
額
を
控
除
し
て
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残

余
の
額
を
出
資
者
の
出
資
に
対
し
そ
れ
ぞ
れ
の
出
資
額
に
応
じ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

○

都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）
（
抄
）

（
適
正
か
つ
合
理
的
な
土
地
利
用
及
び
環
境
の
保
全
を
図
る
上
で
支
障
が
な
い
公
益
上
必
要
な
建
築
物
）

第
二
十
一
条

法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
二
十
六

（
略
）

二
十
七

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
が
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
第
十
七
条
第
一

項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
る
建
築
物

二
十
八

（
略
）

二
十
九

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
が
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
る
建
築
物

三
十

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
が
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百

四
十
五
号
）
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
又
は
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
及
び
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
十
一
条

第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
る
建
築
物

○

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
）

（
開
発
行
為
の
許
可
）

第
二
十
九
条

都
市
計
画
区
域
又
は
準
都
市
計
画
区
域
内
に
お
い
て
開
発
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

都
道
府
県
知
事
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
又
は
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
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一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
指
定
都
市
等
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
あ
つ
て
は
、
当
該
指
定
都
市
等
の
長
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
許
可
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
開
発
行
為
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
・
二

（
略
）

三

駅
舎
そ
の
他
の
鉄
道
の
施
設
、
図
書
館
、
公
民
館
、
変
電
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
公
益
上
必
要
な
建
築
物
の
う
ち
開
発
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に

お
け
る
適
正
か
つ
合
理
的
な
土
地
利
用
及
び
環
境
の
保
全
を
図
る
上
で
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
建
築
物
の
建
築
の
用
に
供
す
る
目
的
で
行
う

開
発
行
為

四
～
十
一

（
略
）

２
・
３

（
略
）

○

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
抄
）

（
道
路
局
の
所
掌
事
務
）

第
九
条

道
路
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
四

（
略
）

五

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
住
宅
局
の
所
掌
事
務
）

第
十
条

住
宅
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
十
二

（
略
）

十
三

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
都
市
再
生
機
構
分
科
会
及
び
住
宅
金
融
支
援
機
構
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
港
湾
局
の
所
掌
事
務
）

第
十
四
条

港
湾
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
七

（
略
）

八

独
立
行
政
法
人
港
湾
空
港
技
術
研
究
所
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

九
・
十

（
略
）

（
航
空
局
の
所
掌
事
務
）
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第
十
五
条

航
空
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
十

（
略
）

十
一

独
立
行
政
法
人
電
子
航
法
研
究
所
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
北
海
道
局
の
所
掌
事
務
）

第
十
六
条

北
海
道
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
六

（
略
）

七

独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
の
行
う
業
務
の
う
ち
、
北
海
道
開
発
局
の
所
掌
事
務
に
関
連
す
る
土
木
技
術
（
独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年

法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
土
木
技
術
を
い
う
。
第
百
八
十
九
条
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

八

（
略
）

（
技
術
調
査
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
条

技
術
調
査
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
七

（
略
）

八

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
土
木
研
究
所
分
科
会
及
び
建
築
研
究
所
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
技
術
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
六
条

技
術
政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
五

（
略
）

六

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
交
通
関
係
研
究
所
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
水
資
源
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
八
条

水
資
源
政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
六

（
略
）

七

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
水
資
源
機
構
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

八

（
略
）

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
六
条

総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
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一
～
十

（
略
）

十
一

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

（
略
）

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
十
五
条

総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
五

（
略
）

六

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
都
市
再
生
機
構
分
科
会
及
び
住
宅
金
融
支
援
機
構
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

七

（
略
）

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
二
十
三
条

総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
五

（
略
）

六

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

七

（
略
）

（
安
全
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
三
十
二
条

安
全
政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
六

（
略
）

七

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
自
動
車
事
故
対
策
機
構
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
整
備
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
三
十
九
条

整
備
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
六

（
略
）

七

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
自
動
車
検
査
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
海
洋
・
環
境
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
四
十
三
条

海
洋
・
環
境
政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
六

（
略
）

七

独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

八
・
九

（
略
）
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（
海
技
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
五
十
四
条

海
技
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
・
二

（
略
）

三

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
教
育
機
関
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
航
空
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
技
術
企
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
六
十
一
条

技
術
企
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
五

（
略
）

六

独
立
行
政
法
人
港
湾
空
港
技
術
研
究
所
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

七

（
略
）

八

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
港
湾
空
港
技
術
研
究
所
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
環
境
・
地
域
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
七
十
二
条

環
境
・
地
域
振
興
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三

（
略
）

四

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
空
港
周
辺
整
備
機
構
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
運
航
安
全
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
七
十
五
条

運
航
安
全
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
四

（
略
）

五

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
教
育
機
関
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
独
立
行
政
法
人
航
空
大
学
校
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

（
管
制
技
術
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
八
十
一
条

管
制
技
術
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
・
二

（
略
）

三

独
立
行
政
法
人
電
子
航
法
研
究
所
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

（
参
事
官
の
職
務
）

第
百
八
十
九
条

参
事
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
五

（
略
）

六

独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
の
行
う
業
務
の
う
ち
、
北
海
道
開
発
局
の
所
掌
事
務
に
関
連
す
る
土
木
技
術
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。
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（
国
際
観
光
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
百
二
十
四
条
の
七

国
際
観
光
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三

（
略
）

四

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
国
際
観
光
振
興
機
構
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

（
国
土
政
策
局
特
別
地
域
振
興
官
の
職
務
の
特
例
）

第
十
条

国
土
政
策
局
特
別
地
域
振
興
官
は
、
第
七
十
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ

ど
る
。

一
～
三

（
略
）

四

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

五

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
法
第
十
二
条
第
五
号
の
建
設
工
事
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
八
号
）
（
抄
）

独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
法
第
十
二
条
第
五
号
の
建
設
工
事
を
定
め
る
政
令

独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
法
第
十
二
条
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
建
設
工
事
は
、
国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
第
八
条
第
一

項
第
三
号
、
第
四
号
、
第
七
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
及
び
第
十
六
号
並
び
に
第
九
条
第
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
建
設
工
事
と
す
る
。

○

国
立
研
究
開
発
法
人
土
木
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
五
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
二
条

研
究
所
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
～
四

（
略
）

五

国
の
委
託
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
省
の
施
行
す
る
建
設
工
事
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
係
る
特
殊
な
工
作
物
の
設
計
を
行
う
こ
と
。
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六

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所
法
第
十
二
条
第
五
号
の
公
共
的
団
体
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
（
抄
）

独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所
法
第
十
二
条
第
五
号
の
公
共
的
団
体
を
定
め
る
政
令

独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所
法
第
十
二
条
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
公
共
的
団
体
は
、
独
立
行
政
法
人
、
高
速
道
路
株
式
会
社
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
九
十
九

号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
会
社
又
は
国
家
公
務
員
共
済
組
合
若
し
く
は
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
と
す
る
。

○

国
立
研
究
開
発
法
人
建
築
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
六
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
二
条

研
究
所
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
～
四

（
略
）

五

国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
公
共
的
団
体
の
委
託
に
基
づ
き
、
特
殊
な
建
築
物
の
設
計
を
行
う
こ
と
。

六
・
七

（
略
）

○

公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
十
四
号
）
（
抄
）

（
特
殊
法
人
等
の
範
囲
）

第
一
条

公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一
・
二

（
略
）

三

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
空
港
周
辺
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
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求
職
者
雇
用
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
、
独
立
行
政
法
人

国
立
女
性
教
育
会
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
、
独
立
行
政
法
人
自

動
車
事
故
対
策
機
構
、
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援

機
構
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究

開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
及
び
独

立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構

附

則

第
三
条

法
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
が
行
う
次
に
掲
げ
る
業
務
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
第
一
条
各
号
及
び

前
条
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
と
す
る
。

一

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
研
究
所
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六
条
第
一
項
及
び

第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務

二
・
三

（
略
）

○

公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
殊
法
人
等
」
と
は
、
法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
若
し
く
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
っ
て
設
立

さ
れ
た
法
人
（
総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四
条
第
十
五
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
法
人
を
除
く
。
）
、
特
別
の
法
律
に
よ
り
設

立
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
設
立
に
関
し
行
政
官
庁
の
認
可
を
要
す
る
法
人
又
は
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
第
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
法
人
で
あ
っ
て
政
令

で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

一
・
二

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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○

小
型
船
舶
登
録
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
百
八
十
一
号
）
（
抄
）

（
手
数
料
の
納
付
を
要
し
な
い
独
立
行
政
法
人
）

第
三
十
一
条

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
独
立
行
政
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

三

独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所

四

（
略
）

五

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

六
～
八

（
略
）

九

独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所

十

（
略
）

○

小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
二
号
）
（
抄
）

（
手
数
料
の
納
付
）

第
二
十
九
条

次
に
掲
げ
る
者
（
国
及
び
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人

で
あ
っ
て
当
該
独
立
行
政
法
人
の
業
務
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
国
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
機
構
に
そ
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
機
構
）
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

２

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
百
九
十
三
号
）
（
抄
）

（
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
国
庫
に
納
付
す
べ
き
額
の
算
定
方
法
）
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第
十
二
条

法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
に
お
け
る
法
第
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
独
立
行
政
法
人
通
則

法
（
以
下
「
通
則
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
（
第
十
七
条
に
お
い
て
「
毎
事
業
年
度
に
お

い
て
国
庫
に
納
付
す
べ
き
額
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

（
積
立
金
の
処
分
に
係
る
承
認
の
手
続
）

第
十
三
条

機
構
は
、
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
（
以
下
「
中
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
最
後
の
事
業
年
度
（
以

下
「
期
間
最
後
の
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
に
係
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

積
立
金
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
法
第
十
八
条
第
一
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
業
務
（
法
第
十
七
条
第
三
項

及
び
法
附
則
第
三
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
繰
入
れ
を
含
む
。
）
の
財
源
に
充
て
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
国
土
交

通
大
臣
に
提
出
し
、
当
該
次
の
中
期
目
標
の
期
間
の
最
初
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
国
庫
納
付
金
の
納
付
の
手
続
）

第
十
四
条

機
構
は
、
法
第
十
八
条
第
四
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る

残
余
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
「
国
庫
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
計
算
書
に
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対

照
表
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
当
該
国
庫
納
付
金
の
計
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業

年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
こ
れ
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
承
認
申
請
書
を
提

出
し
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
に
添
付
し
た
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
を
重
ね
て
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

（
略
）

（
国
庫
納
付
金
の
帰
属
す
る
会
計
）

第
十
六
条

法
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
に
お
け
る
国
庫
納
付
金
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
残
余

の
額
を
政
府
の
一
般
会
計
又
は
財
政
投
融
資
特
別
会
計
の
投
資
勘
定
（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
附
則
第
六
十
六
条
第
十
五

号
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
産
業
投
資
特
別
会
計
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
に
基
づ
く
産
業
投
資
特
別
会
計
の
産
業
投
資
勘
定
及
び
特
別
会
計

に
関
す
る
法
律
附
則
第
六
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
産
業
投
資
特
別
会
計
の
産
業
投
資
勘
定
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
の
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出
資
金
の
額
に
応
じ
て
あ
ん
分
し
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
政
府
の
一
般
会
計
又
は
財
政
投
融
資
特
別
会
計
の
投
資
勘
定
に
帰
属
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
出
資
金
の
額
は
、
法
第
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
残
余
の
額
を
生
じ
た
中
期
目
標
の
期
間
の
開
始
の
日
に
お
け
る
政
府
の
一
般
会
計
又
は

財
政
投
融
資
特
別
会
計
の
投
資
勘
定
か
ら
の
出
資
金
の
額
（
同
日
後
当
該
中
期
目
標
の
期
間
中
に
政
府
の
一
般
会
計
又
は
財
政
投
融
資
特
別
会
計
の
投
資
勘
定
か

ら
機
構
に
出
資
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
出
資
が
あ
っ
た
日
か
ら
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
末
日
ま
で
の
日
数
を
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
日
数
で
除
し
て
得
た

数
を
当
該
出
資
の
額
に
乗
じ
て
得
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
え
た
額
）
と
す
る
。

３

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
区
分
経
理
等
）

第
十
七
条

機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
ご
と
に
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
業
務
及
び
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
同
条
第
三
項
の
業
務

二

第
十
二
条
第
一
項
第
七
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
の
業
務
及
び
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務

三
・
四

（
略
）

２
～
６

（
略
）

（
利
益
及
び
損
失
の
処
理
の
特
例
等
）

第
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

３

機
構
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
積
立
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
金
額
を
控
除
し
て
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
～
６

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
（
抄
）
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目
次第

一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
六
章

雑
則
（
第
五
十
五
条
―
第
五
十
九
条
）

附
則

（
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
へ
の
意
見
聴
取
等
）

第
五
十
六
条

法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
以
下
「
通
則
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
三
項
、
第

二
十
九
条
第
三
項
、
第
三
十
条
第
三
項
及
び
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
く
べ
き
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務

の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
と
す
る
。

一

厚
生
労
働
大
臣
が
主
務
大
臣
で
あ
る
業
務

厚
生
労
働
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会

二

農
林
水
産
大
臣
が
主
務
大
臣
で
あ
る
業
務

農
林
水
産
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会

三

経
済
産
業
大
臣
が
主
務
大
臣
で
あ
る
業
務

経
済
産
業
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会

四

国
土
交
通
大
臣
が
主
務
大
臣
で
あ
る
業
務

国
土
交
通
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会

２

法
第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
く
べ
き
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
の
区
分
に
応
じ
て
、

当
該
各
号
に
定
め
る
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
と
す
る
。

（
他
の
法
令
の
準
用
）

第
五
十
七
条

（
略
）

第
五
十
八
条

（
略
）

（
事
務
の
区
分
）

第
五
十
九
条

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
六
十
号
）
（
抄
）

（
中
期
目
標
の
期
間
経
過
後
の
残
余
の
額
の
按
分
方
法
）

第
二
十
条

機
構
は
、
法
第
三
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
残
余
の
額
を
国
庫
及
び
機
構
に
出
資
し
た
地
方
公
共
団
体
に
納
付
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
当
該
残
余
の
額
を
政
府
及
び
当
該
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
出
資
金
の
額
に
応
じ
て
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。
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２

（
略
）

（
中
期
目
標
期
間
納
付
金
の
納
付
の
手
続
）

第
二
十
一
条

機
構
は
、
法
第
三
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
「
中
期
目
標
期
間
納
付
金
」
と
い
う
。
）

の
計
算
書
に
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
当
該
中
期
目
標
期
間
納
付

金
の
計
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
（
次
項
に
お
い
て
「
添
付
書
類
」
と
い
う
。
）
を
添
付
し
て
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
六
月

三
十
日
ま
で
に
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
及
び
機
構
に
出
資
し
た
地
方
公
共
団
体
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
に
第
十
六
条
第
一

項
の
事
業
年
度
納
付
金
の
計
算
書
又
は
第
十
九
条
第
一
項
の
承
認
申
請
書
を
提
出
し
た
と
き
は
こ
れ
ら
に
添
付
し
た
書
類
と
同
一
の
書
類
、
機
構
に
出
資
し
た
地

方
公
共
団
体
に
第
十
六
条
第
一
項
の
事
業
年
度
納
付
金
の
計
算
書
を
提
出
し
た
と
き
は
こ
れ
に
添
付
し
た
書
類
と
同
一
の
書
類
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
国
土
交
通
大
臣

又
は
機
構
に
出
資
し
た
地
方
公
共
団
体
に
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

（
略
）

（
国
庫
に
納
付
す
べ
き
中
期
目
標
期
間
納
付
金
の
帰
属
す
る
会
計
）

第
二
十
三
条

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
出
資
金
の
額
は
、
法
第
三
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
残
余
の
額
を
生
じ
た
中
期
目
標
の
期
間
の
開
始
の
日
に
お
け
る
政
府
の
一
般
会
計
又

は
財
政
投
融
資
特
別
会
計
の
投
資
勘
定
（
旧
産
業
投
資
特
別
会
計
の
産
業
投
資
勘
定
を
含
む
。
）
か
ら
の
出
資
金
の
額
（
同
日
後
当
該
中
期
目
標
の
期
間
中
に
政

府
の
一
般
会
計
又
は
財
政
投
融
資
特
別
会
計
の
投
資
勘
定
（
旧
産
業
投
資
特
別
会
計
の
産
業
投
資
勘
定
を
含
む
。
）
か
ら
機
構
に
出
資
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該

出
資
が
あ
っ
た
日
か
ら
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
末
日
ま
で
の
日
数
を
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
日
数
で
除
し
て
得
た
数
を
当
該
出
資
の
額
に
乗
じ
て
得
た
額
を
、

そ
れ
ぞ
れ
加
え
た
額
）
と
す
る
。

○

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
利
益
及
び
損
失
の
処
理
の
特
例
等
）

第
三
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

３

機
構
は
、
前
項
に
規
定
す
る
積
立
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
金
額
を
控
除
し
て
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残

余
の
額
を
国
庫
及
び
機
構
に
出
資
し
た
地
方
公
共
団
体
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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４

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
十
号
）
（
抄
）

（
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
国
庫
に
納
付
す
べ
き
額
の
算
定
方
法
）

第
八
条

法
第
十
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
に
お
け
る
法
第
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
以
下

「
通
則
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
（
第
十
三
条
に
お
い
て
「
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
国
庫

に
納
付
す
べ
き
額
」
と
い
う
。
）
は
、
同
項
に
規
定
す
る
残
余
の
額
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
積
立
金
の
処
分
に
係
る
承
認
の
手
続
）

第
九
条

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
（
以
下
「

中
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
最
後
の
事
業
年
度
（
以
下
「
期
間
最
後
の
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
に
係
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
法
第
十
八
条
第
一

項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
法
第
十
三
条

に
規
定
す
る
業
務
の
財
源
に
充
て
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
、
当
該
次
の
中
期
目
標
の
期
間
の

最
初
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

２

機
構
は
、
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
積
立
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
金
額
を
控
除
し
て
な
お
残
余
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
同
条
第
二
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
規
定
に
よ
り
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
積
立
金
と
し
て
整
理
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
、
当
該
次
の
中
期
目
標
の
期
間
の
最
初
の
事
業
年
度
の
六

月
三
十
日
ま
で
に
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

（
国
庫
納
付
金
の
納
付
の
手
続
）

第
十
条

機
構
は
、
法
第
十
八
条
第
四
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
「
国
庫
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
計
算
書
に
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
、
当
該
期
間
最
後
の
事
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業
年
度
の
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
当
該
国
庫
納
付
金
の
計
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
六

月
三
十
日
ま
で
に
、
こ
れ
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
承
認
申
請
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
に

添
付
し
た
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
を
重
ね
て
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
国
庫
納
付
金
の
帰
属
す
る
会
計
）

第
十
二
条

法
第
十
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
に
お
け
る
国
庫
納
付
金
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
残
余
の
額
を
政
府
の
一
般

会
計
及
び
財
政
投
融
資
特
別
会
計
の
投
資
勘
定
（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
附
則
第
六
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ

り
設
置
す
る
産
業
投
資
特
別
会
計
の
産
業
投
資
勘
定
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
の
出
資
金
の
額
に
応
じ
て
按
分
し
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
政
府
の
一

あ
ん

般
会
計
及
び
財
政
投
融
資
特
別
会
計
の
投
資
勘
定
に
帰
属
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
出
資
金
の
額
は
、
法
第
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
残
余
の
額
を
生
じ
た
中
期
目
標
の
期
間
の
開
始
の
日
に
お
け
る
政
府
の
一
般
会
計
及
び

財
政
投
融
資
特
別
会
計
の
投
資
勘
定
か
ら
の
出
資
金
の
額
（
同
日
後
当
該
中
期
目
標
の
期
間
中
に
政
府
の
一
般
会
計
又
は
財
政
投
融
資
特
別
会
計
の
投
資
勘
定
か

ら
機
構
に
出
資
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
出
資
が
あ
っ
た
日
か
ら
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
末
日
ま
で
の
日
数
を
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
日
数
で
除
し
て
得
た

数
を
当
該
出
資
の
額
に
乗
じ
て
得
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
え
た
額
）
と
す
る
。

３

（
略
）

附

則

（
既
往
債
権
管
理
勘
定
に
お
け
る
中
期
目
標
の
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度
の
納
付
の
手
続
等
）

第
十
三
条

附
則
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の
規
定
は
、
機
構
が
法
附
則
第
七
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
残
余
の
額
を
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
庫
に
納
付
す
る
場

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
附
則
第
九
条
及
び
第
十
条
中
「
当
該
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
最
後
の
事
業
年

度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
既
往
債
権
管
理
勘
定
を
廃
止
す
る
場
合
に
お
い
て
国
庫
に
納
付
す
べ
き
金
額
等
）

第
十
四
条

法
附
則
第
七
条
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
国
庫
に
納
付
す
べ
き
金
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
納
付
金
額
」
と
い
う
。
）
は
、
主
務
大
臣
が

定
め
る
金
額
と
す
る
。

２

法
附
則
第
七
条
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
に
つ
い
て
は
、
一
般
会
計
に
帰
属
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

３
～
５

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
二
号
）
（
※
）
（
抄
）
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（
区
分
経
理
）

第
十
七
条

機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
ご
と
に
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
業
務
並
び
に
同
項
第
三
号
の
業
務
（
特
定
貸
付
債
権
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務

二
～
四

（
略
）

（
利
益
及
び
損
失
の
処
理
の
特
例
等
）

第
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

３

機
構
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
積
立
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
金
額
を
控
除
し
て
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
に
お
け
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
同
項
の
使
途
に
充
て
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
、
「
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
を
国
庫
に
納
付
す
る
場
合
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

同
項
の
使
途
に
充
て
る
場
合
」
と
す
る
。

５
・
６

（
略
）

○

雨
水
の
利
用
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
の
法
人
を
定
め
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
百
七
十
二
号
）
（
抄
）

雨
水
の
利
用
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
、
独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療

機
器
総
合
機
構
、
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
、
独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
海
洋

研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
、
独
立
行
政
法
人
教
員
研

修
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
、
独
立
行
政
法
人
空
港
周
辺
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
経
済
産
業
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
建
築
研

究
所
、
独
立
行
政
法
人
航
海
訓
練
所
、
独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館
、
独
立
行
政
法
人
航
空
大
学
校
、
独
立
行
政
法
人
交
通
安
全
環
境
研
究
所
、

独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
港
湾
空
港
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
際
観
光
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
際

協
力
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
、
独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
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印
刷
局
、
独
立
行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門

学
校
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
、

独
立
行
政
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
女
性
教
育
会
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立

青
少
年
教
育
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
大
学
財
務
・
経
営
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
長

寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
特
別
支
援
教
育
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
、
独
立
行
政
法
人

国
立
文
化
財
機
構
、
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対
策
機
構
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人

種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
酒
類
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構
、
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
新
エ

ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
、
独
立

行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
、
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
、
独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
、

独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
、
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
、
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
駐
留
軍

等
労
働
者
労
務
管
理
機
構
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
電
子
航
法
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー
、
独

立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人

日
本
学
生
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返

済
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
保
険
、
独
立
行
政
法
人
農
業
環
境

技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
、
独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所
、
独
立
行

政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
、
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
、

独
立
行
政
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
北
方
領
土
問
題

対
策
協
会
、
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
、
独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
労
働
安

全
衛
生
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
、
独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
及
び
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人

二
～
五

（
略
）

○

雨
水
の
利
用
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
十
七
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）
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２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
独
立
行
政
法
人
等
」
と
は
、
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
又
は
特
殊
法
人
（
法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
っ
て
設
立
さ
れ
た
法
人

で
あ
っ
て
、
総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四
条
第
十
五
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
そ
の
資
本
金
の
全
部

若
し
く
は
大
部
分
が
国
か
ら
の
出
資
に
よ
る
法
人
又
は
そ
の
事
業
の
運
営
の
た
め
に
必
要
な
経
費
の
主
た
る
財
源
を
国
か
ら
の
交
付
金
若
し
く
は
補
助
金
に
よ
っ

て
得
て
い
る
法
人
で
あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

３

（
略
）

【
環
境
省
関
係
】

○

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
（
抄
）

（
研
究
開
発
段
階
に
あ
る
原
子
炉
）

第
一
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
第
五
十
四
条
第
二
号
を
除
き
、
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す

る
政
令
で
定
め
る
原
子
炉
は
、
発
電
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
（
第
六
十
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
八
号
に
お
い

て
「
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

一

高
速
増
殖
炉
（
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
高
速
増
殖
炉
を
い
う
。

）
二

（
略
）

（
手
数
料
）

第
六
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
七
十
五
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
独
立
行
政
法
人
は
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
と
す
る
。

別
表
第
三
（
第
六
十
五
条
関
係
）

一

独
立
行
政
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構

二

独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
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三

（
略
）

四

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構

五

独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所

六

独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所

七

独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー

八

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所

九

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

十

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所

十
一

（
略
）

十
二

独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所

十
三

独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所

十
四
・
十
五

（
略
）

十
六

独
立
行
政
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー

十
七

独
立
行
政
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー

十
八

独
立
行
政
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

十
九

独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

二
十

独
立
行
政
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

二
十
一

独
立
行
政
法
人
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

○

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
発
電
用
原
子
炉
」
と
は
、
発
電
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
で
あ
つ
て
研
究
開
発
段
階
に
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
原
子
炉
以
外
の
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試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
及
び
船
舶
に
設
置
す
る
原
子
炉
を
除
く
も
の
を
い
う
。

６
～

（
略
）

13
（
手
数
料
の
納
付
）

第
七
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
九

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
規
定
（
機
構
が
行
う
検
査
又
は
確
認
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
独
立
行
政
法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
業
務
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

○

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十
九
号
）
（
抄
）

（
手
数
料
）

第
三
十
一
条

（
略
）

２

法
第
四
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
独
立
行
政
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

三

独
立
行
政
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構

四

独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所

五
～
九

（
略
）

十

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構

十
一

独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所

十
二

独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所

十
三

独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー

十
四

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所

十
五

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

十
六

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
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十
七
・
十
八

（
略
）

十
九

独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所

二
十

（
略
）

二
十
一

独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所

二
十
二
・
二
十
三

（
略
）

二
十
四

独
立
行
政
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー

二
十
五

独
立
行
政
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー

二
十
六

独
立
行
政
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

二
十
七

独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

二
十
八

独
立
行
政
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

二
十
九

独
立
行
政
法
人
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

○

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
（
抄
）

（
手
数
料
の
納
付
）

第
四
十
九
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
業
務
の
内
容
そ
の

他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

○

環
境
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
）
（
抄
）

（
総
合
環
境
政
策
局
の
所
掌
事
務
）

第
四
条

総
合
環
境
政
策
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
十
五

（
略
）
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十
六

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

（
略
）

十
八

独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所
の
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

十
九
・
二
十

（
略
）

２

環
境
保
健
部
は
、
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
（
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
又
は
動
植
物
の
生
息
若
し
く
は
生
育
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が

あ
る
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
で
あ
っ
て
そ
の
発
生
機
構
が
一
般
的
に
明
ら
か
と
な
っ
て
い
な
い
も
の
（
以
下
「
発
生
機
構
が
未
解
明
な
化
学
物
質
汚
染
」

と
い
う
。
）
の
防
止
の
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
六
号
、
第
八
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務

（
環
境
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
並
び
に
統
計
そ
の
他
の
情
報
の
収
集
及
び
整
理
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
水
俣
病
に
関
す
る
総
合
的
な
調
査
及

び
研
究
並
び
に
国
内
及
び
国
外
の
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
提
供
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
同
項
第
二
十
号
に
掲
げ
る
事
務
（
発
生
機
構
が
未
解
明
な

化
学
物
質
汚
染
の
防
止
の
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条

総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
六

（
略
）

七

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

八

（
略
）

九

独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所
の
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

十
・
十
一

（
略
）

○

国
等
に
よ
る
環
境
物
品
等
の
調
達
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
の
法
人
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
五
百
五
十
六
号
）
（
抄
）

国
等
に
よ
る
環
境
物
品
等
の
調
達
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
、
独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医

療
機
器
総
合
機
構
、
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
、
独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人

海
洋
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
、
独
立
行
政
法
人

教
員
研
修
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
、
独
立
行
政
法
人
空
港
周
辺
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
経
済
産
業
研
究
所
、
独
立
行
政
法
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人
建
築
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
航
海
訓
練
所
、
独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館
、
独
立
行
政
法
人
航
空
大
学
校
、
独
立
行
政
法
人
交
通
安
全
環

境
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
港
湾
空
港
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
際
観
光
振
興
機
構
、
独
立

行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
、
独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
、
独

立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
、
独
立
行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政

法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者

総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
、
独
立
行
政
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
女
性
教
育
会
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン

タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
大
学
財
務
・
経
営
セ
ン

タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
特
別
支
援
教
育
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
、
独
立
行
政
法
人

国
立
病
院
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
、
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対
策
機
構
、
独
立
行
政
法
人
住

宅
金
融
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
酒
類
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構
、
独
立
行
政
法
人
情
報

通
信
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ

ー
、
独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
、
独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
、
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
造

幣
局
、
独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
、
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
、
独
立
行
政
法
人
中

小
企
業
基
盤
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
駐
留
軍
等
労
働
者
労
務
管
理
機
構
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
電
子

航
法
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
、

独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発

機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
振
興
機
構
、
独

立
行
政
法
人
日
本
貿
易
保
険
、
独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
、
独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研

究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
、
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産

消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
、
独
立
行
政
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政

法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
北
方
領
土
問
題
対
策
協
会
、
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管

理
機
構
、
独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
、
独
立
行
政
法
人
労
働
政

策
研
究
・
研
修
機
構
及
び
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人

二
～
五

（
略
）
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○

国
等
に
よ
る
環
境
物
品
等
の
調
達
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
独
立
行
政
法
人
等
」
と
は
、
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
又
は
特
殊
法
人
（
法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
っ
て
設
立
さ
れ
た
法
人

で
あ
っ
て
、
総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四
条
第
十
五
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
そ
の
資

本
金
の
全
部
若
し
く
は
大
部
分
が
国
か
ら
の
出
資
に
よ
る
法
人
又
は
そ
の
事
業
の
運
営
の
た
め
に
必
要
な
経
費
の
主
た
る
財
源
を
国
か
ら
の
交
付
金
若
し
く
は
補

助
金
に
よ
っ
て
得
て
い
る
法
人
で
あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

３
・
４

（
略
）

○

国
等
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
等
の
排
出
の
削
減
に
配
慮
し
た
契
約
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
の
法
人
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三

百
四
十
四
号
）
（
抄
）

国
等
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
等
の
排
出
の
削
減
に
配
慮
し
た
契
約
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
、
独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療

機
器
総
合
機
構
、
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
、
独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
海
洋

研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
、
独
立
行
政
法
人
教
員
研

修
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
空
港
周
辺
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
経
済
産
業
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
航
海
訓
練
所
、
独
立

行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館
、
独
立
行
政
法
人
航
空
大
学
校
、
独
立
行
政
法
人
交
通
安
全
環
境
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用

支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
港
湾
空
港
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
際
観
光
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
、

独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
、
独
立
行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館
、

独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
、

独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
、
独
立
行
政
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ

ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
女
性
教
育
会
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
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立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
大
学
財
務
・
経
営
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国

立
特
別
支
援
教
育
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
、
独
立
行
政
法
人
産
業
技

術
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対
策
機
構
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
酒
類

総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構
、
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
、
独

立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
、
独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
、
独
立

行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
、
独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機

構
、
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
、
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
駐
留
軍
等
労
働
者
労
務
管
理
機
構
、
独
立
行
政
法

人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
電
子
航
法
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
独
立
行
政

法
人
土
木
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日

本
芸
術
文
化
振
興
会
、
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ

振
興
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
保
険
、
独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年

金
基
金
、
独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
、
独
立
行
政

法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
、
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
、
独
立
行
政
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構
、

独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
北
方
領
土
問
題
対
策
協
会
、
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
、

独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
、
独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
労
働

者
健
康
福
祉
機
構
、
独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
及
び
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人

二
～
五

（
略
）

○

国
等
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
等
の
排
出
の
削
減
に
配
慮
し
た
契
約
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
六
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
独
立
行
政
法
人
等
」
と
は
、
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
又
は
特
殊
法
人
（
法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
っ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
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で
あ
っ
て
、
総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四
条
第
十
五
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
そ
の
資

本
金
の
全
部
若
し
く
は
大
部
分
が
国
か
ら
の
出
資
に
よ
る
法
人
又
は
そ
の
事
業
の
運
営
の
た
め
に
必
要
な
経
費
の
主
た
る
財
源
を
国
か
ら
の
交
付
金
若
し
く
は
補

助
金
に
よ
っ
て
得
て
い
る
法
人
で
あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

４
・
５

（
略
）

○

環
境
情
報
の
提
供
の
促
進
等
に
よ
る
特
定
事
業
者
等
の
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
の
法
人
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十

七
年
政
令
第
四
十
二
号
）
（
抄
）

環
境
情
報
の
提
供
の
促
進
等
に
よ
る
特
定
事
業
者
等
の
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

一

自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
、
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
、
独

立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
、
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
立
が
ん
研

究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー
、

独
立
行
政
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立

行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
、
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合

研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
、
独

立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子

力
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
物
質
・
材

料
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
及
び
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構

二
～
四

（
略
）

○

環
境
情
報
の
提
供
の
促
進
等
に
よ
る
特
定
事
業
者
等
の
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
（
抄
）

（
定
義
）
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第
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
環
境
報
告
書
」
と
は
、
い
か
な
る
名
称
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
定
事
業
者
（
特
別
の
法
律
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
っ
て
、

そ
の
事
業
の
運
営
の
た
め
に
必
要
な
経
費
に
関
す
る
国
の
交
付
金
又
は
補
助
金
の
交
付
の
状
況
そ
の
他
か
ら
み
た
そ
の
事
業
の
国
の
事
務
又
は
事
業
と
の
関
連
性

の
程
度
、
協
同
組
織
で
あ
る
か
ど
う
か
そ
の
他
の
そ
の
組
織
の
態
様
、
そ
の
事
業
活
動
に
伴
う
環
境
へ
の
負
荷
の
程
度
、
そ
の
事
業
活
動
の
規
模
そ
の
他
の
事
情

を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の
事
業
者
が
一
の
事
業
年
度
又
は
営
業
年
度
に
お
け
る
そ
の
事
業
活
動
に
係
る
環
境
配
慮
等

の
状
況
（
そ
の
事
業
活
動
に
伴
う
環
境
へ
の
負
荷
の
程
度
を
示
す
数
値
を
含
む
。
）
を
記
載
し
た
文
書
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁

気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
作
成
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
を
い
う
。

【
防
衛
省
関
係
】

○

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
（
抄
）

第
十
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

３

準
特
地
勤
務
手
当
（
法
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
職
給
与
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
月
額
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

検
察
官
で
あ
つ
た
者
、
一
般
職
給
与
法
第
十
一
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
職
員
等
（
第
三
号
に
お
い
て
「
特
定
独
立
行
政
法
人
職
員

等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
た
者
若
し
く
は
一
般
職
給
与
法
の
適
用
を
受
け
る
国
家
公
務
員
で
あ
つ
た
者
か
ら
引
き
続
き
職
員
と
な
り
、
又
は
交
流
採
用
（
国
と

民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
第
二
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
交
流
採
用
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
さ
れ
、
特
地
官
署
又
は
準
特
地
官
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
職
員

当
該
職
員
が

職
員
と
な
つ
た
日
又
は
交
流
採
用
を
さ
れ
た
日
に
特
地
官
署
又
は
準
特
地
官
署
に
異
動
し
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
額

二

（
略
）
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三

そ
の
在
勤
す
る
官
署
が
新
た
に
特
地
官
署
又
は
準
特
地
官
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
前
三
年
以
内
に
検
察
官
で
あ
つ
た
者
、
特
定
独
立
行
政
法
人
職

員
等
で
あ
つ
た
者
若
し
く
は
一
般
職
給
与
法
の
適
用
を
受
け
る
国
家
公
務
員
で
あ
つ
た
者
か
ら
引
き
続
き
職
員
と
な
り
、
又
は
交
流
採
用
を
さ
れ
、
当
該
官
署

に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
職
員

当
該
職
員
が
職
員
と
な
つ
た
日
又
は
交
流
採
用
を
さ
れ
た
日
に
当
該
官
署
に
異
動
し
た

も
の
と
し
、
か
つ
、
当
該
官
署
が
そ
の
日
前
に
特
地
官
署
又
は
準
特
地
官
署
に
該
当
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
額

４

（
略
）

○

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
地
域
手
当
等
）

第
十
四
条

（
略
）

２

一
般
職
給
与
法
第
十
条
の
三
か
ら
第
十
条
の
五
ま
で
、
第
十
一
条
の
三
か
ら
第
十
一
条
の
八
ま
で
、
第
十
一
条
の
十
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
第
十
六
条
か
ら

第
十
九
条
の
三
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
人
事
院
規
則
」
と
あ
る
の
は
「
政
令
」
と
、

一
般
職
給
与
法
第
十
条
の
三
第
一
項
中
「
又
は
研
究
職
俸
給
表
」
と
あ
る
の
は
「
、
研
究
職
俸
給
表
又
は
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
別
表
第
二
自
衛
官
俸
給
表
」
と
、
「
管
理
監
督
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
十
一
条
の
三
第
一
項
の
政
令
で
指
定
す
る
官
職
を

占
め
る
職
員
（
以
下
「
管
理
監
督
職
員
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
研
究
職
俸
給
表
」
と
あ
る
の
は
「
、
研
究
職
俸
給
表
又
は
自
衛
官
俸
給

表
」
と
、
「
職
務
の
級
に
」
と
あ
る
の
は
「
職
務
の
級
又
は
階
級
（
当
該
職
員
の
属
す
る
階
級
が
陸
将
、
海
将
又
は
空
将
で
あ
つ
て
そ
の
者
が
同
表
の
陸
将
補
、

海
将
補
及
び
空
将
補
の
（
二
）
欄
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
欄
を
い
い
、
当
該
職
員
の
属
す
る
階
級
が
一
等
陸
佐
、
一
等
海
佐
又
は
一
等
空
佐
で
あ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
同
表
の
一
等
陸
佐
、
一
等
海
佐
及
び
一
等
空
佐
の
（
一
）
欄
、
（
二
）
欄
又
は
（
三
）
欄
を
い
う
。
）
に
」
と
、
一

般
職
給
与
法
第
十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
扶
養
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
扶
養
手
当
並
び
に
営
外
手
当
（
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
一

項
に
規
定
す
る
自
衛
官
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
一
般
職
給
与
法
第
十
一
条
の
四
、
第
十
一
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
一
条
の
七
第
一
項
及
び

第
二
項
並
び
に
第
十
一
条
の
八
第
一
項
中
「
及
び
扶
養
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
、
扶
養
手
当
及
び
営
外
手
当
」
と
、
一
般
職
給
与
法
第
十
一
条
の
五
中
「
及
び
指

定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
医
療
業
務
に
従
事
す
る
職
員
で
人
事
院
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
、
指
定
職
俸
給
表
又
は
一
般
職
の

任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
七
条
第
一
項
の
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
医
療
業
務
に

従
事
す
る
職
員
で
防
衛
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
医
師
又
は
歯
科
医
師
で
あ
る
自
衛
官
」
と
、
一
般
職
給
与
法
第
十
一
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
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並
び
に
第
十
四
条
第
一
項
中
「
人
事
院
の
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
防
衛
省
令
で
定
め
る
」
と
、
同
項
中
「
人
事
院
が
指
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
防
衛
大
臣
が

指
定
す
る
」
と
、
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
三
第
一
項
中
「
以
下
「
管
理
監
督
職
員
等
」
」
と
あ
る
の
は
「
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号

）
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
六
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
を
含
む
。
以
下
「
管
理
監
督
職
員
等
」
」

と
、
「
指
定
職
俸
給
表
」
と
あ
る
の
は
「
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
規
定
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
指
定
職
俸
給
表
」
と
あ
る
の
は
「

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
規
定
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

○

防
衛
省
組
織
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
八
号
）
（
抄
）

（
大
臣
官
房
の
所
掌
事
務
）

第
五
条

大
臣
官
房
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
二
十
二

（
略
）

二
十
三

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
四
・
二
十
五

（
略
）

（
企
画
評
価
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
三
条
の
二

企
画
評
価
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
七

（
略
）

八

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

九

（
略
）

（
身
分
取
扱
い
に
つ
い
て
自
衛
隊
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
い
職
員
等
）

第
二
百
十
六
条

法
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
合
議
制
の
機
関
は
、
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
、
防
衛
人
事
審
議
会
、
自
衛
隊
員
倫
理
審
査
会
、

防
衛
調
達
審
議
会
、
防
衛
施
設
中
央
審
議
会
、
防
衛
施
設
地
方
審
議
会
及
び
捕
虜
資
格
認
定
等
審
査
会
と
す
る
。

２

（
略
）

○

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
（
抄
）
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（
自
衛
隊
か
ら
除
か
れ
る
機
関
等
）

第
一
条

自
衛
隊
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
防
衛
省
の
合
議
制
の
機
関
は
、
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
、
防
衛

人
事
審
議
会
、
自
衛
隊
員
倫
理
審
査
会
、
防
衛
調
達
審
議
会
、
防
衛
施
設
中
央
審
議
会
、
防
衛
施
設
地
方
審
議
会
及
び
捕
虜
資
格
認
定
等
審
査
会
と
す
る
。

２

（
略
）

（
非
常
勤
隊
員
の
服
務
の
特
例
）

第
五
十
二
条

予
備
自
衛
官
、
即
応
予
備
自
衛
官
、
予
備
自
衛
官
補
及
び
法
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
隊
員
以
外
の
非

常
勤
の
隊
員
（
以
下
「
非
常
勤
隊
員
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
機
関
の
他
の
非
常
勤
の
職
若
し
く
は
独
立
行
政
法

人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
（
第
五
十
九
条
の
五
第
一
項
及
び
第
六
十
条
の
二
に
お
い
て
「
特

定
独
立
行
政
法
人
」
と
い
う
。
）
の
非
常
勤
の
職
を
兼
ね
、
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
の
非
常
勤
の
職
に
就
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
定
年
に
達
し
て
い
る
者
の
任
用
）

第
五
十
九
条
の
五

隊
員
（
自
衛
官
及
び
法
第
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
隊
員
を
除
く
。
）
の
採
用
は
、
再
任
用
（
法
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
又
は
第

四
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
す
る
こ
と
を
い
う
。
次
項
及
び
第
五
十
九
条
の
十
一
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
場
合
を
除
き
、
採
用
し
よ
う
と
す
る
者

が
当
該
採
用
に
係
る
官
職
に
係
る
定
年
に
達
し
て
い
る
と
き
は
、
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
か
つ
て
隊
員
（
自
衛
官
を
除
く
。
以
下
第
五
十
九
条
の
十

ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
任
用
さ
れ
て
い
た
者
の
う
ち
、
引
き
続
き
防
衛
省
以
外
の
国
家
機
関
の
職
、
特
定
独
立
行
政
法
人
の
職
、
地
方
公
共
団
体
の
機

関
の
職
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
職
（
防
衛
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
そ
の
他
そ
の
業
務
が
国
の
事
務
若
し
く
は
事
業
と

密
接
な
関
連
を
有
す
る
法
人
に
属
す
る
職
（
防
衛
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
就
き
、
引
き
続
き
こ
れ
ら
の
職
に
就
い
て
い
る
者
の
引
き
続
き
隊
員
と
な

る
た
め
の
採
用
で
あ
つ
て
、
当
該
採
用
に
よ
り
占
め
る
こ
と
と
な
る
官
職
に
係
る
定
年
退
職
日
（
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
（
以
下
「
定

年
退
職
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
と
な
る
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
前
に
お
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

（
略
）

（
国
の
事
務
又
は
事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
業
務
を
行
う
法
人
）

第
六
十
条
の
二

法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
、
国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大

学
法
人
を
い
う
。
）
、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
を
い
う
。
）
及
び
別
表
第
十
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。
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○

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
（
※
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
自
衛
隊
」
と
は
、
防
衛
大
臣
、
防
衛
副
大
臣
、
防
衛
大
臣
政
務
官
、
防
衛
大
臣
補
佐
官
、
防
衛
大
臣
政
策
参
与
及
び
防
衛
大
臣
秘

書
官
並
び
に
防
衛
省
の
事
務
次
官
及
び
防
衛
審
議
官
並
び
に
防
衛
省
の
内
部
部
局
、
防
衛
大
学
校
、
防
衛
医
科
大
学
校
、
防
衛
会
議
、
統
合
幕
僚
監
部
、
情
報
本

部
、
技
術
研
究
本
部
、
装
備
施
設
本
部
、
防
衛
監
察
本
部
、
地
方
防
衛
局
そ
の
他
の
機
関
（
政
令
で
定
め
る
合
議
制
の
機
関
並
び
に
防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十

九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
四
条
第
二
十
四
号
又
は
第
二
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
部
局
及
び
職
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
陸

上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
を
含
む
も
の
と
す
る
。

２
～
５

（
略
）

（
懲
戒
処
分
）

第
四
十
六
条

（
略
）

２

隊
員
が
、
任
命
権
者
の
要
請
に
応
じ
一
般
職
に
属
す
る
国
家
公
務
員
、
特
別
職
に
属
す
る
国
家
公
務
員
（
隊
員
を
除
く
。
）
、
地
方
公
務
員
又
は
沖
縄
振
興
開

発
金
融
公
庫
そ
の
他
そ
の
業
務
が
国
の
事
務
若
し
く
は
事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
法
人
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
使
用
さ
れ
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
一
般
職
国
家
公
務
員
等
」
と
い
う
。
）
と
な
る
た
め
退
職
し
、
引
き
続
き
一
般
職
国
家
公
務
員
等
と
し
て
在
職
し
た
後
、
引
き
続
い
て
当
該
退
職
を
前
提

と
し
て
隊
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
場
合
（
一
の
一
般
職
国
家
公
務
員
等
と
し
て
在
職
し
た
後
、
引
き
続
き
一
以
上
の
一
般
職
国
家
公
務
員
等
と
し
て
在
職
し
、
引

き
続
い
て
当
該
退
職
を
前
提
と
し
て
隊
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
当
該
退
職
ま
で
の
引
き
続
く
隊
員
と
し
て
の
在
職
期
間
（
当
該
退

職
前
に
同
様
の
退
職
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
先
の
退
職
」
と
い
う
。
）
、
一
般
職
国
家
公
務
員
等
と
し
て
の
在
職
及
び
隊
員
と
し
て
の
採
用
が
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
先
の
退
職
ま
で
の
引
き
続
く
隊
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
要
請
に
応
じ
た
退
職
前
の
在
職
期
間
」
と
い
う
。
）
中
に

前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
対
し
同
項
に
規
定
す
る
懲
戒
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
隊
員
が
、
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第
四

十
四
条
の
五
第
一
項
又
は
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ

る
者
と
な
つ
た
日
ま
で
の
引
き
続
く
隊
員
と
し
て
の
在
職
期
間
（
要
請
に
応
じ
た
退
職
前
の
在
職
期
間
を
含
む
。
）
又
は
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第
四
十
四

条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
か
つ
て
採
用
さ
れ
て
隊
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
期
間
中
に
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
職
務
に
専
念
す
る
義
務
）

第
六
十
条

（
略
）

２

隊
員
は
、
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
防
衛
省
以
外
の
国
家
機
関
の
職
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
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二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
（
次
項
及
び
第
六
十
三
条
に
お
い
て
「
行
政
執
行
法
人
」
と
い
う
。
）
の
職
を
兼
ね
、
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
の

職
に
就
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

（
略
）

【
参

考
】

○

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
六
号
）
に
よ
る

改
正
後
の
も
の
）
（
抄
）

目
次第

一
章

総
則

第
一
節

通
則
（
第
一
条
―
第
十
一
条
）

第
二
節

独
立
行
政
法
人
評
価
制
度
委
員
会
（
第
十
二
条
―
第
十
二
条
の
八
）

第
三
節

設
立
（
第
十
三
条
―
第
十
七
条
）

第
二
章

役
員
及
び
職
員
（
第
十
八
条
―
第
二
十
六
条
）

第
三
章

業
務
運
営

第
一
節

通
則
（
第
二
十
七
条
―
第
二
十
八
条
の
四
）

第
二
節

中
期
目
標
管
理
法
人
（
第
二
十
九
条
―
第
三
十
五
条
の
三
）

第
三
節

国
立
研
究
開
発
法
人
（
第
三
十
五
条
の
四
―
第
三
十
五
条
の
八
）

第
四
節

行
政
執
行
法
人
（
第
三
十
五
条
の
九
―
第
三
十
五
条
の
十
二
）

第
四
章

財
務
及
び
会
計
（
第
三
十
六
条
―
第
五
十
条
）

第
五
章

人
事
管
理

第
一
節

中
期
目
標
管
理
法
人
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
（
第
五
十
条
の
二
―
第
五
十
条
の
十
一
）

第
二
節

行
政
執
行
法
人
（
第
五
十
一
条
―
第
六
十
三
条
）

第
六
章

雑
則
（
第
六
十
四
条
―
第
六
十
八
条
）
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第
七
章

罰
則
（
第
六
十
九
条
―
第
七
十
二
条
）

附
則

第
一
章

総
則

第
一
節

通
則

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
独
立
行
政
法
人
」
と
は
、
国
民
生
活
及
び
社
会
経
済
の
安
定
等
の
公
共
上
の
見
地
か
ら
確
実
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
事
務

及
び
事
業
で
あ
っ
て
、
国
が
自
ら
主
体
と
な
っ
て
直
接
に
実
施
す
る
必
要
の
な
い
も
の
の
う
ち
、
民
間
の
主
体
に
委
ね
た
場
合
に
は
必
ず
し
も
実
施
さ
れ
な
い
お

そ
れ
が
あ
る
も
の
又
は
一
の
主
体
に
独
占
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
共
上
の
事
務
等
」
と
い
う
。
）
を
効
果
的
か

つ
効
率
的
に
行
わ
せ
る
た
め
、
中
期
目
標
管
理
法
人
、
国
立
研
究
開
発
法
人
又
は
行
政
執
行
法
人
と
し
て
、
こ
の
法
律
及
び
個
別
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設

立
さ
れ
る
法
人
を
い
う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
中
期
目
標
管
理
法
人
」
と
は
、
公
共
上
の
事
務
等
の
う
ち
、
そ
の
特
性
に
照
ら
し
、
一
定
の
自
主
性
及
び
自
律
性
を
発
揮
し
つ
つ
、
中

期
的
な
視
点
に
立
っ
て
執
行
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
も
の
（
国
立
研
究
開
発
法
人
が
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
国
が
中
期
的
な
期
間
に
つ
い
て
定
め
る
業
務
運

営
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
計
画
に
基
づ
き
行
う
こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
需
要
に
的
確
に
対
応
し
た
多
様
で
良
質
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
通
じ
た
公
共

の
利
益
の
増
進
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
独
立
行
政
法
人
と
し
て
、
個
別
法
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
国
立
研
究
開
発
法
人
」
と
は
、
公
共
上
の
事
務
等
の
う
ち
、
そ
の
特
性
に
照
ら
し
、
一
定
の
自
主
性
及
び
自
律
性
を
発
揮
し
つ
つ
、
中

長
期
的
な
視
点
に
立
っ
て
執
行
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
科
学
技
術
に
関
す
る
試
験
、
研
究
又
は
開
発
（
以
下
「
研
究
開
発
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
を
主
要

な
業
務
と
し
て
国
が
中
長
期
的
な
期
間
に
つ
い
て
定
め
る
業
務
運
営
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
計
画
に
基
づ
き
行
う
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
に
お
け
る

科
学
技
術
の
水
準
の
向
上
を
通
じ
た
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
そ
の
他
の
公
益
に
資
す
る
た
め
研
究
開
発
の
最
大
限
の
成
果
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
独

立
行
政
法
人
と
し
て
、
個
別
法
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
行
政
執
行
法
人
」
と
は
、
公
共
上
の
事
務
等
の
う
ち
、
そ
の
特
性
に
照
ら
し
、
国
の
行
政
事
務
と
密
接
に
関
連
し
て
行
わ
れ
る
国
の
指

示
そ
の
他
の
国
の
相
当
な
関
与
の
下
に
確
実
に
執
行
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
も
の
を
国
が
事
業
年
度
ご
と
に
定
め
る
業
務
運
営
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た

め
の
計
画
に
基
づ
き
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
公
共
上
の
事
務
等
を
正
確
か
つ
確
実
に
執
行
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
独
立
行
政
法
人
と
し
て
、
個
別
法
で
定
め

る
も
の
を
い
う
。

（
業
務
の
公
共
性
、
透
明
性
及
び
自
主
性
等
）

第
三
条

独
立
行
政
法
人
は
、
そ
の
行
う
事
務
及
び
事
業
が
国
民
生
活
及
び
社
会
経
済
の
安
定
等
の
公
共
上
の
見
地
か
ら
確
実
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
も
の

で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
適
正
か
つ
効
率
的
に
そ
の
業
務
を
運
営
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

（
略
）

３

こ
の
法
律
及
び
個
別
法
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
独
立
行
政
法
人
の
事
務
及
び
事
業
が
内
外
の
社
会
経
済
情
勢
を
踏
ま
え
つ
つ
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
独
立

行
政
法
人
の
事
務
及
び
事
業
の
特
性
並
び
に
独
立
行
政
法
人
の
業
務
運
営
に
お
け
る
自
主
性
は
、
十
分
配
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
名
称
）

第
四
条

（
略
）

２

国
立
研
究
開
発
法
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の
名
称
中
に
、
国
立
研
究
開
発
法
人
と
い
う
文
字
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

（
目
的
）

第
五
条

各
独
立
行
政
法
人
の
目
的
は
、
第
二
条
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
目
的
の
範
囲
内
で
、
個
別
法
で
定
め
る
。

（
名
称
の
使
用
制
限
）

第
十
条

独
立
行
政
法
人
又
は
国
立
研
究
開
発
法
人
で
な
い
者
は
、
そ
の
名
称
中
に
、
独
立
行
政
法
人
又
は
国
立
研
究
開
発
法
人
と
い
う
文
字
を
用
い
て
は
な
ら
な

い
。

第
二
節

独
立
行
政
法
人
評
価
制
度
委
員
会

（
設
置
）

第
十
二
条

総
務
省
に
、
独
立
行
政
法
人
評
価
制
度
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

（
所
掌
事
務
等
）

第
十
二
条
の
二

委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
総
務
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

二

第
二
十
九
条
第
三
項
、
第
三
十
二
条
第
五
項
、
第
三
十
五
条
第
三
項
、
第
三
十
五
条
の
四
第
三
項
、
第
三
十
五
条
の
六
第
八
項
、
第
三
十
五
条
の
七
第
四
項

又
は
第
三
十
五
条
の
十
一
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
主
務
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

三

第
三
十
五
条
第
四
項
又
は
第
三
十
五
条
の
七
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
主
務
大
臣
に
勧
告
を
す
る
こ
と
。

四

第
三
十
五
条
の
二
（
第
三
十
五
条
の
八
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
意
見
を
具
申
す
る

こ
と
。

五

独
立
行
政
法
人
の
業
務
運
営
に
係
る
評
価
（
次
号
に
お
い
て
「
評
価
」
と
い
う
。
）
の
制
度
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
総
務
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

六

評
価
の
実
施
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
し
、
評
価
の
実
施
が
著
し
く
適
正
を
欠
く
と
認
め
る
と
き
は
、
主
務
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

七

そ
の
他
法
律
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。
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２

委
員
会
は
、
前
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
規
定
す
る
規
定
又
は
同
項
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
公

表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
組
織
）

第
十
二
条
の
三

委
員
会
は
、
委
員
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２

委
員
会
に
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨
時
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

３

委
員
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
員
等
の
任
命
）

第
十
二
条
の
四

委
員
及
び
臨
時
委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
。

２

専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
。

（
委
員
の
任
期
等
）

第
十
二
条
の
五

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

臨
時
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
特
別
の
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

４

専
門
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
専
門
の
事
項
に
関
す
る
調
査
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

５

委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
委
員
長
）

第
十
二
条
の
六

委
員
会
に
、
委
員
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

２

委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。

３

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
資
料
の
提
出
等
の
要
求
）

第
十
二
条
の
七

委
員
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
表
明
、

説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
二
条
の
八

こ
の
節
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
組
織
及
び
委
員
そ
の
他
の
職
員
そ
の
他
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
三
節

設
立

（
法
人
の
長
及
び
監
事
と
な
る
べ
き
者
）
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第
十
四
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
二
章

役
員
及
び
職
員

（
役
員
の
職
務
及
び
権
限
）

第
十
九
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

監
事
は
、
独
立
行
政
法
人
の
業
務
を
監
査
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
監
事
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

５

監
事
は
、
い
つ
で
も
、
役
員
（
監
事
を
除
く
。
）
及
び
職
員
に
対
し
て
事
務
及
び
事
業
の
報
告
を
求
め
、
又
は
独
立
行
政
法
人
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
の
調

査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

監
事
は
、
独
立
行
政
法
人
が
次
に
掲
げ
る
書
類
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
書
類
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
認
可
、
承
認
、
認
定
及
び
届
出
に
係
る
書
類
並
び
に
報
告
書
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類

二

そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類

７

監
事
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
独
立
行
政
法
人
の
子
法
人
（
独
立
行
政
法
人
が
そ
の
経
営
を
支
配
し
て
い
る
法
人
と
し
て
総
務
省
令

で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
て
事
業
の
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
子
法
人
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
の
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

前
項
の
子
法
人
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
報
告
又
は
調
査
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。

９

（
略
）

（
法
人
の
長
等
へ
の
報
告
義
務
）

第
十
九
条
の
二

監
事
は
、
役
員
（
監
事
を
除
く
。
）
が
不
正
の
行
為
を
し
、
若
し
く
は
当
該
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
こ
の
法
律
、
個

別
法
若
し
く
は
他
の
法
令
に
違
反
す
る
事
実
若
し
く
は
著
し
く
不
当
な
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
法
人
の
長
に
報
告
す
る
と
と
も

に
、
主
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
役
員
の
任
命
）

第
二
十
条

（
略
）

２

（
略
）

３

主
務
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
の
長
又
は
監
事
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
、
公
募
（
当
該
法
人
の
長
又
は
監
事
の
職
務
の
内

容
、
勤
務
条
件
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
公
示
し
て
行
う
候
補
者
の
募
集
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
活
用
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
募
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に
よ
ら
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
透
明
性
を
確
保
し
つ
つ
、
候
補
者
の
推
薦
の
求
め
そ
の
他
の
適
任
と
認
め
る
者
を
任
命
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
・
５

（
略
）

（
中
期
目
標
管
理
法
人
の
役
員
の
任
期
）

第
二
十
一
条

中
期
目
標
管
理
法
人
の
長
の
任
期
は
、
任
命
の
日
か
ら
、
当
該
任
命
の
日
を
含
む
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
の
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定

す
る
中
期
目
標
の
期
間
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
中
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
末
日
ま
で
と
す
る
。

２

中
期
目
標
管
理
法
人
の
監
事
の
任
期
は
、
各
中
期
目
標
の
期
間
に
対
応
し
て
定
め
る
も
の
と
し
、
任
命
の
日
か
ら
、
当
該
対
応
す
る
中
期
目
標
の
期
間
の
最
後

の
事
業
年
度
に
つ
い
て
の
財
務
諸
表
承
認
日
（
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
の
財
務
諸
表
の
承
認
の
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ま
で
と
す
る
。
た

だ
し
、
補
欠
の
中
期
目
標
管
理
法
人
の
監
事
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

３

中
期
目
標
管
理
法
人
の
役
員
（
中
期
目
標
管
理
法
人
の
長
及
び
監
事
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
任
期
は
、
個
別
法
で
定
め
る
。
た
だ
し
、

補
欠
の
中
期
目
標
管
理
法
人
の
役
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

４

中
期
目
標
管
理
法
人
の
役
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
立
研
究
開
発
法
人
の
役
員
の
任
期
）

第
二
十
一
条
の
二

国
立
研
究
開
発
法
人
の
長
の
任
期
は
、
任
命
の
日
か
ら
、
当
該
任
命
の
日
を
含
む
当
該
国
立
研
究
開
発
法
人
の
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
第
一

号
に
規
定
す
る
中
長
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
単
に
「
中
長
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
末
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
中
長
期

目
標
の
期
間
が
六
年
又
は
七
年
の
場
合
で
あ
っ
て
、
よ
り
適
切
と
認
め
る
者
を
任
命
す
る
た
め
主
務
大
臣
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
中
長
期
目
標

の
期
間
の
初
日
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
単
に
「
初
日
」
と
い
う
。
）
以
後
最
初
に
任
命
さ
れ
る
国
立
研
究
開
発
法
人
の
長
の
任
期
は
、
任
命
の
日
か

ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

中
長
期
目
標
の
期
間
が
六
年
の
場
合

初
日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
日

二

中
長
期
目
標
の
期
間
が
七
年
の
場
合

初
日
か
ら
三
年
又
は
四
年
を
経
過
す
る
日

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
立
研
究
開
発
法
人
の
長
と
な
る
べ
き
者
と
し
て
よ
り
適
切
と
認
め
る
者
を
指
名
す
る
た
め

特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
で
あ
っ
て
、
中
長
期
目
標
の
期
間
が
六
年
以
上
七
年
以
下
の
と
き
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
成
立
の
時
に
お
い
て

任
命
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
国
立
研
究
開
発
法
人
の
長
の
任
期
は
、
任
命
の
日
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

一

中
長
期
目
標
の
期
間
が
六
年
の
場
合

初
日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
日

二

中
長
期
目
標
の
期
間
が
六
年
を
超
え
七
年
未
満
の
場
合

初
日
か
ら
四
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
終
了
す
る
最
後
の
事
業
年
度
の
末
日
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三

中
長
期
目
標
の
期
間
が
七
年
の
場
合

初
日
か
ら
三
年
又
は
四
年
を
経
過
す
る
日

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
補
欠
の
国
立
研
究
開
発
法
人
の
長
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

４

国
立
研
究
開
発
法
人
の
監
事
の
任
期
は
、
各
国
立
研
究
開
発
法
人
の
長
の
任
期
（
補
欠
の
国
立
研
究
開
発
法
人
の
長
の
任
期
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
と
対
応
す
る
も
の
と
し
、
任
命
の
日
か
ら
、
当
該
対
応
す
る
国
立
研
究
開
発
法
人
の
長
の
任
期
の
末
日
を
含
む
事
業
年
度
に
つ
い
て
の
財
務
諸
表
承
認

日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
国
立
研
究
開
発
法
人
の
監
事
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

５

国
立
研
究
開
発
法
人
の
役
員
（
国
立
研
究
開
発
法
人
の
長
及
び
監
事
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
任
期
は
、
個
別
法
で
定
め
る
。
た
だ
し
、

補
欠
の
国
立
研
究
開
発
法
人
の
役
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

６

国
立
研
究
開
発
法
人
の
役
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
行
政
執
行
法
人
の
役
員
の
任
期
）

第
二
十
一
条
の
三

行
政
執
行
法
人
の
長
の
任
期
は
、
任
命
の
日
か
ら
、
当
該
任
命
の
日
か
ら
年
を
単
位
と
し
て
個
別
法
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

に
終
了
す
る
最
後
の
事
業
年
度
の
末
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
行
政
執
行
法
人
の
長
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２

行
政
執
行
法
人
の
監
事
の
任
期
は
、
各
行
政
執
行
法
人
の
長
の
任
期
（
補
欠
の
行
政
執
行
法
人
の
長
の
任
期
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
対

応
す
る
も
の
と
し
、
任
命
の
日
か
ら
、
当
該
対
応
す
る
行
政
執
行
法
人
の
長
の
任
期
の
末
日
を
含
む
事
業
年
度
に
つ
い
て
の
財
務
諸
表
承
認
日
ま
で
と
す
る
。
た

だ
し
、
補
欠
の
行
政
執
行
法
人
の
監
事
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

３

行
政
執
行
法
人
の
役
員
（
行
政
執
行
法
人
の
長
及
び
監
事
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
任
期
は
、
個
別
法
で
定
め
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
行

政
執
行
法
人
の
役
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

４

行
政
執
行
法
人
の
役
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
役
員
の
忠
実
義
務
）

第
二
十
一
条
の
四

独
立
行
政
法
人
の
役
員
は
、
そ
の
業
務
に
つ
い
て
、
法
令
、
法
令
に
基
づ
い
て
す
る
主
務
大
臣
の
処
分
及
び
当
該
独
立
行
政
法
人
が
定
め
る
業

務
方
法
書
そ
の
他
の
規
則
を
遵
守
し
、
当
該
独
立
行
政
法
人
の
た
め
忠
実
に
そ
の
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
役
員
の
報
告
義
務
）

第
二
十
一
条
の
五

独
立
行
政
法
人
の
役
員
（
監
事
を
除
く
。
）
は
、
当
該
独
立
行
政
法
人
に
著
し
い
損
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
事
実
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し

た
と
き
は
、
直
ち
に
、
当
該
事
実
を
監
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
役
員
等
の
損
害
賠
償
責
任
）

第
二
十
五
条
の
二

独
立
行
政
法
人
の
役
員
又
は
会
計
監
査
人
（
第
四
項
に
お
い
て
「
役
員
等
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
任
務
を
怠
っ
た
と
き
は
、
独
立
行
政
法
人

に
対
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
。
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２

前
項
の
責
任
は
、
主
務
大
臣
の
承
認
が
な
け
れ
ば
、
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
総
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
独
立
行
政
法
人
は
、
第
一
項
の
責
任
に
つ
い
て
、
役
員
等
が
職
務
を
行
う
に
つ
き
善
意
で
か
つ
重
大
な
過
失
が
な
い
場
合
に

お
い
て
、
責
任
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
の
内
容
、
当
該
役
員
等
の
職
務
の
執
行
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
役
員
等

が
賠
償
の
責
任
を
負
う
額
か
ら
独
立
行
政
法
人
の
事
務
及
び
事
業
の
特
性
並
び
に
役
員
等
の
職
責
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
額
を
控
除
し

て
得
た
額
を
限
度
と
し
て
主
務
大
臣
の
承
認
を
得
て
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
業
務
方
法
書
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
章

業
務
運
営

第
一
節

通
則

（
業
務
方
法
書
）

第
二
十
八
条

（
略
）

２

前
項
の
業
務
方
法
書
に
は
、
役
員
（
監
事
を
除
く
。
）
の
職
務
の
執
行
が
こ
の
法
律
、
個
別
法
又
は
他
の
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
そ

の
他
独
立
行
政
法
人
の
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

（
評
価
等
の
指
針
の
策
定
）

第
二
十
八
条
の
二

総
務
大
臣
は
、
第
二
十
九
条
第
一
項
の
中
期
目
標
、
第
三
十
五
条
の
四
第
一
項
の
中
長
期
目
標
及
び
第
三
十
五
条
の
九
第
一
項
の
年
度
目
標
の

策
定
並
び
に
第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
十
五
条
の
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
の
評
価
に
関
す
る
指
針
を
定
め
、

こ
れ
を
主
務
大
臣
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
指
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
総
合
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
会
議
が
次
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
す

る
研
究
開
発
の
事
務
及
び
事
業
に
関
す
る
事
項
に
係
る
指
針
の
案
の
内
容
を
適
切
に
反
映
す
る
と
と
も
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
指
針
に
基
づ
き
、
第
二
十
九
条
第
一
項
の
中
期
目
標
、
第
三
十
五
条
の
四
第
一
項
の
中
長
期
目
標
及
び
第
三
十
五
条
の
九
第
一
項
の

年
度
目
標
を
定
め
る
と
と
も
に
、
第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
十
五
条
の
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
の
評
価
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
研
究
開
発
の
事
務
及
び
事
業
に
関
す
る
事
項
に
係
る
指
針
の
案
の
作
成
）

第
二
十
八
条
の
三

総
合
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
会
議
は
、
総
務
大
臣
の
求
め
に
応
じ
、
研
究
開
発
の
事
務
及
び
事
業
の
特
性
を
踏
ま
え
、
前
条
第
一
項
の

指
針
の
う
ち
、
研
究
開
発
の
事
務
及
び
事
業
に
関
す
る
事
項
に
係
る
指
針
の
案
を
作
成
す
る
。
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（
評
価
結
果
の
取
扱
い
等
）

第
二
十
八
条
の
四

独
立
行
政
法
人
は
、
第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
三
十
五
条
の
十
一
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

の
評
価
の
結
果
を
、
第
三
十
条
第
一
項
の
中
期
計
画
及
び
第
三
十
一
条
第
一
項
の
年
度
計
画
、
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
の
中
長
期
計
画
及
び
第
三
十
五
条
の
八

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
十
一
条
第
一
項
の
年
度
計
画
又
は
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
の
事
業
計
画
並
び
に
業
務
運
営
の
改
善
に
適
切
に
反
映
さ
せ

る
と
と
も
に
、
毎
年
度
、
評
価
結
果
の
反
映
状
況
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節

中
期
目
標
管
理
法
人

（
中
期
目
標
）

第
二
十
九
条

主
務
大
臣
は
、
三
年
以
上
五
年
以
下
の
期
間
に
お
い
て
中
期
目
標
管
理
法
人
が
達
成
す
べ
き
業
務
運
営
に
関
す
る
目
標
（
以
下
「
中
期
目
標
」
と
い

う
。
）
を
定
め
、
こ
れ
を
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
に
指
示
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

中
期
目
標
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
具
体
的
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

二

国
民
に
対
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
事
項

三

業
務
運
営
の
効
率
化
に
関
す
る
事
項

四
・
五

（
略
）

３

主
務
大
臣
は
、
中
期
目
標
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
中
期
計
画
）

第
三
十
条

中
期
目
標
管
理
法
人
は
、
前
条
第
一
項
の
指
示
を
受
け
た
と
き
は
、
中
期
目
標
に
基
づ
き
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
中
期
目
標
を

達
成
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
中
期
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ

う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

中
期
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

二

業
務
運
営
の
効
率
化
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
る
べ
き
措
置

三
～
八

（
略
）

３

（
略
）

４

中
期
目
標
管
理
法
人
は
、
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
中
期
計
画
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
年
度
計
画
）
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第
三
十
一
条

中
期
目
標
管
理
法
人
は
、
毎
事
業
年
度
の
開
始
前
に
、
前
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
中
期
計
画
に
基
づ
き
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
事
業
年
度
の
業
務
運
営
に
関
す
る
計
画
（
次
項
に
お
い
て
「
年
度
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
こ
れ
を
主
務
大
臣
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

中
期
目
標
管
理
法
人
の
最
初
の
事
業
年
度
の
年
度
計
画
に
つ
い
て
は
、
前
項
中
「
毎
事
業
年
度
の
開
始
前
に
、
前
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
、

「
そ
の
成
立
後
最
初
の
中
期
計
画
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
、
そ
の
」
と
す
る
。

（
各
事
業
年
度
に
係
る
業
務
の
実
績
等
に
関
す
る
評
価
等
）

第
三
十
二
条

中
期
目
標
管
理
法
人
は
、
毎
事
業
年
度
の
終
了
後
、
当
該
事
業
年
度
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
年
度
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
当
該
各
号

に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
主
務
大
臣
の
評
価
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
年
度
以
外
の
事
業
年
度

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績

二

中
期
目
標
の
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
及
び
中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
に
見
込
ま
れ
る
中

期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績

三

中
期
目
標
の
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
及
び
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績

２

中
期
目
標
管
理
法
人
は
、
前
項
の
評
価
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
各
事
業
年
度
の
終
了
後
三
月
以
内
に
、
同
項
第

一
号
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
事
項
及
び
当
該
事
項
に
つ
い
て
自
ら
評
価
を
行
っ
た
結
果
を
明
ら
か
に
し
た
報
告
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、

公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
評
価
は
、
同
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
総
合
的
な
評
定
を
付
し
て
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
項
各
号
に
規
定
す
る
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
は
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
中
期
計
画
の
実
施
状
況
の
調
査
及
び
分
析

を
行
い
、
そ
の
結
果
を
考
慮
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
評
価
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
に
対
し
て
、
そ
の
評
価
の
結
果
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
に
見
込
ま
れ
る
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績

に
関
す
る
評
価
を
行
っ
た
と
き
は
、
委
員
会
に
対
し
て
も
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
評
価
の
結
果
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
主
務
大
臣
に
意
見
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
に
対
し
、
業
務
運
営
の
改
善
そ
の
他
の
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
四
条

削
除

（
中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
の
検
討
）
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第
三
十
五
条

主
務
大
臣
は
、
第
三
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
に
見
込
ま
れ
る
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
に

関
す
る
評
価
を
行
っ
た
と
き
は
、
中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
ま
で
に
、
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
の
業
務
の
継
続
又
は
組
織
の
存
続
の
必
要
性
そ
の
他
そ
の
業

務
及
び
組
織
の
全
般
に
わ
た
る
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
業
務
の
廃
止
若
し
く
は
移
管
又
は
組
織
の
廃
止
そ
の
他
の
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。

２

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
検
討
の
結
果
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
り
講
ず
る
措
置
の
内
容
を
委
員
会
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
主
務
大
臣
に
意
見
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
委
員
会
は
、
中
期
目
標
管
理
法
人
の
主
要
な
事
務
及
び
事
業
の
改
廃
に
関
し
、
主
務
大
臣
に
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

委
員
会
は
、
前
項
の
勧
告
を
し
た
と
き
は
、
当
該
勧
告
の
内
容
を
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

委
員
会
は
、
第
四
項
の
勧
告
を
し
た
と
き
は
、
主
務
大
臣
に
対
し
、
そ
の
勧
告
に
基
づ
い
て
講
じ
た
措
置
及
び
講
じ
よ
う
と
す
る
措
置
に
つ
い
て
報
告
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
意
見
具
申
）

第
三
十
五
条
の
二

委
員
会
は
、
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
勧
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
当
該

勧
告
を
し
た
事
項
に
つ
い
て
内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
と
ら
れ
る
よ
う
意
見
を
具
申
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
違
法
行
為
等
の
是
正
等
）

第
三
十
五
条
の
三

主
務
大
臣
は
、
中
期
目
標
管
理
法
人
若
し
く
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
職
員
が
、
不
正
の
行
為
若
し
く
は
こ
の
法
律
、
個
別
法
若
し
く
は
他
の
法

令
に
違
反
す
る
行
為
を
し
、
若
し
く
は
当
該
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
中
期
目
標
管
理
法
人
の
業
務
運
営
が
著
し
く
適
正
を
欠
き
、
か

つ
、
そ
れ
を
放
置
す
る
こ
と
に
よ
り
公
益
を
害
す
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
に

対
し
、
当
該
行
為
の
是
正
又
は
業
務
運
営
の
改
善
の
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
節

国
立
研
究
開
発
法
人

（
中
長
期
目
標
）

第
三
十
五
条
の
四

主
務
大
臣
は
、
五
年
以
上
七
年
以
下
の
期
間
に
お
い
て
国
立
研
究
開
発
法
人
が
達
成
す
べ
き
業
務
運
営
に
関
す
る
目
標
（
以
下
「
中
長
期
目

標
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
こ
れ
を
当
該
国
立
研
究
開
発
法
人
に
指
示
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す

る
。

２

中
長
期
目
標
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
具
体
的
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

中
長
期
目
標
の
期
間
（
前
項
の
期
間
の
範
囲
内
で
主
務
大
臣
が
定
め
る
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

二

研
究
開
発
の
成
果
の
最
大
化
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
事
項



- 307 -

三

業
務
運
営
の
効
率
化
に
関
す
る
事
項

四

財
務
内
容
の
改
善
に
関
す
る
事
項

五

そ
の
他
業
務
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

３

主
務
大
臣
は
、
中
長
期
目
標
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
中
長
期
目
標
に
係
る
意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
と
き
は
、
研
究
開
発
の
事
務
及
び
事
業
（
軽
微
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め

る
も
の
を
除
く
。
第
三
十
五
条
の
六
第
六
項
及
び
第
三
十
五
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
審
議
会
等
（
内
閣

府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
七
条
若
し
く
は
第
五
十
四
条
又
は
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
条
に
規

定
す
る
機
関
を
い
う
。
）
で
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
研
究
開
発
に
関
す
る
審
議
会
」
と
い
う
。
）
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

主
務
大
臣
は
、
研
究
開
発
に
関
し
て
高
い
識
見
を
有
す
る
外
国
人
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
研
究
開
発
に
関
す
る

審
議
会
の
委
員
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
外
国
人
で
あ
る
研
究
開
発
に
関
す
る
審
議
会
の
委
員
は
、
研
究
開
発
に
関
す
る
審
議
会
の
会
務
を
総
理
し
、
研
究
開
発
に
関
す
る
審

議
会
を
代
表
す
る
者
と
な
る
こ
と
は
で
き
ず
、
当
該
委
員
の
数
は
、
研
究
開
発
に
関
す
る
審
議
会
の
委
員
の
総
数
の
五
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
中
長
期
計
画
）

第
三
十
五
条
の
五

国
立
研
究
開
発
法
人
は
、
前
条
第
一
項
の
指
示
を
受
け
た
と
き
は
、
中
長
期
目
標
に
基
づ
き
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
中

長
期
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
中
長
期
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

中
長
期
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

研
究
開
発
の
成
果
の
最
大
化
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
る
べ
き
措
置

二

業
務
運
営
の
効
率
化
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
る
べ
き
措
置

三

予
算
（
人
件
費
の
見
積
り
を
含
む
。
）
、
収
支
計
画
及
び
資
金
計
画

四

短
期
借
入
金
の
限
度
額

五

不
要
財
産
又
は
不
要
財
産
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
財
産
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
財
産
の
処
分
に
関
す
る
計
画

六

前
号
に
規
定
す
る
財
産
以
外
の
重
要
な
財
産
を
譲
渡
し
、
又
は
担
保
に
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
計
画

七

剰
余
金
の
使
途

八

そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
業
務
運
営
に
関
す
る
事
項

３

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
可
を
し
た
中
長
期
計
画
が
前
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
上
不
適
当
と
な
っ
た
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と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
中
長
期
計
画
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

国
立
研
究
開
発
法
人
は
、
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
中
長
期
計
画
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
各
事
業
年
度
に
係
る
業
務
の
実
績
等
に
関
す
る
評
価
等
）

第
三
十
五
条
の
六

国
立
研
究
開
発
法
人
は
、
毎
事
業
年
度
の
終
了
後
、
当
該
事
業
年
度
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
年
度
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
主
務
大
臣
の
評
価
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
年
度
以
外
の
事
業
年
度

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績

二

中
長
期
目
標
の
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
及
び
中
長
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
に
見
込
ま
れ

る
中
長
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績

三

中
長
期
目
標
の
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
及
び
中
長
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績

２

国
立
研
究
開
発
法
人
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
ほ
か
、
中
長
期
目
標
の
期
間
の
初
日
以
後
最
初
に
任
命
さ
れ
る
国
立
研
究
開
発
法
人
の
長
の
任
期
が
第

二
十
一
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
場
合
又
は
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
成
立
の
時
に
お
い
て
任
命
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ

る
国
立
研
究
開
発
法
人
の
長
の
任
期
が
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
国
立
研
究
開
発
法
人
の
長
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
最
初
の
国
立
研
究
開
発
法
人
の
長
」
と
い
う
。
）
の
任
期
（
補
欠
の
国
立
研
究
開
発
法
人
の
長
の
任
期
を
含
む
。
）
の
末
日
を
含
む
事
業
年
度
の
終

了
後
、
当
該
最
初
の
国
立
研
究
開
発
法
人
の
長
の
任
命
の
日
を
含
む
事
業
年
度
か
ら
当
該
末
日
を
含
む
事
業
年
度
の
事
業
年
度
末
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の

実
績
に
つ
い
て
、
主
務
大
臣
の
評
価
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

国
立
研
究
開
発
法
人
は
、
第
一
項
の
評
価
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
各
事
業
年
度
の
終
了
後
三
月
以
内
に
、
同
項

第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
事
項
及
び
当
該
事
項
に
つ
い
て
自
ら
評
価
を
行
っ
た
結
果
を
明
ら
か
に
し
た
報
告
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
す
る
と
と
も

に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

国
立
研
究
開
発
法
人
は
、
第
二
項
の
評
価
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
末
日
を
含
む
事
業
年
度
の

終
了
後
三
月
以
内
に
、
同
項
に
規
定
す
る
業
務
の
実
績
及
び
当
該
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
自
ら
評
価
を
行
っ
た
結
果
を
明
ら
か
に
し
た
報
告
書
を
主
務
大
臣
に
提

出
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
又
は
第
二
項
の
評
価
は
、
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
定
め
る
事
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
総
合
的
な
評

定
を
付
し
て
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
は
、
当
該

事
業
年
度
に
お
け
る
中
長
期
計
画
の
実
施
状
況
の
調
査
及
び
分
析
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
考
慮
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
評
価
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
研
究
開
発
の
事
務
及
び
事
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
研
究
開
発

に
関
す
る
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



- 309 -

７

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
評
価
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
国
立
研
究
開
発
法
人
に
対
し
て
、
そ
の
評
価
の
結
果
を
通
知
す
る
と
と
も

に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
中
長
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
に
見
込
ま
れ
る
中
長
期
目
標
の
期
間
に

お
け
る
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
を
行
っ
た
と
き
は
、
委
員
会
に
対
し
て
も
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
評
価
の
結
果
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
主
務
大
臣
に
意
見
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
国
立
研
究
開
発
法
人
に
対
し
、
業
務
運
営
の
改
善
そ
の

他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
中
長
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
の
検
討
）

第
三
十
五
条
の
七

主
務
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
中
長
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
に
見
込
ま
れ
る
中
長
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績

に
関
す
る
評
価
を
行
っ
た
と
き
は
、
中
長
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
ま
で
に
、
当
該
国
立
研
究
開
発
法
人
の
業
務
の
継
続
又
は
組
織
の
存
続
の
必
要
性
そ
の
他
そ

の
業
務
及
び
組
織
の
全
般
に
わ
た
る
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
業
務
の
廃
止
若
し
く
は
移
管
又
は
組
織
の
廃
止
そ
の
他
の
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。

２

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
討
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
研
究
開
発
の
事
務
及
び
事
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
研
究
開
発
に
関
す
る
審
議
会
の

意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
検
討
の
結
果
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
り
講
ず
る
措
置
の
内
容
を
委
員
会
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
主
務
大
臣
に
意
見
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
委
員
会
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
の
主
要
な
事
務
及
び
事
業
の
改
廃
に
関
し
、
主
務
大
臣
に
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

委
員
会
は
、
前
項
の
勧
告
を
し
た
と
き
は
、
当
該
勧
告
の
内
容
を
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

委
員
会
は
、
第
五
項
の
勧
告
を
し
た
と
き
は
、
主
務
大
臣
に
対
し
、
そ
の
勧
告
に
基
づ
い
て
講
じ
た
措
置
及
び
講
じ
よ
う
と
す
る
措
置
に
つ
い
て
報
告
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
業
務
運
営
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
三
十
五
条
の
八

第
三
十
一
条
、
第
三
十
五
条
の
二
及
び
第
三
十
五
条
の
三
の
規
定
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

三
十
一
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
」
と
、
「
中
期
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
の
中
長
期
計
画
」
と
、
同
条
第
二

項
中
「
、
前
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
同
項
の
」
と
、
「
中
期
計
画
に
つ
い
て
前
条
第
一

項
」
と
あ
る
の
は
「
中
長
期
計
画
（
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
の
中
長
期
計
画
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
同
条
第
一
項
」
と
、
第
三

十
五
条
の
二
中
「
前
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
五
条
の
七
第
五
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
節

行
政
執
行
法
人
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（
年
度
目
標
）

第
三
十
五
条
の
九

主
務
大
臣
は
、
行
政
執
行
法
人
が
達
成
す
べ
き
業
務
運
営
に
関
す
る
事
業
年
度
ご
と
の
目
標
（
以
下
「
年
度
目
標
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
こ

れ
を
当
該
行
政
執
行
法
人
に
指
示
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

年
度
目
標
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
具
体
的
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

国
民
に
対
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
事
項

二

業
務
運
営
の
効
率
化
に
関
す
る
事
項

三

財
務
内
容
の
改
善
に
関
す
る
事
項

四

そ
の
他
業
務
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

３

前
項
の
年
度
目
標
に
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
中
期
的
な
観
点
か
ら
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
に
つ
い
て
も
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
計
画
）

第
三
十
五
条
の
十

行
政
執
行
法
人
は
、
各
事
業
年
度
に
係
る
前
条
第
一
項
の
指
示
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
事
業
年
度
の
開
始
前
に
、
年
度
目
標
に
基
づ
き
、
主

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
年
度
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
主
務
大
臣
の

認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

行
政
執
行
法
人
の
最
初
の
事
業
年
度
の
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
前
項
中
「
各
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
成
立
後
最
初
の
事
業
年
度
」
と
、
「
当
該
事

業
年
度
の
開
始
前
に
」
と
あ
る
の
は
「
遅
滞
な
く
」
と
す
る
。

３

事
業
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

国
民
に
対
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
業
務
の
質
の
向
上
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
る
べ
き
措
置

二

業
務
運
営
の
効
率
化
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
る
べ
き
措
置

三

予
算
（
人
件
費
の
見
積
り
を
含
む
。
）
、
収
支
計
画
及
び
資
金
計
画

四

短
期
借
入
金
の
限
度
額

五

不
要
財
産
又
は
不
要
財
産
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
財
産
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
財
産
の
処
分
に
関
す
る
計
画

六

前
号
に
規
定
す
る
財
産
以
外
の
重
要
な
財
産
を
譲
渡
し
、
又
は
担
保
に
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
計
画

七

そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
業
務
運
営
に
関
す
る
事
項

４

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
可
を
し
た
事
業
計
画
が
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
上
不
適
当
と
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ

の
事
業
計
画
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

行
政
執
行
法
人
は
、
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
事
業
計
画
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
各
事
業
年
度
に
係
る
業
務
の
実
績
等
に
関
す
る
評
価
）

第
三
十
五
条
の
十
一

行
政
執
行
法
人
は
、
毎
事
業
年
度
の
終
了
後
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
、
主
務
大
臣
の
評
価
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

行
政
執
行
法
人
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
ほ
か
、
三
年
以
上
五
年
以
下
の
期
間
で
主
務
省
令
で
定
め
る
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度
の
終
了
後
、
当
該
期

間
に
お
け
る
年
度
目
標
に
定
め
る
業
務
運
営
の
効
率
化
に
関
す
る
事
項
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
主
務
大
臣
の
評
価
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

行
政
執
行
法
人
は
、
第
一
項
の
評
価
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
各
事
業
年
度
の
終
了
後
三
月
以
内
に
、
同
項
に
規

定
す
る
業
務
の
実
績
及
び
当
該
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
自
ら
評
価
を
行
っ
た
結
果
を
明
ら
か
に
し
た
報
告
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４

行
政
執
行
法
人
は
、
第
二
項
の
評
価
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
事
業
年
度
の
終
了
後
三
月
以
内

に
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
の
実
施
状
況
及
び
当
該
事
項
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
自
ら
評
価
を
行
っ
た
結
果
を
明
ら
か
に
し
た
報
告
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
す
る

と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
又
は
第
二
項
の
評
価
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
実
績
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
総
合
的
な
評
定
を
付
し
て
、
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
評
価
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
行
政
執
行
法
人
に
対
し
て
、
そ
の
評
価
の
結
果
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、

公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
評
価
を
行
っ
た
と
き
は
、
委
員
会
に
対
し
て
も
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
評
価
の
結
果
を
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

７

委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
主
務
大
臣
に
意
見
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
監
督
命
令
）

第
三
十
五
条
の
十
二

主
務
大
臣
は
、
年
度
目
標
を
達
成
す
る
た
め
そ
の
他
こ
の
法
律
又
は
個
別
法
を
施
行
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
行
政

執
行
法
人
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
監
督
上
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
章

財
務
及
び
会
計

（
財
務
諸
表
等
）

第
三
十
八
条

（
略
）

２

独
立
行
政
法
人
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
財
務
諸
表
を
主
務
大
臣
に
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
た
当
該
事
業
年

度
の
事
業
報
告
書
及
び
予
算
の
区
分
に
従
い
作
成
し
た
決
算
報
告
書
並
び
に
財
務
諸
表
及
び
決
算
報
告
書
に
関
す
る
監
査
報
告
（
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
会

計
監
査
人
の
監
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
独
立
行
政
法
人
に
あ
っ
て
は
、
監
査
報
告
及
び
会
計
監
査
報
告
。
以
下
同
じ
。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

独
立
行
政
法
人
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
財
務
諸
表
を
官
報
に
公
告
し
、
か
つ
、
財
務
諸
表
並
び
に
前

項
の
事
業
報
告
書
、
決
算
報
告
書
及
び
監
査
報
告
を
、
各
事
務
所
に
備
え
て
置
き
、
主
務
省
令
で
定
め
る
期
間
、
一
般
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

独
立
行
政
法
人
は
、
第
一
項
の
附
属
明
細
書
そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
代
え
て
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い

ず
れ
か
に
よ
り
公
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
す
る
方
法

二

電
子
公
告
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
不
特
定
多

数
の
者
が
公
告
す
べ
き
内
容
で
あ
る
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
と
る
公
告
の
方
法
を
い

う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

５

独
立
行
政
法
人
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
公
告
に
よ
る
公
告
を
す
る
場
合
に
は
、
第
三
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
期
間
、
継
続
し
て
当
該
公
告
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
会
計
監
査
人
の
監
査
）

第
三
十
九
条

独
立
行
政
法
人
（
そ
の
資
本
の
額
そ
の
他
の
経
営
の
規
模
が
政
令
で
定
め
る
基
準
に
達
し
な
い
独
立
行
政
法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
は
、
財
務
諸
表
、
事
業
報
告
書
（
会
計
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
決
算
報
告
書
に
つ
い
て
、
監
事
の
監
査
の
ほ
か
、
会
計
監
査
人
の
監
査
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
会
計
監
査
人
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
会
計
監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

会
計
監
査
人
は
、
い
つ
で
も
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
閲
覧
及
び
謄
写
を
し
、
又
は
役
員
（
監
事
を
除
く
。
）
及
び
職
員
に
対
し
、
会
計
に
関
す
る
報
告
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

一

会
計
帳
簿
又
は
こ
れ
に
関
す
る
資
料
が
書
面
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
書
面

二

会
計
帳
簿
又
は
こ
れ
に
関
す
る
資
料
が
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作

ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示
し
た
も
の

３

会
計
監
査
人
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
独
立
行
政
法
人
の
子
法
人
に
対
し
て
会
計
に
関
す
る
報
告
を
求
め
、
又
は
独
立
行
政
法
人
若

し
く
は
そ
の
子
法
人
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
の
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
の
子
法
人
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
報
告
又
は
調
査
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。

５

会
計
監
査
人
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

第
四
十
一
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者

二

第
四
十
条
の
規
定
に
よ
り
自
己
が
会
計
監
査
人
に
選
任
さ
れ
て
い
る
独
立
行
政
法
人
又
は
そ
の
子
法
人
の
役
員
又
は
職
員
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三

第
四
十
条
の
規
定
に
よ
り
自
己
が
会
計
監
査
人
に
選
任
さ
れ
て
い
る
独
立
行
政
法
人
又
は
そ
の
子
法
人
か
ら
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
。
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
監

査
法
人
の
業
務
以
外
の
業
務
に
よ
り
継
続
的
な
報
酬
を
受
け
て
い
る
者

（
監
事
に
対
す
る
報
告
）

第
三
十
九
条
の
二

会
計
監
査
人
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
に
際
し
て
役
員
（
監
事
を
除
く
。
）
の
職
務
の
執
行
に
関
し
不
正
の
行
為
又
は
こ
の
法
律
、
個
別
法
若
し

く
は
他
の
法
令
に
違
反
す
る
重
大
な
事
実
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
監
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

監
事
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
会
計
監
査
人
に
対
し
、
そ
の
監
査
に
関
す
る
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
会
計
監
査
人
の
選
任
）

第
四
十
条

（
略
）

（
会
計
監
査
人
の
資
格
等
）

第
四
十
一
条

会
計
監
査
人
は
、
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

会
計
監
査
人
に
選
任
さ
れ
た
監
査
法
人
は
、
そ
の
社
員
の
中
か
ら
会
計
監
査
人
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
選
定
し
、
こ
れ
を
独
立
行
政
法
人
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
選
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

３

次
に
掲
げ
る
者
は
、
会
計
監
査
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

公
認
会
計
士
法
の
規
定
に
よ
り
、
財
務
諸
表
に
つ
い
て
監
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

二

監
査
の
対
象
と
な
る
独
立
行
政
法
人
の
子
法
人
若
し
く
は
そ
の
役
員
か
ら
公
認
会
計
士
若
し
く
は
監
査
法
人
の
業
務
以
外
の
業
務
に
よ
り
継
続
的
な
報
酬
を

受
け
て
い
る
者
又
は
そ
の
配
偶
者

三

監
査
法
人
で
そ
の
社
員
の
半
数
以
上
が
前
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
も
の

（
会
計
監
査
人
の
任
期
）

第
四
十
二
条

会
計
監
査
人
の
任
期
は
、
そ
の
選
任
の
日
以
後
最
初
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
つ
い
て
の
財
務
諸
表
承
認
日
ま
で
と
す
る
。

（
利
益
及
び
損
失
の
処
理
）

第
四
十
四
条

独
立
行
政
法
人
は
、
毎
事
業
年
度
、
損
益
計
算
に
お
い
て
利
益
を
生
じ
た
と
き
は
、
前
事
業
年
度
か
ら
繰
り
越
し
た
損
失
を
埋
め
、
な
お
残
余
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
残
余
の
額
は
、
積
立
金
と
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
使
途
に
充
て
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

２

（
略
）

３

中
期
目
標
管
理
法
人
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
主
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
、
そ
の
残
余
の
額
の
全
部
又
は
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一
部
を
中
期
計
画
（
第
三
十
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
同
項
の
中
期
計
画
（
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の

）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
同
条
第
二
項
第
七
号
又
は
中
長
期
計
画
（
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
同
項
の
中
長
期
計
画
（
同
項
後
段
の
規
定

に
よ
る
変
更
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
第
三
十
五
条
の
五
第
二
項
第
七
号
の
剰
余
金
の
使
途
に
充
て
る
こ

と
が
で
き
る
。

４

（
略
）

（
借
入
金
等
）

第
四
十
五
条

独
立
行
政
法
人
は
、
中
期
目
標
管
理
法
人
の
中
期
計
画
の
第
三
十
条
第
二
項
第
四
号
、
国
立
研
究
開
発
法
人
の
中
長
期
計
画
の
第
三
十
五
条
の
五
第

二
項
第
四
号
又
は
行
政
執
行
法
人
の
事
業
計
画
（
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
同
項
の
事
業
計
画
（
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
を
受

け
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
第
三
十
五
条
の
十
第
三
項
第
四
号
の
短
期
借
入
金
の
限
度
額
の
範
囲
内
で
、
短
期
借
入
金
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
も
の
と
し
て
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
限
度
額
を
超
え
て
短
期
借
入
金
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４

（
略
）

（
財
源
措
置
）

第
四
十
六
条

（
略
）

２

独
立
行
政
法
人
は
、
業
務
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
に
つ
い
て
、
国
民
か
ら
徴
収
さ
れ
た
税
金
そ
の
他
の
貴
重
な
財
源
で
賄
わ
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
、
法
令
の
規
定
及
び
中
期
目
標
管
理
法
人
の
中
期
計
画
、
国
立
研
究
開
発
法
人
の
中
長
期
計
画
又
は
行
政
執
行
法
人
の
事
業
計
画
に

従
っ
て
適
切
か
つ
効
率
的
に
使
用
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
不
要
財
産
に
係
る
国
庫
納
付
等
）

第
四
十
六
条
の
二

独
立
行
政
法
人
は
、
不
要
財
産
で
あ
っ
て
、
政
府
か
ら
の
出
資
又
は
支
出
（
金
銭
の
出
資
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
政
府
出
資
等
に
係
る
不
要
財
産
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
こ
れ
を
国
庫
に
納
付
す
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
中
期
目
標
管
理
法
人
の
中
期
計
画
に
お
い
て
第
三
十
条
第
二
項
第
五
号
の
計
画
を
定
め
た
場
合
、
国
立
研
究
開
発
法
人
の
中
長
期
計
画
に
お

い
て
第
三
十
五
条
の
五
第
二
項
第
五
号
の
計
画
を
定
め
た
場
合
又
は
行
政
執
行
法
人
の
事
業
計
画
に
お
い
て
第
三
十
五
条
の
十
第
三
項
第
五
号
の
計
画
を
定
め
た

場
合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
計
画
に
従
っ
て
当
該
政
府
出
資
等
に
係
る
不
要
財
産
を
国
庫
に
納
付
す
る
と
き
は
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

独
立
行
政
法
人
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
政
府
出
資
等
に
係
る
不
要
財
産
（
金
銭
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
国
庫
へ
の
納
付
に

代
え
て
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
政
府
出
資
等
に
係
る
不
要
財
産
を
譲
渡
し
、
こ
れ
に
よ
り
生
じ
た
収
入
の
額
（
当
該
財
産
の
帳
簿
価
額
を
超
え
る
額
（

次
項
に
お
い
て
「
簿
価
超
過
額
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
額
を
除
く
。
）
の
範
囲
内
で
主
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
を
国
庫
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に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
中
期
目
標
管
理
法
人
の
中
期
計
画
に
お
い
て
第
三
十
条
第
二
項
第
五
号
の
計
画
を
定
め
た
場
合
、
国
立
研
究
開
発
法
人

の
中
長
期
計
画
に
お
い
て
第
三
十
五
条
の
五
第
二
項
第
五
号
の
計
画
を
定
め
た
場
合
又
は
行
政
執
行
法
人
の
事
業
計
画
に
お
い
て
第
三
十
五
条
の
十
第
三
項
第
五

号
の
計
画
を
定
め
た
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
計
画
に
従
っ
て
当
該
金
額
を
国
庫
に
納
付
す
る
と
き
は
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

３
～
５

（
略
）

（
不
要
財
産
に
係
る
民
間
等
出
資
の
払
戻
し
）

第
四
十
六
条
の
三

独
立
行
政
法
人
は
、
不
要
財
産
で
あ
っ
て
、
政
府
以
外
の
者
か
ら
の
出
資
に
係
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
民
間
等
出
資
に
係
る
不
要

財
産
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
当
該
民
間
等
出
資
に
係
る
不
要
財
産
に
係
る
出
資
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
出
資

者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
民
間
等
出
資
に
係
る
不
要
財
産
に
係
る
出
資
額
と
し
て
主
務
大
臣
が
定
め
る
額
の
持
分

の
全
部
又
は
一
部
の
払
戻
し
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
催
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
中
期
目
標
管
理
法
人
の
中
期
計
画
に
お
い
て
第
三
十

条
第
二
項
第
五
号
の
計
画
を
定
め
た
場
合
、
国
立
研
究
開
発
法
人
の
中
長
期
計
画
に
お
い
て
第
三
十
五
条
の
五
第
二
項
第
五
号
の
計
画
を
定
め
た
場
合
又
は
行
政

執
行
法
人
の
事
業
計
画
に
お
い
て
第
三
十
五
条
の
十
第
三
項
第
五
号
の
計
画
を
定
め
た
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
計
画
に
従
っ
て
払
戻
し
の
請
求
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
旨
を
催
告
す
る
と
き
は
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２
～
５

（
略
）

（
財
産
の
処
分
等
の
制
限
）

第
四
十
八
条

独
立
行
政
法
人
は
、
不
要
財
産
以
外
の
重
要
な
財
産
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
譲
渡
し
、
又
は
担
保
に
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
主

務
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
中
期
目
標
管
理
法
人
の
中
期
計
画
に
お
い
て
第
三
十
条
第
二
項
第
六
号
の
計
画
を
定
め
た
場
合
、
国
立

研
究
開
発
法
人
の
中
長
期
計
画
に
お
い
て
第
三
十
五
条
の
五
第
二
項
第
六
号
の
計
画
を
定
め
た
場
合
又
は
行
政
執
行
法
人
の
事
業
計
画
に
お
い
て
第
三
十
五
条
の

十
第
三
項
第
六
号
の
計
画
を
定
め
た
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
計
画
に
従
っ
て
当
該
重
要
な
財
産
を
譲
渡
し
、
又
は
担
保
に
供
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

第
五
章

人
事
管
理

第
一
節

中
期
目
標
管
理
法
人
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人

（
役
員
の
報
酬
等
）

第
五
十
条
の
二

中
期
目
標
管
理
法
人
の
役
員
に
対
す
る
報
酬
及
び
退
職
手
当
（
以
下
「
報
酬
等
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
役
員
の
業
績
が
考
慮
さ
れ
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

中
期
目
標
管
理
法
人
は
、
そ
の
役
員
に
対
す
る
報
酬
等
の
支
給
の
基
準
を
定
め
、
こ
れ
を
主
務
大
臣
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。
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３

前
項
の
報
酬
等
の
支
給
の
基
準
は
、
国
家
公
務
員
の
給
与
及
び
退
職
手
当
（
以
下
「
給
与
等
」
と
い
う
。
）
、
民
間
企
業
の
役
員
の
報
酬
等
、
当
該
中
期
目
標

管
理
法
人
の
業
務
の
実
績
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
役
員
の
兼
職
禁
止
）

第
五
十
条
の
三

中
期
目
標
管
理
法
人
の
役
員
（
非
常
勤
の
者
を
除
く
。
）
は
、
在
任
中
、
任
命
権
者
の
承
認
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
営
利
を
目
的
と
す
る
団

体
の
役
員
と
な
り
、
又
は
自
ら
営
利
事
業
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
他
の
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
に
つ
い
て
の
依
頼
等
の
規
制
）

第
五
十
条
の
四

中
期
目
標
管
理
法
人
の
役
員
又
は
職
員
（
非
常
勤
の
者
を
除
く
。
以
下
「
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
」
と
い
う
。
）
は
、
密
接
関
係
法
人
等
に

対
し
、
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
の
他
の
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
を
そ
の
離
職
後
に
、
若
し
く
は
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
の
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員

で
あ
っ
た
者
を
、
当
該
密
接
関
係
法
人
等
の
地
位
に
就
か
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
当
該
他
の
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
若
し
く
は
当
該
中
期
目
標
管
理
法

人
役
職
員
で
あ
っ
た
者
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
、
若
し
く
は
当
該
地
位
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
依
頼
し
、
又
は
当
該
他
の
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
を
そ

の
離
職
後
に
、
若
し
く
は
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
で
あ
っ
た
者
を
、
当
該
密
接
関
係
法
人
等
の
地
位
に
就
か
せ
る
こ
と
を
要
求
し
、
若
し
く
は
依
頼
し

て
は
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

一

基
礎
研
究
、
福
祉
に
関
す
る
業
務
そ
の
他
の
円
滑
な
再
就
職
に
特
に
配
慮
を
要
す
る
業
務
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
従
事
し
、
若
し
く
は
従
事
し
て
い

た
他
の
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
業
務
に
従
事
し
て
い
た
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
で
あ
っ
た
者
を
密
接
関
係
法
人
等
の
地
位
に
就
か
せ

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
う
場
合

二

退
職
手
当
通
算
予
定
役
職
員
を
退
職
手
当
通
算
法
人
等
の
地
位
に
就
か
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
う
場
合

三

大
学
そ
の
他
の
教
育
研
究
機
関
の
研
究
者
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
任
期
（
十
年
以
内
に
限
る
。
）
を
定
め
て
専
ら
研
究
に
従
事
す
る
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ

た
他
の
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
を
密
接
関
係
法
人
等
の
地
位
に
就
か
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
う
場
合

四

第
三
十
二
条
第
一
項
の
評
価
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
に
見
込
ま
れ
る
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
に
関
す
る

評
価
を
除
く
。
）
の
結
果
に
基
づ
き
中
期
目
標
管
理
法
人
の
業
務
の
縮
小
又
は
内
部
組
織
の
合
理
化
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
の

組
織
の
意
思
決
定
の
権
限
を
実
質
的
に
有
し
な
い
地
位
と
し
て
主
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
以
外
の
地
位
に
就
い
た
こ
と
が
な
い
他
の
中
期
目
標
管
理
法
人
役

職
員
が
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
他
の
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
を
密
接
関
係
法
人
等
の
地
位
に
就
か
せ
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
行
う
と
き
。

五

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
人
数
以
上
の
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
が
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま

れ
る
も
の
を
行
う
た
め
、
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
の
離
職
後
の
就
職
の
援
助
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
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て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
計
画
に
お
け
る
離
職
後
の
就
職
の
援
助
の
対
象
者
で
あ
る
他
の
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
を
密
接
関
係
法
人
等
の
地
位
に
就

か
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
う
と
き
。

３

前
二
項
の
「
密
接
関
係
法
人
等
」
と
は
、
営
利
企
業
等
（
商
業
、
工
業
又
は
金
融
業
そ
の
他
営
利
を
目
的
と
す
る
私
企
業
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
営
利
企

業
」
と
い
う
。
）
及
び
営
利
企
業
以
外
の
法
人
（
国
、
国
際
機
関
、
地
方
公
共
団
体
、
行
政
執
行
法
人
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十

八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
資
本
関
係
、
取
引
関
係
等
に
お
い
て
当
該
中
期

目
標
管
理
法
人
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

４

第
二
項
第
二
号
の
「
退
職
手
当
通
算
法
人
等
」
と
は
、
営
利
企
業
等
で
そ
の
業
務
が
中
期
目
標
管
理
法
人
の
事
務
又
は
事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
の

う
ち
総
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
退
職
手
当
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付
を
含
む
。
）
に
関
す
る
規
程
に
お
い
て
、
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
が
当
該
中
期
目
標

管
理
法
人
の
長
の
要
請
に
応
じ
、
引
き
続
い
て
当
該
営
利
企
業
等
の
役
員
又
は
当
該
営
利
企
業
等
に
使
用
さ
れ
る
者
と
な
っ
た
場
合
に
、
中
期
目
標
管
理
法
人
役

職
員
と
し
て
の
勤
続
期
間
を
当
該
営
利
企
業
等
の
役
員
又
は
当
該
営
利
企
業
等
に
使
用
さ
れ
る
者
と
し
て
の
勤
続
期
間
に
通
算
す
る
こ
と
と
定
め
て
い
る
営
利
企

業
等
に
限
る
。
）
を
い
う
。

５

第
二
項
第
二
号
の
「
退
職
手
当
通
算
予
定
役
職
員
」
と
は
、
中
期
目
標
管
理
法
人
の
長
の
要
請
に
応
じ
、
引
き
続
い
て
退
職
手
当
通
算
法
人
等
（
前
項
に
規
定

す
る
退
職
手
当
通
算
法
人
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
役
員
又
は
退
職
手
当
通
算
法
人
等
に
使
用
さ
れ
る
者
と
な
る
た
め
退
職
す
る
こ
と
と
な
る
中
期
目
標
管

理
法
人
役
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
退
職
手
当
通
算
法
人
等
に
在
職
し
た
後
、
特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
引
き
続
い
て
採
用
が
予
定
さ
れ
て
い
る
者
の
う
ち
政
令
で

定
め
る
も
の
を
い
う
。

６

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
中
期
目
標
管
理
法
人
の
役
員
又
は
職
員
は
、
こ
の
法
律
、
個
別
法
若
し
く
は
他
の
法
令
若
し
く
は
当
該
中
期
目
標
管
理

法
人
が
定
め
る
業
務
方
法
書
、
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
規
程
そ
の
他
の
規
則
に
違
反
す
る
職
務
上
の
行
為
（
以
下
「
法
令
等
違
反
行
為
」
と
い
う
。
）
を
す
る

こ
と
若
し
く
は
し
た
こ
と
又
は
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
の
他
の
役
員
若
し
く
は
職
員
に
法
令
等
違
反
行
為
を
さ
せ
る
こ
と
若
し
く
は
さ
せ
た
こ
と
に
関
し
、
営

利
企
業
等
に
対
し
、
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
の
他
の
役
員
若
し
く
は
職
員
を
そ
の
離
職
後
に
、
又
は
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
の
役
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
っ

た
者
を
、
当
該
営
利
企
業
等
の
地
位
に
就
か
せ
る
こ
と
を
要
求
し
、
又
は
依
頼
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
法
令
等
違
反
行
為
に
関
す
る
在
職
中
の
求
職
の
規
制
）

第
五
十
条
の
五

中
期
目
標
管
理
法
人
の
役
員
又
は
職
員
は
、
法
令
等
違
反
行
為
を
す
る
こ
と
若
し
く
は
し
た
こ
と
又
は
中
期
目
標
管
理
法
人
の
他
の
役
員
若
し
く

は
職
員
に
法
令
等
違
反
行
為
を
さ
せ
る
こ
と
若
し
く
は
さ
せ
た
こ
と
に
関
し
、
営
利
企
業
等
に
対
し
、
離
職
後
に
当
該
営
利
企
業
等
の
地
位
に
就
く
こ
と
を
要
求

し
、
又
は
約
束
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
再
就
職
者
に
よ
る
法
令
等
違
反
行
為
の
依
頼
等
の
届
出
）

第
五
十
条
の
六

中
期
目
標
管
理
法
人
の
役
員
又
は
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
要
求
又
は
依
頼
を
受
け
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
中
期
目
標
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管
理
法
人
の
長
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
離
職
後
に
営
利
企
業
等
の
地
位
に
就
い
て
い
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
再
就
職
者
」
と
い
う
。

）
が
、
離
職
後
二
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
、
離
職
前
五
年
間
に
在
職
し
て
い
た
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
の
内
部
組
織
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

に
属
す
る
役
員
又
は
職
員
に
対
し
て
行
う
、
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
と
当
該
営
利
企
業
等
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
売
買
、
賃
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
又
は

当
該
営
利
企
業
等
に
対
し
て
行
わ
れ
る
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
処
分
に
関
す
る
事
務
（
当
該
中
期
目
標
管

理
法
人
の
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
「
契
約
等
事
務
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
離
職
前
五
年
間
の
職
務
に
属
す
る
も
の
に
関
す
る
法
令
等
違

反
行
為
の
要
求
又
は
依
頼

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
再
就
職
者
の
う
ち
、
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
の
役
員
又
は
管
理
若
し
く
は
監
督
の
地
位
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

に
就
い
て
い
た
者
が
、
離
職
後
二
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
、
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
の
役
員
又
は
職
員
に
対
し
て
行
う
、
契
約
等
事
務
に
関
す
る
法
令

等
違
反
行
為
の
要
求
又
は
依
頼

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
再
就
職
者
が
行
う
、
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
と
営
利
企
業
等
（
当
該
再
就
職
者
が
現
に
そ
の
地
位
に
就
い
て
い
る
も
の

に
限
る
。
）
と
の
間
の
契
約
で
あ
っ
て
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
に
お
い
て
そ
の
締
結
に
つ
い
て
自
ら
が
決
定
し
た
も
の
又
は
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
に
よ

る
当
該
営
利
企
業
等
に
対
す
る
行
政
手
続
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
処
分
で
あ
っ
て
自
ら
が
決
定
し
た
も
の
に
関
す
る
法
令
等
違
反
行
為
の
要
求
又
は
依

頼
（
中
期
目
標
管
理
法
人
の
長
へ
の
届
出
）

第
五
十
条
の
七

中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
（
第
五
十
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
退
職
手
当
通
算
予
定
役
職
員
を
除
く
。
）
は
、
離
職
後
に
営
利
企
業
等
の
地

位
に
就
く
こ
と
を
約
束
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
中
期
目
標
管
理
法
人
の
長
に
政
令
で
定
め
る
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
中
期
目
標
管
理
法
人
の
長
は
、
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
の
業
務
の
公
正
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
当
該
届
出
を
行
っ

た
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
の
職
務
が
適
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
人
事
管
理
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
中
期
目
標
管
理
法
人
の
長
が
と
る
べ
き
措
置
等
）

第
五
十
条
の
八

中
期
目
標
管
理
法
人
の
長
は
、
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
の
役
員
又
は
職
員
が
第
五
十
条
の
四
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
役
員
又
は
職
員
に
対
す
る
監
督
上
の
措
置
及
び
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
に
お
け
る
当
該
規
定
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
五
十
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
中
期
目
標
管
理
法
人
の
長
は
、
当
該
届
出
に
係
る
要
求
又
は
依
頼
の
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
要

求
又
は
依
頼
に
係
る
法
令
等
違
反
行
為
を
確
実
に
抑
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



- 319 -

３

中
期
目
標
管
理
法
人
の
長
は
、
毎
年
度
、
第
五
十
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
届
出
及
び
前
二
項
の
措
置
の
内
容
を
取
り
ま
と
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

主
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
五
十
条
の
九

第
五
十
条
の
四
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
の
実
施
に
関
し
必
要
な
手
続
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
職
員
の
給
与
等
）

第
五
十
条
の
十

中
期
目
標
管
理
法
人
の
職
員
の
給
与
は
、
そ
の
職
員
の
勤
務
成
績
が
考
慮
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

中
期
目
標
管
理
法
人
は
、
そ
の
職
員
の
給
与
等
の
支
給
の
基
準
を
定
め
、
こ
れ
を
主
務
大
臣
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を

変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

３

前
項
の
給
与
等
の
支
給
の
基
準
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
適
用
を
受
け
る
国
家
公
務
員
の
給
与
等
、

民
間
企
業
の
従
業
員
の
給
与
等
、
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
の
業
務
の
実
績
並
び
に
職
員
の
職
務
の
特
性
及
び
雇
用
形
態
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
定
め
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
立
研
究
開
発
法
人
へ
の
準
用
）

第
五
十
条
の
十
一

第
五
十
条
の
二
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
条
の
四
第
二
項
第
四

号
中
「
第
三
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
」
と
、
「
中
期
目
標
の
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
中
長
期
目
標
の
期
間
」
と
、
同
項
第
五

号
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
五
条
の
七
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
節

行
政
執
行
法
人

（
役
員
及
び
職
員
の
身
分
）

第
五
十
一
条

行
政
執
行
法
人
の
役
員
及
び
職
員
は
、
国
家
公
務
員
と
す
る
。

（
役
員
の
報
酬
等
）

第
五
十
二
条

行
政
執
行
法
人
の
役
員
に
対
す
る
報
酬
等
は
、
そ
の
役
員
の
業
績
が
考
慮
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

行
政
執
行
法
人
は
、
そ
の
役
員
に
対
す
る
報
酬
等
の
支
給
の
基
準
を
定
め
、
こ
れ
を
主
務
大
臣
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

３

前
項
の
報
酬
等
の
支
給
の
基
準
は
、
国
家
公
務
員
の
給
与
等
を
参
酌
し
、
か
つ
、
民
間
企
業
の
役
員
の
報
酬
等
、
当
該
行
政
執
行
法
人
の
業
務
の
実
績
及
び
事

業
計
画
の
第
三
十
五
条
の
十
第
三
項
第
三
号
の
人
件
費
の
見
積
り
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
役
員
の
服
務
）

第
五
十
三
条

行
政
執
行
法
人
の
役
員
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
及
び
第
六
十
九
条
に
お
い
て
単
に
「
役
員
」
と
い
う
。
）
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
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で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同
様
と
す
る
。

２
～
５

（
略
）

（
役
員
の
退
職
管
理
）

第
五
十
四
条

国
家
公
務
員
法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
、
第
十
八
条
の
四
、
第
十
八
条
の
五
第
一
項
、
第
十
八
条
の
六
、
第
百
六
条
の
二

（
第
二
項
第
三
号
を
除
く
。
）
、
第
百
六
条
の
三
、
第
百
六
条
の
四
及
び
第
百
六
条
の
十
六
か
ら
第
百
六
条
の
二
十
七
ま
で
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰

則
を
含
む
。
）
、
同
法
第
百
九
条
（
第
十
四
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
百
十
二
条
の
規
定
は
、
役
員
又
は
役
員
で
あ
っ
た
者
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
採
用
試
験
の
対
象
官
職
及
び
種
類
並
び
に
採
用
試
験
に
よ
り
確
保
す
べ
き
人
材
に

関
す
る
事
務
、
標
準
職
務
遂
行
能
力
、
採
用
昇
任
等
基
本
方
針
、
幹
部
職
員
の
任
用
等
に
係
る
特
例
及
び
幹
部
候
補
育
成
課
程
に
関
す
る
事
務
（
第
三
十
三
条
第

一
項
に
規
定
す
る
根
本
基
準
の
実
施
に
つ
き
必
要
な
事
務
で
あ
つ
て
、
行
政
需
要
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
に
行
う
優
れ
た
人
材
の
養
成
及
び
活
用
の
確
保
に
関

す
る
も
の
を
含
む
。
）
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
号
俸
の
決
定
の

方
法
並
び
に
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
職
務
の
級
の
定
数
の
設
定
及
び
改
定
に
関
す
る
事
務
並
び
に
職
員
の
人
事
評
価
（
任
用
、
給
与
、
分
限
そ
の
他

の
人
事
管
理
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
、
職
員
が
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
発
揮
し
た
能
力
及
び
挙
げ
た
業
績
を
把
握
し
た
上
で
行
わ
れ
る
勤
務
成
績
の
評

価
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
研
修
、
能
率
、
厚
生
、
服
務
、
退
職
管
理
等
に
関
す
る
事
務
（
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
人
事
院
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
役
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
事
務
」
と
、
同
法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
百
六
条
の
十
六
中
「
第
百
六
条
の
二
か
ら
第
百
六
条

の
四
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
六
条
の
二
か
ら
第
百
六
条
の
四
ま
で
」
と
、
同
法
第
百
六
条

の
二
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
百
六
条
の
三
第
二
項
並
び
に
第
百
六
条
の
四
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
同
法
第
百
六
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四
項
、
第
百
六
条
の
三
第
二
項
第
一
号
、
第
百
六
条
の
四
第
一
項
並
び
に
第
百
六
条

の
二
十
三
第
一
項
中
「
退
職
手
当
通
算
予
定
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
退
職
手
当
通
算
予
定
役
員
」
と
、
同
法
第
百
六
条
の
二
第
二
項
第
二
号
中
「
独
立
行
政
法
人

通
則
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
四
項
に
規
定
す
る
退
職
手
当
通
算
予
定
役
員
を
同
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
次
項
」
と
あ

る
の
は
「
第
四
項
に
規
定
す
る
退
職
手
当
通
算
予
定
職
員
を
次
項
」
と
、
同
条
第
三
項
及
び
同
法
第
百
六
条
の
二
十
四
第
二
項
中
「
前
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は

「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
第
二
号
」
と
、
同
法
第
百
六
条
の
二
第
四
項
中
「
第
二
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
独

立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
項
第
二
号
」
と
、
「
選
考
に
よ
る
採
用
」
と
あ
る
の
は
「
任
命
」
と
、
同
法
第
百
六
条
の
三

第
二
項
第
一
号
中
「
前
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
四
項
」
と
、
同
法
第
百
六
条
の
四

第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
二
項
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
と
あ
る
の

は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
三
項
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
前
各
項
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五

十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
各
項
」
と
、
同
法
第
百
六
条
の
二
十
二
中
「
第
百
六
条
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
第
一
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項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
六
条
の
十
六
」
と
、
同
法
第
百
六
条
の
二
十
三
第
三
項
中
「
当
該
届
出
を
行
つ
た
職
員
が
管
理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る
職
員
の
官

職
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
就
い
て
い
る
職
員
（
以
下
「
管
理
職
職
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
」
と
あ
る
の
は
「
速
や
か
に
」
と
、

同
法
第
百
六
条
の
二
十
四
中
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
一
項
」
と
、
同
法
第
百

九
条
第
十
八
号
中
「
第
十
四
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
再
就
職
者
か
ら
要
求
又
は
依
頼
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

十
四
号
か
ら
前
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
再
就
職
者
か
ら

要
求
又
は
依
頼
（
第
十
四
号
か
ら
前
号
ま
で
」
と
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
号
中
「
第
百
六
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
六
条
の
二
第
一
項
」
と
、
同
法
第
百
十
三
条
第
一
号
中
「
第
百
六
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
独
立

行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
六
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
第
百
六
条
の
二
十
四
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
六
条
の
二
十
四
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技

術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

２
～
６

（
略
）

（
役
員
の
災
害
補
償
）

第
五
十
五
条

役
員
の
公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
す
る
補
償
及
び
公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
を
受
け
た
役
員
に
対
す
る
福
祉
事
業
に

つ
い
て
は
、
行
政
執
行
法
人
の
職
員
の
例
に
よ
る
。

（
職
員
の
給
与
）

第
五
十
七
条

行
政
執
行
法
人
の
職
員
の
給
与
は
、
そ
の
職
務
の
内
容
と
責
任
に
応
ず
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
職
員
が
発
揮
し
た
能
率
が
考
慮
さ
れ
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

行
政
執
行
法
人
は
、
そ
の
職
員
の
給
与
の
支
給
の
基
準
を
定
め
、
こ
れ
を
主
務
大
臣
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し

た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

３

前
項
の
給
与
の
支
給
の
基
準
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
適
用
を
受
け
る
国
家
公
務
員
の
給
与
を
参
酌
し
、
か
つ
、
民
間
企
業
の
従
業
員
の

給
与
、
当
該
行
政
執
行
法
人
の
業
務
の
実
績
及
び
事
業
計
画
の
第
三
十
五
条
の
十
第
三
項
第
三
号
の
人
件
費
の
見
積
り
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
定
め
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
職
員
の
勤
務
時
間
等
）

第
五
十
八
条

行
政
執
行
法
人
は
、
そ
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
憩
、
休
日
及
び
休
暇
に
つ
い
て
規
程
を
定
め
、
こ
れ
を
主
務
大
臣
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
公
表

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

（
略
）
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（
職
員
に
係
る
他
の
法
律
の
適
用
除
外
等
）

第
五
十
九
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
は
、
行
政
執
行
法
人
の
職
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
職
員
」
と
い
う
。
）
に
は
適
用
し
な
い
。

一
～
十

（
略
）

２

職
員
に
関
す
る
国
家
公
務
員
法
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
条
第
六
項
中
「
政
府
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る

行
政
執
行
法
人
（
以
下
「
行
政
執
行
法
人
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
政
府
又
は
そ
の
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
執
行
法
人
」
と
、
同
法
第
三
十

四
条
第
一
項
第
五
号
中
「
内
閣
総
理
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
執
行
法
人
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
政
令
で
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
執
行
法
人
が
定
め

て
公
表
す
る
」
と
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
中
「
場
合
に
は
、
人
事
院
の
承
認
を
得
て
」
と
あ
る
の
は
「
場
合
に
は
」
と
、
「
に
よ
り
人
事
院
の
承
認
を
得
て
」

と
あ
る
の
は
「
に
よ
り
」
と
、
同
法
第
七
十
条
の
三
第
一
項
中
「
そ
の
所
轄
庁
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
職
員
の
勤
務
す
る
行
政
執
行
法
人
の
長
」
と
、
同
法

第
七
十
条
の
四
第
一
項
中
「
所
轄
庁
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
の
勤
務
す
る
行
政
執
行
法
人
の
長
」
と
、
同
法
第
七
十
八
条
第
四
号
中
「
官
制
」
と
あ
る
の
は

「
組
織
」
と
、
同
法
第
八
十
条
第
四
項
中
「
給
与
に
関
す
る
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
給
与
の
支
給
の
基

準
」
と
、
同
法
第
八
十
一
条
の
二
第
二
項
各
号
中
「
人
事
院
規
則
で
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
執
行
法
人
の
長
が
」
と
、
同
法
第
八
十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
と
き

は
、
人
事
院
の
承
認
を
得
て
」
と
あ
る
の
は
「
と
き
は
」
と
、
同
法
第
百
条
第
二
項
中
「
、
所
轄
庁
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
、
当
該
職
員
の
勤
務
す
る
行
政
執
行

法
人
の
長
」
と
、
「
の
所
轄
庁
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
の
属
す
る
行
政
執
行
法
人
の
長
」
と
、
同
法
第
百
一
条
第
一
項
中
「
政
府
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
職
員
の

勤
務
す
る
行
政
執
行
法
人
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
官
庁
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
執
行
法
人
」
と
、
同
法
第
百
三
条
第
二
項
中
「
所
轄
庁
の
長
」
と
あ
る
の
は
「

当
該
職
員
の
勤
務
す
る
行
政
執
行
法
人
の
長
」
と
、
同
法
第
百
四
条
中
「
内
閣
総
理
大
臣
及
び
そ
の
職
員
の
所
轄
庁
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
職
員
の
勤
務
す

る
行
政
執
行
法
人
の
長
」
と
す
る
。

３

職
員
に
関
す
る
国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
五
条
及
び
第
六
条
第

三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
五
条
第
一
項
中
「
俸
給
、
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
広
域
異
動
手
当
、
研
究
員
調
整
手
当
、
住
居
手
当
及
び
期
末
手

当
の
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
百
以
内
」
と
あ
る
の
は
「
給
与
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
人
事
院
規
則
（
派
遣
職
員
が
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
準
則
）
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
五
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
給
与
の
支
給
の
基
準
」
と
、
同
法
第
六
条
第
三
項
中
「
国
は
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法

人
通
則
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
は
」
と
、
「
同
法
」
と
あ
る
の
は
「
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
」
と
す
る
。

４

職
員
に
関
す
る
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
五
条
及
び
第
二
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
法
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
勤
務
時
間
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
特
別
休
暇
の
う
ち
出
産
に
よ
り
職
員
が
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
場
合
と
し
て

人
事
院
規
則
で
定
め
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

規
程
で
定
め
る
休
暇
の
う
ち
職
員
が
出
産
し
た
場
合
に
お
け
る
休
暇
」
と
、
「
同
条
の
規
定
に
よ
り
人
事
院
規
則
で
定
め
る
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
規
程
で
定
め
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る
期
間
」
と
、
「
人
事
院
規
則
で
定
め
る
期
間
内
」
と
あ
る
の
は
「
規
程
で
定
め
る
期
間
内
」
と
、
「
当
該
休
暇
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
勤
務
時
間

法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
人
事
院
規
則
で
定
め
る
休
暇
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
休
暇
」
と
、
同
法
第
十
二
条
第
一
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の

勤
務
の
形
態
（
勤
務
時
間
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
第
五
号
に
掲
げ
る
勤
務
の
形
態
）
」
と
あ
る
の
は
「
五
分
の
一
勤
務

時
間
（
当
該
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
週
間
勤
務
時
間
」
と
い
う
。
）
に
五
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
時
間
に
端
数

処
理
（
五
分
を
最
小
の
単
位
と
し
、
こ
れ
に
満
た
な
い
端
数
を
切
り
上
げ
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
て
得
た
時
間
を
い
う
。
第

十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
二
を
乗
じ
て
得
た
時
間
に
十
分
の
一
勤
務
時
間
（
週
間
勤
務
時
間
に
十
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
時
間
に
端
数
処
理
を
行
っ
て
得
た

時
間
を
い
う
。
同
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
加
え
た
時
間
か
ら
八
分
の
一
勤
務
時
間
（
週
間
勤
務
時
間
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
時
間
に
端
数
処
理
を
行
っ
て

得
た
時
間
を
い
う
。
）
に
五
を
乗
じ
て
得
た
時
間
ま
で
の
範
囲
内
の
時
間
と
な
る
よ
う
に
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
の

長
が
定
め
る
勤
務
の
形
態
」
と
、
同
法
第
十
五
条
中
「
十
九
時
間
二
十
五
分
か
ら
十
九
時
間
三
十
五
分
」
と
あ
る
の
は
「
五
分
の
一
勤
務
時
間
に
二
を
乗
じ
て
得

た
時
間
に
十
分
の
一
勤
務
時
間
を
加
え
た
時
間
か
ら
十
分
の
一
勤
務
時
間
に
五
を
乗
じ
て
得
た
時
間
」
と
、
同
法
第
二
十
二
条
中
「
第
十
五
条
か
ら
前
条
ま
で
」

と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
及
び
前
二
条
」
と
す
る
。

５
・
６

（
略
）

（
国
会
へ
の
報
告
等
）

第
六
十
条

行
政
執
行
法
人
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎
事
業
年
度
、
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
す
る
そ
の
職
員
（
国
家
公
務
員
法
第
七
十
九
条

又
は
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
休
職
又
は
停
職
の
処
分
を
受
け
た
者
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
職
務
に
専
念
す
る
義
務
を
免
除
さ
れ
た
者
そ
の
他
の
常
時
勤
務
に

服
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
職
員
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
「
常
勤
職
員
」
と
い
う
。
）
の
数
を
主
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

政
府
は
、
毎
年
、
国
会
に
対
し
、
行
政
執
行
法
人
の
常
勤
職
員
の
数
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

行
政
執
行
法
人
は
、
国
家
公
務
員
法
第
三
章
第
八
節
及
び
第
四
章
（
第
五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
を
施
行
す
る
た
め
に

必
要
な
事
項
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
事
項
を
、
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
日
ま
で
に
、
内
閣
総
理
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
一
条
か
ら
第
六
十
三
条
ま
で

削
除

第
六
章

雑
則

第
六
十
五
条

削
除

（
財
務
大
臣
と
の
協
議
）

第
六
十
七
条

主
務
大
臣
は
、
次
の
場
合
に
は
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

二

第
三
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
中
長
期
目
標
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
。



- 324 -

三

第
三
十
五
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
年
度
目
標
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

四

第
三
十
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
二
項
た
だ
し
書
又
は
第
四
十
八

条
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

五
～
七

（
略
）

（
主
務
大
臣
等
）

第
六
十
八
条

こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
大
臣
及
び
主
務
省
令
は
、
個
別
法
で
定
め
る
。

第
七
章

罰
則

第
六
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
次
の
各
号
に
規
定
す
る
行
為
を
企
て
、
命
じ
、

故
意
に
こ
れ
を
容
認
し
、
唆
し
、
又
は
そ
の
幇
（
ほ
う
）
助
を
し
た
者
も
、
同
様
と
す
る
。

一

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
第
五
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
陳
述
し
、
又
は
証
言
す
る
こ
と
を
拒
ん
だ
者

二

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
証
人
と
し
て
喚
問
を
受
け
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者

三

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
証
人
と
し
て
喚
問
を
受
け
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
こ
れ
に
応
じ
ず
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
書
類
若
し
く
は
そ
の

写
し
の
提
出
を
求
め
ら
れ
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
者

四

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
書
類
又
は
そ
の
写
し
の
提
出
を
求
め
ら
れ
、
虚
偽
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類
又
は
写
し
を
提
出
し
た
者

五

第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者
（

同
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
の
調
査
の
対
象
で
あ
る
役
員
又
は
役
員
で
あ
っ
た
者
を
除
く
。
）

第
六
十
九
条
の
二

第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
七
十
一
条

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

第
十
九
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
妨
げ
た
と
き
。

六

第
三
十
条
第
三
項
、
第
三
十
二
条
第
六
項
、
第
三
十
五
条
の
三
（
第
三
十
五
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
五
条
の
五
第
三
項
、

第
三
十
五
条
の
六
第
九
項
、
第
三
十
五
条
の
十
第
四
項
又
は
第
三
十
五
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

七

第
三
十
二
条
第
二
項
、
第
三
十
五
条
の
六
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
三
十
五
条
の
十
一
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
の
提
出
を

せ
ず
、
又
は
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
て
報
告
書
を
提
出
し
た
と
き
。

八

第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
財
務
諸
表
、
事
業
報
告
書
、
決
算
報
告
書
又
は
監
査
報
告
を
備
え
置
か
ず
、
又
は
閲
覧
に
供
し
な
か
っ
た
と
き
。

九

（
略
）
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十

第
五
十
条
の
八
第
三
項
（
第
五
十
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報

告
を
し
た
と
き
。

２

独
立
行
政
法
人
の
子
法
人
の
役
員
が
第
十
九
条
第
七
項
又
は
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
妨
げ
た
と
き
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

附

則

（
国
の
無
利
子
貸
付
け
等
）

第
四
条

国
は
、
当
分
の
間
、
独
立
行
政
法
人
に
対
し
、
そ
の
施
設
の
整
備
で
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用
に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の

促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
の
全
部
又
は
一
部

を
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２
～
５

（
略
）

○

独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
六
号
）
（
抄
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
か
ら
附
則
第
四
条
ま
で
の
規
定
並
び
に
附
則
第
九
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十

五
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
等
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
の
指
針
の
策
定
、
新

法
第
二
十
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
同
条
の
指
針
の
案
の
作
成
、
新
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
の
中
期
目
標
の
策
定
、
新
法
第
三
十
五
条
の
四

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
の
中
長
期
目
標
の
策
定
及
び
新
法
第
三
十
五
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
の
年
度
目
標
の
策
定
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
し
必
要

な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
新
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
八
条
の
三
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
五

条
の
四
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
並
び
に
第
三
十
五
条
の
九
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
法
第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
、

第
二
十
九
条
第
三
項
及
び
第
三
十
五
条
の
四
第
三
項
中
「
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第

六
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
第
三
十
二
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
審
議
会
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
審
議
会
等
（
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八

十
九
号
）
第
三
十
七
条
若
し
く
は
第
五
十
四
条
又
は
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
機
関
を
い
う
。
）
で
政
令
で
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定
め
る
も
の
（
以
下
「
研
究
開
発
に
関
す
る
審
議
会
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律

第
六
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
」
と
す
る
。

２

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
二
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
審
議
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
新
法
第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
九
条
第
三
項
又
は
第
三
十
五
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ

た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
策
定
さ
れ
た
指
針
、
中
期
目
標
、
中
長
期
目
標
及
び
年
度
目
標
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
新
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
策
定
さ
れ
た
同
条
第
一
項
の
指
針
、
新
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
策
定
さ
れ
た

同
条
第
一
項
の
中
期
目
標
、
新
法
第
三
十
五
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
策
定
さ
れ
た
同
条
第
一
項
の
中
長
期
目
標
並
び
に
新
法
第
三
十
五

条
の
九
の
規
定
に
よ
り
策
定
さ
れ
た
同
条
第
一
項
の
年
度
目
標
と
み
な
す
。

第
三
条

独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
委
員
の
任
命
権
者
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
任
命
権
者
」
と
い
う
。
）
は
、
新
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
研
究
開
発

に
関
し
て
高
い
識
見
を
有
す
る
外
国
人
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
を
い
う
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
委

員
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

任
命
権
者
は
、
外
国
人
で
あ
る
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
委
員
を
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
新
法
第
三

十
五
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
事
務
以
外
の
事
務
に
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
外
国
人
で
あ
る
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
委
員
は
、
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
会
務
を
総
理
し
、
独
立
行
政
法
人
評
価

委
員
会
を
代
表
す
る
者
と
な
る
こ
と
は
で
き
ず
、
当
該
委
員
の
数
は
、
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
委
員
の
総
数
の
五
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
法
律
の
公
布
の
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
旧
法
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
こ
の
法
律
又

は
個
別
法
」
と
あ
る
の
は
、
「
こ
の
法
律
、
個
別
法
又
は
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
六
号
）
」
と
す
る
。

（
名
称
の
使
用
制
限
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
そ
の
名
称
中
に
国
立
研
究
開
発
法
人
と
い
う
文
字
を
用
い
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
十
条
（
国
立
研
究
開
発
法
人
（

新
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
立
研
究
開
発
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
六
月
間
は
、
適
用

し
な
い
。

（
監
事
及
び
会
計
監
査
人
の
職
務
及
び
権
限
並
び
に
役
員
の
報
告
義
務
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

新
法
第
十
九
条
第
四
項
、
第
五
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
一
条
の
五
、
第
三
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
並
び
に
第
三

十
九
条
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
生
じ
た
事
項
に
も
適
用
す
る
。
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（
役
員
の
任
期
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
独
立
行
政
法
人
（
新
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
長
又
は

監
事
で
あ
る
者
の
任
期
（
補
欠
の
独
立
行
政
法
人
の
長
又
は
監
事
の
任
期
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
二
十
一
条
、
第
二
十
一
条
の
二
又
は
第
二
十
一
条

の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

施
行
日
に
お
い
て
中
期
目
標
管
理
法
人
（
新
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
中
期
目
標
管
理
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
監
事
で
あ
る
者
の
任
期
に
つ
き

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
施
行
日
の
翌
日
以
後
最
初
に
任
命
さ
れ
る
中
期
目
標
管
理
法
人
の
監
事
（
補
欠
の
中
期
目
標
管
理
法
人
の
監
事
を
除
く
。

）
の
任
期
に
係
る
新
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
各
中
期
目
標
の
期
間
に
対
応
し
て
定
め
る
も
の
と
し
、
任
命
の
日
か
ら
、

当
該
対
応
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
任
命
の
日
か
ら
、
当
該
任
命
の
日
を
含
む
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
の
」
と
す
る
。

３

施
行
日
に
お
い
て
国
立
研
究
開
発
法
人
の
長
で
あ
る
者
の
任
期
に
つ
き
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
施
行
日
の
翌
日
以
後
最
初
に
任
命
さ
れ
る

国
立
研
究
開
発
法
人
の
長
（
補
欠
の
国
立
研
究
開
発
法
人
の
長
を
除
く
。
）
の
任
期
に
係
る
新
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
中
長
期
目
標
の
期
間
が
六
年
又
は
七
年
の
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年

法
律
第
六
十
六
号
）
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
国
立
研
究
開
発
法
人
の
長
の
任
期
（
補
欠
の
国
立
研
究
開
発
法
人
の
長
の
任
期
を
含
む
。
）
の

末
日
の
翌
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
起
算
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
日
を
含
む
中
長
期
目
標
の
期
間
の
末
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
残

期
間
」
と
い
う
。
）
が
六
年
以
上
七
年
未
満
の
場
合
」
と
、
「
中
長
期
目
標
の
期
間
の
初
日
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
単
に
「
初
日
」
と
い
う
。
）
」

と
あ
る
の
は
「
起
算
日
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
中
長
期
目
標
の
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
残
期
間
」
と
、
「
初
日
」
と
あ
る
の
は
「
起
算
日
」
と
、
同
項
第
二
号

中
「
中
長
期
目
標
の
期
間
が
七
年
の
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
残
期
間
が
六
年
を
超
え
七
年
未
満
の
場
合
」
と
、
「
初
日
か
ら
三
年
又
は
四
年
を
経
過
す
る
日
」
と

あ
る
の
は
「
起
算
日
か
ら
四
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
終
了
す
る
最
後
の
事
業
年
度
の
末
日
」
と
す
る
。

４

施
行
日
に
お
い
て
国
立
研
究
開
発
法
人
の
監
事
で
あ
る
者
の
任
期
に
つ
き
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
施
行
日
の
翌
日
以
後
最
初
に
任
命
さ
れ

る
国
立
研
究
開
発
法
人
の
監
事
（
補
欠
の
国
立
研
究
開
発
法
人
の
監
事
を
除
く
。
）
の
任
期
に
係
る
新
法
第
二
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
「
各
国
立
研
究
開
発
法
人
の
長
の
任
期
（
補
欠
の
国
立
研
究
開
発
法
人
の
長
の
任
期
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
対
応
す
る
も
の
と
し
、

任
命
の
日
か
ら
、
当
該
対
応
す
る
国
立
研
究
開
発
法
人
の
長
の
任
期
」
と
あ
る
の
は
、
「
任
命
の
日
か
ら
、
当
該
任
命
の
日
に
お
け
る
当
該
国
立
研
究
開
発
法
人

の
長
の
任
期
（
補
欠
の
国
立
研
究
開
発
法
人
の
長
の
任
期
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

５

施
行
日
に
お
い
て
行
政
執
行
法
人
（
新
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
監
事
で
あ
る
者
の
任
期
に
つ
き
第
一
項
の

規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
施
行
日
の
翌
日
以
後
最
初
に
任
命
さ
れ
る
行
政
執
行
法
人
の
監
事
（
補
欠
の
行
政
執
行
法
人
の
監
事
を
除
く
。
）
の
任
期
に
係

る
新
法
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
各
行
政
執
行
法
人
の
長
の
任
期
（
補
欠
の
行
政
執
行
法
人
の
長
の
任
期
を
含
む
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
対
応
す
る
も
の
と
し
、
任
命
の
日
か
ら
、
当
該
対
応
す
る
行
政
執
行
法
人
の
長
の
任
期
」
と
あ
る
の
は
、
「
任
命
の
日
か
ら
、
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当
該
任
命
の
日
に
お
け
る
当
該
行
政
執
行
法
人
の
長
の
任
期
（
補
欠
の
行
政
執
行
法
人
の
長
の
任
期
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

（
中
期
目
標
管
理
法
人
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
と
な
る
独
立
行
政
法
人
の
中
期
目
標
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
主
務
大
臣
が
旧
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
日
に
お
い
て
中
期
目
標
管
理
法
人
又
は
国
立
研
究
開
発
法
人
と

な
る
独
立
行
政
法
人
（
旧
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
指
示
し
て
い
る
旧
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
中
期
目
標
は
、

主
務
大
臣
が
新
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
示
し
た
同
項
の
中
期
目
標
又
は
新
法
第
三
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
示
し
た
同
項
の
中
長

期
目
標
と
み
な
す
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
施
行
日
に
お
い
て
中
期
目
標
管
理
法
人
又
は
国
立
研
究
開
発
法
人
と
な
る
独
立
行
政
法
人
が
旧
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
認
可
を
受
け
て
い
る
同
項
の
中
期
計
画
（
附
則
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
「
旧
中
期
計
画
」
と
い
う
。
）
は
、
新
法
第
三
十
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
同
項

の
中
期
計
画
（
附
則
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
「
新
中
期
計
画
」
と
い
う
。
）
又
は
新
法
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
同
項
の
中
長
期
計
画
（
附

則
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
「
新
中
長
期
計
画
」
と
い
う
。
）
と
み
な
す
。

（
行
政
執
行
法
人
と
な
る
独
立
行
政
法
人
の
中
期
目
標
の
期
間
に
関
す
る
特
例
）

第
九
条

施
行
日
前
に
定
め
ら
れ
た
独
立
行
政
法
人
（
施
行
日
に
お
い
て
行
政
執
行
法
人
と
な
る
独
立
行
政
法
人
に
限
る
。
）
の
中
期
目
標
の
期
間
（
旧
法
第
二
十

九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
施
行
日
以
後
に
終
わ
る
も
の
と
さ
れ
た
も
の
は
、
同
号
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
施
行
日
の
前
日
に
終
わ
る
も
の
と
す
る
。

（
年
度
計
画
及
び
事
業
計
画
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条

次
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
施
行
日
を
含
む
事
業
年
度
に
係
る
新
法
第
三
十
一
条
第
一
項
（
新
法
第
三
十
五
条
の
八
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
毎
事
業
年
度
の
開
始
前
に
、
前
条
第
一
項
の

認
可
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
の
日
以
後
最
初
の
中
期
計
画

に
つ
い
て
前
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
、
そ
の
」
と
、
新
法
第
三
十
五
条
の
八
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
毎
事

業
年
度
の
開
始
前
に
、
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
同
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
以

後
最
初
の
中
長
期
計
画
（
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
の
中
長
期
計
画
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
同
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
後
遅

滞
な
く
、
そ
の
」
と
、
新
法
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
中
「
各
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
以
後

最
初
の
事
業
年
度
」
と
、
「
当
該
事
業
年
度
の
開
始
前
に
」
と
あ
る
の
は
「
遅
滞
な
く
」
と
す
る
。

２

附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
旧
中
期
計
画
が
新
中
期
計
画
又
は
新
中
長
期
計
画
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
施
行
日
を
含
む
事
業
年
度
に
係
る
新
法

第
三
十
一
条
第
一
項
（
新
法
第
三
十
五
条
の
八
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
毎
事
業
年
度
の
開

始
前
に
、
前
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
の
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日
以
後
遅
滞
な
く
、
同
法
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
と
み
な
さ
れ
る
」
と
、
新
法
第
三
十
五
条
の
八
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
毎
事
業
年
度
の
開
始
前
に
、
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
以
後
遅
滞
な
く
、
同
法
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
と
み
な
さ
れ
る
」

と
す
る
。

（
業
績
評
価
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条

新
法
第
三
十
二
条
の
規
定
は
、
施
行
日
に
お
い
て
中
期
目
標
管
理
法
人
と
な
っ
た
独
立
行
政
法
人
の
施
行
日
の
前
日
に
終
了
し
た
事
業
年
度
及
び
中
期

目
標
の
期
間
に
係
る
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

２

新
法
第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
、
施
行
日
に
お
い
て
国
立
研
究
開
発
法
人
と
な
っ
た
独
立
行
政
法
人
の
施

行
日
の
前
日
に
終
了
し
た
事
業
年
度
及
び
中
期
目
標
の
期
間
に
係
る
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

３

新
法
第
三
十
五
条
の
十
一
第
一
項
、
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
施
行
日
に
お
い
て
行
政
執
行
法
人
と
な
っ
た
独
立
行
政
法
人
の
施
行
日
の
前

日
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

４

新
法
第
三
十
五
条
の
十
一
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
施
行
日
に
お
い
て
行
政
執
行
法
人
と
な
っ
た
独
立
行
政
法
人
の
施
行
日
の
前
日

に
終
了
し
た
中
期
目
標
の
期
間
に
係
る
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
三
年
以
上
五
年
以
下
の
期

間
で
主
務
省
令
で
定
め
る
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
第

二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
」
と
、
「
当
該
期
間
に
お
け
る
年
度
目
標
に
定
め
る
業
務
運
営
の
効
率
化
に
関
す
る
事
項
の
実
施
状

況
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
事
項
の
実
施
状
況
及
び
当
該
事
項
の
実
施
状
況
」
と
あ
る
の
は
「

中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
及
び
当
該
業
務
の
実
績
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
事
項
の
実
施
状
況
」
と
あ
る
の
は
「
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業

務
の
実
績
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

前
項
の
規
定
は
、
附
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
施
行
日
前
に
定
め
ら
れ
た
中
期
目
標
の
期
間
が
施
行
日
の
前
日
に
終
わ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
中
期
目
標
の
期

間
が
一
年
以
下
と
な
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

６

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
法
第
三
十
五
条
の
十
一
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
の
提
出
を
せ
ず
、
又
は
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若

し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
て
報
告
書
を
提
出
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
行
政
執
行
法
人
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

第
十
二
条

旧
法
第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
施
行
日
に
お
い
て
行
政
執
行
法
人
と
な
る
独
立
行
政
法
人
の
施
行
日
の
前
日
を
含
む
中
期
目
標
の
期
間
に
つ
い
て
は
、

適
用
し
な
い
。

（
秘
密
保
持
義
務
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
三
条

旧
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
で
あ
っ
た
者
に
係
る
旧
法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
職
務
上
知
る
こ
と
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の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
義
務
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
以
後
も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為

に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
五
条

附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、

政
令
で
定
め
る
。

○

独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）

第
一
章

内
閣
官
房
等
関
係

（
国
家
公
務
員
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
第
十
七
号
中
「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
第
四
項
」
に
、
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
る
。

第
百
六
条
の
二
第
一
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
十
四

条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
百
六
条
の
三
第
二
項
第
二
号
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
る

第
百
六
条
の
四
第
一
項
、
第
三
項
、
第
四
項
並
び
に
第
五
項
第
二
号
及
び
第
四
号
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項

中
「
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
百
六
条
の
二
十
四
第
一
項
第
一
号
及
び
第
百
六
条
の
二
十
七
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
る
。

第
百
八
条
の
六
第
三
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
」
を
「
行
政
執
行
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
百
九
条
第
十
七
号
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
、
同
条
第
十
八
号
中
「
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
十
四
条
第
一

項
」
に
改
め
る
。

第
百
十
二
条
第
三
号
中
「
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
改
正
）
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第
五
条

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
第
四
項
」
に
、
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
四
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
」
を
「
行
政
執
行
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
二
第
一
項
、
第
八
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
十
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
る
。

（
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
、
「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

一

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
百
五
十
一
条
第
一
項

二

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項

（
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
中
期
目
標
管
理
法
人
）

第
三
条
の
二

機
構
は
、
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
中
期
目
標
管
理
法
人
と
す
る
。

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
理
事
の
任
期
）

第
八
条

理
事
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

「
六

剰
余
金

第
十
四
条
第
四
項
中
「
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
法
」
の
下
に
「
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
一
号
）
」
を
加
え
、

七

そ
の
他

の
使
途

「
七

剰
余
金
の
使
途

を

に
、
「
六

そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る

主
務
省
令
で
定
め
る
業
務
運
営
に
関
す
る
事
項
」

八

そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
業
務
運
営
に
関
す
る
事
項
」

業
務
運
営
に
関
す
る
事
項
」
を
「
七

そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
業
務
運
営
に
関
す
る
事
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
一
項
」
を
「
、
前
項
」
に
、
「
か
ら
第
一
項
」
を
「
か
ら
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、

同
条
第
四
項
中
「
、
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
及
び
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
前
各
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

第
二
十
六
条
第
二
項
を
削
る
。
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第
二
十
七
条
第
二
項
を
削
る
。

第
三
十
三
条
第
五
号
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
六
条
又
は
第
二
十
七
条
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
中
「
、
主
務
省
」
及
び
「
、
総
務
省
」
を
削
る
。

（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
中
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
」
を
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の

独
立
行
政
法
人
通
則
法
」
に
改
め
る
。

第
二
章

内
閣
府
関
係

（
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
二
条

独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
法

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で
の
規
定
中
「
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
」
に
改
め
、
同
条
の

次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
国
立
研
究
開
発
法
人
）

第
三
条
の
二

機
構
は
、
通
則
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
立
研
究
開
発
法
人
と
す
る
。

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
理
事
の
任
期
）

第
十
条

理
事
の
任
期
は
、
当
該
理
事
に
つ
い
て
理
事
長
が
定
め
る
期
間
（
そ
の
末
日
が
通
則
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
理
事
長
の
任
期
の
末

日
以
前
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

第
十
三
条
中
「
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
法
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
法
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
、
中
期
目
標
の
期
間
」
を
「
、
通
則
法
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
長
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
中
長
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
当
該
中
期
目
標
の
期
間
」
を
「
当
該
中
長
期
目
標
の
期
間
」
に
、
「
次
の
中
期
目
標
の
期
間
」
を
「
次
の
中
長

期
目
標
の
期
間
」
に
、
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
」
に
、
「
中
期
計
画
」
を
「
中
長
期
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
あ
ら

か
じ
め
、
内
閣
府
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
及
び
経
済
産
業
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
」
を
削
る
。

第
十
八
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。
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第
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
審
議
会
）

第
十
九
条

内
閣
府
に
、
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
審
議
会
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２

審
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

主
務
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
て
機
構
の
行
う
研
究
開
発
の
事
務
及
び
事
業
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
、
主
務
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

３

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
二
十
条
の
見
出
し
中
「
中
期
目
標
等
」
を
「
中
長
期
目
標
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
四
第
一
項
」
に
、

「
中
期
目
標
」
を
「
中
長
期
目
標
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
条
の
見
出
し
中
「
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「

現
に
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
」
を
「
現
に
国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
」
に
、
「
「
基
盤
研
」
を
「
「
医
薬
基
盤
・
健
康
・

栄
養
研
究
所
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
基
盤
研
」
を
「
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
」
に
改
め
る
。

第
三
章

総
務
省
関
係

（
公
職
選
挙
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
七
条

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
九
条
第
一
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
（
」
を
「
行
政
執
行
法
人
（
」
に
、
「
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
第
二
条
第
四

項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
及
び
同
条
第
三
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
る
。

第
二
百
二
十
六
条
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
、
「
禁
錮
」
を
「
禁
錮
」
に
改
め
る
。

こ

第
二
百
三
十
九
条
の
二
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
、
「
禁
錮
」
を
「
禁
錮
」
に
改
め
、
同
項
第
四

こ

号
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
る
。

第
二
百
五
十
一
条
の
四
第
一
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
る
。

（
電
波
法
等
の
一
部
改
正
）

第
三
十
八
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
」
に
改
め
る
。

一

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
十
四
条
の
二
第
四
項
第
二
号
イ

二
～
六

（
略
）
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（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
改
正
）

第
四
十
五
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
第
四
項
」
に
、
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
る
。

一

（
略
）

二

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）
第
五
条
第
一
号
ハ

三
・
四

（
略
）

（
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
四
十
七
条

独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法

第
一
条
、
第
三
条
及
び
第
四
条
中
「
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。

（
国
立
研
究
開
発
法
人
）

第
四
条
の
二

機
構
は
、
通
則
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
立
研
究
開
発
法
人
と
す
る
。

第
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
理
事
の
任
期
）

第
十
一
条

理
事
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
中
期
目
標
の
期
間
」
を
「
中
長
期
目
標
の
期
間
」
に
、

「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
」
に
、
「
中
期
計
画
」
を
「
中
長
期
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
あ
ら
か
じ
め
、
総
務
省
の
独

立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
（
債
務
保
証
勘
定
に
係
る
承
認
に
つ
い
て
は
総
務
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
及
び
財
務
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
）
の

意
見
を
聴
く
と
と
も
に
」
を
削
る
。

第
十
九
条
中
「
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
二
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条

削
除

第
四
章

法
務
省
関
係

（
総
合
法
律
支
援
法
の
一
部
改
正
）
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第
五
十
六
条

総
合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
十
八
条
」
を
「
第
二
十
八
条
の
二
」
に
、
「
第
四
十
二
条
」
を
「
第
四
十
二
条
の
二
」
に
、
「
第
四
十
七
条
」
を
「
第
四
十
七
条
の
四
」
に
改

め
る
。

第
二
十
三
条
第
三
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
監
事
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条
中
第
七
項
を
第
十
一
項
と
し
、
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
四
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

４

監
事
は
、
い
つ
で
も
、
役
員
（
監
事
を
除
く
。
）
及
び
職
員
に
対
し
て
事
務
及
び
事
業
の
報
告
を
求
め
、
又
は
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
の

調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

監
事
は
、
支
援
セ
ン
タ
ー
が
こ
の
法
律
又
は
準
用
通
則
法
（
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
認
可
、
承
認
、
認
定
及
び
届
出
に
係
る
書
類
並
び
に
報
告
書
そ
の
他
の
法
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
法
務
大
臣
に
提
出

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

監
事
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
支
援
セ
ン
タ
ー
の
子
法
人
（
支
援
セ
ン
タ
ー
が
そ
の
経
営
を
支
配
し
て
い
る
法
人
と
し
て
法
務
省

令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
て
事
業
の
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
子
法
人
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
の
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

前
項
の
子
法
人
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
報
告
又
は
調
査
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
理
事
長
等
へ
の
報
告
義
務
）

第
二
十
三
条
の
二

監
事
は
、
役
員
（
監
事
を
除
く
。
）
が
不
正
の
行
為
を
し
、
若
し
く
は
当
該
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
こ
の
法
律

若
し
く
は
他
の
法
令
に
違
反
す
る
事
実
若
し
く
は
著
し
く
不
当
な
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
理
事
長
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、

法
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
内
容
を
最
高
裁
判
所
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
条
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

法
務
大
臣
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
理
事
長
又
は
監
事
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
、
公
募
（
理
事
長
又
は
監
事
の
職
務

の
内
容
、
勤
務
条
件
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
公
示
し
て
行
う
候
補
者
の
募
集
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
活
用
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

公
募
に
よ
ら
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
透
明
性
を
確
保
し
つ
つ
、
候
補
者
の
推
薦
の
求
め
そ
の
他
の
適
任
と
認
め
る
者
を
任
命
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



- 336 -

（
理
事
の
任
期
）

第
二
十
五
条

理
事
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
理
事
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
（
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
三
章
第
二
節
第
一
款
中
第
二
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
評
価
委
員
会
の
意
見
の
申
出
）

第
二
十
八
条
の
二

法
務
大
臣
は
、
準
用
通
則
法
第
五
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
報
酬
及
び
退
職
手
当
（
次

項
に
お
い
て
「
報
酬
等
」
と
い
う
。
）
の
支
給
の
基
準
を
評
価
委
員
会
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

評
価
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
通
知
に
係
る
報
酬
等
の
支
給
の
基
準
が
社
会
一
般
の
情
勢
に
適
合
し
た
も
の
で
あ
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
法
務
大
臣
に
対
し
、
意
見
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
九
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

第
二
十
五
条
た
だ
し
書
、
第
二
十
六
条
第
二
項
、
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
八
条
並
び
に
準
用
通
則
法
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
は
、
委
員
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

第
三
十
四
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

役
員
（
監
事
を
除
く
。
）
の
職
務
の
執
行
が
こ
の
法
律
又
は
他
の
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
そ
の
他
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
適

正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項

第
四
十
条
第
二
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

業
務
運
営
の
効
率
化
に
関
す
る
事
項

第
四
十
一
条
第
二
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

業
務
運
営
の
効
率
化
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
る
べ
き
措
置

第
四
十
一
条
第
二
項
第
六
号
中
「
こ
の
号
に
お
い
て
」
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
各
事
業
年
度
に
係
る
業
務
の
実
績
等
に
関
す
る
評
価
等
）

第
四
十
一
条
の
二

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
毎
事
業
年
度
の
終
了
後
、
当
該
事
業
年
度
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
年
度
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
当
該
各

号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
評
価
委
員
会
の
評
価
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
年
度
以
外
の
事
業
年
度

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績

二

中
期
目
標
の
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
及
び
中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
に
見
込
ま
れ
る

中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
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三

中
期
目
標
の
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
及
び
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績

２

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
前
項
の
評
価
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
各
事
業
年
度
の
終
了
後
三
月
以
内
に
、
同
項
第
一

号
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
事
項
及
び
当
該
事
項
に
つ
い
て
自
ら
評
価
を
行
っ
た
結
果
を
明
ら
か
に
し
た
報
告
書
を
評
価
委
員
会
に
提
出
す
る
と
と
も

に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
評
価
は
、
同
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
総
合
的
な
評
定
を
付
し
て
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
項
各
号
に
規
定
す
る
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
は
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
中
期
計
画
の
実
施
状
況
の
調
査
及
び

分
析
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
考
慮
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

評
価
委
員
会
は
、
第
一
項
の
評
価
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
支
援
セ
ン
タ
ー
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
に
見
込
ま
れ

る
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
独
立
行
政
法
人
評
価
制
度
委
員
会
（
第
六
項

及
び
次
条
に
お
い
て
「
評
価
制
度
委
員
会
」
と
い
う
。
）
）
に
対
し
て
、
そ
の
評
価
の
結
果
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
評
価
委

員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
支
援
セ
ン
タ
ー
に
対
し
、
業
務
運
営
の
改
善
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

評
価
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
通
知
に
係
る
事
項
（
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
通
知
に
係
る
事
項
及
び
そ
の
勧
告
の
内
容
）
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

評
価
制
度
委
員
会
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
評
価
委
員
会
に
対
し
、
意
見
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
評
価
制
度
委
員
会
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
意
見
の
内
容
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
法
務
大
臣
は
」
の
下
に
「
、
前
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
に
見
込
ま
れ
る
中
期
目
標
の
期
間
に
お

け
る
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
が
行
わ
れ
た
と
き
は
」
を
加
え
、
「
に
お
い
て
」
を
「
ま
で
に
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

法
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
検
討
の
結
果
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
り
講
ず
る
措
置
の
内
容
を
評
価
制
度
委
員
会
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
四
十
二
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

評
価
制
度
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
支
援
セ
ン
タ
ー
の
中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
ま
で
に
、
そ
の
主
要
な
事
務
及
び
事

業
の
改
廃
に
関
し
、
法
務
大
臣
に
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
評
価
制
度
委
員
会
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
勧
告
の
内
容
を
公
表
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

評
価
制
度
委
員
会
は
、
第
五
項
の
勧
告
を
し
た
と
き
は
、
法
務
大
臣
に
対
し
、
そ
の
勧
告
に
基
づ
い
て
講
じ
た
措
置
及
び
講
じ
よ
う
と
す
る
措
置
に
つ
い
て

報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
三
章
第
三
節
第
二
款
中
第
四
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
違
法
行
為
等
の
是
正
）

第
四
十
二
条
の
二

法
務
大
臣
は
、
支
援
セ
ン
タ
ー
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
職
員
が
、
こ
の
法
律
若
し
く
は
他
の
法
令
に
違
反
す
る
行
為
を
し
、
又
は
当
該
行

為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
支
援
セ
ン
タ
ー
に
対
し
、
当
該
行
為
の
是
正
の
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
法
務
大
臣
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
行
為
の
是
正
そ
の
他
の
必
要
と
認
め
る
措
置
を
講
ず
る
と

と
も
に
、
当
該
措
置
の
内
容
を
法
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
四
条
第
二
項
中
「
こ
れ
に
」
の
下
に
「
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
た
」
を
加
え
、
「
を
添
え
、
」
を
削
り
、
「
監
事
及
び
会
計
監
査

人
の
意
見
を
付
け
な
け
れ
ば
」
を
「
監
査
報
告
及
び
会
計
監
査
報
告
を
添
付
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
監
事
及
び
会
計
監
査
人
の
意
見
を
記
載

し
た
書
面
」
を
「
監
査
報
告
及
び
会
計
監
査
報
告
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
第
一
項
の
附
属
明
細
書
そ
の
他
法
務
省
令
で
定
め
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
代
え
て
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の

い
ず
れ
か
に
よ
り
公
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
す
る
方
法

二

電
子
公
告
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
法
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
不
特
定

多
数
の
者
が
公
告
す
べ
き
内
容
で
あ
る
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
で
あ
っ
て
法
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
と
る
公
告
の
方
法

を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

６

支
援
セ
ン
タ
ー
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
公
告
に
よ
る
公
告
を
す
る
場
合
に
は
、
第
四
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
期
間
、
継
続
し
て
当
該
公
告
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章
第
四
節
中
第
四
十
七
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
不
要
財
産
に
係
る
国
庫
納
付
等
）

第
四
十
七
条
の
二

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
不
要
財
産
で
あ
っ
て
、
政
府
か
ら
の
出
資
又
は
支
出
（
金
銭
の
出
資
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
政
府
出
資
等
に
係
る
不
要
財
産
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
法
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
こ
れ
を
国
庫
に
納
付
す
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
中
期
計
画
に
お
い
て
第
四
十
一
条
第
二
項
第
六
号
の
計
画
を
定
め
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
計
画
に
従
っ
て
当
該
政
府
出
資
等
に
係

る
不
要
財
産
を
国
庫
に
納
付
す
る
と
き
は
、
法
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
政
府
出
資
等
に
係
る
不
要
財
産
（
金
銭
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
国
庫
へ
の
納
付

に
代
え
て
、
法
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
政
府
出
資
等
に
係
る
不
要
財
産
を
譲
渡
し
、
こ
れ
に
よ
り
生
じ
た
収
入
の
額
（
当
該
財
産
の
帳
簿
価
額
を
超
え
る

額
（
次
項
に
お
い
て
「
簿
価
超
過
額
」
と
い
う
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。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
額
を
除
く
。
）
の
範
囲
内
で
法
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
を
国
庫
に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

中
期
計
画
に
お
い
て
第
四
十
一
条
第
二
項
第
六
号
の
計
画
を
定
め
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
計
画
に
従
っ
て
当
該
金
額
を
国
庫
に
納
付
す
る
と
き
は
、
法
務
大

臣
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

３

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
政
府
出
資
等
に
係
る
不
要
財
産
の
譲
渡
に
よ
り
生
じ
た
簿
価
超
過
額
が
あ
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を

国
庫
に
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
の
金
額
に
つ
い
て
国
庫
に
納
付
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
法
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に

お
け
る
当
該
認
可
を
受
け
た
金
額
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

支
援
セ
ン
タ
ー
が
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
庫
へ
の
納
付
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
納
付
に
係
る
政
府
出
資
等
に
係
る
不
要
財
産
が
政
府

か
ら
の
出
資
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
支
援
セ
ン
タ
ー
の
資
本
金
の
う
ち
当
該
納
付
に
係
る
政
府
出
資
等
に
係
る
不
要
財
産
に
係
る
部
分
と
し
て
法
務
大

臣
が
定
め
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
支
援
セ
ン
タ
ー
に
対
す
る
政
府
か
ら
の
出
資
は
な
か
っ
た
も
の
と
し
、
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
そ
の
額
に
よ
り
資
本
金
を
減
少

す
る
も
の
と
す
る
。

５

法
務
大
臣
は
、
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
政
府
出
資
等
に
係
る
不
要
財
産
の
処
分
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
不
要
財
産
に
係
る
地
方
公
共
団
体
出
資
の
払
戻
し
）

第
四
十
七
条
の
三

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
不
要
財
産
で
あ
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
出
資
に
係
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
方
公
共
団
体
出
資
に

係
る
不
要
財
産
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
法
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
当
該
地
方
公
共
団
体
出
資
に
係
る
不
要
財
産
に
係
る
出
資
者
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
単
に
「
出
資
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
地
方
公
共
団
体
出
資
に
係
る
不
要
財
産
に
係
る
出
資
額
と
し
て

法
務
大
臣
が
定
め
る
額
の
持
分
の
全
部
又
は
一
部
の
払
戻
し
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
催
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
中
期
計
画
に
お
い

て
第
四
十
一
条
第
二
項
第
六
号
の
計
画
を
定
め
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
計
画
に
従
っ
て
払
戻
し
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
催
告
す
る
と
き
は
、
法

務
大
臣
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

出
資
者
は
、
支
援
セ
ン
タ
ー
に
対
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
催
告
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
同
項
の
払
戻
し
の

請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
請
求
に
係
る
地
方
公
共
団
体
出
資
に
係
る
不
要
財
産
又
は
当
該
請
求

に
係
る
地
方
公
共
団
体
出
資
に
係
る
不
要
財
産
（
金
銭
を
除
く
。
）
の
譲
渡
に
よ
り
生
じ
た
収
入
の
額
（
当
該
財
産
の
帳
簿
価
額
を
超
え
る
額
が
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
額
を
除
く
。
）
の
範
囲
内
で
法
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
払
戻
し
を
請
求
さ
れ
た
持
分
（
当
該

算
定
し
た
金
額
が
当
該
持
分
の
額
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
持
分
の
う
ち
法
務
大
臣
が
定
め
る
額
の
持
分
）
を
、
当
該
請
求
を
し
た
出
資
者
に
払
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い
戻
す
も
の
と
す
る
。

４

支
援
セ
ン
タ
ー
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
払
戻
し
を
し
た
と
き
は
、
支
援
セ
ン
タ
ー
の
資
本
金
の
う
ち
当
該
払
戻
し
を
し
た
持
分
の
額
に
つ
い
て
は
、
支
援
セ

ン
タ
ー
に
対
す
る
出
資
者
か
ら
の
出
資
は
な
か
っ
た
も
の
と
し
、
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
そ
の
額
に
よ
り
資
本
金
を
減
少
す
る
も
の
と
す
る
。

５

出
資
者
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
払
戻
し
の
請
求
を
し
な
か
っ
た
と
き
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
出
資
に
係
る
不
要
財
産
に
係
る
持
分
の
一

部
の
払
戻
し
の
請
求
を
し
た
と
き
は
、
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
払
戻
し
の
請
求
が
さ
れ
な
か
っ
た
持
分
に
つ
い
て
は
、
払
戻
し
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。

６

法
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
財
産
の
処
分
等
の
制
限
）

第
四
十
七
条
の
四

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
不
要
財
産
以
外
の
重
要
な
財
産
で
あ
っ
て
法
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
譲
渡
し
、
又
は
担
保
に
供
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
法
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
中
期
計
画
に
お
い
て
第
四
十
一
条
第
二
項
第
七
号
の
計
画
を
定
め
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の

計
画
に
従
っ
て
当
該
重
要
な
財
産
を
譲
渡
し
、
又
は
担
保
に
供
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

法
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
八
条
の
表
以
外
の
部
分
中
「
第
二
十
二
条
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
、
第
三
十
一
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
、

第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十
一
条
の
四
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
六
条
、
第

二
十
八
条
の
四
、
第
三
十
一
条
」
に
、
「
か
ら
第
五
十
条
ま
で
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
、
第
六
十
一
条
並
び
に
第
六
十
三
条
か
ら
第
六
十
六
条
ま
で
」
を

「
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
九
条
か
ら
第
五
十
条
の
十
ま
で
、
第
六
十
四
条
並
び
に
第
六
十
六
条
」
に
改
め
、
「
い
う
」
の
下
に
「
。
た
だ
し
、
原
子
力
規
制
委

員
会
が
所
管
す
る
独
立
行
政
法
人
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
と
す
る
」
を
加
え
、
「
「
評
価
委
員
会
」
と
あ
り
、
及
び
「
当
該
評
価
委
員
会
」
と

あ
る
の
は
「
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
評
価
委
員
会
」
を
「
「
中
期
目
標
管
理
法
人
の
」
と
あ
り
、
及
び
「
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
の
」
と
あ
る
の
は
「
日
本

司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
」
と
、
「
中
期
目
標
管
理
法
人
は
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
は
」
と
、
「
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
と
」
と
あ
る
の
は

「
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
と
」
と
、
「
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
が
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
が
」
と
、
「
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
に
」

と
あ
る
の
は
「
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
に
」
と
、
「
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
支
援
セ
ン
タ
ー
役
職
員
」
に
改
め
、
同
条
の
表
第
三
条
第

三
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
八
条
第
三
項

第
四
十
六
条
の
二
又
は
第
四
十
六
条
の
三

総
合
法
律
支
援
法
第
四
十
七
条
の
二
又
は
第
四
十

七
条
の
三

第
四
十
八
条
の
表
第
十
六
条
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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第
二
十
一
条
第
一
項

第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号

総
合
法
律
支
援
法
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号

第
二
十
一
条
第
二
項

第
三
十
八
条
第
一
項

総
合
法
律
支
援
法
第
四
十
四
条
第
一
項

第
四
十
八
条
の
表
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
の
項
中
「
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
」
を
「
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
六

条
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
十
八
条
の
四

第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二

総
合
法
律
支
援
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項

項
又
は
第
三
十
五
条
の
十
一
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

第
三
十
条
第
一
項
の
中
期
計
画
及
び
第
三
十
一
条
第
一
項
の
年
度

同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
期
計
画

計
画
、
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
の
中
長
期
計
画
及
び
第
三
十
五

及
び
同
法
第
四
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

条
の
八
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
十
一
条
第
一
項
の

用
す
る
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
度
計

年
度
計
画
又
は
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
の
事
業
計
画

画

第
四
十
八
条
の
表
第
三
十
一
条
第
一
項
の
項
中
「
（
以
下
「
中
期
計
画
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
表
第
三
十
三
条
の
項
を
削
り
、
同
表
第
三
十
九
条
の
項

中
「
第
三
十
九
条
」
を
「
第
三
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
除
く
」
の
下
に
「
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
十
九
条
第
二
項
第
二
号

総
務
省
令

法
務
省
令

第
三
十
九
条
第
三
項

子
法
人
に

総
合
法
律
支
援
法
第
二
十
三
条
第
六
項
に
規
定
す

る
子
法
人
（
以
下
「
子
法
人
」
と
い
う
。
）
に

第
三
十
九
条
の
二
第
一
項

こ
の
法
律
、
個
別
法

総
合
法
律
支
援
法
（
同
法
第
四
十
八
条
に
お
い
て

準
用
す
る
こ
の
法
律
の
規
定
を
含
む
。
）
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第
四
十
八
条
の
表
第
四
十
二
条
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
第
二
項

中
期
計
画
、
国
立
研
究
開
発
法
人
の
中
長
期
計
画
又
は
行
政
執
行

総
合
法
律
支
援
法
第
四
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す

法
人
の
事
業
計
画

る
中
期
計
画

第
四
十
八
条
の
表
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
項
か
ら
第
四
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
項
ま
で
及
び
第
五
十
二
条
第
三
項
の
項
を
削
る
。

第
四
十
八
条
の
表
第
六
十
四
条
第
一
項
の
項
中
「
総
合
法
律
支
援
法
」
の
下
に
「
（
同
法
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
の
法
律
の
規
定
を
含
む
。
）
」
を

加
え
、
同
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
五
十
条
の
四
第
二
項
第
一
号

政
令

法
務
省
令

第
五
十
条
の
四
第
二
項
第
四
号

第
三
十
二
条
第
一
項

総
合
法
律
支
援
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項

第
五
十
条
の
四
第
二
項
第
五
号

第
三
十
五
条
第
一
項

総
合
法
律
支
援
法
第
四
十
二
条
第
一
項

政
令

法
務
省
令

第
五
十
条
の
四
第
三
項

政
令

法
務
省
令

第
五
十
条
の
四
第
四
項

総
務
大
臣

法
務
大
臣

第
五
十
条
の
四
第
五
項

政
令

法
務
省
令

第
五
十
条
の
四
第
六
項

こ
の
法
律
、
個
別
法

総
合
法
律
支
援
法
（
同
法
第
四
十
八
条
に
お
い
て

準
用
す
る
こ
の
法
律
の
規
定
を
含
む
。
）
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第
五
十
条
の
六
、
第
五
十
条
の
七
第

政
令

法
務
省
令

一
項
、
第
五
十
条
の
八
第
三
項
及
び

第
五
十
条
の
九

第
四
十
八
条
の
表
第
六
十
五
条
第
一
項
の
項
を
削
る
。

第
四
十
九
条
第
一
号
中
「
又
は
準
用
通
則
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
」
を
「
、
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
第
四
十
六
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第

四
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
七
条
の
三
第
一
項
又
は
第
四
十
七
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
中
「
第
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
条
第
二
項
」
に
、
「
独
立
行
政
法
人
と
」
を
「
中
期
目
標
管
理
法
人
と
」
に
改
め
る
。

第
五
十
四
条
中
第
十
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
八
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
十
号
と
し
、
同
条
第
六
号
中
「
若
し
く
は
監
事
及
び
会
計
監
査

人
の
意
見
を
記
載
し
た
書
面
」
を
「
、
監
査
報
告
又
は
会
計
監
査
報
告
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

七

第
四
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
の
提
出
を
せ
ず
、
又
は
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
て
報

告
書
を
提
出
し
た
と
き
。

八

第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
又
は
準
用
通
則
法
第
五
十
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

第
五
十
四
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

第
二
十
三
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
準
用
通
則
法
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
妨
げ
た
と
き
。

第
五
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

支
援
セ
ン
タ
ー
の
子
法
人
の
役
員
が
第
二
十
三
条
第
六
項
又
は
準
用
通
則
法
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
妨
げ
た
と
き
は
、
二
十
万
円
以
下

の
過
料
に
処
す
る
。

第
五
章

外
務
省
関
係

（
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
六
十
条

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
中
期
目
標
管
理
法
人
）

第
三
条
の
二

機
構
は
、
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
中
期
目
標
管
理
法
人
と
す
る
。

第
九
条
の
見
出
し
中
「
役
員
」
を
「
副
理
事
長
及
び
理
事
」
に
改
め
、
同
条
中
「
理
事
長
及
び
」
及
び
「
及
び
監
事
」
を
削
る
。
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第
十
六
条
中
「
第
六
号
」
を
「
第
七
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
監
事
の
意
見
を
付
し
て
」
を
「
監
査
報
告
を
添
付
し
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
監
事
の
意
見
を
記
載
し
た
書
面
」
を
「
監
査

報
告
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
監
事
の
意
見
を
付
し
」
を
「
監
査
報
告
を
添
付
し
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
監
事
の
意
見
を
記
載
し
た
書
面
」
を
「
監
査
報
告
」

に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
二
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
四
項
」
に
、

「
補
て
ん
」
を
「
補
塡
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
九

項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中
「
第
八
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
を
同
条
第
十
項
と
す
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
第
三
十
一
条
第
五
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
第
四
項
第
二
号
中
「
第
七
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
中
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二
項
と
す
る
。

第
六
章

財
務
省
関
係

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
一
部
改
正
）

第
六
十
三
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
、
「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
及
び
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
」
を
削
る
。

第
八
条
第
一
項
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
る
。

第
九
十
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
若

し
く
は
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
」
を
「
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す

る
法
律
」
を
「
行
政
執
行
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
（
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
（
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
及
び
第
七
項

中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
る
。

第
百
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
百
二
十
二
条
並
び
に
第
百
二
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
四
条
の
三
の
見
出
し
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
、
同
条
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
、

「
及
び
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
」
と
あ
る
の
は
「
」
を
「
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
」
と
あ
る
の
は
「
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
」
に
、
「
高
度
専
門
医

療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
法
律
」
を
「
高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
国
立
研
究
開
発
法
人
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
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四
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
の
二
」
に
、
「
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
総
合
研
究
所
」
に
、
「
同
条
第
五
項
か
ら
」
を

「
同
条
第
三
項
中
「
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
」
と
あ
る
の
は
「
、
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
」
と
、

同
条
第
五
項
か
ら
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
四
条
の
三
第
五
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
条
の
三
第
四
項
の
表
第
八
条
第
一
項
の
項
及
び
第
三
十
七
条
第
一
項
の
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
、
同
表
第

九
十
九
条
第
三
項
の
項
中
「
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
」
を
「
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
」
に
改
め
、
同
表
第
百
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
項
及
び
第

百
二
十
二
条
の
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
の
項
及
び
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
立
研
究
開
発
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所

国
立
研
究
開
発
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
三
号
）

国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構

国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）

別
表
第
三
独
立
行
政
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構
の
項
、
独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所
の
項
及
び
独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
の
項
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
立
研
究
開
発
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構

国
立
研
究
開
発
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
三
号
）

国
立
研
究
開
発
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所

国
立
研
究
開
発
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）

国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所

国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）

別
表
第
三
独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
の
項
、
独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所
の
項
、
独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究

所
の
項
、
独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー
の
項
、
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
の
項
及
び
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
項

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構

国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九

十
二
号
）

国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所

国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）

国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所

国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）

国
立
研
究
開
発
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー

国
立
研
究
開
発
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
七

号
）

国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
総
合
研
究
所

国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）

国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
九
号
）

別
表
第
三
独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
の
項
及
び
独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
立
研
究
開
発
法
人
土
木
研
究
所

国
立
研
究
開
発
法
人
土
木
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
五
号
）

国
立
研
究
開
発
法
人
建
築
研
究
所

国
立
研
究
開
発
法
人
建
築
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
六
号
）

別
表
第
三
独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所
の
項
、
独
立
行
政
法
人
港
湾
空
港
技
術
研
究
所
の
項
及
び
独
立
行
政
法
人
電
子
航
法
研
究
所
の
項
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

国
立
研
究
開
発
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所

国
立
研
究
開
発
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
八
号
）

国
立
研
究
開
発
法
人
港
湾
空
港
技
術
研
究
所

国
立
研
究
開
発
法
人
港
湾
空
港
技
術
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
九
号
）
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国
立
研
究
開
発
法
人
電
子
航
法
研
究
所

国
立
研
究
開
発
法
人
電
子
航
法
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
十
号
）

別
表
第
三
独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
環
境
研
究
所

国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
環
境
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
十
六
号
）

「

独
立
行
政
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー

高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
法
律

律
第
九
十
三
号
）

独
立
行
政
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー

独
立
行
政
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

別
表
第
三
中

独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

独
立
行
政
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

独
立
行
政
法
人
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

「

（
平
成
二
十
年
法

国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー

高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
国
立
研
究
開
発
法
人

法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
九
十
三
号
）

国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー
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国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

を

国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
九

」

に
関
す
る

に
改
め
る
。

十
一
号
）
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」

（
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
法
の
一
部
改
正
）

第
六
十
七
条

独
立
行
政
法
人
造
幣
局
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を
「
（
行
政
執
行
法
人
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
第
四
項
」
に
、
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行

法
人
」
に
改
め
る
。

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
理
事
長
及
び
理
事
の
任
期
等
）

第
九
条

通
則
法
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
の
個
別
法
で
定
め
る
期
間
は
、
二
年
と
す
る
。

２

理
事
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

第
十
三
条
中
「
以
下
」
を
「
次
条
に
お
い
て
」
に
、
「
第
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
中
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の

最
後
の
事
業
年
度
に
係
る
」
を
「
毎
事
業
年
度
、
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
当
該
中
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
当
該
期
間
」
と

い
う
。
）
の
直
前
の
中
期
目
標
の
期
間
（
次
号
に
お
い
て
「
前
期
間
」
と
い
う
。
）
の
最
後
の
事
業
年
度
」
を
「
当
該
事
業
年
度
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お

い
て
「
対
象
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
の
直
前
の
事
業
年
度
（
次
号
に
お
い
て
「
前
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
当
該
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度
」
を
「

対
象
事
業
年
度
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
前
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度
」
を
「
前
事
業
年
度
」
に
、
「
当
該
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度
」
を
「
対
象
事
業
年

度
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
期
間
」
を
「
対
象
事
業
年
度
」
に
、
「
中
期
目
標
の
期
間
」
を
「
事
業
年
度
」
に
、
「
第
三
十
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け

た
中
期
計
画
」
を
「
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
事
業
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
前
各
項
」
を
「

前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
十
六
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
中
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
第
五
項
か
ら

第
七
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
七
条
第
二
項
を
削
る
。

第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
の
財
務
大
臣
の
命
令
）

第
十
八
条

財
務
大
臣
は
、
貨
幣
の
偽
造
に
対
処
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
そ
の
他
貨
幣
の
適
切
か
つ
確
実
な
製
造
の
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
造
幣
局
に
対
し
、
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
七
号
の
業
務
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。
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第
十
九
条

削
除

第
二
十
条
中
「
、
主
務
省
」
及
び
「
、
財
務
省
」
を
削
る
。

第
二
十
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
財
務
大
臣
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

（
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
法
の
一
部
改
正
）

第
六
十
八
条

独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を
「
（
行
政
執
行
法
人
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
第
四
項
」
に
、
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行

法
人
」
に
改
め
る
。

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
理
事
長
及
び
理
事
の
任
期
等
）

第
九
条

通
則
法
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
の
個
別
法
で
定
め
る
期
間
は
、
二
年
と
す
る
。

２

理
事
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

第
十
三
条
中
「
以
下
」
を
「
次
条
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
中
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の

最
後
の
事
業
年
度
に
係
る
」
を
「
毎
事
業
年
度
、
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
当
該
中
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
当
該
期
間
」
と

い
う
。
）
の
直
前
の
中
期
目
標
の
期
間
（
次
号
に
お
い
て
「
前
期
間
」
と
い
う
。
）
の
最
後
の
事
業
年
度
」
を
「
当
該
事
業
年
度
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お

い
て
「
対
象
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
の
直
前
の
事
業
年
度
（
次
号
に
お
い
て
「
前
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
当
該
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度
」
を
「

対
象
事
業
年
度
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
前
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度
」
を
「
前
事
業
年
度
」
に
、
「
当
該
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度
」
を
「
対
象
事
業
年

度
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
期
間
」
を
「
対
象
事
業
年
度
」
に
、
「
中
期
目
標
の
期
間
」
を
「
事
業
年
度
」
に
、
「
第
三
十
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け

た
中
期
計
画
」
を
「
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
事
業
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
前
各
項
」
を
「

前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
十
六
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
中
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
第
五
項
か
ら

第
七
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
七
条
第
二
項
を
削
る
。

第
十
八
条
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
九
第
一
項
」
に
、
「
中
期
目
標
」
を
「
年
度
目
標
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
十
九
条

削
除

第
二
十
条
の
見
出
し
中
「
要
請
」
を
「
命
令
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
実
施
す
べ
き
こ
と
を
要
請
す
る
」
を
「
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
「
財
務
大
臣
の
要
請
又
は
」
を
削
る
。

第
二
十
一
条
中
「
、
主
務
省
」
及
び
「
、
財
務
省
」
を
削
る
。

第
二
十
三
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
財
務
大
臣
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
十
九
条

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
五
条
第
二
項
中
「
か
ん
が
み
」
を
「
鑑
み
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
ロ
及
び
同
条
第
三
項
第
一
号
イ
中
「
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術

総
合
開
発
機
構
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
」
に
改
め
、
同
号
ハ
及
び
同
項
第
二
号
中
「
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル

ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
一
号
イ
中
「
独
立

行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
独
立

行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
」
に
改
め
る
。

第
八
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ホ
中
「
第
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
十
三
条
第
二
項
」
に
、
「
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
」

を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ホ
中
「
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術

総
合
開
発
機
構
法
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
」
に
、
「
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
」
を
「

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
」
に
、
「
第
二
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
九
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ホ
中
「
第
十
六
条
第
三
項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
三
条
第
三
項
の
」
を
「
第
十
三
条
第
二
項
の
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
第
一
号
リ
中
「
第
七
十
五
条
第
三
項
」
を
「
第
七
十
五
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
七
条
第
三
項
」
を
「
第
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
百
十
一
条
第
三
項
第
一
号
リ
及
び
同
条
第
四
項
第
一
号
ホ
中
「
第
十
六
条
第
三
項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
第
一
号
ヘ
中
「
独
立

行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
第
十
六
条
第
三
項
」
を
「
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
第
十
六
条
第
二
項
」
に
、
「
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構

法
第
十
六
条
第
三
項
」
を
「
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
法
第
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
百
十
四
条
第
九
項
中
「
第
十
六
条
第
三
項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
六
条
中
「
第
十
九
条
第
三
項
」
を
「
第
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
九
条
中
「
第
十
七
条
第
三
項
」
を
「
第
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
十
八
条
第
一
号
ニ
中
「
第
十
五
条
第
三
項
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。
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第
七
章

文
部
科
学
省
関
係

（
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
改
正
）

第
七
十
条

教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
及
び
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
及
び
行
政
執
行
法
人
」
に
、
「
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
第
二
条

第
四
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
」
に
、
「
指
定
特
定
独
立
行
政
法
人
（
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
指
定
行
政
執
行
法
人
（
行
政
執
行
法
人
」
に
、
「
指
定

特
定
独
立
行
政
法
人
の
」
を
「
指
定
行
政
執
行
法
人
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
る
。

（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
の
一
部
改
正
）

第
七
十
二
条

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
条

削
除

第
十
一
条
第
三
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
監
事
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
監
査
報
告
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
中
第
四
項
を
第
八
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

４

監
事
は
、
い
つ
で
も
、
役
員
（
監
事
を
除
く
。
）
及
び
職
員
に
対
し
て
事
務
及
び
事
業
の
報
告
を
求
め
、
又
は
事
業
団
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
の
調
査
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

監
事
は
、
事
業
団
が
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
認
可
、
承
認
、
認
定
及
び
届
出
に
係
る
書
類
並
び
に
報
告
書
そ
の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
書
類
を
文

部
科
学
大
臣
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

監
事
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
事
業
団
の
子
法
人
（
事
業
団
が
そ
の
経
営
を
支
配
し
て
い
る
法
人
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め

る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
て
事
業
の
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
子
法
人
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
の
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

前
項
の
子
法
人
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
報
告
又
は
調
査
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
理
事
長
等
へ
の
報
告
義
務
）

第
十
一
条
の
二

監
事
は
、
役
員
（
監
事
を
除
く
。
）
が
不
正
の
行
為
を
し
、
若
し
く
は
当
該
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
こ
の
法
律
若

し
く
は
他
の
法
令
に
違
反
す
る
事
実
若
し
く
は
著
し
く
不
当
な
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
理
事
長
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
文

部
科
学
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
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３

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
理
事
長
又
は
監
事
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
、
公
募
（
理
事
長
又
は
監
事
の
職
務
の
内
容
、

勤
務
条
件
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
公
示
し
て
行
う
候
補
者
の
募
集
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
活
用
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
募
に

よ
ら
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
透
明
性
を
確
保
し
つ
つ
、
候
補
者
の
推
薦
の
求
め
そ
の
他
の
適
任
と
認
め
る
者
を
任
命
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
役
員
」
を
「
理
事
長
及
び
理
事
」
に
改
め
、
同
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

監
事
の
任
期
は
、
そ
の
任
命
後
四
年
以
内
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
う
ち
最
終
の
も
の
に
関
す
る
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
の
財
務
諸
表
の

承
認
の
時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
監
事
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
十
三
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
役
員
の
忠
実
義
務
）

第
十
三
条
の
二

事
業
団
の
役
員
は
、
そ
の
業
務
に
つ
い
て
、
法
令
、
法
令
に
基
づ
い
て
す
る
文
部
科
学
大
臣
の
処
分
及
び
事
業
団
が
定
め
る
助
成
業
務
方
法
書
、

共
済
規
程
、
共
済
運
営
規
則
そ
の
他
の
規
則
を
遵
守
し
、
事
業
団
の
た
め
忠
実
に
そ
の
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
役
員
の
報
告
義
務
）

第
十
三
条
の
三

事
業
団
の
役
員
（
監
事
を
除
く
。
）
は
、
事
業
団
に
著
し
い
損
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
事
実
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、

当
該
事
実
を
監
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
役
員
等
の
損
害
賠
償
責
任
）

第
十
七
条
の
二

事
業
団
の
役
員
又
は
会
計
監
査
人
は
、
そ
の
任
務
を
怠
っ
た
と
き
は
、
事
業
団
に
対
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負

う
。

２

前
項
の
責
任
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
承
認
が
な
け
れ
ば
、
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
十
八
条
第
六
項
中
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
他
の
役
員
及
び
職
員
に
つ
い
て
の
依
頼
等
の
規
制
等
）

第
二
十
一
条
の
二

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
五
十
条
の
四
か
ら
第
五
十
条
の
九
ま
で
の
規
定
は
、
事
業
団
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
中
期
目
標
管
理
法
人
の
」
と
あ
り
、
及
び
「
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
の
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
私
立
学
校

振
興
・
共
済
事
業
団
の
」
と
、
「
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
と
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
と
」
と
、
「
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人

が
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
が
」
と
、
「
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
に
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
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に
」
と
、
「
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
団
役
職
員
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
同
法
第
五
十
条
の
四
第
二
項
第
一
号
及
び
第
五
号
、
第

三
項
並
び
に
第
五
項
、
第
五
十
条
の
六
、
第
五
十
条
の
七
第
一
項
、
第
五
十
条
の
八
第
三
項
並
び
に
第
五
十
条
の
九
中
「
政
令
」
と
あ
り
、
並
び
に
同
法
第
五

十
条
の
六
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
主
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
省
令
」
と
、
同
法
第
五
十
条
の
四
第
二
項
第
四
号
中
「
第
三
十
二
条
第
一
項
」
と

あ
る
の
は
「
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
二
条
第
一
項
」
と
、
同
号
及
び
同
項
第
五
号
並
び
に
同
法
第
五

十
条
の
八
第
三
項
中
「
主
務
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
」
と
、
同
法
第
五
十
条
の
四
第
二
項
第
五
号
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
五
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
総
務
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科

学
大
臣
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
こ
の
法
律
、
個
別
法
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
」
と
、
「
業
務
方
法
書
、
第
四
十
九
条
に
規

定
す
る
規
程
そ
の
他
の
規
則
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
助
成
業
務
方
法
書
、
同
法
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
共
済
規
程
、
同
法

第
二
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
共
済
運
営
規
則
そ
の
他
の
規
則
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
五
条
第
四
項
及
び
第
五
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

助
成
業
務
方
法
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

助
成
業
務
の
方
法

二

理
事
長
及
び
理
事
の
職
務
の
執
行
が
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
そ
の
他
事
業
団
の
助
成
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

三

そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項

５

前
項
の
規
定
は
、
共
済
運
営
規
則
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
助
成
業
務
」
と
あ
る
の
は
、
「
共
済
業

務
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
評
価
等
の
指
針
の
策
定
、
中
期
目
標
、
中
期
計
画
、
年
度
計
画
及
び
評
価
等
）

第
二
十
六
条

事
業
団
の
助
成
業
務
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
十
二
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
八
条
の
二
、
第
二
十
八
条
の
四
、
第
二
十
九
条
、

第
三
十
条
（
第
二
項
第
七
号
を
除
く
。
）
、
第
三
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
五
条
及
び
第
三
十
五
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
法
第
十
二
条
の
二
第
二
項
中
「
前
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
規
定
す
る
規
定
又
は
同
項
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る

の
は
「
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
に
意
見
を
述
べ
た
と
き
、

又
は
同
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
九
条
第
三
項
、
第
三
十
二
条
第
五
項
若
し
く
は
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
大
臣
に
」

と
、
同
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
、
第
三
十
五
条
の
四
第
一
項
の
中
長
期
目
標
及
び
第
三
十
五
条
の
九
第
一
項
の
年
度
目
標
の
策
定
並
び
に
」
と
あ
る

の
は
「
の
策
定
及
び
」
と
、
同
項
及
び
同
条
第
三
項
中
「
第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
十
五
条
の
十
一
第
一
項

及
び
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
二
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
、
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
、
第
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三
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
二
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
並
び
に
第
三
十
五
条
（
第
五
項
を
除
く
。
）
中
「
主
務
大
臣
」
と

あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
」
と
、
同
法
第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
中
「
と
き
は
、
総
合
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
会
議
が
次
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
す

る
研
究
開
発
の
事
務
及
び
事
業
に
関
す
る
事
項
に
係
る
指
針
の
案
の
内
容
を
適
切
に
反
映
す
る
と
と
も
に
」
と
あ
る
の
は
「
と
き
は
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「

中
期
目
標
、
第
三
十
五
条
の
四
第
一
項
の
中
長
期
目
標
及
び
第
三
十
五
条
の
九
第
一
項
の
年
度
目
標
」
と
あ
る
の
は
「
中
期
目
標
」
と
、
同
法
第
二
十
八
条
の

四
中
「
独
立
行
政
法
人
」
と
あ
り
、
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
、
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
三
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項

並
び
に
第
三
十
五
条
第
四
項
中
「
中
期
目
標
管
理
法
人
」
と
あ
り
、
並
び
に
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
、
第
三
十
二
条
第
四
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
三
十
五

条
第
一
項
中
「
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
」
と
、
同
法
第
二
十
八
条
の
四
中
「
第
三
十
二
条
第
一
項
、

第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
三
十
五
条
の
十
一
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
二
条
第
一
項
」
と
、
「
年
度
計
画
、

第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
の
中
長
期
計
画
及
び
第
三
十
五
条
の
八
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
十
一
条
第
一
項
の
年
度
計
画
又
は
第
三
十
五
条
の
十

第
一
項
の
事
業
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
年
度
計
画
」
と
、
同
法
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
八
号
、
第
三
十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
二
条
第
二
項
中

「
主
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
省
令
」
と
、
同
法
第
三
十
条
第
二
項
第
五
号
中
「
不
要
財
産
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
不
要
財
産
（
日
本
私
立
学
校
振

興
・
共
済
事
業
団
法
第
三
十
八
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
不
要
財
産
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
」
と
、

同
法
第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
の
継
続
又
は
組
織
の
存
続
の
必
要
性
」
と
あ
る
の
は
「
を
継
続
さ
せ
る
必
要
性
、
組
織
の
在
り
方
」
と
、
「
業
務
の
廃
止
若
し

く
は
移
管
又
は
組
織
の
廃
止
そ
の
他
の
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
に
関
し
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
こ
れ
に
」
の
下
に
「
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
た
」
を
加
え
、
「
を
添
え
、
監
事
の
意
見
を
付
け
て
」
を
「

並
び
に
監
査
報
告
書
及
び
会
計
監
査
報
告
書
を
添
付
し
て
」
に
、
「
次
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
監

事
の
意
見
を
付
け
て
」
を
「
監
査
報
告
書
及
び
会
計
監
査
報
告
書
を
添
付
し
て
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
同
項
の
監
事
の
意
見
を
記

載
し
た
書
面
」
を
「
監
査
報
告
書
及
び
会
計
監
査
報
告
書
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４

事
業
団
は
、
第
一
項
の
附
属
明
細
書
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
代
え
て
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い

ず
れ
か
に
よ
り
公
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
す
る
方
法

二

電
子
公
告
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
文
部

科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
公
告
す
べ
き
内
容
で
あ
る
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
で
あ
っ
て
文
部

科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
を
と
る
公
告
の
方
法
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

５

事
業
団
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
公
告
に
よ
る
公
告
を
す
る
場
合
に
は
、
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
期
間
、
継
続
し
て
当
該
公
告
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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第
三
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
会
計
監
査
人
の
監
査
）

第
三
十
二
条
の
二

独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
三
十
九
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
事
業
団
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
三

十
九
条
第
一
項
中
「
独
立
行
政
法
人
（
そ
の
資
本
の
額
そ
の
他
の
経
営
の
規
模
が
政
令
で
定
め
る
基
準
に
達
し
な
い
独
立
行
政
法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
」
と
、
「
財
務
諸
表
」
と
あ
る
の
は
「
財
務
諸
表
（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事

業
団
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
諸
表
を
い
う
。
第
四
十
一
条
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
事
業
報
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
業

務
報
告
書
」
と
、
「
主
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
省
令
」
と
、
「
会
計
監
査
報
告
」
と
あ
る
の
は
「
会
計
監
査
報
告
書
」
と
、
同
条
第
二
項
第
二
号

中
「
総
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
省
令
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
子
法
人
に
」
と
あ
る
の
は
「
子
法
人
（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
第

十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
子
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
」
と
、
同
法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
こ
の
法
律
、
個
別
法
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
私

立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
」
と
、
同
法
第
四
十
条
及
び
第
四
十
三
条
中
「
主
務
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
」
と
、
同
法
第
四
十
二
条
中
「
財

務
諸
表
承
認
日
」
と
あ
る
の
は
「
財
務
諸
表
承
認
日
（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
の
財
務
諸
表
の
承
認

の
日
を
い
う
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
七
条
第
七
項
を
削
り
、
同
条
中
第
八
項
を
第
七
項
と
し
、
第
九
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
三
十
八
条
第
二
項
を
削
る
。

第
三
十
八
条
の
二
中
「
を
い
う
」
の
下
に
「
。
た
だ
し
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
所
管
す
る
独
立
行
政
法
人
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
と
す

る
」
を
加
え
、
「
第
五
項
ま
で
」
を
「
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
、
「
第
二
項
た
だ
し
書
中
」
の
下
に
「
「
中
期
目
標
管
理
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
私
立
学
校

振
興
・
共
済
事
業
団
」
と
、
」
を
加
え
、
「
「
第
三
十
条
第
二
項
第
四
号
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
二
項
第
四
号
の
二
」
を
「
「
第
三
十
条
第
二
項
第
五

号
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
二
項
第
五
号
」
に
、
「
同
条
第
五
項
中
「
評
価
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
」
を
「
「
、

国
立
研
究
開
発
法
人
の
中
長
期
計
画
に
お
い
て
第
三
十
五
条
の
五
第
二
項
第
五
号
の
計
画
を
定
め
た
場
合
又
は
行
政
執
行
法
人
の
事
業
計
画
に
お
い
て
第
三
十
五

条
の
十
第
三
項
第
五
号
の
計
画
を
定
め
た
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
で
あ
っ
て
、
そ
の
計
画
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
第
一
項
中
「
第
五
十
二
条
及
び
第
五
十
三
条
」
を
「
第
五
十
条
の
二
」
に
、
「
同
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」

を
「
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
中
期
目
標
管
理
法
人
」
に
、
「
当
該
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
」
に
、
「
同
条
第
二
項
及
び
同

法
第
五
十
三
条
」
を
「
同
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
、
同
法
第
五
十
二
条
第
三
項
中
「
実
績
及
び
中
期
計
画
の
第
三
十
条
第
二
項
第
三
号
の
人
件
費
の
見
積
り
」

と
あ
る
の
は
「
実
績
」
と
、
同
法
第
五
十
三
条
中
「
評
価
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
」
と
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項

中
「
第
六
十
三
条
」
を
「
第
五
十
条
の
十
」
に
、
「
特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
独
立
行
政
法
人
」
を
「
中
期
目
標
管
理
法
人
」
に
改
め
、
「
と
あ
り
、
並
び
に

同
条
第
三
項
中
「
当
該
独
立
行
政
法
人
」
」
を
削
り
、
「
同
条
第
二
項
」
を
「
同
項
」
に
改
め
、
「
文
部
科
学
大
臣
」
と
」
の
下
に
「
、
同
条
第
三
項
中
「
一
般
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職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
適
用
を
受
け
る
国
家
公
務
員
の
給
与
等
、
民
間
企
業
の
従
業
員
の
給
与
等
、
当
該
中

期
目
標
管
理
法
人
の
業
務
の
実
績
並
び
に
職
員
の
職
務
の
特
性
及
び
雇
用
形
態
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業

団
の
業
務
の
実
績
を
考
慮
し
、
か
つ
、
社
会
一
般
の
情
勢
に
適
合
し
た
も
の
と
な
る
よ
う
に
」
と
」
を
加
え
る
。

第
四
十
四
条
中
「
第
六
十
五
条
」
を
「
第
三
十
五
条
の
三
」
に
、
「
「
独
立
行
政
法
人
」
を
「
「
中
期
目
標
管
理
法
人
」
に
、
「
同
条
第
一
項
中
「
当
該
独
立

行
政
法
人
」
を
「
「
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
」
に
改
め
、
「
同
項
中
」
を
削
る
。

第
四
十
六
条
第
一
号
中
「
第
十
項
」
を
「
第
九
項
」
に
、
「
第
三
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
八
条
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
第
十
一
号
中
「
第
六
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
三
」
に
、
「
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
」
を
「
文
部
科
学
大
臣
の
命

令
に
違
反
し
た
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
三
号
と
し
、
同
条
中
第
十
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
一
号
と
し
、
同
条
第
八
号
中
「
第
三
十
二
条
第

四
項
」
を
「
第
三
十
二
条
第
三
項
」
に
、
「
若
し
く
は
監
事
の
意
見
を
記
載
し
た
書
面
」
を
「
、
監
査
報
告
書
又
は
会
計
監
査
報
告
書
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条

第
十
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
第
三
十
三
条
」
を
「
第
三
十
二
条
第
二
項
」
に
、
「
事
業
報
告
書
」
を
「
報
告
書
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同

条
第
六
号
中
「
第
三
十
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
条
第
三
項
又
は
第
三
十
二
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
中
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、

第
四
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五

第
十
一
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
三
十
二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
妨

げ
た
と
き
。

六

第
二
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

第
四
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

事
業
団
の
子
法
人
の
役
員
が
第
十
一
条
第
六
項
又
は
第
三
十
二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調

査
を
妨
げ
た
と
き
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
法
の
一
部
改
正
）

第
八
十
一
条

独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
法

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で
の
規
定
中
「
独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
」
に
改
め
、
同
条
の

次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
国
立
研
究
開
発
法
人
）

第
三
条
の
二

研
究
所
は
、
通
則
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
立
研
究
開
発
法
人
と
す
る
。
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第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
理
事
の
任
期
）

第
八
条

理
事
の
任
期
は
、
当
該
理
事
に
つ
い
て
理
事
長
が
定
め
る
期
間
（
そ
の
末
日
が
通
則
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
理
事
長
の
任
期
の
末

日
以
前
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

第
十
一
条
中
「
独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
法
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
六
号

）
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
中
期
目
標
の
期
間
」
を
「
中
長
期
目
標
の
期
間
」
に
、

「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
」
に
、
「
中
期
計
画
」
を
「
中
長
期
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
あ
ら
か
じ
め
、
文
部
科
学
省

の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
」
を
削
る
。

第
十
七
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
八
十
五
条

独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
立
研
究
開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法

第
一
条
、
第
三
条
及
び
第
四
条
中
「
独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。

（
国
立
研
究
開
発
法
人
）

第
四
条
の
二

機
構
は
、
通
則
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
立
研
究
開
発
法
人
と
す
る
。

第
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
理
事
の
任
期
）

第
十
二
条

理
事
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

第
十
五
条
中
「
独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
」
に
改
め

る
。第

二
十
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
中
期
目
標
の
期
間
」
を
「
中
長
期
目
標
の
期
間
」
に
、

「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
」
に
、
「
中
期
計
画
」
を
「
中
長
期
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
あ
ら
か
じ
め
、
文
部
科
学
省

の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
」
を
削
る
。
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第
二
十
三
条
中
「
、
主
務
省
」
及
び
「
、
文
部
科
学
省
」
を
削
る
。

附
則
第
五
条
の
二
第
三
項
中
「
第
四
号
」
を
「
第
七
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
の
四
の
見
出
し
を
「
（
中
長
期
目
標
及
び
中
長
期
計
画
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
四
第
一

項
」
に
、
「
中
期
目
標
」
を
「
中
長
期
目
標
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
」
に
、
「
中
期
計
画
」
を
「
中

長
期
計
画
」
に
改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
法
の
一
部
改
正
）

第
八
十
七
条

独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
立
研
究
開
発
法
人
理
化
学
研
究
所
法

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で
の
規
定
中
「
独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
理
化
学
研
究
所
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

え
る
。

（
国
立
研
究
開
発
法
人
）

第
三
条
の
二

研
究
所
は
、
通
則
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
立
研
究
開
発
法
人
と
す
る
。

第
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
理
事
の
任
期
）

第
十
一
条

理
事
の
任
期
は
、
当
該
理
事
に
つ
い
て
理
事
長
が
定
め
る
期
間
（
そ
の
末
日
が
通
則
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
理
事
長
の
任
期
の

末
日
以
前
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

第
十
三
条
中
「
独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
法
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
理
化
学
研
究
所
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
、
中
期
目
標
の
期
間
」
を
「
、
通
則
法
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
長
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
中
長
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
当
該
中
期
目
標
の
期
間
」
を
「
当
該
中
長
期
目
標
の
期
間
」
に
、
「
次
の
中
期
目
標
の
期
間
」
を
「
次
の
中
長

期
目
標
の
期
間
」
に
、
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
」
に
、
「
中
期
計
画
」
を
「
中
長
期
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
あ
ら

か
じ
め
、
文
部
科
学
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
」
を
削
る
。

第
十
八
条
第
三
項
中
「
、
あ
ら
か
じ
め
、
文
部
科
学
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
」
を
削
る
。

第
二
十
条
中
「
、
主
務
省
」
及
び
「
、
文
部
科
学
省
」
を
削
る
。

（
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
八
十
八
条

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
立
研
究
開
発
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法

第
一
条
、
第
三
条
及
び
第
四
条
中
「
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
」
に
改
め
、
同
条
の
次

に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
国
立
研
究
開
発
法
人
）

第
四
条
の
二

機
構
は
、
通
則
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
立
研
究
開
発
法
人
と
す
る
。

第
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
副
理
事
長
及
び
理
事
の
任
期
）

第
十
二
条

副
理
事
長
及
び
理
事
の
任
期
は
、
当
該
副
理
事
長
及
び
理
事
に
つ
い
て
理
事
長
が
定
め
る
期
間
（
そ
の
末
日
が
通
則
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
理
事
長
の
任
期
の
末
日
以
前
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

第
十
五
条
中
「
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
一
号

）
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
中
期
目
標
（
」
を
「
通
則
法
第
三
十
五
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
中
長
期
目
標
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
中
長
期
目
標
」
と
い

い
、
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
中
期
目
標
」
を
「
中
長
期
目
標
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
中
「
中
期
目
標
」
を
「
中
長
期
目
標
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
、
中
期
目
標
の
期
間
」
を
「
、
通
則
法
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
長
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
中
長
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
当
該
中
期
目
標
の
期
間
」
を
「
当
該
中
長
期
目
標
の
期
間
」
に
、
「
次
の
中
期
目
標
の
期
間
」
を
「
次
の
中

長
期
目
標
の
期
間
」
に
、
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
」
に
、
「
中
期
計
画
」
を
「
中
長
期
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、

同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と

す
る
。

第
二
十
六
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
二
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条

削
除

（
独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
九
十
二
条

独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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国
立
研
究
開
発
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
法

第
一
条
、
第
三
条
及
び
第
四
条
中
「
独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。

（
国
立
研
究
開
発
法
人
）

第
四
条
の
二

機
構
は
、
通
則
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
立
研
究
開
発
法
人
と
す
る
。

第
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
理
事
の
任
期
）

第
十
二
条

理
事
の
任
期
は
、
当
該
理
事
に
つ
い
て
理
事
長
が
定
め
る
期
間
（
そ
の
末
日
が
通
則
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
理
事
長
の
任
期
の

末
日
以
前
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

第
十
四
条
中
「
独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
法
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
、
中
期
目
標
の
期
間
」
を
「
、
通
則
法
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
長
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
中
長
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
当
該
中
期
目
標
の
期
間
」
を
「
当
該
中
長
期
目
標
の
期
間
」
に
、
「
次
の
中
期
目
標
の
期
間
」
を
「
次
の
中
長

期
目
標
の
期
間
」
に
、
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
」
に
、
「
中
期
計
画
」
を
「
中
長
期
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
あ
ら

か
じ
め
、
文
部
科
学
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
」
を
削
る
。

第
二
十
一
条
中
「
、
主
務
省
」
及
び
「
、
文
部
科
学
省
」
を
削
る
。

（
国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
改
正
）

第
九
十
三
条

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
・
第
三
十
一
条
」
を
「
―
第
三
十
一
条
の
四
」
に
、
「
第
三
十
五
条
」
を
「
第
三
十
四
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
八
項
中
「
第
四
十
八
条
第
一
項
本
文
」
を
「
第
四
十
八
条
本
文
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
四
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
監
事
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
中
第
五
項
を
第
九
項
と
し
、
第
四
項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

５

監
事
は
、
い
つ
で
も
、
役
員
（
監
事
を
除
く
。
）
及
び
職
員
に
対
し
て
事
務
及
び
事
業
の
報
告
を
求
め
、
又
は
国
立
大
学
法
人
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
の

調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

監
事
は
、
国
立
大
学
法
人
が
こ
の
法
律
又
は
準
用
通
則
法
の
規
定
に
よ
る
認
可
、
承
認
、
認
定
及
び
届
出
に
係
る
書
類
並
び
に
報
告
書
そ
の
他
の
文
部
科
学

省
令
で
定
め
る
書
類
を
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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７

監
事
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
国
立
大
学
法
人
の
子
法
人
（
国
立
大
学
法
人
が
そ
の
経
営
を
支
配
し
て
い
る
法
人
と
し
て
文
部
科

学
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
対
し
て
事
業
の
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
子
法
人
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
の
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

前
項
の
子
法
人
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
報
告
又
は
調
査
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
学
長
等
へ
の
報
告
義
務
）

第
十
一
条
の
二

監
事
は
、
役
員
（
監
事
を
除
く
。
）
が
不
正
の
行
為
を
し
、
若
し
く
は
当
該
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
こ
の
法
律
若

し
く
は
他
の
法
令
に
違
反
す
る
事
実
若
し
く
は
著
し
く
不
当
な
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
学
長
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
文
部

科
学
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
第
三
項
中
「
二
年
」
を
「
そ
の
任
命
後
四
年
以
内
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
う
ち
最
終
の
も
の
に
関
す
る
準
用
通
則
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
同
項
の
財
務
諸
表
の
承
認
の
時
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
中
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
三
項
と
す
る
。

第
二
十
五
条
第
四
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
監
事
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
監
査
報
告
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
五
条
中
第
五
項
を
第
九
項
と
し
、
第
四
項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

５

監
事
は
、
い
つ
で
も
、
役
員
（
監
事
を
除
く
。
）
及
び
職
員
に
対
し
て
事
務
及
び
事
業
の
報
告
を
求
め
、
又
は
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
の
業
務
及
び
財
産

の
状
況
の
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

監
事
は
、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
が
こ
の
法
律
又
は
準
用
通
則
法
の
規
定
に
よ
る
認
可
、
承
認
、
認
定
及
び
届
出
に
係
る
書
類
並
び
に
報
告
書
そ
の
他
の

文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
書
類
を
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

監
事
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
の
子
法
人
（
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
が
そ
の
経
営
を
支
配
し
て
い
る

法
人
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
対
し
て
事
業
の
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
子
法
人
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
の
調
査
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

８

前
項
の
子
法
人
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
報
告
又
は
調
査
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
機
構
長
等
へ
の
報
告
義
務
）

第
二
十
五
条
の
二

監
事
は
、
役
員
（
監
事
を
除
く
。
）
が
不
正
の
行
為
を
し
、
若
し
く
は
当
該
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
こ
の
法
律

若
し
く
は
他
の
法
令
に
違
反
す
る
事
実
若
し
く
は
著
し
く
不
当
な
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
機
構
長
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
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文
部
科
学
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
九
条
第
三
項
を
削
る
。

第
三
章
中
第
三
十
一
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
各
事
業
年
度
に
係
る
業
務
の
実
績
等
に
関
す
る
評
価
等
）

第
三
十
一
条
の
二

国
立
大
学
法
人
等
は
、
毎
事
業
年
度
の
終
了
後
、
当
該
事
業
年
度
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
年
度
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
評
価
委
員
会
の
評
価
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
年
度
以
外
の
事
業
年
度

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績

二

中
期
目
標
の
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度
の
前
々
事
業
年
度

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
及
び
中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
に
見
込
ま
れ
る
中

期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績

三

中
期
目
標
の
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実
績
及
び
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績

２

国
立
大
学
法
人
等
は
、
前
項
の
評
価
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
各
事
業
年
度
の
終
了
後
三
月
以
内
に
、
同

項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
事
項
及
び
当
該
事
項
に
つ
い
て
自
ら
評
価
を
行
っ
た
結
果
を
明
ら
か
に
し
た
報
告
書
を
、
評
価
委
員
会
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

国
立
大
学
法
人
等
は
、
遅
滞
な
く
、
前
項
の
報
告
書
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
一
条
の
三

評
価
委
員
会
に
よ
る
前
条
第
一
項
の
評
価
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る

事
項
に
つ
い
て
総
合
的
な
評
定
を
付
し
て
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
各
号
に
規
定
す
る
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の
実

績
に
関
す
る
評
価
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
中
期
計
画
の
実
施
状
況
の
調
査
及
び
分
析
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
考
慮
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
に
見
込
ま
れ
る
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
又
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
中
期
目

標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
に
あ
っ
て
は
、
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
に
対
し
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与

機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
実
施
を
要
請
し
、
当
該
評
価
の
結
果
を
尊
重
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

評
価
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
評
価
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
国
立
大
学
法
人
等
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時

に
見
込
ま
れ
る
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
国
立
大
学
法
人
等
及
び
独
立
行
政
法
人
評
価
制

度
委
員
会
（
第
四
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
評
価
制
度
委
員
会
」
と
い
う
。
）
）
に
対
し
て
、
そ
の
評
価
の
結
果
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
評
価
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
国
立
大
学
法
人
等
に
対
し
、
業
務
運
営
の
改
善
そ
の
他
の
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

評
価
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
通
知
に
係
る
事
項
（
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
場
合
に
あ
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っ
て
は
、
そ
の
通
知
に
係
る
事
項
及
び
そ
の
勧
告
の
内
容
）
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

評
価
制
度
委
員
会
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
評
価
委
員
会
に
対
し
、
意
見
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
評
価
制
度
委
員
会
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
意
見
の
内
容
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
の
検
討
）

第
三
十
一
条
の
四

文
部
科
学
大
臣
は
、
評
価
委
員
会
が
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
に
見
込
ま
れ
る
中
期
目
標

の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
を
行
っ
た
と
き
は
、
中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
ま
で
に
、
当
該
国
立
大
学
法
人
等
の
業
務
を
継
続
さ
せ
る
必

要
性
、
組
織
の
在
り
方
そ
の
他
そ
の
組
織
及
び
業
務
の
全
般
に
わ
た
る
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
当
該
国
立
大
学
法
人
等
に
関
し
所
要
の
措
置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
討
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

文
部
科
学
大
臣
は
、
第
一
項
の
検
討
の
結
果
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
り
講
ず
る
措
置
の
内
容
を
評
価
制
度
委
員
会
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４

評
価
制
度
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
国
立
大
学
法
人
等
の
中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
ま
で
に
、
当
該
国
立
大
学
法
人
等

の
主
要
な
事
務
及
び
事
業
の
改
廃
に
関
し
、
文
部
科
学
大
臣
に
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
評
価
制
度
委
員
会
は
、
遅
滞
な
く
、
当

該
勧
告
の
内
容
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

評
価
制
度
委
員
会
は
、
前
項
の
勧
告
を
し
た
と
き
は
、
文
部
科
学
大
臣
に
対
し
、
そ
の
勧
告
に
基
づ
い
て
講
じ
た
措
置
及
び
講
じ
よ
う
と
す
る
措
置
に
つ
い

て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
三
十
三
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
又
は
第
二
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
中
第
五
項
を
第
四
項
と

し
、
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
三
十
四
条
第
二
項
を
削
る
。

第
五
章
中
第
三
十
五
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
違
法
行
為
等
の
是
正
）

第
三
十
四
条
の
二

文
部
科
学
大
臣
は
、
国
立
大
学
法
人
等
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
職
員
が
、
不
正
の
行
為
若
し
く
は
こ
の
法
律
若
し
く
は
他
の
法
令
に
違
反

す
る
行
為
を
し
、
又
は
当
該
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
国
立
大
学
法
人
等
に
対
し
、
当
該
行
為
の
是
正
の
た
め
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２

国
立
大
学
法
人
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文
部
科
学
大
臣
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
行
為
の
是
正
そ
の
他
の
必
要
と
認
め
る
措
置
を
講

ず
る
と
と
も
に
、
当
該
措
置
の
内
容
を
文
部
科
学
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
五
条
の
表
以
外
の
部
分
中
「
第
十
七
条
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
二
十
一
条
の
四
、
第
二
十
一
条
の
五
」
を
加
え
、
「
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
」
を
「
、

第
二
十
五
条
、
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
六
条
」
に
改
め
、
「
第
二
十
八
条
」
の
下
に
「
、
第
二
十
八
条
の
四
」
を
加
え
、
「
か
ら
第
四

十
条
ま
で
、
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
、
第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
、
第
六
十
一
条
及

び
第
六
十
三
条
か
ら
第
六
十
六
条
ま
で
」
を
「
、
第
三
十
六
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
、
第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十
条
の
十
ま
で
、
第
六
十
四
条
並
び
に
第
六
十

六
条
」
に
改
め
、
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
の
下
に
「
（
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
「
評
価
委
員
会
」
と
あ
り
、
及
び
「
当
該
評

価
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
国
立
大
学
法
人
評
価
委
員
会
」
を
「
「
中
期
目
標
管
理
法
人
の
」
と
あ
る
の
は
「
国
立
大
学
法
人
等
の
」
と
、
「
中
期
目
標
管
理
法

人
は
」
と
あ
る
の
は
「
国
立
大
学
法
人
等
は
」
と
、
「
中
期
目
標
管
理
法
人
と
」
と
あ
る
の
は
「
国
立
大
学
法
人
等
と
」
と
、
「
中
期
目
標
管
理
法
人
が
」
と
あ

る
の
は
「
国
立
大
学
法
人
等
が
」
と
、
「
中
期
目
標
管
理
法
人
に
」
と
あ
る
の
は
「
国
立
大
学
法
人
等
に
」
と
、
「
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
」
と
あ
る
の
は

「
国
立
大
学
法
人
等
役
職
員
」
に
改
め
、
同
条
の
表
第
十
五
条
第
二
項
、
第
十
六
条
及
び
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
の
項
中
「
及
び
第
二
十
四
条
か
ら

第
二
十
六
条
ま
で
」
を
「
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
六
条
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
十
八
条
第
二
項

個
別
法

国
立
大
学
法
人
法

第
二
十
八
条
の
四

第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は

国
立
大
学
法
人
法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項

第
二
項
又
は
第
三
十
五
条
の
十
一
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

第
三
十
条
第
一
項
の
中
期
計
画
及
び
第
三
十
一
条
第
一
項
の

同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
期
計
画
（
以
下

年
度
計
画
、
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
の
中
長
期
計
画
及
び

「
中
期
計
画
」
と
い
う
。
）
及
び
第
三
十
一
条
第
一
項
の

第
三
十
五
条
の
八
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
十

年
度
計
画

一
条
第
一
項
の
年
度
計
画
又
は
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
の

事
業
計
画

第
三
十
五
条
の
表
第
三
十
一
条
第
一
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
三
十
一
条
第
一
項

中
期
目
標
管
理
法
人

国
立
大
学
法
人
等
（
国
立
大
学
法
人
法
第
二
条
第
五
項
に

規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

前
条
第
一
項

同
法
第
三
十
一
条
第
一
項

主
務
省
令

文
部
科
学
省
令

主
務
大
臣

文
部
科
学
大
臣

第
三
十
五
条
の
表
第
三
十
三
条
の
項
及
び
第
三
十
四
条
第
二
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
三
十
八
条
第
二
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
二
項

（
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
会
計
監
査
人
の
監
査
を
受
け

及
び
会
計
監
査
報
告

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
独
立
行
政
法
人
に
あ
っ
て
は
、
監
査
報

告
及
び
会
計
監
査
報
告
。
以
下
同
じ
。
）

第
三
十
五
条
の
表
第
三
十
八
条
第
四
項
の
項
中
「
第
三
十
八
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
八
条
第
三
項
」
に
、
「
及
び
監
事
」
を
「
及
び
監
査
報
告
」
に
、
「
監

事
及
び
会
計
監
査
人
」
を
「
監
査
報
告
及
び
会
計
監
査
報
告
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
十
八
条
第
四
項
第
二
号

総
務
省
令

文
部
科
学
省
令

第
三
十
五
条
の
表
第
三
十
九
条
の
項
中
「
第
三
十
九
条
」
を
「
第
三
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
除
く
」
の
下
に
「
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
」
を
加

え
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
十
九
条
第
二
項
第
二
号

総
務
省
令

文
部
科
学
省
令

第
三
十
九
条
第
三
項

子
法
人
に

子
法
人
（
国
立
大
学
法
人
法
第
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す
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る
国
立
大
学
法
人
の
子
法
人
及
び
同
法
第
二
十
五
条
第
七

項
に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
の
子
法
人
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に

第
三
十
九
条
の
二
第
一
項

個
別
法

国
立
大
学
法
人
法

第
三
十
五
条
の
表
第
四
十
一
条
第
一
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
四
十
四
条
第
三
項
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
四
十
二
条

財
務
諸
表
承
認
日

財
務
諸
表
承
認
日
（
国
立
大
学
法
人
法
第
三
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項

の
財
務
諸
表
の
承
認
の
日
を
い
う
。
）

第
三
十
五
条
の
表
第
四
十
四
条
第
三
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
三
項

中
期
目
標
管
理
法
人
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人

国
立
大
学
法
人
等

第
三
十
条
第
一
項

国
立
大
学
法
人
法
第
三
十
一
条
第
一
項

同
項
の
中
期
計
画

中
期
計
画

同
条
第
二
項
第
七
号
又
は
中
長
期
計
画
（
第
三
十
五
条
の
五

同
条
第
二
項
第
六
号

第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
同
項
の
中
長
期
計
画
（
同
項
後
段

の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
変
更

後
の
も
の
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
第
三
十
五
条
の
五

第
二
項
第
七
号
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第
三
十
五
条
の
表
第
四
十
四
条
第
五
項
の
項
中
「
第
四
十
四
条
第
五
項
」
を
「
第
四
十
四
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
表
第
四
十
五
条
第
一
項
の
項
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
第
一
項

第
三
十
条
第
二
項
第
四
号
、
国
立
研
究
開
発
法
人
の
中
長
期

国
立
大
学
法
人
法
第
三
十
一
条
第
二
項
第
四
号

計
画
の
第
三
十
五
条
の
五
第
二
項
第
四
号
又
は
行
政
執
行
法

人
の
事
業
計
画
（
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
の
認
可
を
受
け

た
同
項
の
事
業
計
画
（
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認

可
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
第
三
十
五
条
の
十
第
三
項
第
四
号

第
三
十
五
条
の
表
第
四
十
五
条
第
五
項
の
項
中
「
第
四
十
五
条
第
五
項
」
を
「
第
四
十
五
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
四
十
六
条
第
二
項

中
期
計
画
、
国
立
研
究
開
発
法
人
の
中
長
期
計
画
又
は
行
政

中
期
計
画

執
行
法
人
の
事
業
計
画

第
三
十
五
条
の
表
第
四
十
八
条
第
一
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条

不
要
財
産
以
外
の
重
要
な
財
産

重
要
な
財
産

第
三
十
条
第
二
項
第
六
号
の
計
画
を
定
め
た
場
合
、
国
立
研

国
立
大
学
法
人
法
第
三
十
一
条
第
二
項
第
五
号
の
計
画
を

究
開
発
法
人
の
中
長
期
計
画
に
お
い
て
第
三
十
五
条
の
五
第

定
め
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の

二
項
第
六
号
の
計
画
を
定
め
た
場
合
又
は
行
政
執
行
法
人
の

事
業
計
画
に
お
い
て
第
三
十
五
条
の
十
第
三
項
第
六
号
の
計

画
を
定
め
た
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の

第
三
十
五
条
の
表
第
五
十
条
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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第
五
十
条
の
四
第
二
項
第
一
号

政
令

文
部
科
学
省
令

第
五
十
条
の
四
第
二
項
第
三
号

の
研
究
者

に
お
い
て
専
ら
研
究
又
は
教
育
に
従
事
す
る
者

研
究
に

研
究
又
は
教
育
に

第
五
十
条
の
四
第
二
項
第
四
号

第
三
十
二
条
第
一
項

国
立
大
学
法
人
法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項

第
五
十
条
の
四
第
二
項
第
五
号

第
三
十
五
条
第
一
項

国
立
大
学
法
人
法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項

政
令

文
部
科
学
省
令

第
五
十
条
の
四
第
三
項

政
令

文
部
科
学
省
令

第
五
十
条
の
四
第
四
項

総
務
大
臣

文
部
科
学
大
臣

第
五
十
条
の
四
第
五
項

政
令

文
部
科
学
省
令

第
五
十
条
の
四
第
六
項

個
別
法

国
立
大
学
法
人
法

第
五
十
条
の
六
、
第
五
十
条
の
七

政
令

文
部
科
学
省
令

第
一
項
、
第
五
十
条
の
八
第
三
項

及
び
第
五
十
条
の
九

第
三
十
五
条
の
表
第
五
十
二
条
第
三
項
の
項
及
び
第
六
十
五
条
第
一
項
の
項
を
削
る
。
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第
三
十
六
条
第
二
号
中
「
第
六
項
」
を
「
第
五
項
」
に
、
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
」
に
、
「
第
四
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
」

に
改
め
る
。

第
四
十
条
中
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
十
二
号
と
し
、
同
条
第
九
号
中
「
第
三
十
八
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
八
条
第
三
項
」
に
、
「
若
し
く
は
監
事

及
び
会
計
監
査
人
の
意
見
を
記
載
し
た
書
面
」
を
「
、
監
査
報
告
又
は
会
計
監
査
報
告
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
一
号
と
し
、
同
条
中
第
八
号
を
削
り
、
第

七
号
を
第
十
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

八

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
の
提
出
を
せ
ず
、
又
は
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
て
報

告
書
を
提
出
し
た
と
き
。

九

第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
又
は
準
用
通
則
法
第
五
十
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

第
四
十
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

第
十
一
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
若
し
く
は
第
二
十
五
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
準
用
通
則
法
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
妨

げ
た
と
き
。

第
四
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
の
子
法
人
又
は
第
二
十
五
条
第
七
項
に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
の
子
法
人
の
役
員
が
第
十
一
条

第
七
項
若
し
く
は
第
二
十
五
条
第
七
項
又
は
準
用
通
則
法
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
妨
げ
た
と
き
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

附
則
第
十
四
条
第
一
項
中
「
同
条
の
表
第
四
十
五
条
第
五
項
の
項
」
を
「
同
条
の
表
第
四
十
五
条
第
四
項
の
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
備
考
第
二
号
中
「
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
」
に
改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
九
十
七
条

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法

第
一
条
、
第
三
条
及
び
第
四
条
中
「
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
」
に
改
め
、
同
条

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
国
立
研
究
開
発
法
人
）

第
四
条
の
二

機
構
は
、
通
則
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
立
研
究
開
発
法
人
と
す
る
。

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
副
理
事
長
及
び
理
事
の
任
期
）
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第
十
三
条

副
理
事
長
及
び
理
事
の
任
期
は
、
当
該
副
理
事
長
及
び
理
事
に
つ
い
て
理
事
長
が
定
め
る
期
間
（
そ
の
末
日
が
通
則
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
理
事
長
の
任
期
の
末
日
以
前
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

第
十
四
条
第
二
項
中
「
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百

五
十
五
号
）
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
、
中
期
目
標
の
期
間
」
を
「
、
通
則
法
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
長
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
中
長
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
当
該
中
期
目
標
の
期
間
」
を
「
当
該
中
長
期
目
標
の
期
間
」
に
、
「
次
の
中
期
目
標
の
期
間
」
を
「
次
の
中

長
期
目
標
の
期
間
」
に
、
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
」
に
、
「
中
期
計
画
」
を
「
中
長
期
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、

同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
、
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
及
び
第
三
項
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
中
第
五
項
を
第
四
項
と
し
、
第
六
項
を
第
五
項
と
す
る
。

第
二
十
二
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
中
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
第
五
項
か

ら
第
七
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
二
十
四
条
第
二
項
を
削
る
。

第
二
十
五
条
の
見
出
し
中
「
中
期
目
標
」
を
「
中
長
期
目
標
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
四
第
一
項
」
に
、
「
中
期
目

標
」
を
「
中
長
期
目
標
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
二
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条

削
除

第
三
十
条
第
一
号
中
「
第
五
項
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
四
項
又
は
第
二
十
四
条
」
に
改
め
る
。

（
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
九
十
九
条

研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第

六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
七
項
第
四
号
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
、
「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
第
三

号
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
十
八
条
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
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二

国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構

別
表
第
一
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

国
立
研
究
開
発
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構

六

国
立
研
究
開
発
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所

七

国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所

八

国
立
研
究
開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構

別
表
第
一
第
十
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十

国
立
研
究
開
発
法
人
理
化
学
研
究
所

十
一

国
立
研
究
開
発
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構

十
二

国
立
研
究
開
発
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構

十
三

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構

別
表
第
一
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
九
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
六

国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所

十
七

国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー

十
八

国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー

十
九

国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

二
十

国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

二
十
一

国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

二
十
二

国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

二
十
三

国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構

二
十
四

国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所

二
十
五

国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所

二
十
六

国
立
研
究
開
発
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー

二
十
七

国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
総
合
研
究
所

二
十
八

国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

二
十
九

国
立
研
究
開
発
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
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別
表
第
一
第
三
十
一
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
十
一

国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構

三
十
二

国
立
研
究
開
発
法
人
土
木
研
究
所

三
十
三

国
立
研
究
開
発
法
人
建
築
研
究
所

別
表
第
一
第
三
十
五
号
か
ら
第
三
十
八
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
十
五

国
立
研
究
開
発
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所

三
十
六

国
立
研
究
開
発
法
人
港
湾
空
港
技
術
研
究
所

三
十
七

国
立
研
究
開
発
法
人
電
子
航
法
研
究
所

三
十
八

国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
環
境
研
究
所

別
表
第
二
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

国
立
研
究
開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構

二

国
立
研
究
開
発
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所

三

国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構

第
八
章

厚
生
労
働
省
関
係

（
特
定
独
立
行
政
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
百
四
条

特
定
独
立
行
政
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

行
政
執
行
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律

第
一
条
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
、
「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
特
定
独
立

行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
」
を
「
行
政
執
行
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
四
項
、
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
、
第
八
条
た
だ
し
書
、
第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
二
条
第
一
項
並
び
に
第
十
七
条
中
「
特
定
独
立
行

政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
見
出
し
を
「
（
行
政
執
行
法
人
担
当
委
員
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
担
当
公
益
委
員
」
を
「
行
政
執
行
法
人
担
当
公
益
委

員
」
に
、
「
特
定
独
立
行
政
法
人
の
」
を
「
行
政
執
行
法
人
の
」
に
、
「
特
定
独
立
行
政
法
人
担
当
使
用
者
委
員
」
を
「
行
政
執
行
法
人
担
当
使
用
者
委
員
」
に
、
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「
特
定
独
立
行
政
法
人
職
員
」
を
「
行
政
執
行
法
人
職
員
」
に
、
「
特
定
独
立
行
政
法
人
担
当
労
働
者
委
員
」
を
「
行
政
執
行
法
人
担
当
労
働
者
委
員
」
に
改
め

る
。第

二
十
六
条
第
一
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
担
当
公
益
委
員
、
特
定
独
立
行
政

法
人
担
当
使
用
者
委
員
」
を
「
行
政
執
行
法
人
担
当
公
益
委
員
、
行
政
執
行
法
人
担
当
使
用
者
委
員
」
に
、
「
特
定
独
立
行
政
法
人
担
当
労
働
者
委
員
」
を
「
行

政
執
行
法
人
担
当
労
働
者
委
員
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
担
当
公
益
委
員
」
を
「
行
政
執
行

法
人
担
当
公
益
委
員
」
に
、
「
特
定
独
立
行
政
法
人
を
」
を
「
行
政
執
行
法
人
を
」
に
、
「
特
定
独
立
行
政
法
人
担
当
使
用
者
委
員
」
を
「
行
政
執
行
法
人
担
当

使
用
者
委
員
」
に
、
「
特
定
独
立
行
政
法
人
担
当
労
働
者
委
員
」
を
「
行
政
執
行
法
人
担
当
労
働
者
委
員
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
二
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
担
当
公
益
委
員
」
を
「
行
政
執
行
法
人
担
当
公
益
委
員
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
第
三
項
及
び
附
則
第
三
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
る
。

（
労
働
組
合
法
の
一
部
改
正
）

第
百
五
条

労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
の
三
第
二
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
（
」
を
「
行
政
執
行
法
人
（
」
に
、
「
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
第
二
条
第

四
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
」
に
、
「
特
定
独
立
行
政
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
」
を
「
行
政
執
行
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
特

定
独
立
行
政
法
人
職
員
」
を
「
行
政
執
行
法
人
職
員
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
四
第
二
項
第
二
号
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
の
」
を
「
行
政
執
行
法
人
の
」
に
、
「
特
定
独
立
行
政
法
人
職
員
」
を
「
行
政
執
行
法
人
職
員
」
に

改
め
る
。

第
十
九
条
の
十
第
一
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
と
そ
の
特
定
独
立
行
政
法
人
職
員
」
を
「
行
政
執
行
法
人
と
そ
の
行
政
執
行
法
人
職
員
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
二
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
職
員
」
を
「
行
政
執
行
法
人
職
員
」
に
改
め
る
。

（
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
の
一
部
改
正
）

第
百
七
条

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
中
期
目
標
管
理
法
人
）

第
五
十
八
条
の
二

機
構
は
、
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
中
期
目
標
管
理
法
人
と
す
る
。

第
六
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
理
事
の
任
期
）
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第
六
十
二
条

理
事
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

第
六
十
九
条
第
三
項
中
「
第
二
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
七
十
五
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
二
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
七
十
五
条
の
二
中
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二
項
と
し
、
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
八
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
二

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
す
る
。

第
七
十
五
条
の
三
第
二
項
を
削
る
。

第
七
十
九
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
七
十
五
条
第
三
項
」
を
「
第
七
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
三
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
七
十
五

条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
七
十
五
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
八
十
条
中
「
、
主
務
省
」
及
び
「
、
厚
生
労
働
省
」
を
削
る
。

附
則
第
二
条
第
二
項
中
「
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
」
を
削
り
、
「

適
用
す
る
第
一
項
」
を
「
適
用
す
る
前
項
」
に
、
「
第
七
十
五
条
第
三
項
」
を
「
第
七
十
五
条
第
二
項
」
に
、
「
第
三
項
若
し
く
は
第
六
項
」
を
「
第
二
項
若
し

く
は
第
五
項
」
に
、
「
第
三
項
、
第
七
十
五
条
の
二
第
六
項
」
を
「
第
二
項
、
第
七
十
五
条
の
二
第
五
項
」
に
改
め
る
。

（
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
の
一
部
改
正
）

第
百
十
条

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
中
「
第
七
十
五
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
七
十
五
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
健
康
増
進
法
の
一
部
改
正
）

第
百
十
六
条

健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
」
に
改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
百
十
七
条

独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
中
期
目
標
管
理
法
人
）

第
三
条
の
二

機
構
は
、
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
中
期
目
標
管
理
法
人
と
す
る
。

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
理
事
の
任
期
）
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第
八
条

理
事
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

第
十
三
条
第
四
項
中
「
第
二
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項

と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
、
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
及
び
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六

項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

第
二
十
三
条
中
「
、
主
務
省
」
及
び
「
、
厚
生
労
働
省
」
を
削
る
。

附
則
第
五
条
第
八
項
中
「
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
五
条
第
八
項
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
」
を
削
り
、
「
読
み
替
え
ら

れ
た
第
一
項
」
を
「
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
」
に
改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
百
十
八
条

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
中
期
目
標
管
理
法
人
）

第
三
条
の
二

機
構
は
、
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
中
期
目
標
管
理
法
人
と
す
る
。

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
理
事
の
任
期
）

第
八
条

理
事
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

第
九
条
中
「
第
六
十
一
条
」
を
「
第
五
十
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五

項
中
「
前
各
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

第
十
七
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
中
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
第
五
項
か
ら

第
七
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
二
十
二
条
第
二
項
を
削
る
。

第
二
十
六
条
第
一
号
中
「
第
五
項
」
を
「
第
四
項
」
に
、
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
六
条
第
四
項
」
を

「
第
十
六
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
中
「
、
主
務
省
」
及
び
「
、
厚
生
労
働
省
」
を
削
る
。

附
則
第
四
条
第
二
項
中
「
第
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
る
。
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附
則
第
五
条
の
二
第
十
一
項
の
表
第
十
六
条
第
三
項
の
項
及
び
同
条
第
十
三
項
中
「
第
十
六
条
第
三
項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
百
二
十
二
条

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
役
員
（
第
七
条
―
第
十
二
条
）
」
を
「
役
員
及
び
職
員
（
第
七
条
―
第
十
四
条
）
」
に
、
「
第
十
三
条
―
第
十
八
条
」
を
「
第
十
五
条
―
第
二
十

条
」
に
、
「
第
十
九
条
―
第
二
十
二
条
」
を
「
第
二
十
一
条
―
第
二
十
四
条
」
に
、
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
五
条
・
第
二
十
六
条
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を
「
（
中
期
目
標
管
理
法
人
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
中
期
目
標
管
理
法
人
」
に
改
め
る
。

第
二
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
章

役
員
及
び
職
員

第
九
条
の
見
出
し
中
「
役
員
」
を
「
副
理
事
長
及
び
理
事
」
に
改
め
、
同
条
中
「
理
事
長
及
び
」
及
び
「
及
び
監
事
」
を
削
る
。

第
二
十
三
条
第
一
号
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
条
第
三
号
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
に
、
「
第
六
項
又
は
第
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
五
項
又
は
第
二
十
条
」
に
改
め
、
第
五
章
中

同
条
を
第
二
十
六
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
十
五
条

第
十
三
条
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
四
章
中
第
二
十
二
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。

第
二
十
一
条
中
「
、
主
務
省
」
及
び
「
、
厚
生
労
働
省
」
を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
三
条
と
す
る
。

第
二
十
条
第
一
号
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
に
、
「
第

六
項
又
は
第
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
五
項
又
は
第
二
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

第
十
八
条
第
二
項
を
削
り
、
第
三
章
中
同
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
七
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

第
十
六
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
又
は
第
二
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
中
第
五
項
を
第
四
項
と
し
、

第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
四
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
三

条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
二
章
中
第
十
二
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。
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（
役
員
及
び
職
員
の
秘
密
保
持
義
務
）

第
十
三
条

機
構
の
役
員
及
び
職
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
が
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同
様
と
す
る
。

（
役
員
及
び
職
員
の
地
位
）

第
十
四
条

機
構
の
役
員
及
び
職
員
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る
職
員

と
み
な
す
。

（
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
百
二
十
三
条

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
中
期
目
標
管
理
法
人
）

第
三
条
の
二

機
構
は
、
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
中
期
目
標
管
理
法
人
と
す
る
。

第
九
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
役
員
」
を
「
理
事
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
、
第
三
項
及
び
第
四
項
」

を
「
及
び
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
五
項
と
す
る
。

第
三
十
二
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
、
「
第
一
項
」
を
「
同
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
三
十
三
条
第
二
項
を
削
る
。

第
三
十
八
条
第
一
号
中
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
三
条
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
中
「
、
主
務
省
」
及
び
「
、
厚
生
労
働
省
」
を
削
る
。

附
則
第
十
五
条
第
五
項
及
び
第
十
七
条
第
三
項
中
「
第
三
十
一
条
第
四
項
及
び
第
五
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
に
改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
の
一
部
改
正
）

第
百
二
十
六
条

独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で
の
規
定
中
「
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
」
に

改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
国
立
研
究
開
発
法
人
）
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第
三
条
の
二

研
究
所
は
、
通
則
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
立
研
究
開
発
法
人
と
す
る
。

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
理
事
の
任
期
）

第
九
条

理
事
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

第
十
二
条
中
「
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
中
「
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
中
期
目
標
の
期
間
」
を
「
中
長
期
目
標
の
期
間
」
に
、

「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
」
に
、
「
中
期
計
画
」
を
「
中
長
期
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
あ
ら
か
じ
め
、
厚
生
労
働
省

の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
」
を
削
る
。

第
二
十
条
中
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二
項
と
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
百
二
十
七
条

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
中
期
目
標
管
理
法
人
）

第
三
条
の
二

機
構
は
、
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
中
期
目
標
管
理
法
人
と
す
る
。

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
理
事
の
任
期
）

第
八
条

理
事
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

第
十
五
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
十
六
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
二
項
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
十
七
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
又
は
第
二
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
中
第
五
項
を
第
四
項
と
し
、

第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
八
条
第
二
項
を
削
る
。

第
十
九
条
中
「
第
四
十
六
条
」
を
「
第
四
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
二
号
中
「
第
六
項
又
は
第
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
五
項
又
は
第
十
八
条
」
に
改
め
る
。
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第
二
十
三
条
中
「
、
主
務
省
」
及
び
「
、
厚
生
労
働
省
」
を
削
る
。

第
二
十
七
条
第
三
号
中
「
第
六
項
又
は
第
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
五
項
又
は
第
十
八
条
」
に
改
め
る
。

（
高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
条

高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
国
立
研
究
開
発
法
人
に
関
す
る
法
律

第
二
条
第
一
号
中
「
独
立
行
政
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
独
立
行

政
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
独
立
行
政
法
人
国
立
精
神
・

神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療
研

究
セ
ン
タ
ー
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
独
立
行
政
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
」
を
「

国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
独
立
行
政
法
人
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人

国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
独
立
行
政
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
独
立
行

政
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
独
立
行
政
法
人
国
立
精
神
・

神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療
研

究
セ
ン
タ
ー
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
独
立
行
政
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
」
を
「

国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
独
立
行
政
法
人
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人

国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
国
立
研
究
開
発
法
人
）

第
三
条
の
二

第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
国
立
研
究
開
発
法
人
（
以
下
「
国
立
高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
は
、
通
則
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定

す
る
国
立
研
究
開
発
法
人
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
（
以
下
「
国
立
高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
」
を
「
国
立
高
度
専
門
医
療
研
究

セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
七
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
役
員
」
を
「
理
事
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
法
律
」
を
「
高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
国
立
研
究
開

発
法
人
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
法
律
」
を
「
高
度
専
門
医
療
に
関
す
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る
研
究
等
を
行
う
国
立
研
究
開
発
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
九
十
三
号
）
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
中
期
目
標
の
期
間
」
を
「
中
長
期
目
標
の
期
間
」
に
、

「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
」
に
、
「
中
期
計
画
」
を
「
中
長
期
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一

項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
二
十
一
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
又
は
第
二
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
中
第
五
項
を
第
四
項
と

し
、
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
二
十
三
条
第
二
項
を
削
る
。

第
二
十
五
条
第
二
号
中
「
第
六
項
又
は
第
二
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
五
項
又
は
第
二
十
三
条
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
中
「
、
主
務
省
」
及
び
「
、
厚
生
労
働
省
」
を
削
る
。

第
三
十
条
第
三
号
中
「
第
六
項
又
は
第
二
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
五
項
又
は
第
二
十
三
条
」
に
改
め
る
。

第
九
章

農
林
水
産
省
関
係

（
独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
百
四
十
八
条

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
法

第
一
条
、
第
三
条
及
び
第
四
条
第
一
項
中
「
独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合

研
究
機
構
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
国
立
研
究
開
発
法
人
）

第
四
条
の
二

研
究
機
構
は
、
通
則
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
立
研
究
開
発
法
人
と
す
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
役
員
」
を
「
副
理
事
長
及
び
理
事
」
に
改
め
、
同
条
中
「
理
事
長
及
び
」
及
び
「
及
び
監
事
」
を
削
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
中
期
目
標
の
期
間
」
を
「
中
長
期
目
標
の
期
間
」
に
、

「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
」
に
、
「
中
期
計
画
」
を
「
中
長
期
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一

項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
及
び
第
二
項
」
に
、

「
「
第
四
項
」
を
「
、
「
第
三
項
」
に
改
め
、
「
、
第
二
項
中
「
主
務
省
（
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
省
、
財
務
省
及

び
第
二
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
所
管
す
る
省
）
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
、
財
務
省
及
び
第
二
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
業

種
に
属
す
る
事
業
を
所
管
す
る
省
」
と
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。
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第
二
十
一
条
第
一
項
第
二
号
中
「
同
条
第
五
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
二
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条

削
除

（
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
の
一
部
改
正
）

第
百
五
十
二
条

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法

第
一
条
、
第
二
条
及
び
第
三
条
第
一
項
中
「
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
総
合
研
究
所
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。

（
国
立
研
究
開
発
法
人
）

第
三
条
の
二

研
究
所
は
、
通
則
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
立
研
究
開
発
法
人
と
す
る
。

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
理
事
の
任
期
）

第
八
条

理
事
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
中
期
目
標
の
期
間
」
を
「
中
長
期
目
標
の
期
間
」
に
、

「
第
五
項
」
を
「
第
四
項
」
に
、
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
」
に
、
「
中
期
計
画
」
を
「
中
長
期
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を

削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
、
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
及
び
第
三
項
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
中
期
目
標
の
期
間
」
を
「
中
長
期
目
標
の
期
間
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同

条
第
五
項
と
す
る
。

第
十
五
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
又
は
第
二
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
中
第
五
項
を
第
四
項
と
し
、

第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
七
条
第
二
項
を
削
る
。

第
二
十
条
第
二
号
中
「
第
六
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
五
項
又
は
第
十
七
条
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
中
「
、
主
務
省
」
及
び
「
、
農
林
水
産
省
」
を
削
る
。

附
則
第
六
条
第
三
項
中
「
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
」
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
総
合
研
究
所
」
」
に
、
「
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
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法
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
」
に
改
め
る
。

附
則
第
七
条
第
三
項
及
び
第
八
条
第
三
項
中
「
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
総
合
研
究
所
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
第
三
項
中
「
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
総
合
研
究
所
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
独
立
行
政
法
人
森

林
総
合
研
究
所
法
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
一
条
第
三
項
中
「
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
総
合
研
究
所
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
独
立
行
政
法
人

森
林
総
合
研
究
所
法
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
三
条
第
六
項
中
「
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
」

に
改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
農
林
水
産
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
百
五
十
七
条

独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
農
林
水
産
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
五
条
中
「
独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
」
に
、
「
独
立

行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
」
に
、
「
独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所
の
」
を
「
国

立
研
究
開
発
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所
の
」
に
、
「
独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所
の
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所
の
」
に
、

「
独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー
の
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー
の
」
に
、
「
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研

究
所
の
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
総
合
研
究
所
の
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
の
役
員
に
関
す
る
特
例
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
独
立
行
政
法

人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
」
に
、
「
と
し
て
、
新
研
究
機
構
法
」
を
「
と
し

て
、
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
」
に
、
「
は
、
新
研
究
機
構
法
」
を
「
は
、
同
法
」

に
改
め
る
。

附
則
第
十
三
条
の
前
の
見
出
し
を
「
（
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
の
業
務
の
特
例
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二

項
中
「
独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
」
に
、
「
新
研
究
機
構
法
」

を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
法
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研

究
機
構
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
新
研
究
機
構
法
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・

食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
法
」
に
、
「
第
四
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
「
、
同
条
第
二
項
中
「
主
務
省
（
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
農
林
水
産
省
、
財
務
省
及
び
第
二
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
所
管
す
る
省
）
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
、
財
務
省
及
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び
第
二
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
所
管
す
る
省
」
と
」
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究

機
構
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
」
に
、
「
新
研
究
機
構
法
第
十
六
条
第
六
項
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品

産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
法
第
十
六
条
第
五
項
」
に
、
「
第
四
項
ま
で
」
を
「
第
三
項
ま
で
」
に
、
「
と
、
新
研
究
機
構
法
」
を
「
と
、
同
法
」
に
、
「
同
条
第

五
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
四
条
中
「
独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
」
に
改
め
る
。

（
国
有
林
野
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
の
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
一
部
改
正
）

第
百
五
十
九
条

国
有
林
野
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
の
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成

二
十
四
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
七
条
第
二
項
中
「
附
則
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
」
を
削
り
、
「
新
特
労
法
」
を
「
行
政
執
行
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
十
七
号
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
附
則
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
」
を
削
る
。

附
則
第
八
条
第
四
項
中
「
新
特
労
法
」
を
「
行
政
執
行
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
特
定
独
立
行
政
法
人
又
は
」
を
「
行
政
執
行
法
人
又
は
」

に
、
「
特
定
独
立
行
政
法
人
職
員
」
を
「
行
政
執
行
法
人
職
員
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
五
条
中
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
給
与
法
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
と
し
て
前
条
」
を
「
と
し
て
同
条
」
に
、
「
対
す
る
新
給
与

法
」
を
「
対
す
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
、
新
給
与
法
」
を
「
、
同
法
」
に
、
「
特
定
独
立
行
政
法
人
職
員
等
」
を
「
行
政
執
行
法
人

職
員
等
」
に
改
め
る
。

（
森
林
国
営
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
百
六
十
条

森
林
国
営
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
総
合
研
究
所
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
中
「
研
究
所
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
総
合
研
究
所
」
に
、
「
国
が
有
す
る
」
を
「
研
究
所
が
承
継
し
た
国
が
有
し
て
い
た
」
に
、
「
を

承
継
し
た
と
き
は
、
」
を
「
で
あ
っ
て
」
に
改
め
、
「
現
に
」
を
削
り
、
「
預
託
し
て
い
る
」
を
「
預
託
し
て
い
た
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
条
中
「
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
研
究
所
法
」
と
い
う
。
）
」
を
「
国

立
研
究
開
発
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
」
に
、
「
、
新
研
究
所
法
」
を
「
、
同
法
」
に
改
め
る
。

第
十
章

経
済
産
業
省
関
係

（
電
気
用
品
安
全
法
及
び
計
量
法
の
一
部
改
正
）

第
百
六
十
二
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
」
に
改
め
る
。

一

（
略
）
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二

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号

（
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
及
び
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
百
六
十
四
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業

技
術
総
合
開
発
機
構
」
に
改
め
る
。

一

非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
及
び
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
十
一
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）

二

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
九
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）

（
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
百
六
十
六
条

中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
二
条
第
三
項
中
「
第
十
九
条
第
五
項
」
を
「
第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
六
号
、
第
十
九
条
第
六
項
及
び
第
九
項
、
第
十
九
条
の

二
、
第
二
十
五
条
の
二
（
第
一
項
を
除
く
。
）
」
に
、
「
第
二
十
九
条
第
一
項
、
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、

第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
」
に
、
「
第
三
十
三
条
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四

項
」
を
「
第
三
十
二
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
三
十
五
条
（
第
五
項
を
除
く
。
）
、
第
三
十
五
条
の
三
、
第
三
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
、

「
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
」
の
下
に
「
、
第
四
十
六
条
の
二
（
第
五
項
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
、
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
削
り
、
「
同
条
第

二
号
」
を
「
同
条
第
四
号
」
に
、
「
第
七
十
一
条
第
一
号
」
を
「
第
七
十
一
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
第
五
号
」
を
「
第
六
号
」
に
、
「
第
二
十
八
条
第
二

項
」
を
「
第
十
九
条
第
四
項
及
び
第
六
項
第
二
号
、
第
二
十
八
条
第
二
項
」
に
、
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
、
「
第
三
十
三
条
、
第
三
十
八

条
第
一
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
三
十
二
条
第
二
項
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
百
七
十
二
条

独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
中
期
目
標
管
理
法
人
）

第
三
条
の
二

機
構
は
、
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
中
期
目
標
管
理
法
人
と
す
る
。

第
八
条
の
見
出
し
中
「
役
員
」
を
「
副
理
事
長
及
び
理
事
」
に
改
め
、
同
条
中
「
理
事
長
及
び
」
及
び
「
及
び
監
事
」
を
削
る
。

第
十
三
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
七
項
」
を
「
第
六
項
」
に
、

「
、
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
及
び
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
中
第
五
項
を
第
四
項
と
し
、
第
六
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七

項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
八
項
を
同
条
第
七
項
と
す
る
。

第
十
四
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
中
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
第
五
項
か
ら
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第
七
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
六
条
第
二
項
を
削
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
十
三
条
第
六
項
」
を
「
第
十
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
号
」
を
「
第
七
号
」
に
、
「
元
本
補
て
ん
」
を
「
元

本
補
塡
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
二
号
中
「
第
五
項
又
は
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
四
項
又
は
第
十
六
条
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
中
「
、
主
務
省
」
及
び
「
、
経
済
産
業
省
」
を
削
る
。

附
則
第
七
条
第
二
項
中
「
、
あ
ら
か
じ
め
、
経
済
産
業
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
」
を
削
る
。

（
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
百
七
十
三
条

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法

第
一
条
、
第
三
条
及
び
第
四
条
第
一
項
中
「
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業

技
術
総
合
開
発
機
構
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
国
立
研
究
開
発
法
人
）

第
四
条
の
二

機
構
は
、
通
則
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
立
研
究
開
発
法
人
と
す
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
役
員
」
を
「
副
理
事
長
及
び
理
事
」
に
改
め
、
同
条
中
「
理
事
長
及
び
」
及
び
「
及
び
監
事
」
を
削
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機

構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
」
に
改

め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
中
期
目
標
の
期
間
」
を
「
中
長
期
目
標
の
期
間
」
に
、

「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
」
に
、
「
中
期
計
画
」
を
「
中
長
期
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
あ
ら
か
じ
め
、
経
済
産
業
省

の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
」
を
削
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
、
主
務
省
」
及
び
「
、
経
済
産
業
省
」
を
削
る
。

（
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
百
七
十
四
条

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
中
期
目
標
管
理
法
人
）

第
四
条
の
二

機
構
は
、
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
中
期
目
標
管
理
法
人
と
す
る
。

第
九
条
の
見
出
し
中
「
役
員
」
を
「
副
理
事
長
及
び
理
事
」
に
改
め
、
同
条
中
「
理
事
長
及
び
」
及
び
「
及
び
監
事
」
を
削
る
。

第
十
九
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五

項
中
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
及
び
第
二
項
」
に
、
「
第
四
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

第
二
十
二
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
中
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
第
五
項
か

ら
第
七
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
二
十
四
条
第
二
項
を
削
る
。

第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
第
五
項
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
四
項
又
は
第
二
十
四
条
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

第
二
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条

削
除

附
則
第
十
三
条
の
二
第
二
項
中
「
、
あ
ら
か
じ
め
、
経
済
産
業
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
及
び
財
務
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
く

と
と
も
に
」
を
削
る
。

第
十
一
章

国
土
交
通
省
関
係

（
公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
百
八
十
一
条

公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
中
期
目
標
管
理
法
人
）

第
二
十
条
の
二

機
構
は
、
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
中
期
目
標
管
理
法
人
と
す
る
。

第
二
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
理
事
の
任
期
）

第
二
十
五
条

理
事
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

第
二
十
九
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
二
項
」
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に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
三
十
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
中
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
第
五
項
か
ら

第
七
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
三
十
二
条
第
二
項
を
削
る
。

第
三
十
四
条
第
一
号
中
「
第
五
項
又
は
第
三
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
四
項
又
は
第
三
十
二
条
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
中
「
、
主
務
省
」
及
び
「
、
国
土
交
通
省
」
を
削
る
。

（
独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
法
の
一
部
改
正
）

第
百
八
十
四
条

独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
立
研
究
開
発
法
人
土
木
研
究
所
法

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で
の
規
定
中
「
独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
土
木
研
究
所
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
国
立
研
究
開
発
法
人
）

第
三
条
の
二

研
究
所
は
、
通
則
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
立
研
究
開
発
法
人
と
す
る
。

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
理
事
の
任
期
）

第
八
条

理
事
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
法
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
土
木
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
五
号
）
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
中
期
目
標
の
期
間
」
を
「
中
長
期
目
標
の
期
間
」
に
、

「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
」
に
、
「
中
期
計
画
」
を
「
中
長
期
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
あ
ら
か
じ
め
、
国
土
交
通
省

の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
」
を
削
る
。

第
十
六
条
中
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二
項
と
す
る
。

第
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
七
条

削
除

第
十
八
条
中
「
独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
土
木
研
究
所
」
に
改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所
法
の
一
部
改
正
）

第
百
八
十
五
条

独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
立
研
究
開
発
法
人
建
築
研
究
所
法

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で
の
規
定
中
「
独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
建
築
研
究
所
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
国
立
研
究
開
発
法
人
）

第
三
条
の
二

研
究
所
は
、
通
則
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
立
研
究
開
発
法
人
と
す
る
。

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
理
事
の
任
期
）

第
八
条

理
事
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所
法
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
建
築
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
六
号
）
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
中
期
目
標
の
期
間
」
を
「
中
長
期
目
標
の
期
間
」
に
、

「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
」
に
、
「
中
期
計
画
」
を
「
中
長
期
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
あ
ら
か
じ
め
、
国
土
交
通
省

の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
」
を
削
る
。

第
十
五
条
中
「
、
主
務
省
」
及
び
「
、
国
土
交
通
省
」
を
削
る
。

（
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
百
九
十
四
条

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
中
期
目
標
管
理
法
人
）

第
三
条
の
二

機
構
は
、
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
中
期
目
標
管
理
法
人
と
す
る
。

第
九
条
の
見
出
し
中
「
役
員
」
を
「
副
理
事
長
及
び
理
事
」
に
改
め
、
同
条
中
「
理
事
長
及
び
」
及
び
「
及
び
監
事
」
を
削
る
。

第
十
三
条
第
三
項
中
「
第
三
十
条
第
二
項
第
五
号
及
び
第
四
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
第
二
項
第
六
号
及
び
第
四
十
八
条
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
同
項
及
び
第
二
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、

同
条
第
六
項
中
「
、
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
及
び
第
三
項
」
に
、
「
第
五
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
を
同
条

第
六
項
と
す
る
。

第
十
九
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
中
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
第
五
項
か
ら

第
七
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
を
削
る
。
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第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
第
四
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

第
二
十
六
条
第
一
号
中
「
第
五
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
四
項
、
第
二
十
一
条
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
中
「
、
主
務
省
」
及
び
「
、
国
土
交
通
省
」
を
削
る
。

附
則
第
六
条
第
二
項
中
「
第
十
九
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
を
「

第
二
十
一
条
」
に
、
「
同
項
」
を
「
同
条
」
に
改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
百
九
十
六
条

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
中
期
目
標
管
理
法
人
）

第
四
条
の
二

機
構
は
、
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
中
期
目
標
管
理
法
人
と
す
る
。

第
九
条
の
見
出
し
中
「
役
員
」
を
「
副
理
事
長
及
び
理
事
」
に
改
め
、
同
条
中
「
理
事
長
及
び
」
及
び
「
及
び
監
事
」
を
削
る
。

第
三
十
一
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
に
」
を
「
前
項
に
」
に
、
「
第
一
項
の
」
を
「
前
項
の
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同

条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
三
十
二
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
中
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
第
五
項
か

ら
第
七
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
三
十
四
条
第
二
項
を
削
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
十
九
条
第
五
項
」
を
「
第
十
九
条
第
九
項
」
に
、
「
、
第
六
十
四
条
第
一
項
及
び
第
六
十
五
条
」
を
「
及
び
第
六
十

四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
三
項
と
す
る
。

第
三
十
八
条
第
一
号
中
「
第
四
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
三
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
二
項
」
に
改

め
る
。

第
三
十
九
条
第
二
号
中
「
第
三
十
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
条
第
三
項
又
は
第
三
十
五
条
の
三
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
る
。

第
四
十
条
第
二
号
中
「
第
三
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
五
項
又
は
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
四
項
又

は
第
三
十
四
条
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
第
四
号
中
「
第
三
十
三
条
」
を
「
第
三
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
二
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条

削
除
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附
則
第
三
条
第
二
項
中
「
第
三
十
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
三
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
百
九
十
九
条

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
中
期
目
標
管
理
法
人
）

第
三
条
の
二

機
構
は
、
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
中
期
目
標
管
理
法
人
と
す
る
。

第
八
条
の
見
出
し
中
「
役
員
」
を
「
副
理
事
長
及
び
理
事
」
に
改
め
、
同
条
中
「
理
事
長
及
び
」
及
び
「
及
び
監
事
」
を
削
る
。

第
三
十
三
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
前
各
項
」
を
「
前
三
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

第
三
十
四
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
中
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
第
五
項
か

ら
第
七
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
三
十
九
条
第
二
項
を
削
る
。

第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
五
項
」
を
「
第
四
項
」
に
、
「
前
条
第
一
項
」
を
「
前
条
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
中
「
、
主
務
省
」
及
び
「
、
国
土
交
通
省
」
を
削
る
。

附
則
第
九
条
中
「
第
三
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
条
第
三
項
中
「
、
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
及
び
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
、
あ
ら
か
じ
め
、
国
土
交
通
省
の
独
立
行
政
法
人
評

価
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
」
を
削
る
。

附
則
第
十
五
条
第
一
項
中
「
同
条
第
一
項
」
を
「
同
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
三
項
」
に
、
「
第
七
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
二
百
一
条

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
中
期
目
標
管
理
法
人
）

第
四
条
の
二

機
構
は
、
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
中
期
目
標
管
理
法
人
と
す
る
。

第
十
条
の
見
出
し
中
「
役
員
」
を
「
副
理
事
長
及
び
理
事
」
に
改
め
、
同
条
中
「
理
事
長
及
び
」
及
び
「
及
び
監
事
」
を
削
る
。

第
十
八
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
同
項
及
び
第
二
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、

同
条
第
六
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
三
項
」
に
、
「
第
五
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
六
項
と
す
る
。
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第
十
九
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
第
三
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
中
第
六
項
を
第
五
項
と
し
、
第
七
項
か
ら

第
九
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
二
十
四
条
第
二
項
を
削
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
、
主
務
省
」
及
び
「
、
国
土
交
通
省
及
び
財
務
省
」
を
削
る
。

附
則
第
七
条
第
七
項
中
「
、
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
及
び
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
を
削
り
、
同
条
第
十
一
項
中
「
第
九
項
」
を
「
前
項
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
中
第
十
二
項
を
第
十
一
項
と
し
、
第
十
三
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
十
六
項
中
「
第
十
四

項
」
を
「
第
十
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
五
項
と
す
る
。

附
則
第
八
条
中
「
第
十
九
条
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま
で
」
を
「
第
十
九
条
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
に
、
「
第
十
九
条
第
五
項
中
」
を
「
第
十
九
条
第
四
項

中
」
に
、
「
第
三
項
」
を
「
前
項
」
に
、
「
同
条
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
」
を
「
同
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
に
、
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
二

十
四
条
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
一
条
中
「
第
十
九
条
第
五
項
及
び
第
六
項
」
を
「
第
十
九
条
第
四
項
及
び
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
十
三
章

防
衛
省
関
係

（
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
百
七
条

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
の
二
第
五
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
」
を
「
行
政
執
行
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

（
自
衛
隊
法
の
一
部
改
正
）

第
二
百
九
条

自
衛
隊
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
条
第
二
項
中
「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
第
四
項
」
に
、
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
特
定
独

立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
る
。

第
六
十
三
条
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
六
号
。
以
下
「
通
則
法
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

附
則
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
八
条
及
び
第
三
十
条
の
規
定

公
布
の
日

二

附
則
第
九
条
の
規
定

こ
の
法
律
の
公
布
の
日
又
は
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
法
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
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（
調
整
規
定
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
が
食
品
表
示
法
の
施
行
の
日
以
後
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
十
一
条
中
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
八
条
第
七
項
中
「
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
」
を

第
八
条
第
七
項
中
「
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
」

「
国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
」
に
改
め
る
。

を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤

・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄

養
研
究
所
法
」
に
改
め
る
。

（
国
家
公
務
員
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
百
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
独
立
行
政
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
旧
特
労
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の

規
定
に
よ
り
旧
特
労
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
組
合
の
業
務
に
専
ら
従
事
し
た
期
間
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
法
第
百
八
条
の
六

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
百
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
行
政
執
行
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
行
労
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第

一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
新
行
労
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
組
合
の
業
務
に
専
ら
従
事
し
た
期
間
と
み
な
す
。

（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
特
定
独
立
行
政
法
人
（
通
則
法
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
。
以
下
「
旧

通
則
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
職
員
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
引
き
続
き
施
行
日
に
第
三
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
給
与
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る

職
員
と
な
っ
た
も
の
並
び
に
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
特
定
独
立
行
政
法
人
の
職
員
で
あ
っ
た
者
と
し
て
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
一
般
職
の
職
員
の

給
与
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
の
七
第
三
項
、
第
十
一
条
の
八
第
三
項
、
第
十
二
条
第
四
項
、
第
十
二
条
の
二
第
三
項
及
び
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
て
い
る
職
員
に
対
す
る
新
給
与
法
第
十
一
条
の
七
第
三
項
、
第
十
一
条
の
八
第
三
項
、
第
十
二
条
第
四
項
、
第
十
二
条
の
二
第
三
項
及
び
第
十
四
条
第
二
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
新
給
与
法
第
十
一
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
職
員
等
で
あ
っ
た
者
と
み
な
す
。

（
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
補
償
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
災
職

員
（
新
補
償
法
附
則
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
旧
郵
政
被
災
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
被
災
職
員
」
と
い
う
。
）
の
新
補
償
法
第
四
条
第
一
項
に
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規
定
す
る
平
均
給
与
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
災
職
員
に
つ
い
て
同
項
に
規
定
す
る
期
間
中
に
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
災

害
補
償
法
第
四
条
第
三
項
第
五
号
に
該
当
す
る
日
が
あ
る
と
き
は
、
新
補
償
法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
五
号
中
「
、
当
該
行
政
執

行
法
人
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
行
政
執
行
法
人
、
職
員
が
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
六
号
）
に
よ
る
改

正
前
の
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
と
い
う
。
）
に
在
職
し
て

い
た
期
間
に
あ
つ
て
は
当
該
特
定
独
立
行
政
法
人
」
と
す
る
。

２

特
定
独
立
行
政
法
人
に
在
職
中
に
公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
を
受
け
た
被
災
職
員
に
関
す
る
新
補
償
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
行
政
執
行
法
人
に
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
六
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
の
日
に
お
い
て
行
政
執
行
法
人
と
な
つ
た
特
定
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
に
」
と
、
「
当
該
行

政
執
行
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
特
定
独
立
行
政
法
人
で
あ
つ
た
行
政
執
行
法
人
」
と
す
る
。

（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条

旧
特
労
法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
事
由
に
よ
り
現
実
に
職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し
な
か
っ
た
期
間
は
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
次
項
に
お
い
て
「
新
退
手
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
行
労
法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
に

規
定
す
る
事
由
に
よ
り
現
実
に
職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し
な
か
っ
た
期
間
と
み
な
す
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
特
定
独
立
行
政
法
人
を
退
職
し
た
職
員
に
対
す
る
新
退
手
法
第
十
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
四
項

及
び
第
五
項
中
「
行
政
執
行
法
人
の
事
務
又
は
事
業
」
と
あ
る
の
は
、
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
六
号

）
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
の
事
務
又
は
事
業
」
と
す
る
。

（
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条

施
行
日
の
属
す
る
年
の
前
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
特
定
独
立
行
政
法
人
の
職
員
で
あ
っ
た
こ
と
の
あ
る
者
で
あ
っ
て
施
行

日
の
属
す
る
年
中
に
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員

と
な
っ
た
も
の
に
関
す
る
同
年
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
は
、
特
定
独
立
行
政
法
人
の
職
員
で
あ
っ
た
間
は
、
同
項
第
三
号
に
規
定

す
る
行
政
執
行
法
人
職
員
等
で
あ
っ
た
者
と
み
な
す
。

（
国
家
公
務
員
の
留
学
費
用
の
償
還
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条

旧
特
労
法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
旧
特
労
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
組
合
の
業
務
に
専
ら
従
事
し
た
期
間
は
、
第
十
五
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
の
留
学
費
用
の
償
還
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
行
労
法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
り
新
行
労
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
組
合
の
業
務
に
専
ら
従
事
し
た
期
間
と
み
な
す
。
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（
独
立
行
政
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
九
条

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
の
中
長
期
目
標
（
通
則
法
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
以
下
「
新
通
則
法
」
と
い

う
。
）
第
三
十
五
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
中
長
期
目
標
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
策
定
に
関
す
る
通
則
法
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
中
「
の
規
定
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
並
び
に
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四

十
九
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
の
」
と
す
る
。

（
公
職
選
挙
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
条

第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
第
二
百
五
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
に

は
、
特
定
独
立
行
政
法
人
を
含
む
も
の
と
す
る
。

（
行
政
書
士
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
一
条

第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
行
政
書
士
法
（
次
項
に
お
い
て
「
新
行
政
書
士
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
六
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
又
は
職
員
と
し
て
行
政
事
務
に
相
当
す
る
事
務
を
担
当
し
た
期
間
は
、
同
号
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
の
役
員
又
は
職
員
と
し
て

行
政
事
務
に
相
当
す
る
事
務
を
担
当
し
た
期
間
と
み
な
す
。

２

特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
又
は
職
員
で
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
者
は
、
新
行
政
書
士
法
第
二
条
の
二
第
五
号

に
該
当
す
る
者
と
み
な
す
。

（
総
合
法
律
支
援
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
二
条

第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
総
合
法
律
支
援
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
第
三
項
、
第
四
項
、
第

六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
並
び
に
新
支
援
法
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
新
通
則
法
第
二
十
一
条
の
五
、
第
三
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
四

項
ま
で
及
び
第
三
十
九
条
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
生
じ
た
事
項
に
も
適
用
す
る
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
理
事
長
又
は
監
事
で
あ
る
者
の
任
期
（

補
欠
の
支
援
セ
ン
タ
ー
の
理
事
長
又
は
監
事
の
任
期
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
支
援
法
第
四
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
通
則
法
第
二
十
一

条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

施
行
日
に
お
い
て
支
援
セ
ン
タ
ー
の
監
事
で
あ
る
者
の
任
期
に
つ
き
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
施
行
日
の
翌
日
以
後
最
初
に
任
命
さ
れ
る
支
援

セ
ン
タ
ー
の
監
事
（
補
欠
の
支
援
セ
ン
タ
ー
の
監
事
を
除
く
。
）
の
任
期
に
係
る
新
支
援
法
第
四
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
通
則
法
第
二
十
一

条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
各
中
期
目
標
の
期
間
に
対
応
し
て
定
め
る
も
の
と
し
、
任
命
の
日
か
ら
、
当
該
対
応
す
る
」
と
あ
る
の
は
、

「
任
命
の
日
か
ら
、
当
該
任
命
の
日
を
含
む
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
」
と
す
る
。
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４

新
支
援
法
第
四
十
一
条
の
二
の
規
定
は
、
支
援
セ
ン
タ
ー
の
施
行
日
の
前
日
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
に
つ
い
て
も
適
用
す

る
。

（
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
三
条

施
行
日
の
前
日
を
含
む
中
期
目
標
の
期
間
（
旧
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
係
る
積
立
金
（
旧
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
積
立
金
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
七

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
法
第
十
五
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
条
第
二
項
中
「
中
期
目
標
の
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
年
度
」
と
、
「
通
則
法
第
三
十
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
中
期
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政

法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
通
則
法
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
事
業
計

画
」
と
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
四
条

施
行
日
の
前
日
を
含
む
中
期
目
標
の
期
間
に
係
る
積
立
金
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局

法
第
十
五
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
中
期
目
標
の
期
間
」
と
あ
る
の

は
「
事
業
年
度
」
と
、
「
通
則
法
第
三
十
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
中
期
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第
六
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
通
則
法
第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
事
業
計
画
」
と
す
る
。

２

独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
の
年
度
目
標
（
新
通
則
法
第
三
十
五
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
年
度
目
標
を
い
う
。
）
の
策
定
に
関
す
る
通
則
法
改
正
法
附
則

第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
の
規
定
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
並
び
に
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
六
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
法
（
平
成
十
四

年
法
律
第
四
十
一
号
）
第
十
八
条
の
規
定
の
」
と
す
る
。

（
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
五
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
第
七
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
教
育
公
務
員
特
例
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
教
育
公
務
員
特
例
法
」
と
い
う
。
）

第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
共
同
研
究
等
で
あ
っ
て
同
項
に
規
定
す
る
指
定
特
定
独
立
行
政
法
人
に
係
る
も
の
に
従
事
す
る
た
め
国
家
公
務
員
法
第
七
十
九

条
の
規
定
に
よ
り
休
職
に
さ
れ
た
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
（
旧
教
育
公
務
員
特
例
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
を
い
う
。
）

の
当
該
休
職
に
係
る
期
間
で
、
旧
教
育
公
務
員
特
例
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
現
実

に
職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し
な
い
期
間
に
は
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
も
の
に
係
る
同
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
六
条

第
七
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
事
業
団
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
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三
項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
、
第
十
一
条
の
二
並
び
に
第
十
三
条
の
三
並
び
に
新
事
業
団
法
第
三
十
二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
新
通
則
法
第
三
十

九
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
三
十
九
条
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
生
じ
た
事
項
に
も
適
用
す
る
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
団
」
と
い
う
。
）
の
監
事
で
あ
る
者
の
任
期
（
補
欠
の
事

業
団
の
監
事
の
任
期
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
事
業
団
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
文
部
科
学
大
臣
が
第
七
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
事
業
団

法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
通
則
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
団
に
指
示
し
て
い
る
同
項
の
中
期
目
標
は
、
文
部
科
学

大
臣
が
新
事
業
団
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
新
通
則
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
示
し
た
同
項
の
中
期
目
標
と
み
な
す
。

４

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
事
業
団
が
旧
事
業
団
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
通
則
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
て
い
る
同
項

の
中
期
計
画
は
、
新
事
業
団
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
新
通
則
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
同
項
の
中
期
計
画
と
み
な
す
。

５

施
行
日
を
含
む
事
業
年
度
に
係
る
新
事
業
団
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
新
通
則
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
毎

事
業
年
度
の
開
始
前
に
、
前
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
、
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
の
日
以
後
遅
滞
な
く
、
同
法
附
則
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共

済
事
業
団
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
と
み
な
さ
れ
る
」
と
す
る
。

６

新
事
業
団
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
新
通
則
法
第
三
十
二
条
の
規
定
は
、
事
業
団
の
施
行
日
の
前
日
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
業
務
の
実
績
に

関
す
る
評
価
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

（
国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
七
条

第
九
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
立
大
学
法
人
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
大
学
法
人
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
四
項
、
第
五
項
、

第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
十
一
条
の
二
、
第
二
十
五
条
第
四
項
、
第
五
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
並
び
に
第
二
十
五
条
の
二
並
び
に
新
大
学
法
人
法
第
三
十
五
条

に
お
い
て
準
用
す
る
新
通
則
法
第
二
十
一
条
の
五
、
第
三
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
三
十
九
条
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
生
じ
た
事
項
に
も

適
用
す
る
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
国
立
大
学
法
人
等
（
新
大
学
法
人
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
監
事
で
あ
る
者
の
任
期
（
補
欠
の
国
立
大
学
法
人
等
の
監
事
の
任
期
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
大
学
法
人
法
第
十
五
条
第
三
項
（
新
大
学
法
人
法
第
二
十

六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
大
学
法
人
法
第
三
十
一
条
の
二
及
び
第
三
十
一
条
の
三
の
規
定
は
、
国
立
大
学
法
人
等
の
施
行
日
の
前
日
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
業
務
の
実
績
に
関

す
る
評
価
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

４

国
立
大
学
法
人
等
の
施
行
日
の
前
日
を
含
む
中
期
目
標
（
第
九
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
立
大
学
法
人
法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
期
目
標
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を
い
う
。
）
の
期
間
の
終
了
時
の
検
討
に
関
す
る
新
大
学
法
人
法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
評
価
委
員
会
が
第
三
十
一

条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
の
終
了
時
に
見
込
ま
れ
る
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
を
行
っ
た
と
き
は
、

中
期
目
標
」
と
あ
る
の
は
、
「
中
期
目
標
」
と
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
八
条

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
の
中
長
期
目
標
の
策
定
に
関
す
る
通
則
法
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
「
の
規
定
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
並
び
に
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）

第
二
十
五
条
の
規
定
の
」
と
す
る
。

（
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
九
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発

等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
研
究
開
発
能
力
強
化
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
共
同
研
究
等
で
あ
っ

て
特
定
独
立
行
政
法
人
に
係
る
も
の
に
従
事
す
る
た
め
国
家
公
務
員
法
第
七
十
九
条
又
は
自
衛
隊
法
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
休
職
に
さ
れ
た
旧
研
究
開
発
能

力
強
化
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
研
究
公
務
員
の
当
該
休
職
に
係
る
期
間
で
、
旧
研
究
開
発
能
力
強
化
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
家
公
務

員
退
職
手
当
法
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
現
実
に
職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し
な
い
期
間
に
は
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
も
の
に
係
る
同
法
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
定
独
立
行
政
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
条

旧
特
労
法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
旧
特
労
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
組
合
の
業
務
に
専
ら
従
事
し
た
期
間
は
、
新
行
労
法
第
七

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
組
合
の
業
務
に
専
ら
従
事
し
た
期
間
と
み
な
す
。

（
労
働
組
合
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
一
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
中
央
労
働
委
員
会
の
委
員
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
第
百
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
組
合
法
第
十
九
条
の
三
第

二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
又
は
同
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
職
員
が
結
成
し
、
若
し
く
は
加
入
す
る
労
働
組
合
の
推
薦
に
基
づ
き
任
命
さ

れ
た
も
の
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
初
め
て
委
員
の
任
期
の
満
了
に
よ
る
新
た
な
委
員
の
任
命
が
行
わ
れ
る
日
の
前
日
ま
で
は
、
新
行
労
法
第
二
十
五
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
百
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
組
合
法
第
十
九
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
又
は
同
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行

法
人
職
員
が
結
成
し
、
若
し
く
は
加
入
す
る
労
働
組
合
の
推
薦
に
基
づ
き
任
命
さ
れ
た
委
員
と
み
な
す
。

（
社
会
保
険
労
務
士
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
二
条

特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
又
は
職
員
で
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
そ
の
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
者
は
、
第
百
八
条
の
規
定
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に
よ
る
改
正
後
の
社
会
保
険
労
務
士
法
（
次
項
に
お
い
て
「
新
社
会
保
険
労
務
士
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
八
号
に
該
当
す
る
者
と
み
な
す
。

２

新
社
会
保
険
労
務
士
法
第
八
条
第
五
号
及
び
別
表
第
二
第
八
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
又
は
職
員
と
し
て
行
政
事
務
に
相

当
す
る
事
務
に
従
事
し
た
期
間
は
、
同
条
第
五
号
及
び
同
表
第
八
号
の
行
政
執
行
法
人
の
役
員
又
は
職
員
と
し
て
行
政
事
務
に
相
当
す
る
事
務
に
従
事
し
た
期
間

と
み
な
す
。

（
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
職
員
で
あ
る
者
は
、
別
に
辞
令
を
発
せ
ら
れ
な
い
限
り
、
施
行
日
に
お
い
て
、
引
き

続
き
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
職
員
と
な
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
四
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
（
以
下
「
施
行
日
後
の
国
立
病
院
機
構
」
と
い
う
。
）
の
職
員
と
な
っ
た
者
に
対
す
る
国
家
公

務
員
法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
後
の
国
立
病
院
機
構
の
職
員
を
同
項
に
規
定
す
る
特
別
職
国
家
公
務
員
等
と
、
前
条
の
規
定

に
よ
り
国
家
公
務
員
と
し
て
の
身
分
を
失
っ
た
こ
と
を
任
命
権
者
の
要
請
に
応
じ
同
項
に
規
定
す
る
特
別
職
国
家
公
務
員
等
と
な
る
た
め
退
職
し
た
こ
と
と
み
な

す
。

第
二
十
五
条

附
則
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
施
行
日
後
の
国
立
病
院
機
構
の
職
員
と
な
る
者
に
対
し
て
は
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
に
基
づ
く
退
職
手
当
は
、

支
給
し
な
い
。

２

施
行
日
後
の
国
立
病
院
機
構
は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
施
行
日
後
の
国
立
病
院
機
構
の
職
員
の
退
職
に
際
し
、
退
職
手
当
を
支
給
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
そ
の
者
の
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
と
し
て
の
引

き
続
い
た
在
職
期
間
を
施
行
日
後
の
国
立
病
院
機
構
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
と
み
な
し
て
取
り
扱
う
べ
き
も
の
と
す
る
。

３

施
行
日
の
前
日
の
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
（
以
下
「
施
行
日
前
の
国
立
病
院
機
構
」
と
い
う
。
）
に
職
員
と
し
て
在
職
す
る
者
が
、
附
則
第
二
十
三
条

の
規
定
に
よ
り
引
き
続
い
て
施
行
日
後
の
国
立
病
院
機
構
の
職
員
と
な
り
、
か
つ
、
引
き
続
き
施
行
日
後
の
国
立
病
院
機
構
の
職
員
と
し
て
在
職
し
た
後
引
き
続

い
て
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
同
法
に
基
づ
い
て
支
給
す
る
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と

な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
施
行
日
後
の
国
立
病
院
機
構
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
同
項
に
規
定
す
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在

職
期
間
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
施
行
日
後
の
国
立
病
院
機
構
を
退
職
し
た
こ
と
に
よ
り
退
職
手
当
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付
を
含
む
。
）
の
支
給
を
受

け
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

施
行
日
後
の
国
立
病
院
機
構
は
、
施
行
日
の
前
日
に
施
行
日
前
の
国
立
病
院
機
構
の
職
員
と
し
て
在
職
し
、
附
則
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
い
て
施

行
日
後
の
国
立
病
院
機
構
の
職
員
と
な
っ
た
者
の
う
ち
施
行
日
か
ら
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
に
よ
る
失
業
等
給
付
の
受
給
資
格
を
取

得
す
る
ま
で
の
間
に
施
行
日
後
の
国
立
病
院
機
構
を
退
職
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
退
職
し
た
日
ま
で
施
行
日
前
の
国
立
病
院
機
構
の
職
員
と
し
て
在
職
し
た

も
の
と
し
た
な
ら
ば
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
対
し
て
は
、
同
条
の
規
定
の
例
に
よ
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り
算
定
し
た
退
職
手
当
の
額
に
相
当
す
る
額
を
退
職
手
当
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
六
条

施
行
日
前
に
旧
特
労
法
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
施
行
日
前
の
国
立
病
院
機
構
が
し
た
解
雇
に
係
る
中
央
労
働
委
員
会
に
対
す
る
申
立
て
及
び
中

央
労
働
委
員
会
に
よ
る
命
令
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
中
央
労
働
委
員
会
に
係
属
し
て
い
る
施
行
日
前
の
国
立
病
院
機
構
と
そ
の
職
員
に
係
る
旧
特
労
法
の
適
用
を
受
け
る
労
働
組
合
と

を
当
事
者
と
す
る
あ
っ
せ
ん
、
調
停
又
は
仲
裁
に
係
る
事
件
に
関
す
る
旧
特
労
法
第
三
章
（
第
十
二
条
の
規
定
を
除
く
。
）
及
び
第
六
章
に
規
定
す
る
事
項
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
課
税
の
特
例
）

第
二
十
七
条

新
通
則
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
別
法
及
び
新
通
則
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
名
称
中
に
国
立
研
究
開
発
法
人
と
い
う
文
字
を

使
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
新
通
則
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
が
当
該
名
称
の
変
更
に
伴
い
受
け
る
名
義
人
の
名
称
の
変
更
の
登
記
又
は
登
録

に
つ
い
て
は
、
登
録
免
許
税
を
課
さ
な
い
。

（
処
分
等
の
効
力
）

第
二
十
八
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
又
は
す
べ
き
処

分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
で
あ
っ
て
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
法
令
」
と
い

う
。
）
に
相
当
の
規
定
が
あ
る
も
の
は
、
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
を
含
む
。
）
に
別
段
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
法
令
の
相
当
の
規
定
に
よ
っ
て
し

た
又
は
す
べ
き
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
九
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に

し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
等
へ
の
委
任
）

第
三
十
条

附
則
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政

令
（
人
事
院
の
所
掌
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
規
則
）
で
定
め
る
。


